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１ 労働者派遣 
 

(1) 「労働者派遣」の意義 

労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のため

に労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」

ものをいう（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「法」という。）第２条

第１号）。  

したがって、労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は、①派遣元と派遣労働者との間に雇

用関係があり、②派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき、派遣元が派遣先に労働者を

派遣し、③派遣先は派遣元から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を指揮命令するというものである。 

(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義 

イ 「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から賃金を支払われる者をいう。  

ロ 「雇用関係」とは、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 623 条の規定による雇用関係のみではなく、労働者が事

業主の支配を受けて、その規律の下に従属的地位において労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主

から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。労働者派遣に該当するためには、派

遣元との間において当該雇用関係が継続していることが必要である。 

(3) 「指揮命令」の意義 

イ 労働者派遣は、労働者を「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」であり、この有無

により、労働者派遣を業として行う労働者派遣事業（３参照）と請負により行われる事業とが区分される（第１－

１図参照）。 

第１－１図 労働者派遣事業と請負により行われる事業との差異 

 
 

ロ 「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」ものではないとして、労働者派遣事業に該当せ

ず、請負により行われる事業に該当すると判断されるためには、第１に、当該労働者の労働力を当該事業主が自ら

直接利用すること、すなわち、当該労働者の作業の遂行について、当該事業主が直接指揮監督のすべてを行うとと

もに、第２に、当該業務を自己の業務として相手方から独立して処理すること、すなわち、当該業務が当該事業主の

業務として、その有する能力に基づき自己の責任の下に処理されることが必要であるが、具体的には、次のような

基準に基づき判断を行う（昭和 61 年労働省告示第 37 号）。 なお、労働者派遣を受け、当該派遣労働者を用いて、

請負により事業を行うことが可能であるのは当然であるので留意すること。  
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・ 労働者派遣事業と請負により行われる事業との

区分に関する基準 
（昭和61 年労働省告示第 37 号） 

 

Ⅰ  この基準は、法の適正な運用を確保するためには労働者

派遣事業に該当するか否かの判断を的確に行う必要があ

ることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われ

る事業との区分を明らかにすることを目的とする。 

 

Ⅱ  請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する

労働者を従事させることを業として行う事業主であって

も、当該事業主が当該業務の処理に関し次の１及び２の

いずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う

事業主とする。  

 

１  次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより自

己の雇用する労働者の労働力を自ら    直接利用するも

のであること。  

(1) 次の①及び②のいずれにも該当することにより業務の遂

行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。  

①  労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管

理を自ら行うこと。  

当該要件の判断は、当該労働者に対する仕事の割り付け、

順序、緩急の調整等につき当該事業主が自ら行うもので

あるか否かを総合的に勘案して行う。 

「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれか

の事項を事業主が自ら行わない場合であっても、これに

ついて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちに

当該要件に該当しないとは判断しない（以下同様。）とい

う趣旨である。  

〔製造業務の場合〕  

受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注

文を注文主から受けるようにし、当該業務を処理するのに必

要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け

負った内容に沿った業務を行っていること。受託者は、作業

遂行の速度を自らの判断で決定することができること。また、

受託者は、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定するこ

とができること。  

〔車両運行管理業務の場合〕  

あらかじめ定められた様式により運行計画（時刻、目的地等）

を注文主から提出させ当該運行計画が安全運転の確保、人員

体制等から不適切なものとなっている場合には、受託者がそ

の旨を注文主に申し入れ変更できるものとなっていること。  

〔医療事務受託業務の場合〕  

受託業務従事者が病院等の管理者又は病院職員等から、その

都度業務の遂行方法に関する指示を受けることがないよう、

受託するすべての業務について、業務内容やその量遂行手順、

実施日時、就業場所、業務遂行に当たっての連絡体制、トラ

ブル発生時の対応方法等の事項について、書面を作成し、管

理責任者が受託業務従事者に対し具体的に 

指示を行うこと。  

〔バンケットサービスの場合〕  

受託者は、バンケットコンパニオンがホテル等から業務の遂

行に関する指示を受けることのないよう、あらかじめホテル

等と挨拶、乾杯、歓談、催し物等の進行順序並びにそれぞれ

の時点におけるバンケットコンパニオンが実施するサービス

の内容及びサービスの実施に際しての注意事項を打ち合わせ、

取り決めていること。  

②  労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の

管理を自ら行うこと。  

当該要件の判断は当該労働者の業務の遂行に関する技

術的な指導、勤惰点検、出来高査定等につき当該事業主

が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。  

〔医療事務受託業務の場合〕  

受託者は、管理責任者を通じた定期的な受託業務従事者や病

院等の担当者からの聴取又はこれらの者との打ち合わせの機

会を活用し、受託業務従事者の業務の遂行についての評価を

自ら行っていること。  

(2) 次の①及び②のいずれにも該当することにより労働時間

等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。  

①  労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等

に関する指示その他の管理（これらの単なる把握を除く。）

を自ら行うこと。  

当該要件の判断は、受託業務の実施日時（始業及び終業

の時刻、休憩時間、休日等）について、事前に事業主が

注文主と打ち合わせているか、業務中は注文主から直接

指示を受けることのないよう書面が作成されているか、

それに基づいて事業主側の責任者を通じて具体的に指

示が行われているか、事業主自らが業務時間の実績把握

を行っているか否かを総合的に勘案して行う。  

〔製造業務の場合〕  

受託業務の行う具体的な日時（始業及び終業の時刻、休憩時

間、休日等）については事前に受託者と注文主とで打ち合わ

せ、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書

面を作成し、それに基づいて受託者側の現場責任者を通じて

具体的に指示を行っていること。  

受託業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、

受託者自らが把握できるような方策を採っていること。  



- 6 - 

第１ 労働者派遣事業の意義等 

 

  

②  労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労

働させる場合における指示その他の管理（これらの場合に

おける労働時間等の単なる把握を除く。）を自ら行うこと。  

当該要件の判断は、労働者の時間外、休日労働は事業主側

の責任者が業務の進捗状況等をみて自ら決定しているか、

業務量の増減がある場合には、事前に注文主から連絡を受

ける体制としているか否かを総合的に勘案して行う。  

〔製造業務の場合〕  

受託業務の業務量の増加に伴う受託業務従事者の時間外、休

日労働は、受託者側の現場責任者が業務の進捗状況等をみて

決定し、指示を行っていること。 

バンケットサービスの場合〕  

宴席が予定した時間を超えた場合の請負契約に定められたサ

ービス提供の終了時間の延長についてのホテル等との交渉及

び延長することとした場合のバンケットコンパニオンへの指

示については、現場に配置している責任者が行っていること。  

(3) 次の①及び②のいずれにも該当することにより企業にお

ける秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自

ら行うものであること。  

①  労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その

他の管理を自ら行うこと。  

当該要件の判断は、当該労働者に係る事業所への入退場に

関する規律、服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規

律等の決定、管理につき、当該事業主が自ら行うものであ

るか否かを総合的に勘案して行う。  

なお、安全衛生、機密の保持等を目的とする等の合理的な

理由に基づいて相手方が労働者の服務上の規律に関与す

ることがあっても、直ちに当該要件に該当しないと判断さ

れるものではない。  

〔医療事務受託業務の場合〕  

職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定、指示を受

託者が自ら行う（衛生管理上等別途の合理的理由に基づいて

病院等が労働者の服務上の規律に関与する場合を除く。）ほか、

聴取及び打合せの際に、あるいは定期的な就業場所の巡回の

際に、勤務場所での規律、服装、勤務態度等の管理を受託者

が自ら行っていること。また、あらかじめ病院等の担当者に

対して、この旨の説明を行っていること。 

②  労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。  

当該要件の判断は、当該労働者に係る勤務場所、直接指揮

命令する者等の決定及び変更につき、当該事業主が自ら行

うものであるか否かを総合的に勘案して行う。  

なお、勤務場所については、当該業務の性格上、実際に就

業することとなる場所が移動すること等により、個々具体

的な現実の勤務場所を当該事業主が決定又は変更できな

い場合は当該業務の性格に応じて合理的な範囲でこれが

特定されれば足りるものである 

〔製造業務の場合〕  

自らの労働者の注文主の工場内における配置も受託者が決定

すること。  

また、業務量の緊急の増減がある場合には、前もって注文主

から連絡を受ける体制にし、受託者が人員の増減を決定する

こと。  

〔バンケットサービスの場合〕  

業務に従事するバンケットコンパニオンの決定についてはホ

テル等による指名や面接選考等を行わずバンケット業者自ら

が決定すること。また、同一の宴席におけるバンケットサー

ビスを複数のバンケット業者が請け負う場合には、異なるバ

ンケット業者のバンケットコンパニオンが共同して１つのサ

ービスを実施することのないよう、あらかじめ各バンケット

業者が担当するテーブルやサービス内容を明確に区分してい

ること。  

  

２  次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより請

負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契

約の相手方から独立して処理するものであること。  

(1) 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下

に調達し、かつ、支弁すること。  

(2) 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定さ

れた事業主としてのすべての責任を負うこと。  

当該要件の判断に当たり、資金についての調達、支弁の

方法は特に問わないが、事業運転資金等はすべて自らの

責任で調達し、かつ、支弁していることが必要である。  

〔医療事務受託業務の場合〕  

受託業務の処理により、病院等及び第三者に損害を与えたと

きは、受託者が損害賠償の責任を負う旨の規定を請負契約に

定めていること。  

〔車両運行管理業務の場合〕  

 自動車事故等が発生し、注文主が損害を被った場合には、受

託者が注文主に対して損害賠償の責任を負う（又は求償権に

応ずる）旨の規定を契約書に明記するとともに、当該責任を

負う意思及び履行能力を担保するため、受託者が自動車事故

等に係る任意保険に加入していること。  

〔給食受託業務の場合〕  

契約書等に食中毒等が発生し損害賠償が求められる等注文主

側が損害を被った場合には、受託者が注文主に対して損害賠

償の責任を負う（又は求償権に応ずる）旨の規定を明記して

いること。  
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(3) 次のイ又はロのいずれかに該当するものであって、単に

肉体的な労働力を提供するものでないこと。  

イ  自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しく

は器材（業務上必要な簡易な工具を除く。）又は材料若し

くは資材により、業務を処理すること。  

当該要件は、機械、設備、資材等の所有関係、購入経路

等の如何を問うものではないが、機械、資材等が相手方

から借り入れ又は購入されたものについては、別個の双

務契約（契約当事者双方に相互に対価的関係をなす法的

義務を課する契約）による正当なものであることが必要

である。なお、機械、設備、器材等の提供の度合につい

ては、単に名目的に軽微な部分のみを提供するにとどま

るものでない限り、請負により行われる事業における一

般的な社会通念に照らし通常提供すべきものが業務処

理の進捗状況に応じて随時提供使用されていればよい

ものである。  

〔製造業務の場合〕  

注文主からの原材料、部品等の受取りや受託者から注文主へ

の製品の受渡しについて伝票等による処理体制が確立されて

いること。また、注文主の所有する機械、設備等の使用につ

いては、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守

及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修理に要する

経費を受託者が負担していること。 

〔車両運行管理業務の場合〕  

運転者の提供のみならず、管理車両の整備（定期整備を含む。）

及び修理全般、燃料・油脂等の購入及び給油、備品及び消耗

品の購入、車両管理のための事務手続、事故処理全般等につ

いても受託することで注文主の自動車の管理全体を行ってい

るものでありまた、当該受託業務の範囲を契約書に明記して

いること。  

ロ  自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経

験に基づいて、業務を処理すること。  

当該要件は、事業主が企業体として有する技術、技能等

に関するものであり、業務を処理する個々の労働者が有

する技術、技能等に関するものではない。 

 

Ⅲ  Ⅱの１及び２のいずれにも該当する事業主であっても、

それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装

されたものであって、その事業の真の目的が法第２条第

１号に規定する労働者派遣を業として行うことにあると

きは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れる

ことができない。 
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ハ(ｲ)  「他人のために労働に従事させる」とは、当該労働への従事に伴って生ずる利益が、当該指揮命令を行う他人

に直接に帰属するような形態で行われるものをいう。したがって、事業主が、自己の雇用する労働者を指揮命令する

方法の一つとして、当該事業主自身の事業所の作業の遂行について専門的能力を有する「他人」に当該事業主自身の

ための指揮命令の実施を委任等の形式により委託し、当該指揮命令の下に自己の雇用する労働者を労働に従事させる

ような場合は、「他人のために労働に従事させる」とはいえず、労働者派遣には該当しない。  

(ﾛ)  「労働に従事させる」の前提として場所的な移動は前提ではなく他人が派遣元の事業所に出向いて指揮命令を実

施する場合であっても、当該指揮命令に伴って生ずる利益が当該他人に直接に帰属する限りは労働者派遣に該当する。  

(ﾊ)  なお、「労働に従事させる」とは、派遣元が雇用主としての資格に基づき、労働者について自己の支配により、そ

の規律の下に従属的地位において労働を提供させることをいうものであり、労働者に対する指揮命令に係る権限につ

いても、派遣元から派遣先へ委託されてはいるが本来的には、派遣元に留保され、労働についても観念的には派遣元

に提供されているものであることに留意する必要がある。  

ニ  ロに掲げる基準は労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準であるが、労働者派遣契約に係

る規制（第６参照）、派遣労働者に係る雇用制限の禁止に係る規定及び就業条件の明示に係る規定の派遣元事業主以

外の労働者派遣をする事業主についての準用（第 11 の７(5)ホ(ﾛ)及び第 11 の７(5)ヘ(ﾆ)参照）、労働者派遣契約

に関する措置に係る規定の派遣先以外の労働者派遣の役務の提供を受ける者についての準用（第８の２の(4)参照）

並びに労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等の適用に関する特例等の規定（第９参照）において必要となる「業

として行わない労働者派遣」と請負の形態の区分においても、当該基準を準用するものとする。  

(4) 出向との関係  

イ  労働者派遣には、「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」が、こ

れによりいわゆる在籍型出向が除外される（第１－２図参照）。 
 

第１－２図 労働者派遣と在籍型出向との差異 

 
 

ロ いわゆる出向は、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事業主との間において新たな雇用契約関係に

基づき相当期間継続的に勤務する形態であるが、出向元事業主との関係から、次の二者に分類できる。 

①  在籍型出向  

出向元事業主及び出向先事業主双方との間に雇用契約関係がある（出向先事業主と労働者との間の雇用契約関

係は通常の雇用契約関係とは異なる独特のものである）。 形態としては、出向中は休職となり、身分関係のみ

が出向元事業主との関係で残っていると認められるもの、身分関係が残っているだけでなく、出向中も出向元

事業主が賃金の一部について支払義務を負うもの等多様なものがある。  

なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向元事業主、出向先事業主及び出向労働者三

者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元事業主又は出向先事業主が負うこととなる。  

②  移籍型出向  

出向先事業主との間にのみ雇用契約関係がある。  

なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向先のみが負うこととなる。  

ハ 移籍型出向については、出向元事業主との雇用契約関係は終了しており、労働者派遣には該当しない。 
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ニ 在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主と

の間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われている（この判断は、出向、

派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労

働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみ

ることにより行う。）ことから、労働者派遣には該当しない。 

ホ ニのとおり、在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給((5)参照）に該当する

ので、その在籍型出向が「業として行われる」（３の(2)参照）ことにより、職業安定法（昭和 22 年法律 141 号）

第 44 条により禁止される労働者供給事業に該当するようなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。 

ただし、在籍型出向と呼ばれているものは、通常、①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会

を確保する、②経営指導、技術指導の実施、③職業能力開発の一環として行う、④企業グループ内の人事交流の一

環として行う等の目的を有しており、出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として

行われていると判断し得るものは少ないと考えられるので、その旨留意すること（３の(2)参照）。 

へ 二重の雇用契約関係を生じさせるような形態のものであっても、それが短期間のものである場合は、一般的には在

籍型出向と呼ばれてはいないが、法律の適用関係は在籍型出向と異なるものではないこと（例えば、短期間の教育

訓練の委託、販売の応援等においてこれに該当するものがある）。 

ト なお、移籍型出向については、出向元事業主と労働者との間の雇用契約関係が終了しているため、出向元事業主と

労働者との間の事実上の支配関係を認定し、労働者供給に該当すると判断し得るケースは極めて少ないと考えられ

るので、その旨留意すること。ただし、移籍型出向を「業として行う」（３の(2)参照）場合には、職業紹介事業に

該当し、職業安定法第 30 条、第 33 条等との関係で問題となる場合もあるので注意が必要である。 

チ いわゆる出向は、法の規制対象外となるが、出向という名称が用いられたとしても、実質的に労働者派遣とみられ

るケースがあるので注意が必要である。  

(5) 労働者供給との関係  

イ 労働者供給とは「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣

法第２条第１号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないもの」をいう（職業安定法第４条第６項）。  

ロ 労働者供給を「業として行う」（３の(2)参照）ことは、職業安定法第 44 条による労働者供給事業の禁止規定によ

り禁止されることとなる。 

ハ  労働者供給と労働者派遣の区分は次により行うこととする（第１－３図参照）。  

(ｲ) 供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる場合のうち、供給元と労働者との間に

雇用契約関係がないものについては、全て労働者供給に該当する。当該判断は、具体的には、労働保険・社会

保険の適用、給与所得の確認等に基づき行う。 

(ﾛ) (ｲ)の場合とは異なり、供給元と労働者との間に雇用契約関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用

させることを約して行われるものについては、労働者派遣には該当せず、労働者供給となる（法第２条第１号）。 

ただし、供給元と労働者との間に雇用契約関係があり、当該雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて労働に

従事させる場合において、労働者の自由な意思に基づいて結果として供給先と直接雇用契約が締結されたとし

ても、これは前もって供給元が供給先に労働者を雇用させる旨の契約があった訳ではないため、労働者派遣に

該当することとなる。 
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第１－３図 労働者派遣と労働者供給との差異 

 
 

(ﾊ) (ﾛ)における「派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるもの」の判断については、契約書等にお

いて派遣元、派遣先間で労働者を派遣先に雇用させる旨の意思の合致が客観的に認められる場合はその旨判

断するが、それ以外の場合は、次のような基準に従い判断するものとすること。 

① 労働者派遣が法の定める枠組に従って行われる場合は、原則として、派遣先に労働者を雇用させることを

約して行われるものとは判断しないこと。  

② 派遣元が企業としての人的物的な実体（独立性）を有しない個人又はグループであり派遣元自体も当該派

遣元の労働者とともに派遣先の組織に組み込まれてその一部と化している場合、派遣元は企業としての人

的物的な実体を有するが当該労働者派遣の実態は派遣先の労働者募集・賃金支払の代行となっている場合

その他これに準ずるような場合については、例外的に派遣先に労働者を雇用させることを約して行われる

ものと判断することがあること。 

ニ いわゆる「二重派遣」は、派遣先が派遣元事業主から労働者派遣を受けた労働者をさらに業として派遣するこ

とをいうが、この場合、当該派遣先は当該派遣労働者を雇用している訳ではないため、形態としては労働者供

給を業として行うものに該当するものであり、職業安定法第 44 条の規定により禁止される。  

これについては、派遣労働者を雇用する者と、当該派遣労働者を直接指揮命令する者との間のみにおいて労働

者派遣契約（第６参照）が締結されている場合は、「二重派遣」に該当しないものである。したがって、労働者

派遣契約を単に仲介する者が存する場合は、通常「二重派遣」に該当するものとは判断できないものであるこ

と（詳しくは(6)のロ及びハ参照）。 

(6) ジョイント・ベンチャー（ＪＶ）との関係 

イ ＪＶの請負契約の形式による業務の処理 

(ｲ) ＪＶは、数社が共同して業務を処理するために結成された民法上の組合（民法第 667 条）の一種であり、ＪＶ

自身がＪＶ参加の各社（以下「構成員」という。）の労働者を雇用するという評価はできないが、ＪＶが民法上

の組合である以上、構成員が自己の雇用する労働者をＪＶ参加の他社の労働者等の指揮命令の下に従事させた

としても、通常、それは自己のために行われるものとなり、当該法律関係は、構成員の雇用する労働者を他人の

指揮命令を受けて、「自己のために」労働に従事させるものであり、法第２条第１号の「労働者派遣」には該当

しない。しかしながら、このようなＪＶは構成員の労働者の就業が労働者派遣に該当することを免れるための

偽装の手段に利用されるおそれがあり、その法的評価を厳格に行う必要がある。 

(ﾛ) ＪＶが民法上の組合に該当し、構成員が自己の雇用する労働者をＪＶ参加の他社の労働者等の指揮命令の下に

労働に従事させることが労働者派遣に該当しないためには、次のいずれにも該当することが必要である。 

ａ ＪＶが注文主との間で締結した請負契約に基づく業務の処理について全ての構成員が連帯して責任を負うこと。  
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ｂ ＪＶの業務処理に際し、不法行為により他人に損害を与えた場合の損害賠償義務について全ての構成員が連帯

して責任を負うこと。 

ｃ 全ての構成員が、ＪＶの業務処理に関与する権利を有すること。 

ｄ 全ての構成員が、ＪＶの業務処理につき利害関係を有し、利益分配を受けること。 

ｅ ＪＶの結成は、全ての構成員の間において合同的に行わなければならず、その際、

当該ＪＶの目的及び全ての構成員による共同の業務処理の２点について合意が成

立しなければならないこと。 

ｆ 全ての構成員が、ＪＶに対し出資義務を負うこと。 

ｇ 業務の遂行に当たり、各構成員の労働者間において行われる次に掲げる指示その

他の管理が常に特定の構成員の労働者等から特定の構成員の労働者に対し一方的に行われるものではなく、各

構成員の労働者が、各構成員間において対等の資格に基づき共同で業務を遂行している実態にあること。  

① 業務の遂行に関する指示その他の管理（業務の遂行方法に関する指示その他の管理、業務の遂行に関する評

価等に係る指示その他の管理）  

② 労働時間等に関する指示その他の管理（出退勤、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理（これ

らの単なる把握を除く。）、時間外労働、休日労働における指示その他の管理（これらの場合における労働時

間等の単なる把握を除く。）） 

③ 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理（労働者の服務上の規律に関する事項について

の指示その他の管理、労働者の配置等の決定及び変更）  

ｈ 請負契約により請け負った業務を処理するＪＶに参加するものとして、ａ、ｂ及びｆに加えて次のいずれにも

該当する実態にあること。 

① 全ての構成員が業務の処理に要する資金につき、調達、支弁すること。  

② 全ての構成員が業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としての責任を負うこと。 

③ 全ての構成員が次のいずれかに該当し、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。  

ⅰ 業務の処理に要する機械、設備若しくは器材（業務上必要な簡易な工具を除く。）又は材料若しくは資材

を、自己の責任と負担で相互に準備し、調達すること。 

ⅱ 業務の処理に要する企画又は専門的な技術若しくは経験を、自ら相互に提供すること。 

(ﾊ) ＪＶが(ﾛ)のいずれの要件をも満たす場合については、ＪＶと注文主との間で締結した請負契約に基づき、構成

員が業務を処理し、また、ＪＶが代表者を決めて、当該代表者がＪＶを代表して、注文主に請負代金の請求、受

領及び財産管理等を行っても、法において特段の問題は生じないと考えられる。 

ロ ＪＶによる労働者派遣事業の実施 

(ｲ) ＪＶは、数社が共同して業務を処理するために結成された民法上の組合（民法第 

667 条）であるが、法人格を取得するものではなく、ＪＶ自身が構成員の労働者を

雇用するという評価はできないため（イの(ｲ)参照）、ＪＶの構成員の労働者を他人

の指揮命令を受けて当該他人のための労働に従事させ、これに伴い派遣労働者の就

業条件の整備等に関する措置を講ずるような労働者派遣事業を行う主体となるこ

とは不可能である。 したがって、ＪＶがイに述べた請負契約の当事者となること

はあっても、法第 26 条に規定する労働者派遣契約の当事者となることはない。  

(ﾛ）このため、数社が共同で労働者派遣事業を行う場合にも、必ず個々の派遣元と派遣先との間でそれぞれ別個の

働者派遣契約が締結される必要があるが、この場合であっても、派遣元がその中から代表者を決めて、当該代
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表者が代表して派遣先に派遣料金の請求、受領及び財産管理等を行うことは、法において特段の問題は生じな

いものと考えられる。 

(ﾊ) この場合、派遣先において、派遣元の各社が自己の雇用する労働者を派遣元の他社の労働者の指揮命令の下に

労働に従事させる場合、例えば特定の派遣元（Ａ）の労働者が特定の派遣元（Ｂ、Ｃ）の労働者に対し一方的

に指揮命令を行うものであっても、派遣元（Ａ）の労働者は派遣先のために派遣先の業務の遂行として派遣元

（Ｂ、Ｃ）の労働者に対して指揮命令を行っており、派遣元（Ｂ、Ｃ）の労働者は、派遣先の指揮命令を受け

て、派遣先のために労働に従事するものとなるから、ともに法第２条第１号の「労働者派遣」に該当し、法に

おいて特段の問題は生じない。 

ハ その他 

ＪＶの行う労働者派遣事業に類するものとして、次の点に留意すること。 

(ｲ) 派遣元に対して派遣先を、派遣先に対して派遣元をそれぞれあっせんし、両者間での労働者派遣契約の結成を

促し、援助する行為は法上禁止されていないこと（5)のニ、第１－４図参照）。  

(ﾛ）また、派遣元のために、当該派遣元が締結した労働者派遣契約の履行について派遣先との間で保証その他その

履行を担保するための種々の契約の締結等を行うことも、同様に法上禁止されていないこと（第１－４図参

照）。 
 

第１－４図 労働者派遣に係るあっせんと保証 

 

 
(7) 派遣店員との関係 

イ  デパートやスーパー・マーケットのケース貸し等に伴ってみられるいわゆる派遣店員は、派遣元に雇用され、派遣

元の業務命令により就業するが、就業の場所が派遣先事業所であるものである。 

ロ  この場合において、就業に当たって、派遣元の指揮命令を受け、通常派遣先の指揮命令は受けないものは、請負等

の事業と同様（(3)参照）「他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる」ものではなく、労働者派遣

には該当しないが、派遣先が当該派遣店員を自己の指揮命令の下に労働に従事させる場合は労働者派遣に該当するこ

ととなる（第１－５図参照）。 

第１－５図 労働者派遣と派遣店員との差異 

 

ハ 現実にも、派遣店員に関する出退勤や休憩時間に係る時間の把握等については、派遣先の事業主や従業者等に委任

される場合があるが、このことを通じて、実質的に労働者派遣に該当するような行為（例えば、派遣先の事業主や従業

者から派遣元の事業とは無関係の業務の応援を要請される等）が行われることのないよう、関係事業主に対し、派遣

店員に係る法律関係についての周知徹底等を行っていく必要がある。 

(8) その他 
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老人、身体障害者等に対する家庭奉仕員派遣事業、母子家庭等介護人派遣事業、盲人ガイドヘルパー派遣事業、手話

奉仕員派遣事業、脳性マヒ者等ガイドヘルパー派遣事業その他これらに準ずる社会福祉関係の個人を派遣先とする派遣

事業については、法施行前は職業安定法第 44 条で禁止する労働者供給事業に該当しないものとして判断されてきたが、

これらの事業が、今後従来と同様法第２条第１号の「労働者派遣」に該当しない態様により行われる限りにおいて、「派

遣」という名称とは関わりなく、①派遣元が国、地方公共団体、民間のいずれであるかを問わず、また、②派遣先が不特

定多数の個人であるか、特定の会員等であるかを問わず、労働者派遣事業とはならないものであること。 

 

２ 派遣労働者 
 
(1) 「派遣労働者」の意義 

派遣労働者とは、「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの」をいう（法第２条第２号）。 

(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義 

派遣労働者は、事業主が現に雇用している状態にある者である。したがって、いわゆる登録型の労働者派遣事業（３

の(4)参照）において登録されているだけで、当該事業主が雇用していない労働者は派遣労働者に該当しない。なお、

当該登録中の労働者についても、法第 30 条、第 30 条の４、第 31 条の２及び第 33 条において「派遣労働者として雇用し

ようとする者」として派遣労働者とは異なる規制の対象となる（第７の２の(1)、第７の５の(1)、第７の７の(1)及び

第７の９の(1)参照）。 

(3) 「労働者派遣の対象」の意義 

イ 派遣労働者は、事業主が雇用する労働者のうち、労働者派遣の対象となる者である。この労働者派遣の対象とは、現

に労働者派遣をされていると否とを問わず、労働者派遣をされる地位にある者のことをいう。 

ロ 労働者派遣の対象となるか否かの判断は、具体的には、労働協約、就業規則、労働契約等の定めを確認することによ

り行う。 

ハ なお、派遣労働者としての地位を取得させるためには、法第 32 条の定めに従った手続が必要である（第７の８参

照）。 

(4) 有期雇用派遣労働者と無期雇用派遣労働者 派遣労働者のうち、期間を定めて雇用される派遣労働者を有期雇用派遣労

働者といい（法第 30 条第１項）、期間を定めないで雇用される派遣労働者を無期雇用派遣労働者という（法第 30 条

の２第１項）。 

 

３ 労働者派遣事業 
 
(1) 「労働者派遣事業」の意義 

労働者派遣事業とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいう（法第２条第３号）。 

(2) 「業として行う」の意義 

イ 「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、１回限りの行為であっ

たとしても反復継続の意思をもって行えば事業性があるが、形式的に繰り返し行われていたとしても、全て受動的、

偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意思を もって行われていなければ、事業性は認められない。 

ロ 具体的には、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行われるか否かによって判断され、必ずしも営

利を目的とする場合に限らず（例えば、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動も「事業」に該当することがある。）、

また、他の事業と兼業して行われるか否かを問わない。 

ハ しかしながら、この判断も一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるものであり、営利を目的とするか

否か、事業としての独立性があるか否かが反復継続の意思の判定の上で重要な要素となる。例えば、①労働者の派遣
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を行う旨宣伝、広告をしている場合、②店を構え、労働者派遣を行う旨看板を掲げている場合等については、原則と

して、事業性ありと判断されるものであること。 

(3) 適用除外業務との関係 

労働者派遣事業は、労働者派遣を業として行うことをいうものであり、派遣労働者が従事する業務に応じて労働者派

遣に該当したり、該当しなかったりするものではなく、適用除外業務（第２の１参照）について労働者派遣を業とし

て行ったとしても労働者派遣事業に該当する。 

(4）「登録型派遣」と「常用型派遣」 

いわゆる「登録型派遣」とは、一般に、派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、労働者派遣をするに際し、

当該登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結し、有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うことを称

される。いわゆる「常用型派遣」とは、一般に、労働者派遣事業者が常時雇用している労働者の中から労働者派遣を行

うことを称される。なお、この「常時雇用される」労働者のみで労働者派遣事業を行う特定労働者派遣事業は平成 27 

年法改正により廃止された（第４参照）。 

 

４ 紹介予定派遣 
 
(1) 紹介予定派遣とは、法第５条第１項の許可を受けた派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後

に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先に対して、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、

又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働

者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間

で約されるものを含む（法第２条第４号）。 

(2) 紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に係る規定を適用しない（法

第 26 条第６項）。 

(3) 紹介予定派遣については、円滑かつ的確な労働力需給の結合を図るための手段として設けられたものであり、具体

的には次の①から③までの措置を行うことができるものである。 

① 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等 

② 派遣就業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示 

③ 派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認及び採用内定 

(4) 紹介予定派遣を行う場合には、派遣元事業主及び派遣先は次の措置等を講じなければならない。 

①   労働者派遣契約に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること（第６の２の(1)の⑨参照） 

② 紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守（第７の 21 の(1)及び第８の 17 の(1)参照） 

③ 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示（第７の 21 の(2)及び第８の 

 17 の(2)参照） 

④   派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別等による差別防止に係る措置（第８の 17 の(3)参 照） 

⑤ 派遣労働者であることの明示等（第７の８の参照） 

⑥ 就業条件等の明示（第７の 10 の(3)のイの⑨参照） 

⑦   派遣元管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること（第７の 17 の(1)のホの⑩ 参照） 

⑧   派遣先管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること（第８の 12 の(2)のハの⑪ 参照） 

 

５ 法の適用範囲 
 
(1) 法の適用範囲の原則 
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法は(3)によりその適用を除外される「船員」を除き、公務員も含めたあらゆる労働者、あらゆる事業に適用される。 

(2) 公務員等に対する法の適用 

イ 国家公務員、地方公務員が派遣労働者となる場合にも、法の規制が適用される（国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 

号）附則第 16 条、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 58 条）。そのため、法第３章第４節の規定だけではなく、

当該規定により適用される労働基準法等の規定も適用されることとなる。特定独立行政法人及び国有林野事業を行う

国の経営する企業に勤務する職員や水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業、ガス事業等の

地方公営企業及び特定地方独立行政法人の職員についても同様である（特定独立行政法人等の労働関係に関する法律

（昭和 23 年法律第 257 号）第 37 条、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和 27 年法律第 289 号）第 17 条、地方公

営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 39 条、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 53 条）。 

ロ 国、地方公共団体が派遣先である場合についても、法（第３章第４節の規定及び当該規定により適用される労働基準

法等の規定を含む。）は全面的に適用される。 

(3) 船員に対する法の適用除外 

イ 船員職業安定法（昭和 23 年法律第 130 号）第６条第１項に規定する船員については、法は適用されない（法第３条） 

ロ 船員職業安定法第６条第１項に規定する船員とは船員法による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船

舶に乗り組むものをいう。 

(ｲ) 船員法（昭和 22 年法律第 100 号）による船員とは「日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶（船

員法施行規則（昭和 22 年運輸省令第 23 号）第１条）に乗り組む船長及び海員並びに予備船員」のことをいう（船員

法第１条第１項）。 

(ﾛ)「船舶」には、①総トン数５トン未満の船舶、②湖、川又は港のみを航行する船舶、③政令の定める総トン数 30 ト

ン未満の漁船、④船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和 26 年法律第 149 号）第２条第４項に規定する小型船舶

であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及

び態様、運航体制等からみて、 船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令で定めるものは含まれ

ない（船員法 第１条第２項）。 

(ﾊ)「海員」とは、「船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者」をいう

（船員法第２条第１項）。したがって、船内における酒場、理髪店、洗たく屋、売店、事務室内で働く労働者も、船

舶内で使用される乗組員に該当する以上、直接 に運航業務に従事しなくても、この海員に含まれる。 

(ﾆ)「予備船員」とは、「船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないもの」をいう（船員法第２条

第２項）。 

ハ 船員について法が適用除外されるとは、船員である者を派遣労働者として船員の業務以外の業務に就かせること及び

船員以外の者を船員の業務に就かせることの双方について法の規定が適用されないという意味である。例えば船員

以外の者が派遣先であるロの(ﾛ)の「船舶」内で就業する限りにおいて（ロの(ｲ)に該当する必要がある。）、派遣労

働者は船員に該当することとなり、 法の適用は受けない。 

ニ なお、船員に係る労働者派遣事業に相当する事業については、船員職業安定法第 55 条第１項により、国土交通大臣

の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができることとされている。 

「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他 人の指揮命令を受け

て、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させるこ

とを約してするものを含まないものをいう（船員職業安定法第６条第１項）。その旨に留意するとともに、必要な場合

には、地方運輸局等運輸関係行政機関と相互に連携を保ちつつ、的確な行政運営を行うこと。 
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１ 適用除外業務に係る制限 
 
何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない（法第４条第１項）。  

①  港湾運送業務（港湾労働法（昭和 63 年法律第 40号）第２条第２号に規定する港湾運送の業務及び同条第１号に規定

する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。）  

②  建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の

作業に係る業務をいう。）  

③  警備業法（昭和 47 年法律第 117 号）第２条第１項各号に掲げる業務  

④  その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣（第２から第５までにおいて単に「労働者

派遣」という。）により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として２の(5)に掲げる業務   

以上の業務（以下「適用除外業務」という。）については、労働者派遣事業を行ってはならない。 

また、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該適用除外業務の

いずれかに該当する業務に従事させてはならない（法第４条第３項）。 

（参考）港湾運送事業を営んでいる事業主は、港湾労働法第 12 条により、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、港湾運送

業務に労働者派遣を行うことができる。 

 

２ 適用除外業務の範囲 
 

(1) 港湾労働法第２条第１号に規定する港湾（東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門）における同条第２号に規定

する港湾運送業務 

イ 港湾労働法第２条第２号に規定する港湾運送業務の範囲 

１の①に掲げる港湾運送業務のうち港湾労働法第２条第２号に規定する港湾運送の業務とは、次に掲げる行為

であること。 

(ｲ) 港湾運送事業法（昭和 26 年法律第 161 号）第２条第１項第２号から第５号までに規定する、船内荷役、はし

け運送、沿岸荷役及びいかだ運送の各行為（港湾労働法第２条第２号イ）  

(ﾛ) (ｲ)の行為と本質的機能を同じくするとともに、港湾運送の波動性の影響を受ける等労働の態様が港湾運送と

類似し、実際に港湾運送との間に労働者の相互の流動が見られる行為である次に掲げる行為であって、他人の

需要に応じて行うもの（港湾労働法第２条第２号ロ）  

ａ 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し 

ｂ (ｲ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃 

ｃ 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾の水域の沿岸からおおむね500メ

ートル（東京及び大阪の港湾にあっては  200 メートル）の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内

にある倉庫（船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り

扱うものを除く。以下「港湾倉庫」という。）への搬入（上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入

であって、港湾運送事業法第２条第３項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第１号に掲げる行為に係る

もの若しくは同法第３条第１号から第４号までに掲げる事業又は倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第２

条第２項に規定する倉庫業のうち港湾倉庫に係るものを営む者（以下「港湾運送関係事業者」という。）以外

の者が行うものを除く。）、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉
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庫からの搬出（上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であって、港湾運送関係事業者以外の者が

行うものを除く。）又は貨物の港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該

倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷

蔵室における荷さばきを除く。 

ｄ 道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第２条第１項に規定する道路運送車両若しくは鉄道（軌道を含

む。）（以下「車両等」という。）により運送された貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入

（港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。）又は車両等により運送されるべき貨物の港

湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出（港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を

除く。）。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及

び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。 

ロ イの(ﾛ)のａの「船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画」とは、船舶に積み込まれた貨物の移

動又は荷くずれ等を防止するために行う支持または固縛の行為であって、通常ラッシング又はショアリングと呼ばれ

ているものをいい、「船積貨物の荷造り若しくは荷直し」とは、船内、岸壁又は上屋等の荷さばき場において行われる

船積貨物の梱包、袋詰め等の荷造り若しくは荷の詰めかえ又は包装の修理等の荷直しの行為をいうものである。 

ハ イの(ﾛ)のｂの「(ｲ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃」とは、船倉（タンクを含む。）の清掃をいい、船員の

居住区域、機関区域、燃料タンク、飲料水タンク等直接港湾運送事業の業務と関連のない区域の清掃の行為は含まな

いものであること。  

ニ イの(ﾛ)のｃ及びｄにおける「港湾倉庫」については、昭和 63 年労働省告示第 101 号（港湾労働法施行令第２条第３

号の規定に基づいて厚生労働大臣が指定する区域）により厚生労働大臣が指定する区域（具体的には別表１のとおり。）

にある倉庫のうち、船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送になる貨物以外の貨物のみを通常取り扱

うもの以外のものであること。  

ホ イの(ﾛ)の c のいわゆる海側倉庫荷役については、次のとおりとする。  

(ｲ)「船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾倉庫への搬入」には、単に港湾倉庫に

運び入れる作業だけでなく、港湾倉庫にはいつける作業まで含まれるものであること。  

(ﾛ)「船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾倉庫への搬出」には、単に港湾倉庫か

ら運び出す作業だけでなく、港湾倉庫にはいくずす作業まで含まれるものであること。  

(ﾊ)「上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入」及び「上屋その他の荷さばき場へ搬入すべき貨物の搬出」に

ついては、港湾運送関係事業者が行う場合に限り対象となるが、港湾運送関係事業者であることの判断は、港湾労

働法施行通達により判断された事業者をもって港湾運送関係事業者とすること。 

(ﾆ)「貨物の港湾倉庫における荷さばき」とは、はい替え、仕訳け、看貫及び庫移しの作業を指すこと。この場合におい

て「貨物」とは、船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物だけではなく、当該倉庫にあ

るすべての貨物をいうものであること。 

(ﾎ) 冷蔵倉庫に係る海側倉庫荷役については、冷蔵倉庫に附属する荷さばき場（冷蔵倉庫にプラットホーム等冷蔵室に

おける作業に従事する労働者がその作業の一環として従事する場所をいう。以下同じ。）と冷蔵室との間における

荷役作業及び冷蔵室における荷さばきの作業に限り、港湾運送の業務に入らないのであって、いわゆる水切りをし

た貨物をプラットホームに搬入する作業、冷蔵室外における荷さばき等それ以外の作業については、港湾運送の業

務となること。 

(ﾍ) 港湾倉庫以外の倉庫に係る寄託契約による貨物についてのはしけへの積込み又ははしけからの取卸し（いわゆる水

切り作業）については、当該倉庫に係る倉庫荷役として取り扱うものであること。 
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ヘ イの(ﾛ)のｄのいわゆる山側倉庫荷役については、次のとおりとすること。  

(ｲ)「貨物の港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場への搬入」には、単に港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場に運び

入れる作業だけでなく、はいつける作業まで含まれるものであること。  

(ﾛ)「貨物の港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場への搬出」には、単に港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場から運

び出す作業だけでなく、はいくずす作業まで含まれるものであること。  

(ﾊ) 冷蔵倉庫に係る山側倉庫荷役については、ホの(ﾎ)と同様であること。  

ト 港湾運送事業法第２条第１項に規定する港湾運送の中には、検数（第６号）、鑑定（第７号）及び検量（第８号）の各

行為が含まれているが、これらについては法第４条第１項に規定する港湾運送の業務には含まれないので留意するこ

と。また、元請（第１号）の行為のうち、港湾運送事業法第２条第１項第２号から第５号までに掲げる行為について

は、法第４条第１項に規定する港湾運送業務に含まれるものであること。 

(2) 港湾労働法第２条第１号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務 

(1)以外の業務であって、港湾運送事業法施行令（昭和 26 年政令第 215 号）別表第１で指定する港湾（京浜港（東京

港及び横浜港）、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港を除く。）において行われる同様の業務を定めるものである。  

イ 港湾労働法第２条第１号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送の業務に相当する業務の範囲 

１の①掲げる港湾運送業務のうち、港湾労働法第２条第１号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送の業務とは、

次に掲げる行為に係る業務とする。 

(ｲ) 港湾運送事業法第２条第１項第２号から第５号までに規定する、船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びいかだ運

送の各行為 

(ﾛ) (ｲ)の行為と本質的機能を同じくするとともに、港湾運送の波動性の影響を受ける等労働の態様が港湾運送と類

似し、実際に港湾運送との間に労働者の相互の流動が見られる行為である次に掲げる行為であって、他人の需要

に応じて行うもの 

ａ  船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し  

ｂ  (ｲ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃  

ｃ  船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね 500

メートル（水島港にあっては 1,000 メートル、鹿児島港にあっては 1,500 メートル）の範囲内において厚生労

働大臣が指定した区域（別表２参照）内にある倉庫（船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送

に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「特定港湾倉庫」という。）への搬入（上屋その他

の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であって、港湾運送事業法第２条第３項に規定する港湾運送関連事業

のうち同項第１号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第３条第１号から第４号までに掲げる事業又は倉庫業

法第２条第２項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者（以下「特定港湾運送関係事業者」

という。）以外の者が行うものを除く。）、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨

物の特定港湾倉庫からの搬出（上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であって、特定港湾運送関係

事業者以外の者が行うものを除く。）又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあ

っては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき

場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。  

ｄ 道路運送車両法第２条第１項に規定する道路運送車両若しくは鉄道（軌道を含む。）（以下「車両等」という。）

により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入（特定港湾運送関係事業者以

外の者が行う当該貨物の搬入を除く。）又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その

他の荷さばき場からの搬出（特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。）。ただし、冷蔵
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倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に

附属する荷さばき場への搬出を除く。 

ロ 各語の定義は(1)のロ以下と同様とすることとする。 

(3) 建設業務 

イ １の②の建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又は

これらの準備の作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事

するものに限られる。したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務は、これによって法律上当然に適

用除外業務に該当するということにはならないので 留意すること。 

ロ 土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理（スケジュール、施工順序、

施工手段等の管理）、品質管理（強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理）、安全管理（従業

員の災害防止、公害防止等）等工事の施工の管理を行ういわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず労働

者派遣の対象となるものであるので留意すること。なお、工程管理、品質管理、安全管理等に遺漏が生ずるこ

とのないよう、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者及び監理技術者について

は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の趣旨に鑑み、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に常駐して

専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置することと

されていることから、労働者派遣の対象とはならないものとされていることに留意すること。 

ハ 林業の業務は、造林作業（①地ごしらえ、②植栽、③下刈り、④つる切り、⑤除伐、⑥枝打、⑦間伐）及び素材

（丸太）生産作業（①伐採（伐倒）、②枝払い、③集材、④玉切り（造材））に分けることができるが、このうち

造林作業の①地ごしらえの業務については建設現場における 整地業務と作業内容が類似していること、②植栽

の業務については土地の改変が行われることか ら、いずれも労働者派遣法の解釈としては建設業務に該当する

ものである。一方、造林作業の③ 下刈り、④つる切り、⑤除伐、⑥枝打及び⑦間伐の各業務及び素材（丸太）

生産作業の各業務に ついては、いずれも建設業務と類似する点は認められないため、建設業務に該当せず、労

働者派 遣事業の対象となるものである。ただし、同一の派遣労働者が同時に、造林作業のうちの①又は②の業

務と、造林作業のうちの③から⑦までの業務又は素材（丸太）生産作業の各業務のうちのいずれかの業務を併

せて行う場合のように、当該労働者派遣に適用除外業務が一部含まれているときは、全体として違法な労働者派

遣となるものである。 

また、造林作業のうちの③から⑦までの業務又は素材（丸太）生産作業の各業務を実施するに当たっては、作業

場・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合があるが、同一の派遣労働者が同

時に素材（丸太）生産作業の各業務のうちのいずれかの業務と作業道・土場の整備、集材機の架設等建設業務

に該当する業務を併せて行う場合のように、当該労働者派遣に適用除外業務が一部含まれているときは、全体

として違法な労働者派遣となるものである。 

ニ また、派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場合も違法な労働者派遣

となるものである。 

(4) 警備業務 

イ １の③の警備業務に相当する業務は、次に掲げる業務をいう。 

(ｲ) 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等（以下「警備業務対象施設」という。）における盗難等の事故の発

生を警戒し、防止する業務 

・ 「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等」とは、警備業務を行う対象となる施設を例示的に列記してい

るものである。施設とは、建物その他の工作物等の物的設備のほか、事業活動の全体を指す総合的な概念で
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あるが、ある施設が警備業務対象施設に該当するかどうかの判断は、その施設における事故の発生の警戒、

防止の業務について、警備業法による規制を行う社会的必要性が一般的に認められるかどうかという観点に

基づいて行われるものである。 

「事故の発生を警戒し、防止する業務」とは、施設における異常の有無を確認し、不審者を発見したときに警

察へ通報したり、倒れている負傷者を救出するなどの活動を行う業務をいう。「事故」とは、施設における事

業活動の正常な運行を妨げ、又は施設の正常な状態を損なうような出来事をいう。「警戒し、防止する」とは、

事故の発生につながるあらゆる情 報を把握する目的を持って巡回、監視等の活動を行い、事故の発生につな

がる情報を把握した場合には、事故の発生を防止するために必要な措置を行い、又は事故が発生した場合に

は被害の拡大を防止するために必要な措置を行う一連の活動を意味するが、この一部分を行う業務であって

も、「警戒し、防止する業務」に該当する。 

(ﾛ) 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、

防止する業務 

・ 祭礼、催し物等によって混雑する場所での雑踏整理、道路工事等現場周辺での人や車両の誘導等を行う業

務をいう。 

(ﾊ) 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 

・ 現金、貴金属、美術品等の運搬に際し、その正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒し、防止する

業務をいう。「現金、貴金属、美術品等」とは、運搬中の事故が及ぼす社会的、経済的影響の大きい物

品を例示的に列記しているものである。この業務としては、現金等の運搬に際し警備員を運搬車両に添乗

させる等して事故の発生を警戒し、防止する業務のほか、現金等を運搬すると同時に事故の発生を警戒、

防止するという形態の業務が含まれる。 

(ﾆ) 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 

・ 人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒、防止するいわゆるボディーガード等の業務をいう。 

ロ また、派遣労働者が従事する業務の一部にイの(ｲ)から(ﾆ)までの業務のうちいずれかの業務が含まれているとき

は、全体として違法な労働者派遣となるものである。 

ハ なお、警備業務に係る労働者派遣事業が行われることのないよう労働者派遣事業を行う事業主に対する指導監

督の強化を図るとともに、警備業務について労働者派遣事業を行っているおそれがあることを認知した場合に

は、都道府県公安委員会に対し速やかに通報するなどの必要な措置を講ずること。 

(5) その他の業務 

イ１の④に該当する業務は、次に掲げる業務（当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が法第 40 条の２

第１項第４号又は第５号に該当する場合（第８の５の(3)の⑤又は⑥参照。以下同じ。）及び医師法（昭和 23 年法

律第 201 号）第 17 条に規定する医業（以下単に「医業」という。）に係る派遣労働者の就業の場所がへき地（※１）

にあり、又は地域における医療の確保のためには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必

要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所（※２）（へき地にあるものを除く。）である場合を除

く。）である（令第２条）。  

(ｲ) 医業（病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限

る。） 

(ﾛ) 歯科医師法（昭和 23 年法律 202 号）第 17 条に規定する歯科医業（病院等、介護老人保健施設、介護医療院又

は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。）  

(ﾊ) 薬剤師法（昭和 35 年法律第 146 号）第 19 条に規定する調剤の業務（病院等又は介護医療院において行われる
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ものに限る。）  

(ﾆ) 保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）第２条、第３条、第５条、第６条及び第 31 条第２項に規定

する業務（※３）（他の法令の規定により、保健師助産師看護師法第 31 条第１項及び第 32 条の規定にかかわら

ず、診療の補助として行うことができることとされている業務（※４）を含み、病院等、助産所、介護老人保健

施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行われるもの（訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護

に係るものを除く。）に限る。）  

(ﾎ) 栄養士法（昭和 22 年法律第 245 号）第１条第２項に規定する業務（傷病者に対する療養のため必要な栄養の指

導に係るものであって、病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行われる

ものに限る。）  

(ﾍ) 歯科衛生士法（昭和 23 年法律第 204 号）第２条第１項に規定する業務（病院等、介護老人保健施設、介護医療

院又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。）  

(ﾄ) 診療放射線技師法（昭和 26 年法律第 226 号）第２条第２項に規定する業務（病院等、介護老人保健施設、介護

医療院又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。）  

(ﾁ) 歯科技工士法（昭和 30 年法律 168 号）第２条第１項に規定する業務（病院等又は介護医療院において行われる

ものに限る。）  

※１）へき地とは、以下の①から⑦の法律に規定された地域をその区域に含む市町村として、労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第２条第２項の市町村を定める省令（平成 18年厚

生労働省令第 70 号）により指定された地域であること。  

① 離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離

島の区域 

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第１条に規定する奄美群島の区域 

③ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和 37 年法律第 88 号）第２

条第１項に規定する辺地  

④ 山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第７条第１項の規定により指定された振興山村の地域  

⑤ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第４条第１項に規定する小笠原諸島の地域 

⑥ 過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）第２条第１項に規定する過疎地域  

⑦ 沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第３号に規定する離島の地域  

※２）厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。  

① 都道府県が医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の 23 第１項に規定する医療計画において定める医師

の確保に関する事項の実施に必要な事項として地域における医療の確保のためには医師法第 17 条に規定す

る医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めた病院等であって厚生

労働大臣が定めるもの  

② ①の病院等に係る患者の居宅  

※３）「保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）第２条、第３条、第５条、第６条及び第 31 条第２項に規

定する業務」とは、具体的には、保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上

の世話及び診療の補助をいう。  

※４）「他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務とは、歯科衛生士、診療放

射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、

言語聴覚士及び認定特定行為業務従事者の行う業務が含まれる。  
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ロ 労働者派遣事業（紹介予定派遣による場合、労働者派遣に係る業務が法第 40 条の２第１項第４号又は第５号に該

当する場合及び労働者派遣に係る業務が医業に該当する場合であって、当該業務に係る派遣労働者の就業の場所が

へき地にあり、又は地域における医療の確保のためには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事さ

せる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所（※２）（へき地にあるものを除く。）である場

合を除く。）を行うことができない医業等の医療関連業務は、イに掲げるとおり、①病院、診療所（厚生労働省令で

定めるものを除く。※５）、助産所、②介護老人保健施設、③介護医療院又は④医療を受ける者の居宅において行わ

れるものに限られる。 このため、①から④以外の施設等（社会福祉施設等）において行われる医業等の医療関連業

務は労働者派遣事業の対象となる。 

 

【 労働者派遣事業の対象となる施設の例 】 

・  養護老人ホーム  

・  特別養護老人ホーム  

・  軽費老人ホーム  

・  老人デイサービスセンター  

・  老人短期入所施設  

・  老人介護支援センター  

・  障害者支援施設  

・  乳児院  

・  保育所  

・  福祉型障害児入所施設  

・  福祉型児童発達支援センター             等 

注）これらの施設は例示であって、これらの施設以外の施設であっても、上記の①～④以外の施設等において行われ

る医業等の医療関連業務は、労働者派遣事業の対象となる。 

※５）診療所において行われる医業等の医療関連業務については、原則として労働者派遣事業（紹介予定派遣による

場合、労働者派遣に係る業務が法第 40 条の２第１項第４号又は第５号に該当する場合及び労働者派遣に係る業

務が医業に該当する場合であって、当該業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域におけ

る医療の確保のためには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められ

るものとして厚生労働省令で定める場所 

（※２）（へき地にあるものを除く。）である場合を除く。）の対象とならないが、以下の診療所において行われる 

医業等の医療関連業務については、労働者派遣事業の対象となる。 
  

①  障害者支援施設の中に設けられた診療所  

    ②  救護施設の中に設けられた診療所  

    ③  更生施設の中に設けられた診療所  

④  養護老人ホームの中に設けられた診療所  

⑤ 特別養護老人ホームの中に設けられた診療所  

⑥ 原子爆弾被爆者養護ホームの中に設けられた診療所 
 

ハ なお、社会福祉施設であっても、以下の施設は医療法上の病院、診療所又は助産所である場合がほとんどであり、

その場合は労働者派遣事業（紹介予定派遣による場合、労働者派遣に係る業務が法第 40 条の２第１項第４号又は

第５号に該当する場合及び労働者派遣に係る業務が医業に該当する場合であって、当該業務に係る派遣労働者の就

業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のためには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働

者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所（※２）（へき地にあるものを除く。）

である場合を除く。）の対象とならないので留意すること。 

①  医療型障害児入所施設  

  ②  医療型児童発達支援センター  

  ③  助産施設  

  ④  医療保護施設 

ニ 「医療を受ける者の居宅」において行われる医療関連業務については、一般の住居において行われるものに限らず、労

働者派遣事業の対象となる社会福祉施設等において行われる往診・訪問看護についても該当するので留意すること。  

ホ 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護において看護師又は准看護師が行うサービス利用者の身体の状況の把握等の
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業務は、居宅において行われる療養上の世話及び診療の補助の業務に該当するが、上記イのとおり労働者派遣事業の対

象となる。  

ヘ 病院等における看護補助の業務についてはイに掲げる業務には含まれず、労働者派遣を行うことができるので留意する

こと。  

ト また、ホームヘルパー等介護の業務についてはイに掲げる業務には含まれず、労働者派遣を行うことができるので留意

すること。なお、介護業務の労働者派遣の形態としては個人家庭に対するもの、病院、福祉施設等に対するもの、介護

業務の受託業者に対するものが想定される。  

チ 医業に係る派遣労働者の就業場所がへき地にある場合（以下「へき地の場合」という。）又は地域における医療の確保の

ためには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働

省令で定める場所（※２）の場合（以下「地域医療の場合」という。）に労働者派遣を行うにあたっては、派遣労働者で

ある医師による適正な医療を確保するため、派遣後に医業を円滑に行うために必要な研修（以下「事前研修」という。）

をあらかじめ受けた医師を派遣すべきであり、派遣先となる病院等が派遣労働者として医師を受け入れるに当たっては、

事前研修を受けた医師を受け入れるべきであること。（※６） 

この点については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一

部を改正する政令の施行について」（平成 18 年３月 31 日医政発第 0331022 号・職発第 0331028 号・老発第 0331011 号）

及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政

令等の施行について」（平成 19 年 12 月 14 日医政発第 1214004 号・職発第 1214001 号）において、派遣先である病院等

に対しても、派遣労働者として医師を受け入れる場合には、事前研修を受けた医師であるか確認した上で受け入れるよ

う求めていること。 

なお、医師を派遣する派遣元事業主が、派遣労働者に事前研修を受けさせてから派遣しているか否かの確認は、事前研

修を修了した旨の証明書又はこれに準ずるものを確認することにより行うこととし、事前研修を受けさせず医師の派遣

を行っていることが判明した場合には、派遣元事業主及び派遣先の双方に対し、事前研修を受けさせてから就業させる

よう、指導及び助言を行うこと。 

※６）事前研修 

事前研修の実施主体、内容等については、一般的には、以下のようなものが望ましいと考えられる。ただし、派遣先

となる病院等の意向を十分に確認した上で、派遣される医師の個人的な属性（専門分野、派遣勤務経験等）や労働者

派遣契約の内容（勤務場所、派遣期間、業務内容の特約等）等に応じた取扱いをしても差し支えないこと。  

①  事前研修の実施主体  

へき地の場合は各都道府県のへき地医療支援機構が、地域医療の場合は各都道府県が設ける医療対策協議会の協力

の下で派遣元事業主が中心となって行うものであること。  

②  事前研修の内容  

・ 派遣先である病院等と医療機能の連携体制を図っている医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方

について 

・ 派遣先である病院等に係る医療圏における医療提供体制や救急医療・在宅医療等に関する知識及び手技等について 

・ 派遣先である病院等の地域固有の自然環境や生活環境（気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況

等）について  

③  事前研修の期間について  

    最低６時間以上であることが望ましいこと。  

④  事前研修を修了した旨の証明について  
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    当該医師が事前研修を修了したと認められる場合には、へき地の場合はへき地医療支援機構、地域医療の場合

は派遣元事業主において、その旨の証明書を発行又はこれに準ずる取扱いをもって明らかにすること。  

⑤  事前研修を実施する必要のない者について  

    事前研修の実施については、上記のとおり、派遣先となる病院等の意向を十分に確認した上で、一定の柔軟な

取扱いをすることも可能であるが、へき地の場合又は地域医療の場合にそれぞれ医師不足病院等へ派遣労働

者として派遣され、１年以上勤務した経験を有する者又はそれと同等以上の経験を有すると認められる者に

対しては、事前研修を実施する必要はないものとして取り扱って差し支えないこと。 

 

３ 適用除外業務以外の業務に係る制限 
 
以下の①から⑧の業務については、次のような観点から労働者派遣事業を行ってはならず、また、労働者派遣事業

を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を

これらの業務に従事させてはならないものであるので留意すること。 

① 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の

際に使用者側の直接当事者として行う業務（許可基準により、当該業務への労働者派遣を行う場合は許可しない

こととしており、また当該業務への労働者派遣を行わない旨を許可条件として付すこととしている）であること

（第３の１の(12)参照）。  

② 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和 61 年法律第

66 号)、司法書士法(昭和 25 年法律第 197 号)及び土地家屋調査士法(昭和 25 年法律第 228 号)に基づく弁護士、

外国法事務弁護士、司法書士及び土地家屋調査士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて

当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の対

象とはならないものであること。 

③ 公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）に基づく公認会計士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委

託を受けて当該業務を行う（当該業務については指揮命令を受けることがない）こととされていることから、労

働者派遣の対象とはならないものであること。ただし、派遣元が監査法人（公認会計士を含む。）以外の者である

場合であって、かつ、当該派遣の対象となる公認会計士が公認会計士法第２条第１項に規定する業務を行わない

場合には、労働者派遣は可能であること。なお、公認会計士が、公認会計士法第２条第３項の規定により、監査

証明に補助者として従事する業務は、同条第１項に規定する業務に該当するものであること。  

④ 税理士法（昭和 26 年法律第 237 号）に基づく税理士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受け

て当該業務を行う（当該業務については指揮命令を受けることがない）こととされていることから、労働者派遣

の対象とはならないものであること。ただし、派遣元が税理士及び税理士法人以外の者である場合であって、か

つ、当該派遣の対象となる税理士が派遣先の税理士又は税理士法人の補助者（同法第２条第３項に規定する補助

者をいう。）として同条第１項又は第２項に規定する業務を行う場合には、税理士の労働者派遣は可能であること。

なお、派遣される税理士は、派遣先の補助税理士として登録しなければならないとされていること。  

⑤ 弁理士法（平成 12 年法律第 49 号）に基づく弁理士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受け

て当該業務を行う（当該業務については指揮命令を受けることがない）こととされていることから、労働者派遣

の対象とはならないものであること。ただし、弁理士法第４条第１項及び第３項に規定する業務のうち同法第 75

条で規定する業務以外の業務となる、相談に応ずること（いわゆるコンサルティング）に係るものに関し、特許

業務法人以外を派遣元とする場合には、労働者派遣は可能であること。  

※ なお、当該弁理士の労働者派遣については、その業務が適正に実施されるよう、特許庁長官より職業安定局長
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あてに参考のとおり留意事項が示されているので留意されたい。  

⑥ 社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89 号）に基づく社会保険労務士の業務については、資格者個人がそれぞれ

業務の委託を受けて当該業務を行う（当該業務については指揮命令を受けることがない）こととされていること

から、労働者派遣の対象とはならないものであること。ただし、社会保険労務士法第２条に規定する業務に関し、

社会保険労務士法人が派遣元となり、社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士を労働者派遣の対象と

し、かつ、他の開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人（社会保険労務士法施行規則（昭和 43 年厚生省・労

働省令第１号）第 17 条の３第２号イ～ニのいずれかに該当するものを除く。）を派遣先とする場合には、社会保

険労務士の労働者派遣は可能であること。  

⑦ 行政書士法(昭和 26 年法律第４号)に基づく行政書士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受け

て当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の

対象とはならないものであること。ただし、行政書士法第１条の２及び第１条の３に規定する業務に関し、行政

書士又は行政書士法人が派遣元となり、他の行政書士又は行政書士法人を派遣先とする場合には、行政書士の労

働者派遣は可能であること。  

⑧建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 24 条第１項に規定する建築士事務所の管理建築士については、同法により

「専任」でなければならないとされていることから、労働者派遣の対象とはならないものであること。 

 

港湾労働法施行令第２条第３号の規定に基づく厚生労働
大臣が指定する区域（昭和63 年労働省告示第101 号） 
港湾労働法施行令（昭和63 年政令第335 号）第２条第３号の規定に基づ

き、厚生労働大臣が指定する区域を次のように定める。港湾労働法施行令

（以下「令」という。）第２条第３号に規定する厚生労働大臣が指定する区域

は、以下の港湾ごとにそれぞれ次に掲げる区域とする。 

 

【東 京】 

一 荒川口左岸突端から東日本旅客鉄道株式会社（以下「東日本旅客会

社」という）総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本

旅客会社総武本線に沿つて同線都道上野月島線橋りように至る線、同橋り

ようから都道上野月島線、都道本郷亀戸線、都道吾妻橋伊興町線、一般国

道４号、都道言問橋南千住線、一般国道６号、特別区道中日第３号路線、

特別区道中日第６号路線、都道日本橋芝浦大森線、一般国道15号、一般

国道131号及び都道東京大師横浜線に沿つて多摩川大師橋に至る線、同

橋から多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区

域 

二 東京灯標（北緯35度33分58秒東経139度49分41秒）から25度30分9,280

メートルの地点から199度5,370メートルの地点まで引いた線、同地点から190

度10,610メートルの地点（以下「Ａ地点」という。）まで引いた線、Ａ地点から

多摩川の河口における東京都と神奈川県との境界に当たる地点（以下「Ｂ地

点」という。）まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地 

三 令別表の上欄に掲げる東京の港湾の水域のうち陸岸から200メートルの

範囲内の海面及び多摩川多摩川大橋下流の東京都の区域内の河川水面 

 

【横 浜】 

一 多摩川口右岸突端から同川多摩川大橋に至る同川右岸の線、同橋から

市道幸多摩線及び県道川崎府中線に沿つて東日本旅客会社東海道本線

県道川崎府中線橋りように至る線、同橋りようから東日本旅客会社東海道本

線に沿つて同線県道大師河原幸線橋りように至る線、同橋りようから県道大

師河原幸線、県道東京大師横浜線、一般国道15号及び一般国道１号に沿

つて派新田間川金港橋に至る線、同橋から新田間川新田間橋に至る派新

田間川及び新田間川左岸の線、同橋から県道横浜生田線及び一般国道16

号に沿つて東日本旅客会社根岸線一般国道16号橋りように至る線、同橋り

ようから東日本旅客会社根岸線に沿つて同線中村川橋りように至る線、同橋

りよう、同橋りようから堀川山下橋に至る中村川及び堀川右岸の線、同橋か

ら市道山下本牧磯子線、一般国道16号及び市道杉田方面389号線に沿つ

て杉田川つくも橋に至る線、同橋、同橋から杉田川神戸橋に至る同川右岸

の線、同橋から一般国道357号に沿つて横浜市金沢区福浦三丁目の陸岸ま

で引いた線並びに陸岸により囲まれた区域 

二 Ｂ地点からＡ地点まで引いた線、Ａ地点から233度9,360メートルの地点ま

で引いた線、同地点から219度6,000メートルの地点まで引いた線、同地点か

ら204度7,230メートルの地点まで引いた線、同地点から226度30分1,450メー

トルの地点まで引いた線、同地点から神奈川県横須賀市夏島町北端（北緯

35度19分49秒東経139度38分27秒）まで引いた線及び陸岸により囲まれた

区域内の埋立地 

三 令別表の上欄に掲げる横浜の港湾の水域のうち陸岸から500メートルの

範囲内の海面及び多摩川多摩川大橋下流の神奈川県区域内の河川水面 

 

【名 古 屋】 

一 矢田川口右岸突端から名古屋鉄道株式会社常滑線矢田川橋りように至

る同川右岸の線、同橋りようから名古屋鉄道株式会社常滑線に沿つて同線

東海旅客鉄道株式会社（以下この号において「東海旅客会社」という。）東海

道本線橋りように至る線、同橋りようから東海旅客会社東海道本線に沿つて

同線一般国道19号橋りように至る線、同橋りようから一般国道19号及び市道

広小路線に沿つて東海旅客会社関西本線市道広小路線橋りように至る線、

同橋りようから東海旅客会社関西本線に沿つて市道名古屋環状線東海旅

客会社関西本線橋りように至る線、同橋りようから市道名古屋環状線及び一

般国道23号（名四道路）に沿つて同国道が海部郡飛島村大字飛鳥新田字

竹之郷ヨタレ南の割の位置に達する地点に至る線、同地点から村道新政成

三福線及び県道104号に沿つて筏川樋門に至る線、同門、同門から名古屋

港防潮堤及び名古屋港高潮防波堤に沿つて同防波堤屈曲部南西角（北緯

35度１分６秒東経136度46分53秒。次号において「Ｃ地点」という。）に至る線

並びに陸岸により囲まれた区域（東海旅客会社東海道本線市道江川線橋り

ようから東海旅客会社東海道本線及び日本貨物鉄道株式会社東臨港貨物

線に沿つて同線市道東海橋線橋りように至る線並びに同橋りようから市道東

海橋線、一般国道154号、市道西町線及び市道江川線に沿つて東海旅客

会社東海道本線市道江川線橋りように至る線により囲まれた区域を除く。） 

二 大野港北防波堤灯台（北緯34度55分58秒東経136度49分19秒）から340

度100メートルの地点から伊勢湾灯標（北緯34度56分16秒東経136度47分33

秒）まで引いた線、同灯標から353度30分980メートルの地点まで引いた線、

同地点から331度30分4,520メートルの地点まで引いた線、同地点から38度
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2,420メートルの地点まで引いた線、同地点からＣ地点まで引いた線、Ｃ地点

から名古屋港高潮防波堤北西基点（北緯35度２分６秒東経136度45分58

秒）まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地 

三 令別表の上欄に掲げる名古屋の港湾の水域のうち陸岸から500メートル

の範囲内の海面 

 

【大 阪】 

一 神崎川口右岸突端から左門殿川辰巳橋に至る神崎川及び左門殿川右

岸の線、同橋から一般国道43号、市道福町浜町線、一般国道２号、市道海

老江九条線、市道安井町線、市道川口西九条線、市道西野田線、市道曾

根崎川北岸線、府道大阪伊丹線、市道江戸堀線、府道大阪臨海線、市道

玉造西九条線、市道南北線、市道難波境川線、府道大阪臨海線、一般国

道26号、府道堺狭山線及び府道堺阪南線に沿つて大津川大津川橋に至る

線、同橋、同橋から大津川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸によ

り囲まれた区域 

二 大阪南港南防波堤灯台（北緯34度37分42秒東経135度23分22秒）から

12度7920メートルの地点から214度18000メートルの地点まで引いた線、同地

点から130度に引いた線及び陸岸に囲まれた区域内の埋立地三 令別表の

上欄に掲げる大阪の港湾の水域のうち陸岸から200メートルの範囲内の海面 

三 令別表の上欄に掲げる大阪の港湾の水域のうち陸岸から200メートルの

範囲内の海面 

 

【神 戸】 

一 芦屋川口左岸突端から同川芦屋川橋に至る同川左岸の線、同橋から一

般国道43号、一般国道２号、市道中央幹線及び市道税関線に沿つて西日

本旅客鉄道株式会社（以下この号において「西日本旅客会社」という。）東海

道本線市道税関線橋りように至る線、同橋りようから西日本旅客会社の東海

道本線、山陽本線及び和田岬線に沿つて一般国道２号西日本旅客会社和

田岬線橋りように至る線、同橋りようから一般国道２号に沿つて妙法寺川若

宮橋に至る線、同橋、同橋から妙法寺川口右岸突端に至る同川右岸の線

並びに陸岸により囲まれた区域 

二 神戸第七防波堤東灯台（北緯34度40分34秒東経135度17分45秒）から

10度4,800メートルの地点から175度9,870メートルの地点まで引いた線、同

地点から259度11,940メートルの地点まで引いた線、同地点から301度5,430

メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により

囲まれた区域内の理立地 

三 令別表上欄に掲げる神戸の港湾の水域のうち陸岸から500メートルの範

囲内の海面 

 

【関 門】 

一 一般国道２号と市道長府才川19号線との交会点から同市道及び市道長

府扇町１号線に沿つて陸岸に至る線、同交会点から一般国道２号、一般国

道９号及び一般国道191号に沿つて同国道が下関市今浦町57番地の１の位

置に達する地点に至る線、同地点から210度に引いた陸岸に至る線並びに

陸岸により囲まれた区域 

二 彦島関彦橋から県道南風泊港線、県道田の首下関線、県道福浦港金

比羅線及び県道南風泊港線に沿つて竹ノ子島昭和橋に至る線並びに陸岸

により囲まれた区域 

三 響灘大橋から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた区域 

四 令別表上欄に掲げる関門の港湾の、海上における南西側の境界線と交

わる陸岸の地点（北緯33度56分43秒東経130度45分09秒）から180度1,587メ

ートルの地点まで引いた線、同地点から202度38分に引いた響灘西１号道路

に至る線、同道路、一般国道495号、市道浜町19号線、市道本町20号線、

市道本町33号線、一般国道199号、 県道本城熊手線、一般国道３号、県道

八幡戸畑線及び一般国道199号に沿つて一般国道 199号九州旅客鉄道株

式会社鹿児島本線橋りように至る線、同橋りようから九州旅客鉄 道株式会

社鹿児島本線に沿つて同線県道小倉港線橋りように至る線、同橋りようから

県道小倉港線、一般国道199号、一般国道３号、一般国道２号及び県道黒

川白野江東本町線に沿つて同県道が北九州市門司区大字田野浦1,206番

の１の位置に達する地点に至る線、同地点から部埼灯台（北緯33度57分34

秒東経131度１分23秒）まで引いた線、同灯台から10度30分に引いた陸岸に

至る線並びに陸岸により囲まれた区域 

五 吉志橋から142度に引いた陸岸に至る線、同橋から県道門司苅田線に

沿つて北九州市門司区大字畑847番の１の位置に達する地点に至る線、同

地点から38度に引いた陸岸に至る線及び陸岸により囲まれた区域 

六 令別表の上欄に掲げる関門の港湾の水域のうち陸岸から500メートルの

範囲内の海面 

令第１条第３号に規定する厚生労働大臣が指定する区域（平 成 11 年 11 

年 17 日労働省告示第139 号） 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める
省令 

※１）へき地とは、以下の①から⑦の法律に規定された地域をその区

域に含む市町村として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律施行令第２条第２項の市町村を定める省

令（平成18年厚生労働省令第70号）により指定された地域であるこ

と。 

① 離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第１項の規定により離

島振興対策実施地域として指定された離島の区域 

② 奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第１条に規

定する奄美群島の区域 

③ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地 

④ 山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項の規定により指

定された振興山村の地域 

⑤ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第４条第

１項に規定する小笠原諸島の地域 

⑥ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２条第１

項に規定する過疎地域 

⑦ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第３条第３号に規定

する離島の地域 

※２）厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 

① 都道府県が医療法（昭和23年法律第205号）第30条の23第１項の

協議を経て同項の必要な施策として地域における医療の確保のために

は医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要

があると認めた病院又は診療所（以下「病院等」という。）であっ

て、厚生労働大臣が定めるもの 

② ①の病院等に係る患者の居宅 

※３）「保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第２条、第３

条、第５条、第６条及び第31条第２項に規定する業務」とは、具体的

には、保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、

助産、療養上の世話及び診療の補助をいう。 

※４）「他の法令の規定により診療の補助として行うことができるこ

ととされている業務とは、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技

師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具

士、救急救命士、言語聴覚士及び認定特定行為業務従事者の行う業務

が含まれる。 
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第３ 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 

 

１ 事業主の行う許可手続について 
 
（１）許可の概要  

労働者派遣事業については、当該事業が法の趣旨に沿って適正に運営され、労働力需給の適正な調整が図られるとと

もに、派遣労働者の保護及び雇用の安定が確保されることが必要である。 

このような観点から、労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して申請書を提出し、その許可を受け

なければならない（法第５条第１項）ところであり、厚生労働大臣が許可を与えるにあたっての許可要件として、許

可の欠格事由（法第６条（詳細は（７）参照））及び許可基準（法第７条第１項（詳細は（８）参照））を定めている

ところである。したがって、許可の申請に係る事業が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準を全て満たすと認めら

れる場合にのみ許可されるものであり、労働者保護と雇用の安定のためのルールを遵守し、適正な事業運営を行い得

る資質を有する者に限り事業の実施を認めることとしているものである。 

（２）許可の申請手続  

イ 許可の申請書等の作成  

事業主は、労働者派遣事業に係る許可にあたって、手数料（法第 54 条）（詳細は（３）参照）及び登録免許税（登

録免許税法（昭和 42 年法律第 35 号）第３条）（詳細は（４）参照）を納付するとともに厚生労働大臣に提出す

る書類（申請書、事業計画書のほか、これらに添付すべきこととされている書類を含む。以下「許可申請関係書

類」という。）を提出することにより申請する（法第５条第２項から第４項まで）。また、上記の許可要件の審査の

参考とするための「自己チェックシート」等の資料（以下「参考資料」という。）も併せて提出することが求めら

れる（別表「労働者派遣事業関係手続提出書類一覧」参照）。事業主は、労働者派遣事業を実施しようとする事業

所についてそれぞれの許可を受けなければならない。このため、主たる事務所の所在地以外の事業所でも労働者

派遣事業を行おうとする場合、その申請に際して労働者派遣事業を行おうとする全ての事業所の名称等を申請書

の所定欄に記載するとともに、各事業所の事業計画書等の書類について作成する必要がある。  

なお、許可後に労働者派遣事業を実施する事業所を新設する場合については、３（１）を参照のこと。  

また、特定製造業務（物の製造の業務で、第８の５の（３）のイの⑤及び⑥以外のもの）を行う事業主にあって

は、その旨を申請書等の所定欄に記載しなければならない（法附則第４項）。  

ロ 同一の事業主で行うことができる労働者派遣事業  

事業主は、複数の事業所を有する場合において、労働者派遣事業を実施する事業所と（旧）特定労働者派遣事業を

実施する事業所（第４（旧）特定労働者派遣事業に係る経過措置参照）の双方の事業所を有することができる。た

だし、同一の事業所において労働者派遣事業と（旧）特定労働者派遣事業の双方を行うことはできない。また、

（旧）特定労働者派遣事業は、経過措置期間中のみ実施可能であることに併せて留意すること。  

ハ 許可申請関係書類及び参考資料の提出等  

許可申請関係書類及び参考資料（以下「許可申請関係書類等」という。）については、原則として事業主の主たる

事務所の所在地を管轄する都道府県労働局（以下「事業主管轄労働局」という。）を経由して厚生労働大臣に提出

するものとする（則第 19 条）。 事業主管轄労働局は、事業主から管轄以外の地域において派遣事業を実施する

内容の許可申請関係書類等の提出を受けた場合、労働者派遣事業を行おうとする各事業所の所在地を管轄する労

働局（以下「事業所管轄労働局」という。）に対して、申請書の複写及び各事業所に関する許可申請関係書類等を

送付しなければならない。  

ただし、次に掲げる事項については、事業主は事業所管轄労働局へ許可申請関係書類等を提出することができる。 
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①  労働者派遣事業及び（旧）特定労働者派遣事業の変更の届出（３の（１）及び第４参照）  

②  労働者派遣事業許可証（様式第４号）（以下「許可証」という。）再交付の申請（５の（２）参照）  

③  許可証の返納（５の（３）参照）  

また、当該許可申請関係書類等を受理した事業所管轄労働局は、内容を確認の上、その提出の都度、当該許可申

請関係書類等に連絡文を添えて速やかに事業主管轄労働局へ送付しなければならない。 

許可及び許可の有効期間の更新等の権限は厚生労働大臣が有している。事業主管轄労働局及び事業所管轄労働

局は許可申請関係書類等の到達の確認を行い受理した後、到達した許可申請関係書類等について、①必要な書

類が添付されていること、②書面に記載漏れがないこと及び記入事項に誤りがないこと等を確認した上で、事

業主管轄労働局を経由して本省に送付し、本省において厚生労働大臣が「申請に対する処分（許可等）」を行う

こととなる。  

なお、許可申請関係書類等の提出期限が定められている場合は、期限内に、事業主管轄労働局に提出されるこ

とが必要であること。 

（３）手数料の納付  

事業主は、（２）に掲げる労働者派遣事業に係る許可申請の手続を行うに際し、９の（１）表に定める手数料に相当

する額の収入印紙を申請書に貼って、手数料を納付しなければならない（令第 9 条、則第 54 条第 1 項）。  

なお、手数料は、それぞれの申請書を受理（申請書に受理印を押印）し、当該収入印紙に消印した後は返還しない

（則第 54 条第２項）。  

（４）登録免許税の納付等  

イ 概要  

許可については登録免許税を課せられる（登録免許税法第２条）ことから、（２）に掲げる労働者派遣事業に係る

許可申請を行おうとする者は登録免許税を納付しなければならない。ただし、国及び登録免許税法別表第２に掲

げる者が自己のために受ける許可については、登録免許税が課されない（登録免許税法第４条第１項）。 納税額

として、許可一件当たり９万円が課される（登録免許税法別表第１第 81 号）。  

ロ 登録免許税の納付方法  

登録免許税については、登録免許税の納付に係る領収証書を申請書（様式第１号の第１面の裏面）に貼って提出

するものとすること（登録免許税法第 21 条）。納付方法は、現金納付が原則であり、国税の収納機関である日本

銀行、日本銀行歳入代理店（銀行等や郵便局）又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署において、登録免許

税の相当額を現金で納付するものであること（国税通則法（昭和 37 年法律第 66 号）第 34 条）。  

ハ 納期限について  

登録免許税の納期限（許可日（登録免許税第 27 条））までに、領収証書の提出がなく、納付の確認ができない場

合には、許可を受けた者の当該登録免許税に係る同法第８条第２項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、

その旨を９の（２）のイの様式例により通知すること。 

ニ 還付について  

登録免許税の納付をして許可の申請をした者につき当該申請が却下された場合及び当該申請の取り下げがあった

場合には、納付された登録免許税の額及び登録免許税法施行令第 31 条に規定する事項を許可の申請をした者の

当該登録免許税に係る同法第８条第２項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨を９の（２）のロの

様式例により通知すること。 

（５）許可申請関係書類等の種類 

イ  許可申請関係書類  
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許可申請関係書類は法人及び個人の区分に応じ次の（イ）及び（ロ）のとおりとする（法第５条第２項から第４項ま

で、則第１条の２第１項から第３項まで）。  

（イ）法人の場合 

ａ 労働者派遣事業許可申請書（様式第１号）  

ｂ 労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書（様式第３号、様式第３号－２及び様式第３号－

３（ただし、様式第３号－３は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合

にのみ提出を要するものであること。））  

ｃ 定款又は寄附行為  

ｄ 登記事項証明書  

ｅ 役員の住民票の写し（本籍地の記載のあるもの及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）第２条の規定に基づく個人番号の記載のない

ものに限る。出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。）第 19 条の３に規

定する中長期在留者にあっては、住民票の写し（国籍等（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 30 条の 

45 に規定する国籍等をいう。以下同じ。）及び在留資格（入管法第２条の２第１項に規定する在留資格をいう。）

を記載したもの並びに番号法第２条の規定に基づく個人番号の記載のないものに限る。）とし、日本国との平和条

約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第 71 号）に定める特別永住者

にあっては、住民票の写し（国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したもの及び番号法第２条の規定

に基づく個人番号の記載のないものに限る。）とし、入管法第 19 条の３第１号に掲げる者にあっては、旅券その

他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。）及び履歴書（職歴、賞罰及び役職員への就任解任状況等を明ら

かにしたものであることが必要。以下同じ。） 

ｆ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書  

（当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である

場合に限る。） 

※ 「認知」は外界を認識すること、「判断」は物事の是非善悪を考え定めること、「意思疎通」は自らの考えを的

確に相手に伝えることをいう。  

ｇ 役員（以下このｇにおいて「役員甲」とする。）が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の

許可を受けていない場合は、（ａ）・（ｂ）の区分に応じ、それぞれ（ａ）・（ｂ）の書類（ただし、役員甲が法定代

理人から営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記

事項証明書）） 

（ａ）役員甲の法定代理人が個人である場合  

役員甲の法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断

書（当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれが

ある者である場合に限る。）  

（ｂ）役員甲の法定代理人が法人である場合  

役員甲の法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役員の住民票の写し、履歴書及び当該法定代

理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書（当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。）  

（ただし、役員甲の法定代理人の役員（以下このｇにおいて「役員乙」とする。）が未成年者のため、労働者派遣

事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていない場合は、（ａ）・（ｂ）の区分に準じ、それぞれ（ａ）・（ｂ）



- 30 - 

第３ 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 

 

の書類（役員乙が法定代理人から営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証す

る書面（未成年者に係る登記事項証明書））を含む。さらに、法定代理人の役員について、同様の事例が続く限

り、前記と同様に取り扱うこと。） 

ｈ 労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程  

（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 10 の（２）のハの（イ）から（ニ）までの内容が含まれて

いることが必要（第７の 24 参照）。）  

ｉ 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書（持分会社にあっては、社員資本等

変動計算書。以下「株主資本等変動計算書等」という。）であって納税地の所轄税務署長に提出したもの。 

なお、損益計算書については、可能な限り事業区分（セグメント）単位で売上額が確認できるものであること。  

（ａ）最近の事業年度における決算は終了しているものの株主総会の承認を得ていないため納税地の所轄税務署長

に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等を確実に納

税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当該貸借対照表、損益計算書及び株主資本等

変動計算書等であれば差し支えない。なお、申請時においては、この場合ｊの（ａ）の①及び②を提出させる

必要はない。 

（ｂ）設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 435 

条第１項に規定する会社成立時の貸借対照表、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法

律第 48 号）第 123 条第１項（同法第 199 条において準用する場合を含む。）に規定する法人成立時の貸借

対照表等のみでよい。  

ｊ 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類  

（ａ）納税関係書類 

① 最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し  

（納税地の所轄税務署の受付印のあるもの（電子申請の場合にあっては、納税地の所轄税務署に受け付けられ

た旨が確認できるもの。以下同じ。）に限る。法人税法施行規則別表１（１）及び４は、必ず提出すること。） 

なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類  

・ 最近の連結事業年度における連結法人税の確定申告書の写し  

（連結親法人の納税地の所轄税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表１の２「各連結事業

年度分の連結所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しのみでよ

い。ただし、別表７の２付表１「連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書」

が提出される場合には、その写しを併せて提出すること。）  

・ 最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書  

（申請法人に係るものに限る。）の写し（納税地の所轄税務署長に提出したもの。ただし当該届出書の別表

にあっては別表４の２付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよい。）） 

② 納税証明書  

（国税通則法施行令第 41 条第１項第３号ロに係る同施行規則別紙第８号様式（その２）による法人の最近の

事業年度における所得金額に関するもの）  

（なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書（国税通則法施行令第 41 条第１項第３号ロ

に係る同施行規則別紙第８号様式（その２）による最近の連結事業年度における連結所得金額に関するもの））  

（設立後最初の決算を終了していない法人の申請に係る場合は、①及び②は不要。）  

（ｂ）労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類  
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（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し（転貸借の場合にあっては、その所有者の転

貸借に係る同意書その他権利関係を証する書類を含む。以下同じ。））  

ｋ 労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し、履歴書（派遣元責任者と役員が同一

である場合においては、提出を要しない。）及び精神の機能の障害に関する医師の診断書（当該派遣元責任者が精

神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。）

並びに厚生労働省告示（平成 27 年厚生労働省告示第 392 号）に定められた講習機関が実施する派遣元責任者講

習（則第 29 条の２）を修了したことを証する「派遣元責任者講習受講証明書（許可の申請の受理日前３年以内の

受講日のものに限る）」（様式第 21 号）の写し  

ｌ 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程 

（ａ）教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることから、当該取扱い

の記載された就業規則（労働基準法第 89 条第１項第２号。以下同じ。）又は労働契約の該当箇所の写し等。  

（ｂ）派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該

当箇所の写し。  

ｍ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期雇用派

遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の

終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。  

・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規則又は労

働契約の該当箇所の写し等。  

ｎ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、

次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第 26 条に基

づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。 

（ロ）個人の場合 

ａ  労働者派遣事業許可申請書（様式第１号）  

ｂ  労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書  

（様式第３号、様式第３号－２及び様式第３号－３（ただし、様式第３号－３は、派遣労働者のうち、雇用

保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要するものであること。））  

ｃ  住民票の写し及び履歴書  

ｄ  申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書  

（当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある

者である場合に限る。）  

ｅ  申請者が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていない場合は、（ａ）・

（ｂ）の区分に応じ、それぞれ（ａ）・（ｂ）の書類  

（ただし、申請者が法定代理人から営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを

証する書面（未成年者に係る登記事項証明書））  

（ａ）申請者の法定代理人が個人である場合  

申請者の法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する

医師の診断書（当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うこと

ができないおそれがある者である場合に限る。）  

（ｂ）申請者の法定代理人が法人である場合  
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申請者の法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役員の住民票の写し、履歴書及び当

該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書（当該法定代理人が精神の機能の障害により

認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。）  

（ただし、申請者の法定代理人の役員（以下この（ｂ）において「役員丙」とする。）が未成年者のた

め、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていない場合は、（ａ）・（ｂ）の区分に準

じ、それぞれ（ａ）・（ｂ）の書類（ただし、役員丙が法定代理人から営業の許可を受けている場合は、

その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記事項証明書））を含む。さら

に、法定代理人の役員について、同様の事例が続く限り、前記と同様に取り扱うこと。）  

ｆ  労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程  

（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 10 の（２）のハの（イ）から（ニ）までの内容が含ま

れていることが必要（第７の 24 参照）。）  

ｇ  労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類  

（ａ）納税関係書類  

① 最近の納税期における所得税の確定申告書の写し 

（納税地の所轄税務署の受付印のあるもの）  

② 納税証明書  

（国税通則法施行令第 41 条第１項第３号イに係る同施行規則別紙第８号様式（その２）による最近の

納税期における金額に関するもの）  

③ 申告納税制度関係 

・青色申告の場合（簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。）は、最近の納税期における

所得税法施行規則第 65 条第１項第１号の貸借対照表及び損益計算書 

（所得税青色申告決算書（一般用）の写し（納税地の所轄税務署の受付印のあるもの）） 

なお、損益計算書については、可能な限り事業区分（セグメント）単位で売上額が確認できるものであ

ること。  

・白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、ｂの労働者派遣事業計画

書の「３  資産等の状況」欄に記載された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税

評価額証明書  

④  預金残高証明書（納税期末日のもの） 

（事業開始後最初の納税を終了していない個人の申請に係る場合は、①から④までの書類に代えて、ｂの

労働者派遣事業計画書の「３  資産等の状況」欄（近接する適当な日の状況につき記載する。）に記載

された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書並びに現金・預金に係る

預金残高証明書を提出する。）  

（ｂ）労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類  

（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し）  

ｈ 労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し、履歴書（派遣元責任者と申請者が同一

である場合においては、提出を要しない。）及び当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書

（当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれが

ある者である場合に限る。）並びに厚生労働省告示（平成 27 年厚生労働省告示第 392 号）に定められた講

習機関が実施する「派遣元責任者講習」を修了したことを証する「派遣元責任者講習受講証明書（許可の申
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請の受理日前３年以内の受講日のものに限る）」（様式第 21 号）の写し  

ｉ 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程  

（ａ）教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることから、当該

取扱いの記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。  

（ｂ）派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概

要の該当箇所の写し。 

ｊ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期

雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働

者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。 

・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規則

又は労働契約の該当箇所の写し等。  

ｋ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者につ

いて、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法

第 26 条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。 

ロ 参考資料の作成と提出 

許可要件の審査の参考とするため、法人及び個人の区分にかかわらず、事業主は以下の参考資料を提出すること。  

（イ）自己チェックシート  

事業主は、許可申請にあたって「自己チェックシート」（様式第 15 号）を作成し、提出すること。 

当該自己チェックシートは、事業主が許可申請に必要な要件等を理解、認識して提出することを目的とするもので

あって、これにより遵法意識の高まりとともに許可要件の審査も円滑に進むことが期待されるものとして労働政策

審議会の議論の中で導入が決められたものであることに留意すること。  

なお、就業規則又は労働契約に、無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる規定が

ないか、また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者につ

いては、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる規定がないかについては、申請事業主においても自己

チェックシートによって申請内容を確認するものである。  

（ロ）企業パンフレット等事業内容が確認できるもの  

（設立直後等で作成していない場合を除く。）  

（ハ）労働者名簿（申請月の前月末現在（前月末で把握が困難な場合は前々月末現在）のもので、派遣労働者を含む全労働

者分）  

（ただし、（８）許可要件（許可の基準）のニの（イ）のｂによる申請を行わない事業主は除く。）  

（ニ）小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置により、許可基準のうち緩和された資産要件にて申請する場合には別途

定める次のａ及びｂを提出すること（（８）のニの（イ）のｂ参照）  

ａ  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第７条第１項第４号の財産的基礎に関

する要件についての誓約書（様式第 16 号）  

ｂ  労働者派遣事業許可申請の当分の間の措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について又は労働者派遣事

業許可申請の３年間の暫定措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について（様式第 17 号）  

ハ イの（イ）及び（ロ）就業規則の該当箇所（写）を添付させる場合、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働基

準監督署の受理印がある該当ページ（写）を併せて提出すること。  

ニ 経過措置期間中の（旧）特定労働者派遣事業を行う事業主が、労働者派遣事業の許可を申請するに際しては、イの（イ）
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のｃからｅまでに掲げる書類及びイの（ロ）のｃに掲げる書類を添付することを要しない（改正規則附則第 12 条）。 

 

（６）提出すべき書類の部数 

イ 許可申請関係書類（許可証を除く。）の部数については、（５）のイの（イ）及び（ロ）のａ、ｂについては、正本

１通及びその写し２通であり、原則として事業主管轄労働局に提出するものとする。 また、イの（イ）のｃからｍ

及び（ロ）のｃからｊまでの添付書類は、正本１通及びその写し１通を同様に提出する（則第 20 条）。  

ロ 参考資料の部数については、正本１通及びその写し１通を同様に提出するものとする。  

ハ このうち、正本１通については本省に送付するとともに、写し１通は事業主管轄労働局が保管するものとする。  

（５）のイの（イ）及び（ロ）のａ、ｂのうち残りの写し１通は、申請者に控えとして交付する。 

（７）許可要件（許可の欠格事由） 

労働者派遣事業の許可要件のうち、許可の欠格事由（法第６条）に該当する者は、労働者派遣事業の許可を受ける

ことができない。労働者派遣事業の許可を受けた後、許可の欠格事由に該当するに至ったときは、許可が取り消さ

れることになる（法第 14 条第１項第１号。第 11 の 7 の（2）のイ参照）。 申請者が法人か個人かの区分に応じ

て、次のイ及びロにより許可の欠格事由に該当するか否かの判断を行う。 

イ 法人の場合 

次のいずれかに該当する法人は、労働者派遣事業の許可を受けることができない（法第６条）。  

（イ）当該法人が、次のａからｃまで及びｇからｌまでの規定に違反し又は、ｄ、ｅ及びｆの罪を犯し

たことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から起算して５年を経過していない場合（※１及び２）（法第６条第１号、第２号） 

ａ 法の規定 

ｂ 労働に関する法律の規定であって政令で定める規定は、次のとおりとする（令第３条）。 

（ａ）労働基準法第 117 条、第 118 条第１項（同法第６条及び第 56 条の規定に係る部分に限る。）、第 119 

条（同法第 16 条、第 17 条、第 18 条第１項及び第 37 条の規定に係る部分に限る。）及び第 120 条

（同法第 18 条第７項及び第 23 条から第 27 条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びに当該規

定に係る同法第 121 条の規定（これらの規定が法第 44 条（第４項を除く。）の規定により適用される

場合を含む。）  

（ｂ）職業安定法第 63 条、第 64 条、第 65 条（第１号を除く。）及び第 66 条の規定並びにこれらの規定

に係る同法第 67 条の規定  

（ｃ）最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 40 条の規定及び同条の規定に係る同法第 42 条の規定  

（ｄ）建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和 51 年法律第 33 号）第 49 条、第 50 条及び第 51 

条（第２号及び第３号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第 52 条の規定   

（ｅ）賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51 年法律第 34 号）第 18 条の規定及び同条の規定に係る

同法第 20 条の規定  

（ｆ）港湾労働法第 48 条、第 49 条（第１号を除く。）及び第 51 条（第２号及び第３号に係る部分に限

る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第 52 条の規定  

（ｇ）中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する

法律（平成３年法律第 57 号）第 19 条、第 20 条及び第 21 条（第３号を除く。）の規定並びにこれ

らの規定に係る同法第 22 条の規定  

（ｈ）育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号）
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第 62 条から第 65 条までの規定  

（ｉ）林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第 45 号）第 32 条、第 33 条及び第 34 条（第

３号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第 35 条の規定  

（ｊ）外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法律第 89 号）第 108 

条、第 109 条、第 110 条（同法第 44 条の規定に係る部分に限る。）、第 111 条（第１号を除く。）及

び第 112 条（第１号（同法第 35 条第１項の規定に係る部分に限る。）及び第６号から第 11 号までに

係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第 113 条の規定 （ｋ）法第 44 条第４項の

規定により適用される労働基準法第 118 条、第 119 条及び第 121 条の規定並びに法第 45 条第７項

の規定により適用される労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 119 条及び第 122 条の規定  

ｃ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）の規定（第 50 条（第２号に係る

部分に限る。）及び第 52 条の規定を除く。）  

ｄ 刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の２、第 222 条又は第 247 

条  

ｅ 暴力行為等処罰に関する法律（大正 15 年法律第 60 号）  

ｆ 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）第 73 条の２第１項  

ｇ 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 208 条、第 213 条の２又は第 214 条第１項の規定 

ｈ 船員保険法（昭和 14 年法律第 73 号）第 156 条、第 159 条又は第 160 条第１項の規定 

ｉ 労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）第 51 条前段又は第 54 条第１項（第 51 条前段の規定に

係る部分に限る。）  

ｊ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 102 条、第 103 条の２又は第 104 条第１項（第 102 条又

は第 103 条の２の規定に係る部分に限る。）  

ｋ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号）第 46 条前段又は第 48 条第１項（第 

46 条前段の規定に係る部分に限る。）  

ｌ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 83 条又は第 86 条（第 83 条の規定に係る部分に限る。）  

※１  執行猶予等の取扱い 

刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過した者は、刑の「執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過していない場合」には該当せず、猶予期間を無事経

過することによって直ちに欠格事由を離脱する。大赦又は特赦により刑の言渡しの効力を失った者についても同様であ

る。 

なお、刑の時効の完成、仮出獄を許された者の刑の残余期間の満了その他の事由により、刑の執行の免除を得たもの

は、「執行を受けることがなくなった」に該当し、当該欠格事由につき判断する必要がある。 
 

※２  法人の両罰規定による処罰 

法人が両罰規定により処罰された場合についても当該欠格事由についての判断を行う必要があるが、法人については、

罰金刑しか存在しないので、処罰の根拠となる法規定は、上記ａ及びｂ並びにｆからｌに掲げる規定のみである。 

（ロ）当該法人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（法第６条第４号）  

（ハ）当該法人が法第 14 条第１項（第１号を除く。）の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、又は法附

則第６条第４項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取し又は命令の日から起算して５年を

経過しない場合（法第６条第５号）  

（ニ）当該法人が、第 14 条第１項の規定による労働者派遣事業の許可の取消し又は法附則第６条第４項の規定に
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よる労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法（平成５年法律第 88 号）第 15 条の規定による

通知（以下「聴聞の通知」という。））があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

での間に第 13 条第１項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当

の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しない場合（法第６条第７号） 

（ホ）当該法人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団

員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）にその事業活動を支配されている

場合（法第６条第 12 号）  

（ヘ）当該法人が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある場合（法

第６条第 13 号）  

（ト）当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い

かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下このイ、ロ、第８の 16 の（３）のイ

及び第 13 の２の（２）のイにおいて同じ。）のうちに次のいずれかに該当する者がある場合（法第６条第 10 

号）  

（ａ）禁固以上の刑に処せられ、又は（イ）のａからｃまで及びｇからｌまでの規定に違反し又はｄ、ｅ及び

ｆの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から起算して５年を経過していない者（法第６条第１号、第２号）  

（ｂ）心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの（法

第６条第３号）  

  ※「厚生労働省令で定めるもの」は、「精神の機能の障害により労働者派遣事業を適正に行うに当たって必

要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」である（則第１条の３）。  

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（法第６条４号）  

（ｃ）当該法人が法第 14 条第１項（第１号を除く。）の規定により個人事業主として行っていた労働者派遣

事業の許可を取り消され、又は法附則第 6 条第 4 項の規定により個人事業主として行っていた労働者派

遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しない場合（法第６条第５号）  

（ｄ）第 14 条第１項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合（同項第１号の

規定により許可を取り消された場合については、当該法人がイの（イ）に規定する者に該当することとな

ったことによる場合に限る。）又は法附則第６条第４項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた

者が法人である場合（当該法人がイの（イ）に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。）

において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であ

った者で、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しないもの（法第６条第６号） 

（ｅ）当該法人が、第 14 条第１項の規定による個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可の取消し

又は法附則第 6 条第４項の規定による労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日

から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第 13 条第１項の規定による労

働者派遣事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届

出の日から起算して５年を経過しないもの（法第６条第７号）  

（ｆ）（ニ）に規定する期間内に法第 13 条第１項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出又は旧法第 20 

条の規定による（旧）特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、（ニ）の聴聞

の通知の日前 60 日以内に当該法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員で
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あった者で、当該届出の日から起算して５年を経過しないもの（法第６条第８号） 

（ｇ）暴力団員等（法第６条第９号）  

（ｈ）労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人

（法人である場合にあっては、当該法人の役員）が上記（ａ）から 

（ｇ）までのいずれかに該当する者又はその法定代理人（法人である場合に限る。）が上記（イ）から（ニ）ま

でのいずれかに該当する者（法第６条第 10 号） 

※  未成年者等についての取扱い 

未成年者とは、満年齢が 20 歳に満たない者をいう（民法第４条）。なお、婚姻した未成年者については、未成年者としては

取り扱わない（同法第 753 条）。 

未成年者の法定代理人は、通常その父母である（民法第 818 条）が、場合によっては、後見 人が選任されている場合が

ある（同法第 838 条）。 

未成年者であっても、その法定代理人から労働者派遣事業につき民法第６条第１項の規定に基づく営業の許可を受けて

いる者については、この要件につき判断する必要がない。 

ロ 個人の場合 

次のいずれかに該当する者は、労働者派遣事業の許可を受けることができない（法第６条）。  

（イ）禁固以上の刑に処せられ、又はイの（イ）のａからｃまで及びｇからｌまでの規定に違反し又はｄ、ｅ及びｆの罪を

犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５

年を経過していない者（法第６条第１号、第２号） 

（ロ）心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの（法第６条第３

号） 

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（法第６条４号）  

（ハ）法第 14 条第１項（第１号を除く。）の規定により、個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可を取り消さ

れ、又は法附則第６条第４項の規定により個人事業主として行っていた労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消

し又は命令の日から起算して５年を経過しない場合（法第６条第５号）（ニ）法第 14 条第１項の規定により労働者

派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合（同項第１号の規定により許可を取り消された場合については、

当該法人がイの（イ）に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。）又は法附則第６条第４項の規

定により労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合（当該法人がイの（イ）に規定する者に該当するこ

ととなったことによる場合に限る。）において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当

時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しないもの（法第６条第６号）  

（ホ）当該法人が、第 14 条第１項の規定による個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可の取消し又は法附則

第６条第４項の規定による個人事業主として行っていた労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があ

った日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第 13 条第１項の規定による労働者

派遣事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算

して５年を経過しないもの（図１参照）（法第６条第７号）  

（ヘ）（ホ）に規定する期間内に法第 13 条第１項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出又は法第 20 条の規定による

（旧）特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、（ホ）の聴聞の通知の日前 60 日以内

に当該法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員であった者で、当該届出の日から起算

して５年を経過しないもの（法第６条第８号）  

（ト）暴力団員等（法第６条第９号）  
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（チ）暴力団員等がその事業活動を支配する者（法第６条第 12 号）  

（リ）暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者（法第６条第 13 号） 

（ヌ）労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人（法人であ

る場合にあっては、当該法人の役員）が上記（イ）から（ト）までのいずれかに該当する者又はその法定代理人（法

人である場合に限る。）が上記イの（イ）から 

（ニ）までのいずれかに該当する者（法第６条第 10 号） 
 

欠格事由について（○は該当の可能性があるもの） 

 

※  則第 29 条の２第２号の要件を満たしている者であること。 
 

（８）許可要件（許可の基準） 

労働者派遣事業の許可要件のうち、許可の基準に適合していると認めるときでなければ労働者派遣事業の許可をして

はならない（法第７条第１項）。  

許可の基準については、労働者派遣事業の健全化及び派遣労働者の実効性ある保護を図る観点から、次に掲げるイか

らニまでの全てに適合していると認められることとする。  

イ 法第７条第１項第１号の要件（当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるも

のでないこと。）  

労働力需給の適正な調整を図るため、特定企業への労働者派遣に関して、次のとおり判断する。 

（イ）当該要件を満たすためには、法第 48 条第２項の勧告の対象とならないものであること、すなわち、当該事業が

専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの（雇用の機会の確保が特に困難であ

ると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める

場合において行われるものを除く。）でないことが必要である（第 12 の４参照）。  

（ロ）「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは、特定の者に対してのみ当該労働者派遣

を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目

的としていない場合である。  

（ハ）「厚生労働省令で定める場合」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する遣労働者のうち、10 分

の３以上の者が 60 歳以上の者（他の事業主の事業所を 60 歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に

限る。）である場合である。  

（ニ）なお、「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと」を、労働者派遣事
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業の許可条件として付することに留意すること。 

ロ 法第７条第１項第２号の要件（申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するも

のとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。）  

「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」とは、  

① 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度（厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。）を有すること（「労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第１条の４第１号の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める基準」参照）  

② ①のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていることの２点である（則第１条の４）。  

（イ）派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度の内容に関する判断  

派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために、次のａ、ｂ、ｃ、ｄ及びｅを満たすキャリア形成支援

制度を有しなければならない。  

ａ 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。当該訓

練計画は、以下の要件を全て満たしていること。  

（ａ）教育訓練計画の内容の判断  

ⅰ 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること。  

ただし、実際の教育訓練の受講にあたり、以下の者については、当該教育訓練は受講済みであるとして取

り扱うことができる。 

（ⅰ）過去に同内容の教育訓練を受けたことが確認できる者  

（ⅱ）当該業務に関する資格を有している等、明らかに十分な能力を有している者  

  なお、受講済みとして取り扱うことができる派遣労働者であっても、当該派遣労働者が当該教育訓練の

受講を希望する場合は、受講させることが望ましい。  

ⅱ  実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。 

教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする。ただし、派遣元

事業主において時間を管理した訓練を実施することが困難であることに合理的な理由がある場合（例え

ば、派遣元事業所と派遣先の事業所との距離が非常に遠く終業後に訓練を行うことが困難である場合で

あって、ｅラーニングの設備もない場合）については、キャリアアップに係る自主教材を渡す等の措置

を講ずることとしても差し支えないが、その場合は、当該教材の学習に必要とされる時間数に見合った

手当を支払うものであること。 

また、これらの取扱は就業規則又は労働契約等に規定することとする。 

なお、派遣労働者が段階的かつ体系的な教育訓練を受講するためにかかる交通費については、派遣先と

の間の交通費より高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきものであること。  

ⅲ  実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。 

教育訓練の内容は、派遣元事業主が一義的に定めるものであるが、派遣労働者としてより高度な業務に

従事すること、派遣としてのキャリアを通じて正社員として雇用されることを目的としている等、キャ

リアアップに資するものであること。具体的に資する理由は、キャリア形成支援制度に関する計画書（様

式第３号－２）において記述すること。 

複数の訓練コースを設けることも可能であり、訓練内容によって対象者が異なっても差し支えない。な

お、ヨガ教室や趣味的な英会話教室、面接対策とは異なるメイクアップ教室のような、派遣労働者の福

利厚生を目的とした明らかにキャリア形成に無関係なものは含まれない。派遣元事業主は、当該教育訓
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練計画についてキャリアアップに資する内容であることを説明できなければならない。  

ⅳ  派遣労働者として雇用するにあたり実施する教育訓練が含まれたものであること。  

訓練内容に、入職時に行う訓練が含まれていること。短期雇用の者であっても当該訓練を受講させるこ

とができるよう、派遣元事業主と派遣先とが互いに協力することが望ましいこと。  

ⅴ  無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のもので

あること。 

派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者に対する教育訓練計画が長期的なキャリア形成を念頭とする内容

であることを説明できなければならない。  

（ｂ）教育訓練の実施形態に関する判断  

教育訓練の実施形態は、通常の業務を一時的に離れて行う教育訓練（OFF  JT：Off  The Job  Training）

のみならず、日常の業務につきながら行う教育訓練（OJT：On  The  Job Training）のうち計画的に行う

ものを含めていても差し支えない。  

ｂ キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること。  

（ａ）相談窓口には、担当者が配置されていること。  

担当者については、キャリアコンサルタント（有資格者）、キャリアコンサルティングの知見を有する者（職

業能力開発推進者、３年以上の人事担当の職務経験がある者等）、又は派遣先との連絡調整を行う営業担当

者を配置する必要がある。  

（ｂ）相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること。  

相談窓口については、事務所内に定められた相談ブースを設置することのみならず、電話による相談窓口

の設置、e-mail での相談の受付、専用 WEB サイトの相談窓口の設置等により雇用する派遣労働者がキャ

リアコンサルティングを申し込めるよう、その雇用する派遣労働者に対して周知するとともに、適切な窓

口を提供しなければならないこと。  

（ｃ）希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること。  

（ｄ）キャリアコンサルティングは、実施にあたっての規程（事務手引、マニュアル等）に基づいて実施されるこ

とが望ましいこと。 

なお、キャリアコンサルティングは、必ずしも常時行わなければならないわけではなく、例えば毎週２回

定期的に実施することや派遣労働者の希望に応じ随時実施すること等も可能である。また、キャリアコン

サルティングを行う場所についても事務所の内外を画一的に指定するものではない。  

ｃ キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。  

（ａ）派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備されてい

ること。  

（ｂ）派遣労働者への派遣先の提供は（ａ）に基づいて行われるものであること。  

ｄ 教育訓練の時期・頻度・時間数等  

（ａ）派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。また、教育訓練は、少なくとも最初の３年間

は毎年１回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリア

パスに応じた研修等が用意されていること。  

（ｂ）実施時間数については、フルタイムで１年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、少なくとも最初の

３年間は、毎年概ね８時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること。 

（ｃ）派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に
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配慮しなければならない。 なお、派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられる

ように協力を求めることが望ましいこと。  

ｅ  教育訓練計画の周知等  

（ａ）教育訓練計画の策定に当たっては、派遣労働者との相談や派遣実績等に基づいて策定し、可能な限り派遣

労働者の意向に沿ったものとなることが望ましいこと。  

（ｂ）派遣元事業主は教育訓練計画について、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約を締

結する時までに説明しなければならないこと。  

（ｃ）教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するとともに、計画に変更があった

際にも派遣労働者に説明しなければならないこと。  

（ｄ）派遣元事業主は、派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるように、教育訓練に関する事項等に関す

る情報として、段階的かつ体系的な教育訓練計画の内容についての情報をインターネットの利用その他適

切な方法により提供することが望ましいこと。  

（ｅ）派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資

料を労働契約終了後３年間は保存していること。労働契約が更新された場合は、更新された労働契約終了

後３年間は保存していること。  

（ｆ）キャリア形成支援制度を適正に実施しようとしない者又は経過措置期間中の（旧）特定労働者派遣事業を

実施していた者であって、キャリア形成支援制度を有する義務を免れることを目的とした行為を行ってお

り、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。  

（ロ）派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備に関する判断  

派遣労働者を雇用する者と指揮命令する者が分離するという特性に鑑み、派遣労働者に対する適切な雇用管理能力を

要求することにより、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るため、次のような事項につき判断する。  

ａ 派遣元責任者に関する判断  

（ａ）派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されている

こと。 

・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。  

① 法第 36 条の規定により、未成年者でなく、法第６条第１号、第２号及び第４号から第９号までに掲げる欠

格事由のいずれにも該当しないこと。 

② 則第 29 条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること（第７の 16 の（3）参照）。 

③ 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。  

④ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。  

⑤ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。  

⑥ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 

⑦ 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。 

⑧ 次のいずれかに該当する者であること。 

（ⅰ）成年に達した後、３年以上の雇用管理の経験を有する者  

この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者（事業主（法人の場合はその役員）、支

店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第 41 条第２号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含

む。）であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当

者であったことをいう。 
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（ⅱ）成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に３年以上の経験を有する者 

（ⅲ）成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として３年以上の経験を有する者  

（ⅳ）成年に達した後、労働者供給事業の従事者として３年以上の経験を有する者  

⑨  厚生労働省告示（平成 27 年厚生労働省告示第 392 号）に定められた講習機関が実施する則第 29 条の２

で規定する「派遣元責任者講習」を受講（許可の申請の受理の日前３年以内の受講に限る。）した者であるこ

と。  

⑩  外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資

格を有する者であること。 

⑪  派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。 

（ｂ）派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。  

ｂ 派遣元事業主に関する判断 

派遣元事業主（法人の場合はその役員を含む。）が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用

管理を期待し得るものであること。  

・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。  

① 労働保険、社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであること。 

② 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。  

③ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。    

④ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 

⑤ 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。  

⑥ 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「高度専門職第一号ハ」、「高度専門職第二号ハ」

及び「経営・管理」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて

派遣元事業主としての活動を行う者であること。 

  なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。  

⑦ 派遣労働者に関する就業規則又は労働契約等の記載事項について 

・ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期

雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働

者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。  

・ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働

者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働

基準法第 26 条に基づく手当を支払う旨の規定があること。  

⑧ 既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働

局から指導され、それを是正していない者ではないこと。  

ｃ 教育訓練（キャリア形成支援制度に関するものを除く。）に関する判断  

（ａ）派遣労働者に対して、労働安全衛生法第 59 条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を

整備していること。  

（ｂ）派遣労働者に対する能力開発体制（適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の

実施についての責任者の配置等）を整備していること。 

・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。  

① 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。  
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② 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発

体制の整備がなされていること。  

（ｃ）法第 30 条の２に定める教育訓練以外に自主的に実施する教育訓練については、派遣労働者が受講しやすいよ

う、当該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とすること。 

ハ  法第７条第１項第３号の要件 

（個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。）  

業務の過程で得た派遣労働者等の個人情報を管理する能力を要求することにより、派遣労働者等の個人情報を適正に

管理し、秘密を守るため、次のような事項につき判断する。  

ａ 個人情報管理の事業運営に関する判断  

① 派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者（ハにおいて「派遣労働者等」という。）の個人情報を適正に管理す

るための事業運営体制が整備されていること。  

（ａ）当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めている

ことが必要である。 

ⅰ 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。 

ⅱ 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないこ

とについて、職員への教育が実施されていること。  

ⅲ 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下同じ。）の取扱いに関す

る事項についての規程があり、かつ当該規程について派遣労働者等への周知がなされていること。なお、

開示しないこととする個人情報としては、当該個人に対する評価に関する情報が考えられる。  

ⅳ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関して、派遣元責任者等を苦情処理の担当者等取扱責任者を定め

る等、事業所内の体制が明確にし、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。  

（ｂ）個人情報適正管理規程については、以下の点に留意するものとする。  

ⅰ 派遣元事業主は、（ａ）のⅰからⅳまでに掲げる規定を含む個人情報適正管理規程を作成するとともに、

自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならないものとする。  

ⅱ  派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不

利益な取扱いをしてはならないものとする。ここでいう、「不利益な取扱い」の例示としては本人が個人

情報の開示又は訂正の求めをした以後、派遣就業の機会を与えないこと等をいう。  

（ｃ）「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意するものとする。  

ⅰ 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者の登録をする際には当該労働者の希望及び能力に応じた就

業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当該派遣労働者の適正

な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情報（以下ハにおいて単に「個人情報」という。）

を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないものとする。ただし、特別な業務上の必

要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する

場合はこの限りではない。  

（ⅰ）人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項  

（ⅱ）思想及び信条   

（ⅲ）労働組合への加入状況  

・（ⅰ）から（ⅲ）については、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当する。  

（ⅰ）関係 
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① 家族の職業、収入、本人の資産等の情報 

（税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施するために必要なもの及び日雇派遣の禁止の例外とし

て認められる場合の収入要件を確認するために必要なものを除く。）  

② 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報 

（ⅱ）関係   人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書  

（ⅲ）関係   労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報  

・「業務の目的の達成に必要な範囲」については、雇用することを予定する者を登録する段階と、現に雇用す

る段階では、異なることに留意する必要がある。前者においては、例えば労働者の希望職種、希望勤務地、

希望賃金、有する能力・資格など適切な派遣先を選定する上で必要な情報がこれに当たり、後者において

は、給与事務や労働・社会保険の手続上必要な情報がこれに当たるものである。 

・なお、一部に労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認する事例がみられるが、これは通常、「業

務の目的の達成に必要な範囲」に含まれるとは解されない。  

② 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収

集する等適法かつ公正な手段によらなければならないものとする。 

・「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれる。  

③ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業予定者である派遣

労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（全国高等学校統一応

募用紙又は職業相談票（乙））により提出を求めるものとする。  

・当該応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後１年以内の者についてもこれを利用することが望ましい

こと。  

④ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際に

は、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、法

第 35 条第１項の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限

られるものであるものとする。ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に

定めのある場合は、この限りではない。  

ｂ 個人情報管理の措置に関する判断  

派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。  

（ａ）当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。  

ⅰ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。 

ⅱ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。  

ⅲ 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを

防止するための措置が講じられていること。  

ⅳ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられているこ

と。なお、当該措置の対象としては、本人からの破棄や削除の要望があった場合も含むものである。 

（ｂ）「適正管理」については以下の点に留意するものとする。  

ⅰ 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置（（ａ）のⅰからⅳまで）を講ずるととも

に、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないものとする。 

ⅱ 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由

なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとする。  
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・「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事

実であって（非公知性）、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実

（要保護性）をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保

証人となっている事実等が秘密に当たりうる。 

ニ  法第７条第１項第４号の要件  

（ロ及びハの他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。） 労働者派遣事業を的確、

安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適した事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求

することにより、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護

及び雇用の安定を図るため、次のような事項につき判断する。  

（イ）財産的基礎に関する判断（事業主（法人又は個人）単位で判断）  

ａ 許可申請事業主に関する財産的基礎  

許可申請事業主についての財産的基礎の要件については以下のとおりとする。  

（ａ）資産（繰延資産及び営業権を除く。）の総額から負債の総額を控除した額（以下「基準資産額」という。）が 

2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う（ことを予定する）事業所の数を乗じた額以上であるこ

と。 

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  資産

等の状況」欄により確認する。  

・「繰延資産」とは、会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）第 74 条第３項第５号に規定する繰延資産

をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第２編第２章第２節の「のれん」をいう。  

（ｂ）（ａ）の基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること。  

（ｃ）事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う（ことを予

定する）事業所の数を乗じた額以上であること。  

・  厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  資産

等の状況」欄により確認する。  

（ｄ）基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、公認会計士又は監査

法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限り、基準資産額、負債の総額及び自己

名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算又は月次決算により確認するものとする。  

ただし、個人の場合に限り、基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあった

ときは、①市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基礎価額を上回る旨の証明があった場合（例えば、

固定資産税の評価額証明書等による。）、②提出された預金残高証明書により普通預金、定期預金等の残高

を確認できた場合（複数の預金残高証明書を用いる場合は、同一日付のものに限る。）に限り、当該増加後

の額を基準資産額又は自己名義の現金・預金の額とする。  

（ｅ）職業安定法第 45 条に規定する厚生労働大臣の許可を受け、労働者供給事業を行う労働組合等から供給さ

れる労働者を対象として、労働者派遣事業を行うことを予定する場合については、（ａ）において「2,000 

万円」を「1,000 万円」と、（ｃ）において「1,500 万円」を「750 万円」と読み替えて適用する。  

（ｆ）地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派遣労働者に対する賃金支払

いが担保されている場合は、（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の要件を満たしていなくても差し支えないこととする。  

ｂ 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置  

小規模派遣元事業主であってａの（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）の要件を満たさない者に係る財産的基礎に関する判断に
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ついては以下のとおりとする。 ただし、平成 28 年９月 30 日以降は、改正法附則第６条第１項の規定により引

き続き行うことができることとされた労働者派遣事業を行っている者からの申請に限るものとする（当該申請に

ついて、平成 30 年９月 29 日までに事業主管轄労働局に対して新規許可の申請を行い、当該申請が受理されて

いる者も含む。）。  

（ａ）常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主の財産的基礎（当分の間の措置） 

平成 27 年９月 30 日から当分の間の措置として、１つの事業所（労働者派遣事業を実施する事業所のみ

ではなく、当該事業主の労働者の勤務する場所又は施設を含む。）のみを有し、常時雇用している派遣労働

者が 10 人以下である中小企業事業主に対しては、財産的基礎に関する判断基準について以下のとおりと

する。  

ⅰ 資産（繰延資産及び営業権を除く。）の総額から負債の総額を控除した額（以下「基準資産額」という。）

について 1,000 万円以上であることとする。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  

資産等の状況」欄により確認する。  

・「繰延資産」とは、会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）第 74 条第３項第５号に規定する繰

延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第２編第２章第２節の「のれ

ん」をいう。  

ⅱ ⅰの基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること。  

ⅲ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 800 万円以上であることとする。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  

資産等の状況」欄により確認する。  

ⅳ 事業所数については、定款及び登記事項証明書、又は企業パンフレット等により確認する。 

ⅴ 常時雇用している派遣労働者の人数については、過去１年間の月末における派遣労働者（日雇派遣労働

者を含む。）の平均人数とし（常用換算数ではない。）、「労働者派遣事業許可申請の当分の間の措置に関

する常時雇用する派遣労働者数の報告について」（様式第 17 号）により確認する。 

（ｂ）常時雇用している派遣労働者が５人以下である中小企業事業主の財産的基礎（３年間の暫定措置） 

平成 27 年 9 月 30 日～平成 30 年 9 月 29 日の３年間の暫定措置として、１つの事業所（労働者派遣

事業を実施する事業所のみではなく、当該事業主の労働者の勤務する場所又は施設を含む。）のみを有し、

常時雇用している派遣労働者が５人以下である中小企業事業主に対しては、財産的基礎に関する判断基準

について以下のとおりとする。  

ⅰ 資産（繰延資産及び営業権を除く。）の総額から負債の総額を控除した額（以下「基準資産額」という。）

について 500 万円以上であることとする。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  資

産等の状況」欄により確認する。  

・「繰延資産」とは、会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）第 74 条第３項第５号に規定する繰延

資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第２編第２章第２節の「のれん」

をいう。  

ⅱ ⅰの基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること。  

ⅲ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 400 万円以上であることとする。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  資
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産等の状況」欄により確認する。  

ⅳ 事業所数については、定款及び登記事項証明書、又は企業パンフレット等により確認する。  

ⅴ 常時雇用している派遣労働者の人数については、過去１年間の月末における派遣労働者（日雇派遣労働

者を含む。）の平均人数とし（常用換算数ではない。）、「労働者派遣事業許可申請の３年間の暫定措置に

関する常時雇用する派遣労働者数の報告について」（様式第 17 号）により確認する。  

ｃ 産業分類に関する判断  

       派遣元事業主の産業分類については、日本標準産業分類によるものであり、原則として、当該事業主において実施

している主たる事業とする。この主たる事業の確認については、定款、登記事項証明書、及び参考資料として提出

のあったパンフレット等によって確認すること。 

なお、複数の事業を実施している事業主については原則として損益計算書のセグメントごとの売上額について最大

を占めるものを、当該事業主の主たる産業分類と判断すること。  

ｄ 企業規模の判断  

派遣元事業主が、中小企業に該当するかについては、次の定義によって判断する。  

なお、大企業は中小企業に該当しない事業主をいう。 

○中小企業に該当する企業 

産業分類 中小企業の定義 

製造業その他 
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時雇用 

する労働者の数が 300 人以下の会社及び個人 

卸 売 業 
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時雇用 

する労働者の数が 100 人以下の会社及び個人 

サービス業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時雇 

用する労働者の数が 100 人以下の会社及び個人 

小 売 業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時雇 

用する労働者の数が 50 人以下の会社及び個人 
 

（ａ）確認方法等について 

産業分類に関する確認は、上記ｃによって確認すること。 

（ｂ）資本金に関する確認 

貸借対照表によって確認すること。なお、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額について、公認

会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算により確認を行った場合、資本金についても、

当該監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算によって確認すること。  

ただし、個人の場合については会計科目として資本金がないことから常時雇用する労働者数で判断すること。 

（ｃ）常時雇用する労働者に関する確認 

労働者名簿によって許可申請日の直近の月末（直近の月末が確認できない場合は前々月の末）現在における労働

者数を確認すること。 

（ｄ）雇用保険との整合性について  

雇用保険での産業分類と異なる場合、雇用保険部門にその旨連絡し、同一の行政機関が行う産業分類に関する判

断に矛盾が生じないよう整理を行うこと。 

（ロ）組織的基礎に関する判断 
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派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置される等組織体制が整備されるとともに、労働者派遣事業に係る指揮命

令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。 

（ハ）事業所に関する判断 

事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね 20 ㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣

事業を行うのに適切であること。 

・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当すること。 

ａ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）で規制する風俗営業や性風俗特

殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。 

ｂ 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね 20 ㎡以上あること。 

（ニ）適正な事業運営に関する判断  

労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録

に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等法の趣旨に沿った適切な事業運営を

行うものであり、次のいずれにも該当すること。  

ａ 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、許可を受けようとするものではないこと。 

ｂ 法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を受け、当該停止期間を経

過しない者ではないこと。  

ｃ 労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものではないこ

と。 許可申請関係書類として提出された定款又は寄附行為及び登記事項証明書については、その目的の中に「労

働者派遣事業を行う」旨の記載があることが望ましいが、当該事業主の行う事業の目的中の他の項目において労働

者派遣事業を行うと解釈される場合においては、労働者派遣事業を行う旨の明示的な記載は要しないものであるこ

と。 なお、定款又は寄附行為及び登記事項証明書の目的の中に適用除外業務について労働者派遣事業を行う旨の

記載がある場合については、そのままでは許可ができないものであるので留意すること。 

ｄ 登録制度を採用している場合において、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収するも

のではないこと。  

ｅ 自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするものではないこと。  

ｆ 法第 25 条の規定の趣旨に鑑み、人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協

定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするも

のではないこと。  

なお、当該業務について労働者派遣を行おうとするものではないことを労働者派遣事業の許可条件として付するも

のであることに留意すること。 

ホ 民営職業紹介事業と兼業する場合の許可の要件 

労働者派遣事業と民営職業紹介事業の許可の要件をともに満たす限りにおいて兼業が認められるものであるが、同一

の事業所内において兼業を行おうとする場合は、更に次の事項のとおりとする。 

（イ）事業運営の区分 

派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報について、労働者派遣事業又は職業紹介事業の業務の目的の達

成に必要な範囲でこれを収集し、当該収集の目的の範囲内でこれを保管および使用するよう管理されること等事業

運営につき明確な区分がなされていること。   

・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。   

ａ 労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者派遣に係る登録と求職の申
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込みの受付を重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。 

ｂ 派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人の申込みを重複

して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。   

ｃ 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報について、職業紹介事業又は労働者派遣事業のいずれの

業務に使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして管理されること。  

ｄ 派遣の依頼者に係る情報と求人者に係る情報について、職業紹介事業又は労働者派遣事業のいずれの業務に

使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして管理されること。   

ｅ 労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求職申込みのみをし

ている求職者について労働者派遣を行わないこと。   

ｆ 派遣の依頼のみを行っている者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求人申込みのみをしている求人者

について労働者派遣を行わないこと。   

ｇ 紹介予定派遣を行う場合を除き、求職者に対して職業紹介する手段として労働者派遣をするものではないこ

と。 

（ロ）民営職業紹介事業と兼業する場合の許可申請関係書類等 

既に労働者派遣事業の許可を取得している者又は労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を行った者が、職業紹介

事業の許可の申請を行う場合、もしくは、労働者派遣事業の許可の申請と同時に職業紹介事業の許可の申請を行う

場合において、職業安定法施行規則第 18 条第７項の規定に基づき、職業紹介事業の許可の申請に係る添付書類を

省略することができる。民営職業紹介事業と兼業する場合の許可申請に関する詳細は、「職業紹介事業業務運営要

領」を参照すること。 

ヘ 海外派遣を予定する場合の許可の要件  

イからニまでに掲げる要件の他、更に次の事項につき併せて判断すること（これは法第７条第１項各号の要件に基づ

くものである。）。  

① 派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働事情に精通するものであること。  

・ 派遣先国の言語とは、派遣先国で一般的に通用する言語（例、英語、仏語等）を含み、必ずしも派遣先の現地語

に限られない。  

② 海外派遣に際し派遣労働者に対してガイダンスを実施すること、海外の事業所との連絡体制が整備されていること

等派遣労働者の海外における適正な就業のための体制が整備されていること。  

・ 海外の事業所とは派遣先の事業所をいう。  

ト 労働安全衛生に関する許可の要件  

派遣労働者への労働安全衛生の徹底を図るため、以下の措置等が講じられているか判断すること。  

① 労働者派遣契約に安全及び衛生に関する事項を記載すること。  

② 物の製造の業務に労働者派遣を行う場合には、製造業務専門派遣元責任者及び製造業務専門派遣先責任者を選任す

ること。 

③ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、派遣労働者の安全及び衛生に関し、必要な連絡調整を行うこと。  

④ 派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。  

なお、林業における労働災害の発生頻度は、他産業に比べ高い水準にあることに鑑み、労働者派遣の受け入れに当

たっては、労働安全衛生法等に十分に留意する必要があること。 

（９）申請内容の確認 

申請を受けた事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局においては、速やかに当該事業主に係る欠格事由及び許可
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基準の各事項について、許可申請関係書類の審査、実地調査等により確認する。 

提出された許可申請関係書類については、事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局で、①必要な書類が添付されてい

ること、②書面に記入もれがないこと及び記入事項に誤りがないこと等の許可要件に関する確認を行い、その結果を

関係書類と共に本省に送付・報告する。 

（10）労働政策審議会への諮問等 

イ 労働政策審議会への諮問 

厚生労働大臣は、労働者派遣事業の許可をするにあたって労働政策審議会（労働力需給制度部会）の意見を聴くこ

ととなっており（法第５条第５項）、その意見を聴いた後に許可又は不許可の処分を行うこととなる。労働政策審議

会（労働力需給制度部会）は原則として毎月１回開催している。原則として、前月末までに本省に到達した許可申

請は、当月の労働政策審議会（労働力需給制度部会）に諮問する。なお、労働政策審議会（労働力需給制度部会）に

おいては、その適切な審議に資するよう確認事項を求める場合があるが、この確認事項については申請事業主もで

きる限り協力するよう求めること。 

ロ 労働政策審議会への報告 

（イ）許可の有効期間更新時の許可基準の報告 

許可の有効期間の更新については労働政策審議会（労働力需給制度部会）への諮問は要しないが、許可の取得後最

初の許可更新の際に、当該更新を受けようとする派遣元事業主が引き続き許可基準を満たしていることを当該審議

会へ報告する。 

（ロ）初めての許可より２年後における資産等の状況の報告 

初めて労働者派遣事業の許可の取得を受けた派遣元事業主の許可取得２年後の資産等の状況については労働政策

審議会（労働力需給制度部会）へ報告する。 

（11）許可及び不許可処分 

イ  許可申請の許可を行ったときは、許可証を作成し事業主管轄労働局を経由して、労働者派遣事業を行う事業所の

数に応じ申請者に交付する（法第８条第１項、則第２条）。 

ロ  許可申請につき、不許可とした時は、遅滞なく、労働者派遣事業不許可通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由

して申請者に交付する（法第７条第２項）。 

ハ  イ又はロに際しては、併せて労働者派遣事業許可申請書（様式第１号）の写し及び労働者派遣事業計画書（様式第

３号）の写しそれぞれ１通を申請者に控えとして交付する（（６）参照）。 

ニ 事業所台帳の整備 労働者派遣事業の許可をしたときは、労働者派遣事業所台帳又は派遣元事業主台帳（第３にお

いて「事業所台帳等」という。）の作成、記載を行う（６参照）。 

（12）許可の条件 

イ 許可の条件の範囲 

労働者派遣事業の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる（法第９条第１項）が、当該条件

は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、

かつ、当該許可を受けようとする者に不当な義務を課すこととなってはならない（同条第２項）。 

ロ 許可の条件を付す場合 

労働者派遣事業の運営に当たり、労働力需給の適正な調整を図り、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行わせる等の

観点から、許可をした後においても一定の条件の下に当該事業を行わせることが必要であると考えられる場合に付さ

れるものであり、具体的には、例えば専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではな

いこと、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当
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事者として行う業務について労働者派遣を行うものではないこと、労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働

者の適正な加入を行うものであること、労働者派遣契約の終了のみを理由として派遣労働者を解雇しないことといっ

た条件が付されるものである。  

また、許可後に届出により新設される労働者派遣事業所においても、適正な事業運営がなされるよう、（８）の「許可

基準」の所定の要件を満たすことが許可条件として付されるものである。 

この他にも、例えば、①同一事業所において労働者派遣事業と民営職業紹介事業を兼業して行おうとする場合におい

て、当該許可の後においても、（８）の「許可基準」のホの事項を遵守すること、②特定企業に対する労働者派遣事

業の許可をする場合において、当該許可の後においても、同「許可基準」のイに掲げる厚生労働省令で定める条件を

維持し続けること、③登録型で事業を行う場合において、当該許可の後においても、同「許可基準」のニの（ニ）の

ｄの事項を遵守することを条件に付すことが考えられる。 

ハ  許可の条件を付す場合は、（11）のイに定める許可証とは別に、次の様式による労働者派遣事業許可条件通知書を作

成し、事業主管轄労働局を経由して、申請者に交付する。 
  

年    月    日  
  

労働者派遣事業許可条件通知書 
  

厚生労働大臣      印           

    年  月    日付け許可番号        の許可は下記の理由により次の許可条件を付して行う。  

なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定により、処分のあったことを知った日の

翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をするこ

とができる。  

また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定により、この処分のあったことを知った日の

翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として

提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知

った日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日の翌日から起算して１年以内）に提起することができる。  

  

（許可条件）  

①  専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと。  

②  派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う

業務について労働者派遣を行うものではないこと。  

③  労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであること。  

④  無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働

者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。  

⑤  労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合においても、「許可基準」の所定の要件を満たすこと。  

⑥  また、労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合にあっては、届出を行うに先立って、事業主管轄労働局又は事業所管轄労

働局に事業計画の概要及び派遣元責任者となる予定の者等について説明を行うこと。  
  

記 

（①、②、③及び④の理由）  

労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮する必要が

あるため。  

（⑤及び⑥の理由）  

許可後に届出により新設される労働者派遣事業を行う事業所においても、適正な事業運営を確保する必要があるため。 

（13）許可番号の付与 

イ 許可事業主については、許可申請関係書類として完全なものと判断したときには、ニに基づく当該事業主固有の許可
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番号（以下「許可番号」という。）及び各申請事業所の事業所枝番号（以下「事業所枝番号」という。）を付与する。  

ロ 許可番号及び事業所枝番号は付与後、住所の変更等により事業主管轄労働局が変更される場合を除き、変更されるこ

とはない。  

ハ 許可証には、当該許可番号及び事業所枝番号を所定の欄に必ず記載すること。  

ニ 許可番号等の設定について  

（イ）労働者派遣事業である旨の表示  

「派」の文字をもって表す。  

（ロ）都道府県番号  

労働保険機械事務手引の「都道府県コード表」に定める２桁の数字で表す。例えば、北海道は「01」と表す。  

（ハ）事業主の一連番号  

管轄労働局ごとに６桁の数字をもって表すものとし、原則として許可時期の早い事業主から起番する。なお、（旧）

一般労働者派遣事業の事業主については、平成 27 年９月 30 日以降は「般」を「派」に切り替え、番号そのも

のは変更しない。  

（ニ）事業所枝番号  

事業所枝番号は、事業所ごとに３桁の数字をもって表す。この際、派遣元事業主の主たる事務所を「001」として、

許可申請書に記載された順に起番する。  

（ホ）平成 27 年９月 29 日以前に許可及び許可の有効期間の更新を受けた派遣元事業主の取扱い  

平成 27 年９月 29 日以前に許可及び許可の有効期間の更新を受けた（旧）一般労働者派遣事業主については、

平成 27 年９月 30 日以降、厚生労働省のハローワークシステム労働力需給調整事業機能群の管理上は許可番号

の「般」が「派」に自動的に変更されるが、当該許可の有効期間内は、許可証の許可番号の「般」を「派」に変更

する必要はない。 また、派遣元事業主が締結する労働者派遣契約等に記載している許可番号については、平成 27 

年９月 29 日以前に締結した労働者派遣契約等に記載している許可番号を「般」から「派」に変更する必要はな

いが、平成 27 年９月 30 日以降に締結する労働者派遣契約等については、許可番号を「般」から「派」に変更

しなければならないことに留意すること。  

（経過措置）  

経過措置期間（平成 27 年９月 30 日～平成 30 年９月 29 日、詳細について第４参照）の（旧）特定労働者派

遣事業の事業所は、現行の届出受理番号である「特」を引き続き使用する。ただし、経過措置期間以降、当該番号

及び事業所枝番号は使用できなくなるので留意すること。 
 

（具体例） 

派 01 – 500037        事業主の一連番号（000001～999999） 

都道府県番号（01～47） 

労働者派遣事業であることの表示 

 

（14）労働者派遣事業制度に係る周知 

事業主管轄労働局においては、（11）イにより許可証を交付する際、当該事業主に対して以下の内容により適正な労

働者派遣事業の運営に係る講習を実施するものとする。  

イ  労働者派遣事業制度の適正な運営について  

ロ  労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分について  

ハ  その他労働者派遣事業の適正な運営の確保を図るために必要な事項  

なお、当該講習の実施に当たっては、必要に応じ、労働基準行政、雇用均等行政、職業安定行政の需給調整事業
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担当部門以外の部門との連携を図ること。 

 

２ 許可の有効期間の更新手続について 
 
（１）許可の有効期間 

労働者派遣事業の許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合、許可の日から起算して３年である（法第 10 条第

１項）。 

また、一度許可の更新を受けた場合における有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算し

て５年とする。以後の有効期間については、それを繰り返す（法第 10 条第２項及び第４項、則第 19 条）。 許可

の有効期間が満了したとき、当該許可は失効する。 

（２）労働者派遣事業の許可の有効期間の更新の手続 

イ 事業主は、許可の有効期間の満了後においても引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合には、厚生労働大臣

に対して、許可の有効期間の更新を申請しなければならない。  

許可の有効期間の更新申請については、事業主は、（３）に掲げる厚生労働大臣に提出する書類（申請書、事業計

画書のほか、これらに添付すべきこととされている書類を含む。以下、「許可有効期間更新申請関係書類」とい

う。）を事業主管轄労働局に提出することにより行う（法第 10 条第５項において準用する法第５条第２項から第

４項まで、則第 19 条）。また、上記許可の有効期間の更新の審査の参考とするための参考資料も併せて提出す

ることが求められる（以下、「許可有効期間更新申請関係書類等」という。）。  

許可有効期間更新申請関係書類等については、原則として事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出される

（則第 19 条）。  

ロ 許可有効期間更新申請関係書類等は、当該許可の有効期間が満了する日の３箇月前までに、事業主管轄労働局に

提出しなければならない（則第５条第１項）こととなっており、申請日の超過は認められない。  

事業主管轄労働局は、事業主から管轄以外の地域において派遣事業を実施する内容の許可有効期間更新申請関係

書類等の提出を受けた場合、労働者派遣事業を行おうとする各事業所の事業所管轄労働局に対して、申請書の写

し及び各事業所に関する書類を送付しなければならない。  

ハ 申請を受けた事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局においては、速やかに（４）の当該事業主に係る許可有効

期間更新要件の各事項について実地調査等による確認を行い、許可有効期間更新申請関係書類等の審査を行う。 

提出された許可有効期間更新申請関係書類等については、事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局で、①必要な

書類が添付されていること、②書面に記入もれがないこと及び記入事項に誤りがないこと等の許可有効期間更新

要件に関する確認を行い、その結果を関係書類と共に本省に送付・報告すること。 

ニ 本省は、許可の取得後最初の許可更新を受けようとする派遣元事業主における許可の更新状況について、労働政

策審議会（労働力需給制度部会）へ報告しなければならない（１の（10）参照）。  

ホ 許可の有効期間の更新とは、更新時前と許可内容の同一性を存続させつつ、その有効期間のみを延長するもので

ある。したがって、許可の有効期間の更新に際し、併せて、更新前から変更する事項（変更の届出を行う必要が

ある事項のみ）がある場合は、許可の有効期間の更新の手続きと併せて、変更の届出の手続（３参照）を行う必

要がある。 

（３）許可有効期間更新申請関係書類 

労働者派遣事業の許可有効期間更新申請関係書類は法人及び個人の区分に応じ次のイ及びロのとおりとする（法第 

10 条第５項において準用する法第５条第２項から第４項まで、則第５条第１項から第３項まで）。  

イ 法人の場合  
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（イ）労働者派遣事業許可有効期間更新申請書（様式第１号）  

（ロ）労働者派遣事業を行う事業所（許可後に届出により新設した事業所を含む。以下同じ。）ごとの当該事業に係る

事業計画書（様式第３号、様式第３号－２及び様式第３号－３（ただし、様式第３号－３は、派遣労働者のう

ち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要するものであること。））  

（ハ）定款又は寄附行為（ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。）  

（ニ）登記事項証明書（ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。）  

（ホ）役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書 （当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通

を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。）  

（ヘ）役員（以下この（ヘ）において「役員甲」とする。）が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から

営業の許可を受けていない場合は、ａ・ｂの区分に応じ、それぞれａ・ｂの書類（ただし、役員甲が法定代理人

から営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記

事項証明書））（ただし、法定代理人の変更があった場合に限る。）  

ａ 役員甲の法定代理人が個人である場合 

役員甲の法定代理人の住民票の写し、履歴書及び当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書

（当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれが

ある者である場合に限る。）  

ｂ 役員甲の法定代理人が法人である場合  

役員甲の法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役員の住民票の写し、履歴書及び当該法定

代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書（当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又

は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。）（ただし、役員甲の法定代理人

の役員（以下この（ホ）において「役員乙」とする。）が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人

から営業の許可を受けていない場合は、ａ・ｂの区分に準じ、それぞれａ・ｂの書類（役員乙が法定代理人か

ら営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記

事項証明書））を含む。さらに、法定代理人の役員について、同様の事例が続く限り、前記と同様に取り扱う

こと。）  

（ト）労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２

の 10 の（２）のハの（イ）から（ニ）までの内容が含まれていることが必要（第７の 24 参照）。）（ただし、

既に提出されているものに変更があった場合に限る。） 

（チ）最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等であって納税地の所轄税務署長

に提出したもの。  

なお、損益計算書については、可能な限り事業区分（セグメント）単位で売上額が確認できるものであること。 

最近の事業年度における決算は終了しているものの株主総会の承認を得ていないため納税地の所轄税務署長に

提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等を確実に納税地

の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当該貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計

算書等であれば差し支えない。なお、申請時においては、この場合（リ）のａ及びｂを提出させる必要はない。  

（リ）労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類  

ａ 最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し（納税地の所轄税務署の受付印のあるもの（電子申請の場

合にあっては、納税地の所轄税務署に受け付けられた旨が確認できるもの。以下同じ。）に限る。法人税法施行

規則別表１（１）及び４は、必ず提出すること。）なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げ
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る書類  

・ 最近の連結事業年度における連結法人税の確定申告書の写し（連結親法人の納税地の所轄税務署の受付印のあ

るものに限る。法人税法施行規則別表１の２「各連結事業年度分の連結所得に係る申告書」の写し及び同申告

書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しのみでよい。ただし、別表７の２付表１「連結欠損金当期控除額及

び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書」が提出される場合には、その写しを併せて提出すること。）  

・ 最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書（申請法人に係るものに限る。）の写し（納税地の所轄

税務署長に提出したもの。ただし当該届出書の別表にあっては別表４の２付表「個別所得の金額の計算に関す

る明細書」の写しのみでよい。））  

ｂ 納税証明書（国税通則法施行令第 41 条第１項第３号ロに係る同施行規則別紙第８号様式（その２）による法

人の最近の事業年度における所得金額に関するもの）  

（なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書（国税通則法施行令第 41 条第１項第３号ロに係

る同施行規則別紙第８号様式（その２）による最近の連結事業年度における連結所得金額に関するもの））  

（ヌ）労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者に係る厚生労働省告示（平成 27 年厚生労働省告示第 392 号）

に定められた講習機関が実施する「派遣元責任者講習」の「派遣元責任者講習受講証明書（許可の有効期間が満

了する日前３年以内の受講日のものに限る）」（様式第 21 号）の写し及び履歴書並びに当該派遣元責任者の精神

の機能の障害に関する医師の診断書（当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を

適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。） 

（ル）派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程（ただし既に提出されているものに変更があった場合に限る。）  

ａ 教育訓練受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることから、当該取扱の記載

された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等  

ｂ 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要等の該

当箇所  

（ヲ）無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期雇用

派遣労働者についても、派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、派遣契約の終了の

みを理由として解雇しないことを証する書類（ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。）  

・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規則又

は労働契約の該当箇所の写し等  

（ワ）無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、

次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第 26 条

に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等（ただし、既に提出されてい

るものに変更があった場合に限る。） 

ロ 個人の場合 

（イ）労働者派遣事業許可有効期間更新申請書（様式第１号）  

（ロ）労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書（様式第３号、様式第３号－２及び様式第３号－

３（ただし、様式第３号－３は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合

にのみ提出を要するものであること。））  

（ハ）役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書  

（当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である

場合に限る。）  
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（二）申請者が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていない場合は、ａ・ｂの区

分に応じ、それぞれａ・ｂの書類（ただし、申請者が法定代理人から営業の許可を受けている場合は、その法定代

理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記事項証明書））（既に提出されているものに変更があっ

た場合に限る。）  

ａ 申請者の法定代理人が個人である場合  

申請者の法定代理人の住民票の写し、履歴書及び当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書（当

該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者

である場合に限る。）  

ｂ 申請者の法定代理人が法人である場合  

申請者の法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役員の住民票の写し、履歴書及び当該法定代

理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書（当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意

思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。）（ただし、申請者の法定代理人の役員

（以下この（二）において「役員丙」とする。）が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業

の許可を受けていない場合は、ａ・ｂの区分に準じ、それぞれａ・ｂの書類（ただし、役員丙が法定代理人から

営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記事項

証明書））を含む。さらに、法定代理人の役員について、同様の事例が続く限り、前記と同様に取り扱うこと。）  

（ホ）労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２

の 10 の（２）のハの（イ）から（ニ）までの内容が含まれていることが必要（第７の 24 参照）。）（ただし、既

に提出されているものに変更があった場合に限る。） 

（ヘ）労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 

① 最近の納税期における所得税の確定申告書の写し（納税地の所轄税務署の受付印のあるもの）  

② 納税証明書（国税通則法施行令第 41 条第１項第３号イに係る同施行規則別紙第８号様式（その２）による最

近の納税期における金額に関するもの）  

③ 申告納税制度関係  

・ 青色申告の場合（簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。）は、最近の納税期における所得

税法施行規則第 65 条第１項第１号の貸借対照表及び損益計算書（所得税青色申告決算書（一般用）の写し

（納税地の所轄税務署の受付印のあるもの）） なお、損益計算書については、可能な限り事業区分（セグメ

ント）単位で売上額が確認できるものであること。 

・ 白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、（ロ）の労働者派遣事業計画書

の「３  資産等の状況」欄に記載された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証

明書  

④ 預金残高証明書（納税期末日のもの）  

（ト）労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者に係る厚生労働省告示（平成 27 年厚生労働省告示第 392 号）

に定められた講習機関が実施する「派遣元責任者講習」の「派遣元責任者講習受講証明書（許可の有効期間が満了

する日前３年以内の受講日のものに限る）」（様式第 21 号）の写し及び履歴書並びに当該派遣元責任者の精神の機

能の障害に関する医師の診断書（当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行

うことができないおそれがある者である場合に限る。）  

（チ）派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程（ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。）  

ａ 教育訓練受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることから、当該取扱の記載
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された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等 

ｂ 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要等の該

当箇所の写し 

（リ）無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期雇用派

遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の

終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。（ただし既に提出されているものに変更があった場合に限る。）  

・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規則又は労

働契約の該当箇所の写し等  

（ヌ）無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、

次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第 26 条に基

づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等（ただし、既に提出されているものに

変更があった場合に限る。） 

ハ 参考資料の作成と提出 

許可の有効期間更新の審査を行うにあたっての参考とするため、法人及び個人に対して以下の参考資料を提出する

よう求めること。  

（イ）自己チェックシート  

事業主には、許可申請時と同様に「自己チェックシート」の提出を求めること。  

（ロ）企業パンフレット等事業内容が確認できるもの（既に提出されているものに変更があった場合に限る。）  

（ハ）労働者名簿（申請月の前月末現在（前月末で把握が困難な場合は前々月末現在）のもので、派遣労働者を含む全

労働者分）  

（ニ）小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置により、許可基準のうち緩和された財産的基礎に関する要件にて申

請する場合には別途定める次のａ及びｂの提出を求めること。（（４）のロの（イ）のｂ参照） 

ａ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第７条第１項第４号の財産的基礎

に関する要件についての誓約書（様式第 16 号）  

ｂ 労働者派遣事業許可申請の当分の間の措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について又は労働者派

遣事業許可申請の３年間の暫定措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について（様式第 17 号）  

ニ 就業規則の該当箇所の写しを添付させる場合、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署の受理印

がある該当ページの写しを併せて提出すること（既に提出されている就業規則の該当ページの写しに変更があっ

た場合に限る。）。 

（４）許可の有効期間の更新要件等 

イ 許可の有効期間の更新については、許可申請時においては「許可の基準に適合していると認めるときでなければ、

許可をしてはならない」（法第７条第１項）とされているのとは異なり、「許可の基準に適合していないと認める

ときは、許可の更新をしてはならない」（法第 10 条第３項）としている。  

このため、許可の欠格事由及び許可条件違反に該当しない等、許可申請時及び許可の有効期間更新時において適

合していると認めた許可要件について、特段の事情変更がないことを確認しなければならない。  

ロ イの「特段の事情変更がないこと」の確認に当たって、財産的基礎に関する判断に係る許可基準の取扱い（事業主

（法人又は個人）単位で判断）は、次のとおりとする。  

（イ）財産的基礎に関する判断（事業主（法人又は個人）単位で判断）  

ａ 許可申請事業主に関する財産的基礎  
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許可申請事業主についての財産的基礎の要件については以下のとおりとする。  

（ａ）資産（繰延資産及び営業権を除く。）の総額から負債の総額を控除した額（以下「基準資産額」と

いう。）が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う（ことを予定する）事業所の数を乗

じた額以上であること。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の

「３  資産等の状況」欄により確認する。  

・ 「繰延資産」とは、会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）第 74 条第３項第５号に規定

する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第２編第２章第

２節の「のれん」をいう。  

（ｂ）（ａ）の基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること。  

（ｃ）事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う

（ことを予定する）事業所の数を乗じた額以上であること。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の

「３  資産等の状況」欄により確認する。  

（ｄ）基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、公認会計士

又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限り、基準資産額、負

債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算又は月次決算により確

認するものとする。  

ただし、個人の場合に限り、基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立て

があったときは、①市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基礎価額を上回る旨の証明があ

った場合（例えば、固定資産税の評価額証明書等による。）、②提出された預金残高証明書により

普通預金、定期預金等の残高を確認できた場合（複数の預金残高証明書を用いる場合は、同一日

付のものに限る。）に限り、当該増加後の額を基準資産額又は自己名義の現金・預金の額とする。  

（ｅ）職業安定法第 45 条に規定する厚生労働大臣の許可を受け、労働者供給事業を行う労働組合等か

ら供給される労働者を対象として、労働者派遣事業を行うことを予定する場合については、（ａ）

において「2,000 万円」を「1,000 万円」と、（ｃ）において「1,500 万円」を「750 万円」と読

み替えて適用する。  

（ｆ）地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派遣労働者に対する

賃金支払いが担保されている場合は、（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の要件を満たしていなくても差し支

えないこととする。  

ｂ 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置  

小規模派遣元事業主であってａの（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）の要件を満たさない者に係る財産的基礎に関す

る判断については以下のとおりとする。 ただし、平成 28 年９月 30 日以降は、①改正法附則第６条第

１項の規定により引き続き行うことができることとされ、平成 27 年９月 30 日以降、暫定的な配慮措置

により許可を受けて労働者派遣事業を行っている者、及び②①以外の者で平成 27 年９月 30 日から平成 

28 年９月 29 日までの間に、暫定的な配慮措置により新規許可又は許可の更新を受けて労働者派遣事業

を行っている者（平成 28 年９月 29 日までに事業主管轄労働局に対して許可の有効期間の更新に係る申

請を行い、当該申請が受理されている者も含む。）からの申請に限るものとする。  

（ａ）１つの事業所（労働者派遣事業を実施する事業所のみではなく、当該事業主の労働者の勤務する場
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所又は施設を含む。）のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業

主の財産的基礎（当分の間の措置）に関する判断については以下のとおりとする。 

ⅰ 資産（繰延資産及び営業権を除く。）の総額から負債の総額を控除した額（以下「基準資産額」とい

う。）について 1,000 万円以上であることとする。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  

資産等の状況」欄により確認する。  

・ 「繰延資産」とは、会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）第 74 条第３項第５号に規定す

る繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第２編第２章第２節

の「のれん」をいう。  

ⅱ ⅰの基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること。  

ⅲ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 800 万円以上であることとする。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  

資産等の状況」欄により確認する。  

ⅳ 事業所数については、定款及び登記事項証明書、又は企業パンフレット等により確認する。 

ⅴ 常時雇用している派遣労働者の人数については、過去１年間の月末における派遣労働者（日雇派遣労

働者を含む。）の平均人数とし（常用換算数ではない。）、「労働者派遣事業許可申請の当分の間の措

置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について」（様式第 17 号）により確認する。  

ｃ 産業分類に関する判断  

派遣元事業主の産業分類については、日本標準産業分類によるものであり、原則として、当該企業におい

て実施している主たる事業とする。この主たる事業の確認については、定款、登記事項証明書、及び参考

資料として提出のあったパンフレット等によって確認すること。 なお、複数の事業を実施している事業

主については原則として損益計算書のセグメントごとの売上額について最大を占めるものを、当該事業

主の主たる産業分類と判断すること。  

ｄ 企業規模の判断  

派遣元事業主が、中小企業に該当するかについては、次の定義によって判断する。  

なお、大企業は中小企業に該当しない事業主をいう。 

○中小企業に該当する企業 

産業分類 中小企業の定義 

製造業その他 
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社 

又は常時雇用 する労働者の数が 300 人以下の会社及び個人 

卸 売 業 
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社 

又は常時雇用 する労働者の数が 100 人以下の会社及び個人 

サービス業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社 

 又は常時雇 用する労働者の数が 100 人以下の会社及び個人 

小 売 業 
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社 

又は常時雇 用する労働者の数が 50 人以下の会社及び個人 
 

（ａ）確認方法等について 

・産業分類に関する確認 
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上記ｃによって確認すること。  

・資本金に関する確認  

 貸借対照表によって確認すること。  

なお、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額について、公認会計士又は監査法人

による監査証明を受けた中間決算又は月次決算により確認を行った場合、資本金についても、当

該監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算によって確認すること。  

ただし、個人の場合については会計科目として資本金がないことから常時雇用する労働者の数で

判断すること。 

・常時雇用する労働者に関する確認  

                   労働者名簿によって許可申請日の直近の月末（直近の月末が確認できない場合は前々月の末）現

在における労働者数を確認すること。  

（ｂ）雇用保険との整合性について  

雇用保険での産業分類と異なる場合、雇用保険部門にその旨連絡し、同一の行政機関が行う産業分

類に関する判断に矛盾が生じないよう整理を行うこと。  

ハ 関係法令の準用 

許可の有効期間の更新については、法第５条第２項から第４項まで、法第６条（第４号から第７号を除く。）及び

第７条第２項を準用する（法第 10 条第５項）。  

ニ 許可有効期間更新申請関係書類等のうち、（３）イの（イ）及び（ロ）並びにロの（イ）及び（ロ）に掲げる書類

は、正本１通及びその写し２通を提出することを要するが、それ以外の書類については、正本１通及びその写し

１通で足りる。 

（５）更新前後の許可内容の同一性の判断 

許可の欠格事由及び許可条件違反に該当しない等、許可申請時及び許可の有効期間更新時において適合していると認

めた許可要件について、特段の事情変更がないことの確認にあたって以下のとおり判断する。  

イ 教育訓練のために既に利用されているか１年以内に利用することが確実であると認められる施設、機器等に教育訓

練の機会の確保の観点から投資を行った結果、１の（８）の「許可基準」中、ニの（イ）のａの（ｂ）、ｂの（ａ）

のⅱ及びｂの（ｂ）のⅱの要件を満たさなくなった場合は、負債の総額から当該施設、機器等に要した金額を控除

して算定して差し支えない。  

（イ）この際、「当該施設、機器等に要した金額」に該当するのは、派遣元事業主が自ら雇用する派遣労働者を主たる

対象として行う教育訓練に必要な土地の購入又は教室、実習場等の建物の新設若しくは増改築に要した金額及

び当該教育訓練に必要な機器・備品等の購入に要した金額であって、当該満了する許可の有効期間中に購入又

は新設若しくは増改築した土地、建物及び機器・備品等に係る金額のうち（３）のイの（ト）又は（３）のロ

の（ホ）の③の貸借対照表の有形固定資産として記載されている金額に限る。 ただし、白色申告又は青色申告

で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、当該満了する許可の有効期間中に購入又は新設若しくは

増改築した土地、建物及び機器・備品等に係る金額とする。 

（ロ）「当該施設、機器等に要した金額」の確認は、次の書類を添付することにより行う。  

ａ 土地又は建物の購入にあっては売買契約書の写し及び領収証の写し、建物の新設又は増改築にあっては請負

契約書の写し及び領収証の写し、機器・備品等の購入にあっては領収証の写し 

ｂ 法人又は個人の別について  

・ 法人にあっては、①「固定資産の取得及び処分並びに原価償却費の明細書」又は固定資産台帳の写し及び②
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法人税法施行規則別表 16（定額法又は定率法による原価償却資産の償却額の計算に関する明細書）の写し 

・ 青色申告（簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。）を行った個人にあっては、「固定資産の

取得及び処分並びに原価償却費の明細書」又は固定資産台帳の写し 

ロ 許可の有効期間の更新における「許可要件（許可の基準）」の（８）のニの（イ）のａの（ｄ）の取扱

いについては、日本公認会計士協会が平成 30 年 12 月 20 日付けで公表した「労働者派遣事業等の

許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」に基づいて公認

会計士又は監査法人が実施した「合意された手続業務」による中間決算又は月次決算でも可能とする。  

ハ 許可の有効期間の更新の判断を行うに際しては、法第９条第１項の規定に基づき付した条件の①専ら

労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと、②派遣先における

団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者とし

て行う業務について労働者派遣を行うものではないこと等に違反していないことについて審査し、更

新申請の直近有効期間内において違反の事実がみられた場合は、許可を更新しないこととする。 

ニ キャリア形成支援制度を有することについては、その許可の基準の判断においてキャリアアップに資する教育訓練

の内容となっていることや、希望する全ての派遣労働者に対するキャリアコンサルティングの相談窓口の設置を要

することとなっている。このため、更新申請の直前の有効期間内において、これら「キャリア形成支援制度を有す

ること」について許可の基準を満たす実施状況であったかを確認するとともに必要な指導を行い、例えば、計画は

あっても実施されておらず、指導しても是正されないような義務違反がみられた場合は、許可基準を満たしていな

いとして、許可を更新しないこととする。 

ホ 個別の派遣労働者ごとに派遣元事業主の事業所でのキャリアアップに資する教育訓練の実績等を保存することは

その実施を把握する上で重要なことから、キャリア形成支援制度に関連する情報（計画・実績等）を労働契約終了

から３年間管理する体制を整備することを求めることとし、当該整備にあたっては、人事記録等でも構わないが、

原則として派遣元管理台帳等を活用すること。なお、派遣元管理台帳や人事記録等に記載されていない場合には、

必要な指導を行うこと。  

ヘ 雇用安定措置について、更新申請の直前の有効期間内において、許可基準を満たす実施状況であったかを確認する

とともに必要な指導を行い、それでも実施されないような義務違反がみられた場合は許可を更新しないこととする。  

ト 労働安全衛生教育及びその他の教育訓練の実績については、更新申請までに実績がない場合には、必要な指導を行

うこと。なお、労働安全衛生教育の未実施等を確認した場合、その状況を都道府県労働局労働基準部担当部門に連

絡すること。  

チ １の（８）の「許可基準」中ロの（ロ）のａの（ａ）の⑨については、「許可の申請の受理の日」を「許可の有効期

間が満了する日」に読み替えること。  

リ １の（８）の「許可基準」中ロの（イ）のｅの（ｆ）については、「経過措置期間中の（旧）特定労働者派遣事業を

実施していた者」を「許可の有効期間が満了する日以前より５年以内に労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を

受け事業を実施していた者」に読み替えること。 

（６）更新及び不更新処分  

イ 許可有効期間更新申請の更新を行ったときは、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じた許可証を新たに作成し、

事業主管轄労働局を経由して、申請者に、当該申請者が所持していた許可証と引き換えに、交付する（則第５条第

４項）（１の（11）のイ参照）。  

ロ 許可の条件が変更される場合は、許可証とは別に、１の（12）のハに掲げた様式による労働者派遣事業許可条件通

知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して申請者に交付する。 なお、平成 27 年 9 月 29 日以前に許可を受け
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た派遣元事業主について、平成 27 年９月 30 日以降の最初の更新時にすべての派遣元事業主の許可の条件が変更

になることに留意すること。 

ハ 許可有効期間更新申請につき不更新としたときは、遅滞なく、１の（11）のロに掲げた様式による労働者派遣事業

許可有効期間不更新通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して申請者に交付する（法第 10 条第５項において

準用する法第７条第２項）。  

ニ イ又はハに際しては、併せて、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書（様式第１号）の写し及び労働者派遣事業

計画書（様式第３号）の写しそれぞれ１通を申請者に控えとして交付する。  

ホ 許可有効の更新及び不更新をしたときは、事業所台帳等の作成、記載を行う（６参照）。 

（７）労働者派遣事業制度に係る周知  

 事業主管轄労働局においては、（６）イにより許可証を交付する際、当該事業主に対して許可時に準じて、適正な労

働者派遣事業の運営に係る講習を実施するものとする。 

 

３ 事業主の行う変更の届出手続 
 
（１）変更の届出 

派遣元事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に対して、変更の届出を

しなければならない。ただし、事業所における次の⑥から⑫までに掲げる事項の変更のみを届け出るときは、当該変

更に係る事業所管轄労働局へ届出を行っても差し支えない（法第 11 条第１項、則第 19 条）。  

なお、届出については、届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法

令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合に、都道府県労働局において受理が行われた段階で効力を

発揮するものである。  

事業所の変更の届出等の手続に際し、事業主管轄労働局に対し、届出書及び関係書類が提出された場合においては、

当該提出を受けた事業主管轄労働局は、必要に応じ、当該届出書の複写を作成し、添付書類とともに連絡文を添えて

当該事業所管轄労働局に送付する。  

なお、事業所の所在地が変更になった場合については、当該事業所管轄労働局において管理していた関係書類に連絡

文を添えて新たな事業所の所在地を管轄する労働局に引き継ぐこと。 

イ 変更事項 

① 氏名又は名称  ② 住所  ③ 代表者の氏名  ④ 役員（代表者を除く。）の氏名  ⑤ 役員の住所  

⑥  労働者派遣事業を行う事業所の名称  

⑦  労働者派遣事業を行う事業所の所在地  

⑧  労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了  

⑨  労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名  

⑩  労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所 

⑪  労働者派遣事業を行う事業所の新設（事業所における労働者派遣事業の開始）  

⑫  労働者派遣事業を行う事業所の廃止（事業所における労働者派遣事業の終了） 

ロ 届出期日 

イの①から⑫まで（⑨及び⑩並びに変更に伴い変更届出関係書類として登記事項証明書を添付する場合を除く。）の変

更の届出は、当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して 10 日以内に、派遣元責任者を選任した場合におけ

るイの⑨及び⑩並びに変更に伴い変更届出関係書類として登記事項証明書を添付する場合の変更の届出については

当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して 30 日以内に、（２）に掲げるイの①から⑫までの区分に応じた
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変更届出関係書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行う（法第 11 条第２項、則第８

条第１項）。なお、イの②及び⑦の変更（同一労働局の管轄区域内の変更を除く。）の場合の事業主管轄又は事業所管

轄労働局とは、変更後のものをいう。  

なお、イの⑪の届出に関しては、届出に不備のないよう、当該事業所において労働者派遣事業を開始する前に事業主

管轄労働局又は事業所管轄労働局へ、事業計画（キャリア形成支援制度に関する計画を含む）（既に雇用する派遣労

働者に雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合には、雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告

書が必要であること。）の概要、派遣元責任者となる予定の者等についてあらかじめ説明するよう指導するものとす

ること（当該説明については、事前に届け出ようとする変更届出関係書類を提出することで足りる。）。  

ハ 変更の届出については、イの①から⑫までの事項のうち複数の事項の変更を１枚の届出書により行うことができる（こ

の場合（２）に掲げる変更届出関係書類のうち重複するものにつき省略することができる。）。  

ニ イの②、⑤、⑦及び⑩の事項について、単に市町村合併や住居番号の変更により住所又は所在地に変更が生じた場合

には、当該変更に係る変更届出書又は変更届出書及び許可証書換申請書を提出することを要しない。なお、単に市町

村合併や住居番号の変更による許可証書換申請が行われた場合には、当該申請に係る手数料を徴収しないこととする

ので、申請に当たっては各自治体から無料で交付される住所（所在地）表示変更証明書を添付するよう指導すること。 

（２）変更届出関係書類 

労働者派遣事業の変更届出関係書類は、（１）イの①から⑫までに掲げる変更された事項の区分に応じ、当該事項に係

る次のイからヲまでに掲げる書類とする（則第８条第２項から第４項）。  

イ 氏名又は名称の変更  

（イ）法人の場合（名称の変更）  

ａ 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第５号）  

ｂ 定款又は寄附行為  

ｃ 登記事項証明書  

（ロ）個人の場合（氏名の変更） 

ａ 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第５号） 

ｂ 住民票の写し、履歴書及び当該申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書（当該申請者が精神の機

能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。） 

ロ 住所 

（イ）法人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第５号）  

ｂ 定款又は寄附行為（ただし、法人の所在地に変更が加えられた場合に限る。）  

ｃ 登記事項証明書  

（ロ）個人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第５号）  

ｂ 住民票の写し  

ハ 代表者の氏名（法人の場合のみ）  

（イ）労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ）登記事項証明書  

（ハ）代表者の住民票の写し、履歴書及び当該代表者の精神の機能の障害に関する医師の診断書 

（当該代表者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある
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者である場合に限る。）（氏名又は役職のみの変更の場合、不要。）  

（ニ）代表者が未成年者の場合は、１の（５）のイの（イ）のｆに定める書類  

ニ 役員（代表者を除く。）の氏名（法人の場合のみ） 

（イ）労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ）登記事項証明書 

（ハ）役員の住民票の写し、履歴書及び当該役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書（当該役員が精神の機

能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。）

（氏名又は役職のみの変更の場合、不要。）  

（ニ）役員が未成年者の場合は、１の（５）のイの（イ）のｆに定める書類  

ホ  役員の住所（法人の場合のみ）  

（イ）労働者派遣事業変更届出書（様式第５号） 

（ロ）登記事項証明書（代表者を除く役員の変更の場合、不要）  

（ハ）役員の住民票の写し  

ヘ  労働者派遣事業を行う事業所の名称  

（イ）法人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第５号）  

ｂ 定款又は寄附行為（事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）  

ｃ 登記事項証明書（事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。） 

（ロ）個人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第５号） 

ト 労働者派遣事業を行う事業所の所在地  

（イ）法人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第５号）  

ｂ 定款又は寄附行為（事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）  

ｃ 登記事項証明書（事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）  

ｄ 事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し）  

（ロ）個人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書（様式第５号）  

ｂ 事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し）  

チ 労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了（法人・個人の場合共通） 

（イ）労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

リ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名（法人・個人の場合共通）  

（イ）労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ）派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書（当

該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがあ

る者である場合に限る。）（氏名のみの変更の場合、不要。派遣元事業主が複数の事業所において労働者派遣

事業を行っている場合において、他の労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、変更の届出

に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書（選任した派遣元責任者の住所に変更

がないときは、住民票の写し及び履歴書）を添付することを要しない。）  
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（ハ）派遣元責任者講習受講証明書（様式第 21 号）（受講日が届出日前３年以内のもの）の写し（派遣元事業主

が複数の事業所において労働者派遣事業を行っている場合において、他の労働者派遣事業を行う事業所の派

遣元責任者を異動させ、変更の届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、派遣元責

任者講習受講証明書を添付することを要しない。）  

ヌ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所（法人・個人の場合共通）  

（イ）労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ）派遣元責任者の住民票の写し  

ル 労働者派遣事業を行う事業所の新設（事業所における労働者派遣事業の開始）  

（イ）法人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号） 

ｂ 新設する事業所ごとの労働者派遣事業計画書（様式第３号、様式第３号－２及び様式第３号－３）（ただし、

様式第３号－３は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ

提出を要するものであること。）  

ｃ 新設する事業所ごとの個人情報適正管理規程（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 10 の

（2）のハの（イ）から（ニ）までの内容が含まれていることが必要（第７の 24 参照）。） 

ｄ 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等（納税地の所轄税務署長に提

出したもの。） なお、損益計算書については、可能な限り事業区分（セグメント）単位で売上額が確認でき

るものであること。最近の事業年度における決算は終了しているものの株主総会の承認を得ていないため納

税地の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動

計算書等を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当該貸借対照表、損益計

算書及び株主資本等変動計算書等であれば差し支えない。なお、届出時においては、この場合ｅの（ａ）の

①及び②を提出させる必要はない。  

ｅ 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 

（ａ）納税関係書類  

① 最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し（納税地の所轄税務署の受付印のあるものに限る。

法人税法施行規則別表１（１）及び４は、必ず提出すること。）  

なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類  

・ 最近の連結事業年度における連結法人税の確定申告書の写し（連結親法人の納税地の所轄税務署の

受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表１の２「各連結事業年度分の連結所得に係る申告

書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しのみでよい。ただし、別表７の

２付表１「連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書」が提出される

場合には、その写しを併せて提出させること。）  

・ 最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書（申請法人に係るものに限る。）の写し（納

税地の所轄税務署長に提出したもの。ただし当該届出書の別表にあっては別表４の２付表「個別所

得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよい。））  

② 納税証明書（国税通則法施行令第 41 条第１項第３号ロに係る同施行規則別紙第８号様式（その２）

による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの。  

なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書（国税通則法施行令第 41 条第１項第３

号ロに係る同施行規則別紙第８号様式（その２）による最近の連結事業年度における連結所得金額に
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関するもの）） 

（ｂ）新設する事業所ごとの事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使

用貸借）契約書の写し）  

ｆ 新設する事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに精神の機能の障害に関す

る医師の診断書（当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことが

できないおそれがある者である場合に限る。）（派遣元責任者と役員が同一である場合においては提出を要し

ない。）（他の労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、新設する事業所の派遣元責任者とし

て引き続き選任するときは、履歴書及び受講証明書（選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住

民票の写し、履歴書及び受講証明書）を添付することを要しない。）  

ｇ 派遣元責任者講習受講証明書（様式第 21 号）（受講日が届出日前３年以内のもの）の写し（他の労働者派

遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任すると

きは、派遣元責任者講習受講証明書を添付することを要しない。） 

ｈ 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程  

（ａ）教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることから、当該取

扱の記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。  

（ｂ）派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要

の該当箇所の写し。  

ｉ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期雇

用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者

派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。 

・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規

則又は労働契約の該当箇所の写し等。 

ｊ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者につ

いて、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法

第 26 条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。  

（ロ）個人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

ｂ 新設する事業所ごとの労働者派遣事業計画書（様式第３号、様式第３号－２及び様式第３号－３）（ただ

し、様式第３号－３は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合

にのみ提出を要するものであること。）  

ｃ 新設する事業所ごとの個人情報適正管理規程（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 10 の

（２）のハの（イ）から（ニ）までの内容が含まれていることが必要（第７の 24 参照）。）  

ｄ 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類  

（ａ）納税関係書類  

① 最近の納税期における所得税の確定申告書の写し（所轄税務署の受付印のあるもの。） 

② 納税証明書（国税通則法施行令第 41 条第１項第３号イに係る同施行規則別紙第８号様式（その２）

による最近の納税期における金額に関するもの。） 

③ 申告納税制度関係 

・青色申告の場合（簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。）は、最近の納税期における
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所得税法施行規則第 65 条第１項第１号の貸借対照表及び損益計算書（所得税青色申告決算書（一般

用）の写し（納税地の所轄税務署の受付印のあるもの。） 

・白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、備考欄に記載された資産

等の状況のうち、土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書 

④ 預金残高証明書（納税期末日のもの。）  

（ｂ）新設する事業所ごとの事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使

用貸借）契約書の写し）  

ｅ 新設する事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書（派遣元責任者と申請者が同一である場合

においては提出を要しない。）（他の労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、新設する事

業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書（選任した派遣元責任者の住所に変更がない

ときは、住民票の写し及び履歴書）を添付することを要しない。）  

ｆ 派遣元責任者講習受講証明書（様式第 21 号）（受講日が届出日前３年以内のもの）の写し（他の労働者

派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任す

るときは、派遣元責任者講習受講証明書を添付することを要しない。） 

ｇ 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程  

（ａ）教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることから、当

該取扱の記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。  

（ｂ）派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその

概要の該当箇所の写し。  

ｈ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。また、有期

雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労

働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。 

・労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した就業規

則又は労働契約の該当箇所の写し等。 

ｉ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者に

ついて、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基

準法第 26 条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。  

（ハ）参考資料の作成と提出  

事業所の新設に係る届出の受理を行うにあたっての参考とするため、法人及び個人に対して以下の参考資料

を提出するよう求めること。  

ａ 自己チェックシート  

事業主には、許可申請時と同様に「自己チェックシート」の提出を求めること。  

ｂ 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの（既に提出されているものに変更があった場合に限る。） 

ｃ 就業規則の該当箇所の写しを添付させる場合、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督

署の受理印がある該当ページの写しを併せて提出すること（既に提出されている就業規則の該当ページ

の写しに変更があった場合に限る。）。  

ヲ 労働者派遣事業を行う事業所の廃止（事業所における労働者派遣事業の終了）  

（法人・個人の場合共通）  

（イ）労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  



- 68 - 

第３ 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 

 

（ロ）廃止する事業所ごとの許可証  

ワ イからヲまでに掲げる書類のうち労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）及び労働者派遣事業変更届出書及

び許可証書換申請書（様式第５号）については、正本１通及びその写し２通を提出することを要するが、それ以

外の書類については、正本１通及びその写し１通を提出することで足りる（則第 20 条）。（３） 変更の届出の

受理 

（３） 変更の届出の受理  

イ 労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、当該変更の届出を受理した事業主管轄労働局又は事業所管轄

労働局において、労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申

請書（様式第５号）の写し１通を届出者に控えとして交付する。  

ロ 労働者派遣事業の変更の届出と併せて許可証の書換申請が行われたときは、許可証を新たに作成し、当該変更

の届出を受理した労働局を経由して、申請者に、当該申請者が所持していた許可証と引き換えに交付する。  

ハ なお、（１）のイの①及び②に掲げる事項の変更の届出と併せて許可証の書換申請が行われたときは、労働者派

遣事業を行う事業所の数に応じた許可証を新たに作成し、当該事業主が所持していた許可証と引き換えに交付

する。 

ニ 労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、事業所台帳等につき、所要の補正又は整備を行う（６参照）。 

ホ  事業所の新設に係る届出の受理について  

（イ）（１）のイの⑪に掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労働局は、事業所台帳等を補正又

は整備するとともに、労働者派遣事業変更届出書の複写及び当該事業所属性に係る書類に、連絡文を添え

て当該変更に係る事業所管轄労働局に送付する。この場合において、当該連絡を受けた事業所管轄労働局

は、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備するものとする。 

なお、（１）のイの⑪に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る事業所管轄労働局に提出さ

れる場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、届出書の写し１通及び事業主属性に係る書類に

連絡文を添えて、事業主管轄労働局へ送付する。  

（ロ）イの⑪に係る変更の届出を受けた事業主管轄労働局及び事業主管轄労働局より連絡を受けた事業所管轄労

働局（又は届出を受けた事業所管轄労働局と、当該事業所管轄労働局より連絡を受けた事業主管轄労働局）

においては、速やかに法第９条第１項の規定に基づき付した許可条件（１の（12）参照）に違反していな

いことについて、イの届出関係書類、実地調査等により確認し、その結果をイの⑪に掲げる変更の届出を

受理した事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局でとりまとめて本省に報告する。  

（ハ）また、届出関係書類によって、法第９条第１項の規定に基づき付した条件の⑤労働者派遣事業を行う事業

所を新設する場合においても、「許可基準」の所定の要件を満たすこと、を確認するとともに、イの⑪に掲

げる変更の届出を受理した事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局でとりまとめて本省に報告する。 こ

の場合、本省において当該新設に係る事業所ごとに許可証を作成するとともに、１の（12）のハと同様に、

労働者派遣事業許可条件通知書を新たに作成し、イの⑫に掲げる変更の届出を受理した事業主管轄労働局

又は事業所管轄労働局を経由して、当該届出者に交付する。  

（ニ）（ハ）の「「許可基準」の所定の要件を満たすこと」の確認に当たって、財産的基礎に関する判断に係る許

可基準の取扱いは、以下のとおりとする。  

ａ 基準資産額が 2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う（ことを予定する）事業所の数を乗じた額以上で

あること。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号）の「３  資産等
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の状況」欄により確認する。  

・ 「繰延資産」とは、会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）第 74 条第３項第５号に規定する繰延資産

をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第２編第２章第２節の「のれん」をいう。  

ｂ ａの基準資産額が、負債の総額の７分の１以上であること。  

ｃ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う（ことを予定す

る）事業所の数を乗じた額以上であること。  

・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書（様式第３号及び様式第３号－

２）の「３  資産等の状況」欄により確認する。  

（ホ）職業安定法第 45 条に規定する厚生労働大臣の許可を受け、労働者供給事業を行う労働組合等から供給される労

働者を対象として、労働者派遣事業を行う派遣元事業主に係る上記（ニ）の適用については、１の（８）の「許可

基準」中ニの（イ）のａの（ｅ）のⅴに準じて取り扱う。 

（ヘ）また、「許可基準」の財産的基礎に関する判断に当たって、基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する

旨の申し立てがあった場合の確認書類の取扱いについては、許可の有効期間の更新手続の公認会計士又は監査法

人による「合意された手続業務」を実施した中間決算又は月次決算による場合でも可能とする。  

（ト）なお、１の（12）により付された許可の条件に違反した場合には、法第 14 条の規定に該当し、許可の取消し、事

業停止命令の対象となる。 

 

４ 事業廃止届出手続 
 
（１）労働者派遣事業の廃止の届出  

イ 派遣元事業主は、労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の翌日から起算して 10 日以内に、労働者派

遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて事業主管轄労働局を経て、労働者派遣事業廃止届出書（様式第

８号）を厚生労働大臣に提出しなければならない（法第 13 条第１項、則第 10 条）。  

ロ 労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号）は、正本１通及びその写し２通を提出しなければならない（則第 20 条）。  

ハ なお、「廃止」とは「休止」とは異なる概念であり、今後事業を行わないことを派遣元事業主が決定し、現実に行

わないこととなったことが必要である。  

（２）事業廃止の届出の受理  

労働者派遣事業の廃止の届出を受理したときは、労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号）の写し１通を届出者に控

えとして交付する。  

（３）許可の効力  

（１）の届出により、労働者派遣事業の許可はその効力を失う（法第 13 条第２項）ので、たとえ許可の有効期間が残

っていたとしても、当該廃止の届出の後、再び労働者派遣事業を行おうとするときは、新たに許可を受け直す必要がある。 

 

５ 許可証の取扱い 
 
（１）許可証の備付け及び提示 

イ 労働者派遣事業の許可を受けた者は、交付を受けた許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとと

もに、関係者（※）から請求があったときは、これを提示しなければならない（法第８条第２項）。  

当該許可証の備付け及び提示は、労働者派遣契約締結時の許可を受けている旨の明示（法第 26 条第３項）ととも

に、適法に事業活動を行っていることを関係者に知らせるための措置として重要な機能を有するものである。 
 

※ 「関係者」の範囲について 
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「関係者」には、当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている者若しくは受けようとする者、又

は当該事業主に雇用されている者若しくは雇用されようとする者等、当該事業主が適法に事業活動を行っている

か否かにつき利害関係を有すると認められる者の全てを含む。 

 

ロ 許可証再交付申請書を受理した事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局は、受理した許可申請関係書類等に

ついて、書面に記載漏れがないこと及び記入事項に誤りがないこと等を確認すること。 

また、事業所管轄労働局は、その提出の都度、当該書類に連絡文を添えて速やかに事業主管轄労働局へ送付

しなければならない。  

事業主管轄労働局は、書面に記載漏れがないこと及び記入事項に誤りがないこと等を確認後、本省に提出す

ること。 

（２）許可証の再交付手続 

イ 許可証の交付を受けた者が、許可証を亡失し、又は許可証を滅失したときは、速やかに許可証再交付申請書（様式

第５号）を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない（法第８条第３項、則第３条）。  

なお、一事業所において許可証を亡失又は滅失した場合には、当該事業所に係る事業所管轄労働局へ申請を行って

も差し支えない（則第 19 条）。  

ロ「亡失」とは許可証を無くすことであり、「滅失」とは許可証が物理的存在を失うことである。 

なお、「毀損」した場合も、その程度が重大なものについては「滅失」したものとして取り扱うこととして差し支え

ない。  

ハ 当該許可証の再交付手続は、（１）の許可証の備付け及び提示を確実に行うための措置として機能するものである。 

（３）許可証の返納手続 

イ 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算し

て 10 日以内に許可証（③の場合には、発見し、又は回復した許可証）を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に

返納しなければならない（則第４条第１項、則第８条第３項、則第 10 条、則第 19 条）。ただし、③又は④の場

合であって、一事業所に係る許可証を返納する場合には、当該事実のあった事業所管轄労働局を経て返納すること

としても差し支えない（則第 19 条）。  

①  許可が取り消されたとき（法第 14 条第１項の規定による。）  

②  許可の有効期間が満了したとき（２により許可の有効期間の更新が行われず許可の有効期間が満了し、許可

が失効した場合である。）  

③  許可証の再交付を受けた場合（（２）による）において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき）  

④  労働者派遣事業を行う事業所を廃止したとき（事業所における労働者派遣事業を終了したとき）  

ロ 許可証の交付を受けた者が次のいずれかに該当することとなったときは、それぞれに掲げる者は当該事実のあった

日の翌日から起算して 10 日以内に許可証を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に返納しなければならない（則

第４条第２項、則第 19 条）。  

①  死亡した場合にあっては、同居の親族又は法定代理人  

②  法人が合併により消滅した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者  

ハ イ及びロのいずれの場合においても、事業主管轄労働局において当該返納すべきこととなった事由及び当該事由の

発生年月日を確認するとともに、イの①、②及び④並びにロの場合にあっては当該事業主の全ての事業所管轄労働

局へ、イの③の場合にあっては当該事実のあった事業所を管轄する労働局へ、届出書の複写を送付する等により連

絡するものとする。なお、イの③及び④に係る届出については、届出に係る事実のあった事業所管轄労働局に提出

される場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、届出書の複写を１部作成して保管するほか、届出書の
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写しに連絡文を添えて事業主管轄労働局へ送付する。イ及びロのいずれの場合においても事業所台帳等については、

その旨を記載するとともに労働者派遣事業の廃止の届出があった場合と同様に当該台帳の保管を行う（６の（4）

のロ参照）。  

ただし、① 死亡した者の同居の親族又は法定代理人が、引き続き事業を実施することを希望する場合  

② 合併により消滅する法人が有していた労働者派遣事業を実施する事業所において、合併後存続し、又

は合併により設置された法人が、引き続き労働者派遣事業を実施しようとする場合  

等については、８により取扱うこととする。 

 

６ 労働者派遣事業所台帳及び労働者派遣事業主台帳の整備等 
 
（１）許可時の対応 

労働者派遣事業の許可をしたときは、事業主管轄労働局において各事業所について労働者派遣事業所台帳及び労働者

派遣事業主台帳（以下「事業所台帳等」という。）を作成し、所要の事項を記載する。 

（２）更新時の対応  

労働者派遣事業の許可の有効期間の更新をしたときは、事業主管轄労働局は事業所台帳等の作成、記載を行う。  

また、労働者派遣事業の許可の有効期間が更新されなかったときは、事業主管轄労働局は、当該事業主の事業所台帳

等に不更新となった旨の記載を行う。  

（３）変更時の対応  

イ  労働者派遣事業変更届出書を受理し、１の（11）のニにより作成された事業所台帳等の記載事項に変更が加えら

れたときは、事業主管轄労働局は、利用の便を考慮して、原則として新たに事業所台帳等を作成することなく、従

来使用した事業所台帳等の関係事項の記載を、その都度、補正するものとする。 

労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、事業所台帳等につき所要の補正又は整備を行う。 

ロ ３の（１）のイの②及び⑦の変更（同一労働局の管轄区域内の変更を除く。）については、当該変更後の事業主管轄

労働局又は事業所管轄労働局において届出を受理することとなるため、当該変更届出関係書類が提出されたときは、

当該変更前の事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に連絡し、管理されていた当該事業主又は事業所に関係する

全ての書類を引き継ぐものとする。  

ハ  ３の（１）のイの⑥から⑩及び⑫に掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労働局は当該変更に

係る変更の届出については、当該変更後の事業所管轄労働局へ、事業所属性に係る書類が添付されている場合にお

いては、あわせて当該事業所管轄労働局へ、当該変更事項を労働者派遣事業変更届出書の複写を送付する等により

連絡するものとする。 なお、３の（１）のイの⑥から⑩及び⑫に係る変更の届出については、当該変更に係る事業

所管轄労働局に提出される場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、届出書の写し１通及び事業主属性

に係る書類に連絡文を添えて、事業主管轄労働局へ送付し、事業主管轄労働局において事業所台帳等の補正又は整

備を行う。  

（４）廃止時の対応  

イ  労働者派遣事業廃止届を受理したときは、事業主管轄労働局は、当該事業主に係る全ての事業所管轄労働局へ、

届出書の複写を送付する等により連絡するものとする。事業所台帳等については当該廃止を行った旨の記載を行う。  

ロ  労働者派遣事業の廃止後においても、労働者の権利関係、労働関係に関する紛争の解決、監督上の必要から当該

台帳を別途保存しておくこと（（５）参照）。 

（５）事業所台帳等の保管 

イ 事業所台帳等は、事業主管轄労働局において保管するものとし、利用の便を考慮して労働者派 遣事業、（旧）一



- 72 - 

第３ 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 

 

般労働者派遣事業、（旧）特定労働者派遣事業別等に適宜分類し、編綴するものとする。 

ロ  労働者派遣事業、（旧）一般労働者派遣事業の事業所台帳等であって許可の有効期間内のもの又は経過措置期間

中の（旧）特定労働者派遣事業の事業所台帳等については、イにより保管する。（旧）一般労働者派遣事業で

あって許可の有効期間の更新が行われなかったもの又は経過措置期間以降に労働者派遣事業の許可を申請しなか

ったもの、若しくは労働者派遣事業、（旧）一般労働者派遣事業又は（旧）特定労働者派遣事業を廃止した場合の

事業所台帳等は別途保管するものとする。 

ハ 事業所台帳等の保存期限は原則として永年とする。 

 

７ 名義貸しの禁止 
 
労働者派遣事業は、欠格事由に該当せず、事業遂行能力、雇用管理能力等について許可基準に照らして審査を受けた事業

主が自ら行うものでなければ許可制度自体の維持が困難となるため、派遣元事業主について許可を受けた自分の名義を

他人に貸して労働者派遣事業を行わせることが禁止される（法第 15 条）。 

 

８ その他 
 
（１）個人事業主が死亡した場合の取扱い 

個人事業主が死亡した場合であって、その同居の親族又は法定代理人からその旨が届け出られた場合には、当該届出

者の責任において、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約に基づく労働者派遣に限り、当該事実のあった日

から 30 日間継続しても差し支えないものとする。また、当該期間内に当該事業を継続しようとする者から労働者派

遣事業の許可申請がなされた場合には、その時点で明らかに当該許可申請を許可できないと判断される場合を除き、

許可が決定されるまでの間も当該労働者派遣契約に係る労働者派遣を継続実施することを認めて差し支えないもの

とする。なお、この場合、５の（３）のロ、ハの取扱いは行わないものとする。 

（２）法人の合併等に際しての取扱い 

法人の合併等に際し、消滅する法人（以下「消滅法人」という。）が労働者派遣事業の許可（以下（２）において

単に「許可」という。）を有しており、当該消滅法人の事業所において、合併後存続する法人（以下「存続法人」

という。）又は合併により新たに設立される法人（以下「新設法人」という。）が引き続き労働者派遣事業を行お

うとする場合等には、通常の許可又は変更の手続では当該事業の継続的な実施に支障が生じ、派遣労働者の保護

に欠けるおそれがあること等から、次のとおり取り扱うこととし、許可申請等必要な手続を行うよう指導するも

のとする。 

イ 吸収合併の場合の取扱い  

（イ）合併前に存続法人が許可を受けておらず、かつ、消滅法人が許可を受けている場合であって、合併後に存続法

人が労働者派遣事業を行うときは、新規許可申請が必要となる。  

この場合、労働者派遣事業の許可の期間に空白が生じることを避けるため、許可申請に当たっては、例えば

合併を議決した株主総会議事録等により合併が確実に行われることを確認することにより、合併の日付と同

日付けで許可することが可能となるよう、存続法人において事前に許可申請を行わせることとする。  

その際、合併により、事業開始予定日まで又は事業開始予定日付けで、法人の名称、住所、代表者、役員、派

遣元責任者が変更するときであって、これらについて、許可申請時に合併を議決した株主総会議事録等によ

り当該変更が確認できるときは、労働者派遣事業許可申請書（様式第１号）においては、変更後のものを記載

させ、変更後直ちに、その内容に違いがなかった旨を報告させるものとする。  

（ロ）合併前に存続法人が許可を受けている場合であって、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行うときは、新
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規許可申請を行う必要はないが、合併により法人の名称等に変更がある場合には、変更の届出を行わせるこ

とが必要である。この場合において、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人の事業所数を超え

ることとなるときは、事業所の新設に係る届出を行わせることが必要である。  

（ハ）（ロ）の場合において、存続法人及び消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所に

おいて、合併後に存続法人が引き続き労働者派遣事業を行うときは、次のとおりとする。 

ａ 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業所数を合算した

数以下であるときは、許可基準の特例として、３の（３）のホの（ニ）にかかわらず、当該事業所の新設を

することができるものとする。 

ｂ 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業所数を合算した

数を超えることとなるときは、３の（３）のホの（ニ）のとおり取り扱う。  

ロ 新設合併の場合の取扱い 

（イ）新設合併の場合（合併する法人が全て解散し、それと同時に新設法人が成立する場合）には、合併後に

新設法人が労働者派遣事業を行うときは、新規許可申請が必要となる。  

この場合、イの（イ）と同様の手続により事前に許可申請を行わせることとするが、申請時には新設法

人の主体はないため、特例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載させるものとし、新設法人の成

立後直ちに、その内容に違いがなかった旨を報告させるものとする。  

（ロ）なお、全ての消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所において、合併後に

新設法人が引き続き労働者派遣事業を行うときであっても、財産的基礎に関する判断に係る許可基準に

ついては、通常どおり取り扱うこととする。  

ハ 吸収分割の場合の取扱い  

既に存在する他の法人に、分割する法人の営業を継承させる吸収分割の場合には、イに準じて取り扱うもの

とする。なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業の廃止の届出を行わせ

ることが必要である。  

ニ 新設分割の場合  

分割により新たに創設した法人（以下「分割新設法人」という。）に、分割する法人の営業を承継させる新設分割

（会社法第２条第 30 号）の場合には、分割する法人が労働者派遣事業の許可を有している場合であっても、分

割新設法人が労働者派遣事業を行う場合は新規許可申請が必要となり、ロの（イ）及び（ロ）に準じて取り扱うも

のとする。 なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業の廃止の届出を行わ

せることが必要である。  

ホ 事業譲渡、譲受の場合の取扱い  

ハに準じて取り扱うものとする。  

ヘ 民営職業紹介事業を行う法人と合併する場合の取扱い  

労働者派遣事業の許可を有する法人と民営職業紹介事業の許可を有する法人が合併するときであって、労働者派

遣事業の許可を有する法人が消滅する場合は、合併後、当該法人において労働者派遣事業の新規許可申請が必要

となる。労働者派遣事業の許可を有する法人が存続する場合は、合併後、当該事業所において新規許可申請を行

う必要はないが、合併により法人の名称等が変更したときは、変更の届出を行わせることが必要である。 

ト  許可の有効期間に関する経過措置  

平成 27 年９月 29 日以前に受けた（旧）一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して初回

の更新については３年、２回目以降の更新については５年である。ただし、（旧）一般労働者派遣事業は、法施行
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後は労働者派遣事業として取り扱われる。  
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９ 参考一覧表 
 

（１）手数料の納付手続き一覧表 

労働者派遣事業の許可申請を行おうとする者に係る手数料の種類は次に掲げるとおりである。 
 

① 手続 ②  手数料 ③ 申請書様式 

労働者派遣事業の許可申請 

許可手数料 

120,000 円＋55,000 円×（労働者派遣事業を行う

事業所の数から一を減じた数） 

様式第１号 

労働者派遣事業の許可の有効期間の更新

申請 

許可有効期間更新手数料 

55,000 円×（労働者派遣事業を行う事業所の数） 
様式第１号 

許可証の亡失または滅失の際の許可証の 

再交付申請 

許可証再交付手数料  

許可証１枚につき 1,500 円 
様式第５号 

許可証の書換申請 

（労働者派遣事業において氏名若しくは 

名称、所在地、事業所の名称又は事業所 

の所在地を変更する場合。） 

許可証書換手数料 

許可証１枚につき 3,000 円 
様式第５号 

 

（２）登録免許税の課税手続き一覧表 
 

登録免許税の通知に係る様式例は次のとおりである。 

イ 登録免許税の納付不足額の通知について 
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ロ 還付について 

 
 

（３）用語の整理 

○ 事業所   

「事業所」とは、労働者の勤務する場所又は施設のうち、事業活動が行われる場所のことであり、相当の独立性を有す

るものである。  

具体的には雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一であり、次の要件に該当するか否かを勘案すること

によって判断する。  

①  場所的に他の（主たる）事業所から独立していること。  

②  経営（又は業務）単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営（又は業務）上の指導

監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。  

③  一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。  

労働者の勤務する場所又は施設が①、②及び③の全てに該当する場合並びに事業主が法人である場合であってその登記

簿上の本店又は支店に該当するときは、もとより、一の事業所として取り扱うものであるが、それ以外の場合であって

も、他の社会保険の取扱い等によっては、一の事業所と認められる場合があるから、実態を把握の上慎重に事業所か否

かの判断を行うものである。  

○ 労働者派遣事業を行う派遣元事業所の判断  

事業主が許可を受け、及び届け出る必要があるのは、「事業所」のうち「労働者派遣事業を行う派遣元事業所」であるが、

これについては、次のように判断する。  

（イ）実質的に労働者派遣事業の内容となる業務処理の一部又は全部を行っている事業所であること。  

すなわち、派遣労働者に対し派遣就業の指示を行い労働に従事させていると評価できる事業所であって、具体的に

は、法第 34 条の就業条件の明示、派遣労働者に係る労働契約の締結若しくは派遣労働者となろうとする者の登録、

派遣労働者に係る雇用管理の実施等の事務の処理機能を有しているいわば、派遣労働者が帰属する事業所である

（場所的に他の（主たる）事業所から独立している事業所（特に異なった都道府県に所在する事業所）については、

このように判断される蓋然性が極めて高くなるので留意すること。）。  
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労働者派遣事業を行う事業所の事業主が法人である場合の登記簿上の本店又は支店であっても同様の基準により

判断する。  

（ロ）なお、（イ）の基準により労働者派遣事業の内容となる業務処理を行っている場所又は施設が「事業所」に該当し

ないと認められる場合（そのようなことは通常考えられない。）は、当該施設が他の労働者派遣事業を行う事業所に

附属し労働者派遣事業を行っているものとして取り扱う。この場合において、事業主が許可を受け及び届け出る必

要があるのは、当該「他の労働者派遣事業を行う事業所」である。  

（ハ）派遣労働者の教育訓練のみを行う事業所、派遣労働者の募集のみを行う事業所、派遣先の開拓のみを行う事業所、

労働者派遣事業に係る会計、財務の処理のみを行っている事業所等については、労働者派遣事業を行う事業所では

ないと判断されるものである。  

（ニ）（イ）の派遣労働者となろうとする者の登録申込みについて、真に偶発的にこれを受理するに過ぎない場合には労

働者派遣事業の許可を要するものではないが、（ハ）のような業務を行う事業所については、その事業内容からも、

登録申込みの受理を行う場合には業として労働者派遣事業（の一部）を行っていると解される蓋然性が高く、労働

者派遣事業を行う事業所として許可を受け、及び届け出ることが適当である。 また、当該事業所において、登録の

申込みの受理が繰り返し行われる場合には、業として労働者派遣事業（の一部）を行っていると解されるものであ

ることから、労働者派遣事業を行う事業所としての許可及び届出が必要である。  

（ホ）（イ）により、労働者派遣事業を行う事業所と判断した事業所が現実の雇用保険の取扱いにおいては、事業所非該

当施設とされている場合にあっては、雇用保険部門にその旨連絡し、同一の行政機関が行う「事業所」に関する判

断に矛盾が生じない整理を行うこと。  

○ 製造の業務  

「製造の業務」とは、具体的には、物を溶融、鋳造、加工、又は組み立て、塗装する業務、製造用機械の操作の業務及

びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務をいう。   し

たがって、例えば、製品の設計、製図の業務、物を直接加工し、又は組み立てる業務等の工程に原料、半製品等を搬入

する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務

はこれに含まれない。  

○ 林業の業務  

「林業の業務」とは、造林作業（①地ごしらえ、②植栽、③下刈り、④つる切り、⑤除伐、⑥枝打、⑦間伐）及び素材

（丸太）生産作業（①伐採（伐倒）、②枝払い、③集材、④玉切り（造材））に分けることができるが、このうち素材（丸

太）生産作業については、立木を伐採し、最終的に丸太という人工物に「加工」するものであり、製造業務に該当するも

のであること、①から④までの業務が時間的にも空間的にも連続的・一体的に営まれる業務であることから、素材（丸

太）生産作業の全ての業務が製造業務に該当するもの。 

また、造林作業の③から⑦までの業務は労働者派遣の対象となるものである（第２の２の（3）のハ参照）が、これらの

業務と素材（丸太）生産作業の業務を同一の派遣労働者が同時に併せて行う場合は、当該労働者派遣に製造業務が含ま

れているため、全体として製造業務に該当するものである。  

○ 法人の「役員」   

イ 法人の役員とは、おおむね次に掲げる者をいう。  

① 株式会社については、代表取締役、取締役（会計参与設置会社である場合は会計参与、監査役設置会社である場合は

監査役、委員会設置会社である場合は執行役）  

② 合名会社及び合同会社については、総社員（定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員）  

③ 合資会社については、総無限責任社員（定款をもって業務を執行する無限責任社員を定めた場合は、当該無限責任社
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員）  

④ 特例有限会社（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第３条第２項に規定

する特例有限会社をいう。）については、取締役、監査役を置いた場合には監査役  

⑤ 一般社団法人及び一般財団法人については、理事及び監事   

⑥ 特殊法人、独立行政法人及び地方独立行政法人については、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監

事等法令により役員として定められている者  

ロ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第 185 号）第３条第１項に規定する事業協同組合、事業協同小

組合、企業組合、協業組合、商工組合や組合等登記令（昭和 39 年政令第 29 号）第１条に規定する組合等（以下単に

「組合等」という。）のように法律上法人格を与えられているものは、組合等を構成する法人とは独立した別個の法人で

あり、当該組合等が許可を受け労働者派遣事業を行う主体となる（Ｊⅴとの関係については第１の１の（6）参照）。  

○ キャリアアップとは  

キャリアアップとは、関連した職務経験の連鎖や職業訓練等の能力開発機会を通じ、職業能力の向上が図られること、

また、その先の職業上の地位や賃金等の処遇の向上が図られることをいう（「非正規雇用労働者の能力開発抜本強化に関

する検討会」報告書（平成 24 年 12 月 21 日））。  

法令上のキャリアアップ措置の義務付けについては、派遣労働者がキャリアアップした成果までを求めるものではない

ことに留意が必要である。  

○ キャリアコンサルティングとは  

労働者派遣事業の許可要件における「キャリアコンサルティング」とは、「職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 

号）第２条第５項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する相談その他の援助を行

うこと」をいう（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 391 号））。  
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（４）事業主の行う手続の種類 

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る事業主により行われる手続は、次に掲げるとおりである。 
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( 5 )労働者派遣事業関係手続提出書類一覧 
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第４ （旧）特定労働者派遣事業に係る経過措置 

 

１ 経過措置に関する概要 
 
（１）（旧）特定労働者派遣事業に係る経過措置 

イ  平成 27 年９月 30 日から（旧）一般労働者派遣事業及び（旧）特定労働者派遣事業は廃止となり、労働者派遣

事業の実施を希望するすべての事業主は、厚生労働大臣に「労働者派遣事業」の許可を受けなければならないこと

とされたところである。 当該改正の経過措置として、（旧）特定労働者派遣事業を行うため平成 27 年９月 29 日

までに厚生労働大臣に対して届出書（以下「（旧）特定労働者派遣事業届出書」という。）を提出した者は、平成 27 

年９月 30 日から平成 30 年９月 29 日までの３年間（当該期間内に改正法附則第６条第４項の規定により労働

者派遣事業の廃止を命じられたとき、又は法第 13 条第１項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出を

したときは、当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間）（以下「経過措置期間」という。）、（旧）特

定労働者派遣事業を行っていた事業主は引き続き「その事業が「常時雇用される労働者」（※）のみである労働者

派遣事業」を行うことができる（改正法附則第６条第１項）とされたところである。 
 

※ 常時雇用される労働者とは 

「常時雇用される労働者」とは、労働契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労

働者のことをいう。 

具体的には、次のいずれかに該当する場合に限り「常時雇用される労働者」に該当する。 

（イ）期間の定めなく雇用されている者 

（ロ）一定の期間（例えば、２箇月、６箇月等）を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復

継続されて事実上（イ）と同等と認められる者。すなわち、過去１年を超える期間について引き続き雇

用されている者又は採用の時から１年を超 えて引き続き雇用されると見込まれる者 

（ハ）日日雇用される者であって、雇用契約が日日更新されて事実上（イ）と同等と認められる者。すなわ

ち、（ロ）の場合と同じく、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から

１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者 

なお、雇用保険の被保険者とは判断されないパートタイム労働者であっても、（イ）から（ハ）までのいずれ

かに該当すれば「常時雇用される」と判断するものであるので留意すること。 

 

ロ  経過措置期間中は、（旧）特定労働者派遣事業に係る変更の届出については労働者派遣事業を行う事業所の新設の届

出を除く事項の変更の届出を行うことができる。 （旧）特定労働者派遣事業を事業主の主たる事業所以外の事業所

で労働者派遣事業を行うため事業所の新設を希望する場合については、厚生労働大臣から当該事業所での労働者派

遣事業の許可を受けなければならない。（改正法附則第６条第２項）  

ハ  経過措置期間の経過後は、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けなければ労働者派遣事業を行うことはで

きない。 なお、平成 30 年９月 29 日までに厚生労働大臣に労働者派遣事業の許可の申請をした場合において、平

成 30 年９月 30 日を過ぎてもその申請について許可又は不許可の処分がある日までの間は、引き続き常時雇用さ

れる労働者のみを派遣する労働者派遣事業を行うことができる。（改正法附則第６条第１項）  

ニ  （旧）特定労働者派遣事業を行う事業主は、経過措置期間においても、施行日前に締結した労働者派遣契約に基づ

く期間制限に関する規定といった経過措置が置かれたもの以外の事項（法第 30 条の２第１項の段階的かつ体系的

な教育訓練の実施等）については、労働者派遣事業を実施する事業主と同様に改正法による改正後の法の規定が適

用される。 他方、許可基準である、無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の
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規定がないこと、また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労

働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないことや派遣元責任者が許可の

受理の日前３年以内に派遣元責任者講習を受講していること等については、経過措置期間の経過後に労働者派遣事

業を実施する意思がない事業主であっても、経過措置期間中は労働者派遣事業を実施するのであれば、法に規定さ

れる義務ではないものの、遅滞なくこれらの体制を整えることが望ましい。 

ホ  （旧）特定労働者派遣事業を行う事業主は、変更の届出として義務付けられた内容を除き、ニの内容を追加、変更

した事業計画書を再提出する必要はない。 しかし、法第 30 条の２第１項の規定に基づき派遣元事業主が実施する

教育訓練及び同条第２項の規定に基づき派遣元事業主が実施する相談の機会の確保その他の援助（以下「キャリア

アップ措置」という。）については、キャリアコンサルティングの担当者の配置状況、キャリアコンサルティングの

実施状況、キャリアアップに資する教育訓練の実施状況等について、労働者派遣事業の事業主と同様に法の規定に

基づき実施していることを、労働者派遣事業報告によって報告しなければならない。  

労働者派遣事業報告によって、キャリアアップに資する教育訓練等が実施されていない等の状況を確認した場合、

都道府県労働局等による指導等が行われることもあること。 

ヘ  ロの届出については、届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法

令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合、都道府県労働局において受理が行われる。 

（２）（旧）特定労働者派遣事業の欠格事由  

（旧）特定労働者派遣事業の欠格事由は、労働者派遣事業の許可の欠格事由と同様である（第３の１の（７）の「許

可の欠格事由」参照）。  

（旧）特定労働者派遣事業の欠格事由に該当しないこととして（旧）特定労働者派遣事業の届出を行い事業を開始し

た者が、経過措置期間中に（旧）特定労働者派遣事業の欠格事由に該当すると判明したときは、当該労働者派遣事業

の廃止を命ずることとなる（法第６条各項（第４号から第７号までを除く。）、改正法附則第４条、改正法附則第６条

第４項。）。  

（３）書類の備付け等  

イ  概要  

（旧）特定労働者派遣事業を行う事業主は、（旧）特定労働者派遣事業届出書を提出した旨その他の事項を記載した

書類を、（旧）特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示し

なければならない（改正法附則第６条第３項）。 

当該事業主は、労働者派遣事業を実施する事業主とは異なり「許可証」が交付されていないことから、当該書類の備

付け及び提示によって適法に事業活動を行っていることを関係者に知らせるための措置である。 
 

※「関係者」の範囲について 

「関係者」には、当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている者若しくは受けようとする者、又

は当該事業主に雇用されている者若しくは雇用されようとする者等、当該事業主が適法に事業活動を行っている

か否かにつき利害関係を有すると認められる者の全てを含む。 

 

ロ （旧）特定労働者派遣事業届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類  

（イ） 「その他の事項」は次に掲げるものとする。  

① 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名  

② 事業所の名称及び所在地  

（ロ）当該書類については新たに所定の事項を記載、作成したものであることを要件としているわけではなく、所定

の事項が記載されていればいかなる様式によっても、また複数の書類によってもその要件を満たすものであれ
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ば足りるものである。このため、当該書類の備付け及び提示について、（旧）特定労働者派遣事業届出書の写し

及び 法第 11 条第１項前段の規定による変更の届出を行った場合には、当該届出により交付される書類の複写

によって行っても差し支えない。 

（ハ） 書面によらず電磁的記録により当該書類の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製する方法により作成を行わなければならない。 

また、書面によらず電磁的記録により当該書類の備付けを行う場合は、次のいずれかの方法によって行った上

で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に

係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。  

ａ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルに

より保存する方法  

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的

記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

さらに、電磁的記録により当該書類の備付けをしている場合において、当該書類の提示を行うときは、当該

事業所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該電磁的記録に記録された事項を出力した書類に

より行わなければならない。 

 

２ 経過措置に関する変更の届出手続 
 
（１）（旧）特定労働者派遣事業の変更の届出  

イ （旧）特定労働者派遣事業を行う事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労働局を経て、厚生労働

大臣に対して、変更の届出をしなければならない。  

なお、事業所の新設を除き、取扱いは労働者派遣事業における変更の届出と同様の取扱いである。  

ただし、事業所における次の⑥から⑪までに掲げる事項の変更のみを届け出るときは、当該変更後の事業所管轄

労働局へ届出を行うことも差し支えない（改正法附則第６条第２項）。  

なお、事業所の所在地が変更になった場合については、当該事業所管轄労働局において管理していた書類に連絡

文を添えて新たな事業所の所在地を管轄する労働局に引き継ぐこと。  

① 氏名又は名称  ② 住所  ③ 代表者の氏名  ④ 役員（代表者を除く。）の氏名   ⑤ 役員の住所  

⑥  （旧）特定労働者派遣事業を行う事業所の名称  

⑦  （旧）特定労働者派遣事業を行う事業所の所在地  

⑧  （旧）特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名  

⑨  （旧）特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所 

⑩  （旧）特定労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務（第３の１の（2）のイ参照）への労働者派

遣の開始・終了  

⑪  （旧）特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止（事業所における特定労働者派遣事業の終了）  

ロ 届出期日  

イの①から⑪まで（⑧及び⑨並びに変更に伴い届出関係書類として登記事項証明書を添付する場合を除く。）の変

更の届出は、当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して 10 日以内に、派遣元責任者を選任した場合に

おけるイの⑧及び⑨並びに変更に伴い届出関係書類として登記事項証明書を添付する場合の変更の届出について

は当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して 30 日以内に、（２）に掲げるイからルまでの区分に応じた



- 85 - 

第４ （旧）特定労働者派遣事業に係る経過措置 

 

変更届出関係書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行う（法第 11 条第２項、則

第８条第１項）。なお、イの②及び⑦の変更（同一労働局の管轄区域内の変更を除く。）の場合は、事業主管轄労働

局又は事業所管轄労働局とは、変更後のものをいうものである。  

また、イの②、⑤、⑦及び⑨の事項について、単に市町村合併や住居番号の変更により住所又は所在地に変更が生

じた場合には、当該変更に係る変更届出書を提出することを要しない。 

なお、単に市町村合併や住居番号の変更による変更届出が行われた場合、届出に当たっては各自治体から無料で

交付される住所（所在地）表示変更証明書を添付するよう指導すること。 

（２）変更届出関係書類 

労働者派遣事業の変更届出関係書類は、（１）のイの①から⑪までに掲げる変更された事項の区分に応じ、当

該事項に係る次のイからルまでに掲げる書類とする（則第８条第２項から第４項）。  

イ 氏名又は名称の変更  

（イ） 法人の場合（名称の変更）  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

ｂ 定款又は寄附行為  

ｃ 登記事項証明書  

（ロ） 個人の場合（氏名の変更）  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

ｂ 住民票の写し及び履歴書  

ロ 住所 

（イ） 法人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

ｂ 定款又は寄附行為（ただし、法人の所在地に変更が加えられた場合に限る。）  

ｃ 登記事項証明書  

（ロ） 個人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号） 

ｂ 住民票の写し及び履歴書  

ハ 代表者の氏名（法人の場合のみ）  

（イ） 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ） 登記事項証明書  

（ハ） 代表者の住民票の写し及び履歴書（氏名又は役職のみの変更の場合、不要。）  

（ニ） 代表者が未成年者の場合は、第３の１の（５）のイの（イ）のｆに定める書類  

ニ 役員（代表者を除く。）の氏名（法人の場合のみ）  

（イ） 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ） 登記事項証明書  

（ハ） 役員の住民票の写し及び履歴書（氏名又は役職のみの変更の場合、不要。）  

（ニ） 役員が未成年者の場合は、第３の１の（５）のイの（イ）のｆに定める書類 

ホ  役員の住所（法人の場合のみ）  

（イ） 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ） 登記事項証明書（代表者を除く役員の変更の場合、不要）  
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（ハ） 役員の住民票の写し  

ヘ 労働者派遣事業を行う事業所の名称  

（イ） 法人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号 

ｂ 定款又は寄附行為（事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）  

ｃ 登記事項証明書（事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）  

（ロ） 個人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

ト 労働者派遣事業を行う事業所の所在地  

（イ） 法人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

ｂ 定款又は寄附行為（事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）  

ｃ 登記事項証明書（事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。）  

ｄ 事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し）  

（ロ） 個人の場合  

ａ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

ｂ 事業所の使用権を証する書類（不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し） 

チ 労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了（法人・個人共通） 

（イ） 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

リ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名（法人・個人の場合共通）  

（イ） 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ） 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書（氏名のみの変更の場合、不要。派遣元事業主が複数の事業所にお

いて労働者派遣事業を行っている場合において、他の労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動さ

せ、変更の届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書（選任した派遣元責任

者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書）を添付することを要しない。）  

ヌ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所（法人・個人の場合共通）  

（イ） 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）  

（ロ） 派遣元責任者の住民票の写し  

ル （旧）特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止（様式第５号）（事業所における（旧）特定労働者派遣事業の終

了）（個人・法人の場合共通） 

（３）他局に移管した場合の受理番号関係  

イ 経過措置期間中においては、既に付与された事業主固有の届出受理番号を引き続き使用すること。この場合、当

該届出受理番号はその後、事業主の住所の変更等により事業主管轄労働局が変更される場合を除き、新規に付与

又は変更されることはないこと。  

ロ 経過措置期間中において、事業主の住所の変更等により事業主管轄労働局が変更される場合、届出者への通知書

には、当該届出受理番号を必ず記載すること。  

ハ 届出受理番号は、経過措置期間の経過後は使用できない。  

（４）（旧）特定労働者派遣事業届出受理番号の設定について  

イ （旧）特定労働者派遣事業である旨の表示  
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「特」の文字をもって表す。  

ロ 都道府県番号  

労働保険機械事務手引の「都道府県コード表」に定める２桁の数字で表す。例えば、鹿児島は「46」と表す。  

ハ 事業主の一連番号  

管轄労働局ごとに６桁の数字をもって表すものとし、原則として届出時期の早い事業主から起番する。 
 

（具体例） 

特 01 – 500037 事業主の一連番号（000001～999999） 

都道府県番号（01～47） 

（旧）特定労働者派遣事業であることの表示 
 

 

（５）労働者派遣事業変更届出書の受理 

イ 労働者派遣事業変更届出書（様式第５号）の備考欄に届出受理番号及び届出受理年月日を記載するとともに、当該

写しに次の記載例により労働者派遣事業変更届出書が受理された旨を記載し、当該写しそれぞれ１通を届出者に対

して控えとして交付する。 
 

〔記 載 例〕 

 

    年 月 日付けの「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を

改正する法律（平成２７年法律第 73 号）附則第６条第１項の規定に基づき 行う労働者派遣事業に係る事業主」

に係る届出書については、上記、届出受理番号、届出受理年月日により受理した。 
 

 

 

ロ １の（２）の欠格事由に該当していることにより、届出者に係る届出書を受理できない場合は次の様式により、（旧）

特定労働者派遣事業の変更の届出が受理できない旨の書面を作成し、当該届出者に対して交付する。 

 

 

３ 事業主の行う事業廃止の届出手続 
 
（１）（旧）特定労働者派遣事業の廃止の届出    

イ （旧）特定派遣元事業主は、（旧）特定労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の翌日から起算して 10 日

以内に、事業主管轄労働局を経て、労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号）を厚生労働大臣に提出しなければな
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らない（法第 13 条、則第 19 条）。 

ロ 労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号）は、正本１通及びその写し２通を提出しなければならない（則第 20 条）。  

ハ なお、「廃止」とは「休止」とは異なる概念であり、今後事業を行わないことを派遣元事業主が決定し、現実に行わ

ないこととなったことが必要である。  

（２）事業廃止の届出の受理  

（旧）特定労働者派遣事業の廃止の届出を受理したときは、労働者派遣事業廃止届出書（様式第８号）の写し１通を

届出者に控えとして交付する（第３の４の（２）参照）。  

（３）届出の効力  

（１）の届出により、（旧）特定労働者派遣事業は行うことができなくなる。 

 

４ （旧）特定労働者派遣事業所台帳等の整備等 
 
（旧）特定労働者派遣事業については、既に作成している（旧）特定労働者派遣事業所台帳又は（旧）特定派遣

元事業主台帳（第４において「（旧）特定労働者事業所台帳等」という。）によって管理すること。なお、（旧）

特定労働者事業所台帳等の保存期間は永年とする。  

イ ２（１）の（旧）特定労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、（旧）特定労働者派遣事業所台帳等

につき所要の補正又は整備を行う（第３の５参照）。  

ロ ２（１）のイの②及び⑦の変更（同一労働局の管轄区域内の変更を除く。）については、当該変更後の管轄

労働局において届出を受理することとなるため、当該変更届出関係書類が提出されたときは、当該変更前

の管轄労働局に連絡し、管理されていた当該事業主又は事業所に関係する全ての書類を引き継ぐものと

する。  

ハ ２（１）のイの⑥から⑪に掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労働局は当該変更に係

る事業所管轄労働局へ、当該変更事項を（旧）特定労働者派遣事業変更届出書の複写及び事業所属性に係

る書類に通知文を添えて当該事業所管轄労働局に送付する。  

なお、２（１）のイの⑥から⑪に係る変更の届出については、当該変更に係る事業所管轄労働局に提出さ

れる場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、届出書の写し１通及び事業主属性に係る書類（①

（旧）特定労働者派遣事業計画書、②個人情報適正管理規程、③事業所の使用権を証する書類（不動産の

登記事項証明書又は不動産賃貸借（使用貸借）契約書の写し）④ 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴

書、⑤  ①～④に付随する書類）に連絡文を添えて、事業主管轄労働局へ送付し、事業主管轄労働局にお

いて事業所台帳等の補正又は整備を行う。  

ニ 本届出に係る事業所台帳の整備については、労働者派遣事業所台帳又は派遣元事業主台帳と同様である。 

 

５ 名義貸しの禁止 
 
経過措置期間中の（旧）特定労働者派遣事業につき、名義貸しが行われることとなれば欠格事由に該当する者が労働

者派遣事業を行う等、適法な労働者派遣事業の制度の維持が困難となる。 

このため、自分の名義を他人に貸して、当該他人に経過措置期間中の（旧）特定労働者派遣事業を行わせることが禁止され

る（法第 15 条、第 12 の１参照）。 

 

６ その他 
 
個人事業主が死亡した場合の取扱い、法人の合併等に際しての取扱いについては第３の８に準じて行うものとする。 
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１ 事業報告書、収支決算書 
 
労働者派遣事業を労働力需給調整システムとして適正に機能させていくためには労働者派遣事業の労働力需給調整機能や

当該事業の派遣労働者の就業実態等、事業運営の状況を的確に把握し、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図り、必要な

行政措置を講じていく必要がある。 派遣元事業主は、毎事業年度における労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に

係る労働者派遣事業報告書（様式第 11 号）（以下「事業報告書」という。）及び労働者派遣事業収支決算書（様式第 12号）

（以下「収支決算書」という。）を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない（法第 23 条第１項及び第２項、則第

17 条、則第 19条）こととしている。  

（１）事業報告書  

事業報告書は、各派遣元事業主の事業所ごとの毎事業年度における業務の運営状況（以下「年度報告」という。）及

び毎年６月１日現在の業務の運営状況（以下「６月１日現在の状況報告」という。）の２つの内容について、厚生労

働大臣に報告を求めているものである。  

報告内容としては、以下のとおりとしている。また、法第 30 条の４第１項の労使協定を締結した派遣元事業主は、

事業報告書に当該協定を添付しなければならない。  

イ 年度報告については、派遣元事業主における事業年度（事業主ごとに定められた決算期に基づく。）の事業報告

であって、派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金・賃金の額、労

働者派遣事業の売上高、キャリアアップに資する教育訓練の実施状況等としている。  

ロ ６月１日現在の状況報告については、毎年の６月１日現在の派遣労働者が従事する業務別の派遣労働者の数等の

状況としている。  

ハ 記載方法  

事業報告書は、様式第 11 号の「記載要領」に基づき記載すること。  

ニ 提出部数等  

派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成し、とりまとめの上、正本１通及びその

写し２通について、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない（則第 20 条）。 事業主管

轄労働局は、派遣元事業主から提出された事業報告書について記載事項に不備がないことを確認の上受理し、正

本１通を本省に送達すると共に、そのうち１通を提出者に控えとして交付する。  

ホ 提出期限  

事業報告書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度の終了の日の属する月の翌月以後最初の毎年６月 30 日とす

る（則第 17 条第３項第１号）。したがって、例えば、事業年度が６月に終了する派遣元事業主については、α年

６月 30 日までに提出すべき事業報告書は、α－１年６月に終了した事業年度についての事業報告を提出するこ

とになる。 

（２）収支決算書  

収支決算書は、派遣元事業主の報告対象事業年度における資産等の状況及び労働者派遣事業に係る売り上げ等の状

況について厚生労働大臣に報告を求めているものである。  

報告内容としては、報告対象事業年度末における資産等の状況及び労働者派遣事業に係る売上高等としており、以

下に留意すること。  

イ 派遣元事業主が法人である場合  

収支決算書の記載に代えて、報告対象事業年度における確定した決算の貸借対照表及び損益計算書を添付するこ
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ととしても差し支えない。  

なお、損益計算書については、可能な限り事業区分単位（セグメント）による記載となっており、労働者派遣事

業に係る売上額が確認できる状況が望ましいこと。  

ロ 派遣元事業主が個人事業主である場合  

個人事業主で青色申告をしている場合（記載事項の簡易な損益計算書を作成する場合を除く。）には、収支決算

書の記載に代えて、報告対象事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書（税務署に提出したもの。所得税青色申

告決算書（一般用）中に貸借対照表及び損益計算書が記載されている。）を添付することとしても差し支えない。 

なお、損益計算書については、可能な限り事業区分単位（セグメント）による記載となっており、労働者派遣事

業に係る売上額が確認できる状況が望ましいこと。  

ハ 派遣元事業主が労働者派遣事業以外の事業と兼業する場合等において、収支決算書については、事業区分単位（セ

グメント）による記載となっており、労働者派遣事業に係る内容の確認をできる状況が望ましいこと。ただし、

事業区分単位（セグメント）の決算としていない場合やその把握が困難な場合等については事業全体の収支の状

況を記載することとして差し支えない。 なお、記載に代えて、貸借対照表及び損益計算書を提出することとし

た場合も同様とする。  

ニ 記載方法  

収支決算書は、様式第 12 号の「記載要領」に基づき記載すること。  

ホ 提出部数等  

派遣元事業主は、作成した収支決算書について、正本１通及びその写し２通について、事業主管轄労働局を経て

厚生労働大臣に提出しなければならない。（則第 20 条）。 なお、記載に代えて、貸借対照表及び損益計算書を

提出することとした場合も同様とする。 

事業主管轄労働局は、派遣元事業主から提出された収支決算書について記載事項に不備がないことを確認の上受

理し、正本１通を本省に送達すると共に、そのうち１通を提出者に控えとして交付する。 

へ 提出期限 

収支決算書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度経過後３箇月以内とする（則第 17 条第３項第１号）。 

 

２ 関係派遣先に対する労働者派遣の制限等 
 
グループ企業内での派遣は、これが全て否定されるものではないが、グループ企業内の派遣会社がグループ企業内派遣ば

かりを行うとすれば、派遣会社がグループ企業内の第二人事部的なものとして位置付けられていると評価され、労働力需

給調整システムとして位置付けられた労働者派遣事業制度の趣旨に鑑みて適切ではない。  

そのため、派遣元事業主が労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が 100 分の 80 以下となるようにしなければ

ならない（法第 23 条の２）。  

（１）「関係派遣先」の範囲  

 関係派遣先の範囲は、次のとおりである（則第 18条の３第１項から第３項まで）。  

イ 派遣元事業主が連結財務諸表を作成しているグループ企業に属している場合  

   ① 派遣元事業主を連結子会社とする者（いわゆる親会社）  

   ② 派遣元事業主を連結子会社とする者の連結子会社（いわゆる親会社の連結子会社）  

        （イ）連結子会社とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 51 年大蔵省令第 28 号）第

２条第４号に規定する連結子会社をいうこと。 

      （ロ）連結子会社の範囲は、当該派遣元事業主が属しているグループ企業が選択している会計基準により判断さ
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れるものであり、例えば、連結財務諸表に関する会計基準（企業会計基準委員会が作成している企業会計

基準第 22 号）を選択している場合において、親会社と子会社が一体となって他の会社を支配している場

合、子会社一社で他の会社を支配している場合等（連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決

定に関する適用指針（企業会計基準適用指針第 22 号）を参照）には、当該他の会社は親会社の子会社と

みなされること。 

ロ 派遣元事業主が連結財務諸表を作成していないグループ企業に属している場合  

① 派遣元事業主の親会社等  

（イ）「親会社等」とは、派遣元事業主（株式会社である場合に限る。）の議決権の過半数を所有している者、派

遣元事業主（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 575 条第１項に規定する持分会社（以下「持分会社」と

いう。）である場合に限る。）の資本金の過半数を出資している者又は派遣元事業主の事業の方針の決定に

関してこれらと同等以上の支配力を有すると認められる者をいうこと。  

（ロ）「派遣元事業主の事業の方針の決定に関してこれらと同等以上の支配力を有すると認められる者」とは、

一般社団法人や事業協同組合等のように、議決権や出資金という概念では支配関係の有無を判断できない

者のことを指しており、連結範囲の決定に用いる実質支配力基準を指しているものではないこと。例えば、

派遣元事業主が一般社団法人であり、当該一般社団法人の社員が各１個の議決権を有する場合であって、

当該社員の過半数の議決権の行使に関する意思決定を実質的に支配している者が存在する場合、当該支配

している者が「派遣元事業主の事業の方針の決定に関してこれらと同等以上の支配力を有すると認められ

る者」に該当すること。  

        ② 派遣元事業主の親会社等の子会社等  

（イ）「子会社等」とは、派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者（株式会社である場合に限

る。）、派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者（持分会社である場合に限る。）又は

事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力がこれらと同等以上と認められる者をいう

こと。  

（ロ）「事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力がこれらと同等以上と認められる者」の考

え方は、①の（ロ）と同様であること。 

（２）「派遣割合」の算出方法  

イ 関係派遣先への派遣割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者（60 歳以上の定年退職者を

除く。）の関係派遣先での派遣就業に係る総労働時間を、当該事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣

労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除すことにより算出すること。なお、百分率（％）表記にした場合に、

小数点以下一位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること（則第 18 条の３第４項）。  

ロ 「60 歳以上の定年退職者」とは、60 歳以上の定年年齢に達した者のことをいい、継続雇用（勤務延長・再雇用）の

終了の後に離職した者（再雇用による労働契約期間満了前に離職した者等を含む。）や、継続雇用中の者のような

60 歳以上の定年退職者と同等の者も含まれること。また、グループ企業内の退職者に限られるものではないこと。  

ハ 「60 歳以上の定年退職者」であることの確認は、労働基準法第 22 条第１項の退職証明、雇用保険法施行規則第 16

条の離職証明書等により行うが、書類による確認が困難である場合には労働者本人からの申告によることでも差し

支えない。ただし、申告を受ける際には、本人からの誓約書等の書面によることが望ましい。  

ニ 事業年度中に関係派遣先の範囲に変更があった場合には、当該変更があった時点から起算して関係派遣先への派遣

割合を計算することを基本とするが、決算書類に基づき前々事業年度末（前事業年度開始時点）又は前事業年度末

（当事業年度開始時点）におけるグループ企業の範囲を前事業年度における関係派遣先の範囲とした上で、関係派
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遣先への派遣割合を計算することも可能とすること。ただし、その場合には、関係派遣先派遣割合報告書（様式第

12 号－2）（表面）の余白に、「前々事業年度末（又は前事業年度末）のグループ企業の範囲を前事業年度における

関係派遣先の範囲とした」旨を記載すること。 

（３）報告の方法等  

イ 派遣元事業主は、関係派遣先派遣割合報告書（様式第 12 号－２）については、上記（１）、（２）及び様式第 12－

２の「記載要領」に基づき記載すること。 

ロ 提出期限  

関係派遣先割合報告書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度経過後３箇月以内とする（則第 17条の２）。  

ハ 提出部数等  

派遣元事業主は、作成した関係派遣先派遣割合報告書について、正本１通及びその写し２通について、事業主管轄

労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。（則第 20 条）。 

事業主管轄労働局は、派遣元事業主から提出された関係派遣先派遣割合報告書について記載事項に不備がないこと

を確認の上受理し、正本１通を本省に送達すると共に、そのうち１通を提出者に控えとして交付する。 

 

３ 海外派遣の届出 
 
海外派遣については、派遣先に対しては国内法が適用されず、法の規定のみによっては、派遣労働者の適正な就業の確保

が困難であるため、派遣元事業主には事前に届出を行わせ（法第 23 条第４項）、労働者派遣契約の締結時において講ずべ

き措置（法第 26 条第３項）の規定と相まって海外派遣に係る派遣労働者の保護を図ることとしている。  

（１）法第 23 条第４項に規定する「海外派遣」の概要  

法第 23 条第４項に規定する海外派遣は「この法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業さ

せるための労働者派遣」をいうものである。  

したがって海外の事業所その他の施設において指揮命令を受け派遣労働者を就業させることを目的とする限り、海

外に所在する法人又は個人である場合はもとより、派遣先が国内に所在する法人又は個人である場合において、当

該派遣先の海外支店等において就業させるときもこれに該当する。  

なお、派遣就業の場所が一時的に国外となる場合であったとしても出張等の形態により業務が遂行される場合、す

なわち、主として指揮命令を行う者が日本国内におり、その業務が国内に所在する事業所の責任により当該事業所

に帰属して行われている場合は、法の派遣先の講ずべき措置等の規定が直接当該派遣先に適用され、ここにおける

「海外派遣」には該当しないものであるので特に留意すること。 

また、派遣先が国内に所在する法人又は個人である場合における当該派遣先の海外の事業所その他の施設において

就業する労働者派遣であって、当該労働者派遣の期間がおおむね１箇月を超えないものについては、「海外派遣」に

は該当せず、当該届出を要しないものとして取り扱って差し支えない。 

（２）届出の方法  

イ 海外派遣の届出は、海外派遣をしようとするときに、あらかじめ、海外派遣届出書（様式第 13 号）を厚生労働大

臣に提出することにより行う。また、提出に当たっては、法第 41 条の派遣先責任者等の規定について、その書面

の写しを添付しなければならない（法 26 条第２項、法第 41 条、法第 42 条第１項及び第３項、則第 18 条、則第 19

条、則第 23 条、則第 24 条）。  

ロ 海外派遣届出書については正本１通及びその写し２通を、添付書類については正本１通及びその写し１通を提出し

なければならない（則第 20 条）。 

（３）海外派遣の届出の受理  
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事業主管轄労働局は、海外派遣届出書（様式第 13号）及び添付書類について、記載事項等に不備がないことを確認

の上受理し、正本及び添付書類１通を本省に送達すると共に、海外派遣届出書の写しについては、そのうち１通を

提出者に控えとして交付する。  

また、海外派遣の届出を受理した事業主管轄労働局は、当該事業所に係る事業所管轄労働局へ海外派遣届出書の複

写及び関係書類を送付するものとする。 

 

４ 事業所ごとの情報提供 
 
（１）概要  

      派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、

労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する

料金の額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関する事項など、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当

である事項について情報の提供を行わなければならない（法第 23 条第５項）。  

これによって、派遣元事業主の透明性を確保し、派遣労働者による派遣元事業主の適切な選択や派遣労働者の待遇

改善等に資することが期待される。  

（２）情報提供すべき事項  

   派遣元事業主が事業所ごとに情報提供すべき事項は、次のとおりである（法第 23 条第５項、則第 18 条の２第３項）。  

   イ 派遣労働者の数 

（イ）直近の数が望ましいが、直近の「６月１日現在の状況報告」で報告した事業所ごとの派遣労働者の数でも差

し支えない。 

（ロ）情報提供にあたっては、「α年６月１日付け派遣労働者数  β人」と記載する等、時点及び単位がわかるよ

うにすること。  

ロ 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数  

（イ）直近の数が望ましいが、直近の「事業報告書」の派遣先事業所数でも差し支えない。  

（ロ）情報提供にあたっては、「α年度  派遣先事業所数（実数）  β件」と記載する等、時点及び単位等がわか

るようにすること。    

ハ 労働者派遣に関する料金の額の平均額  

（イ）直近の労働者派遣に関する料金の額の平均額（当該事業所における派遣労働者１人１日（８時間）当たりの

労働者派遣に関する料金の平均額。また、小数点以下の端数が生じた場合には、四捨五入のうえ表記する

こと。）が望ましいが、直近の「事業報告書」に記載した派遣料金とすることでも差し支えない。  

（ロ）情報提供にあたっては、「α年度  労働者派遣に関する料金の額の平均額  β円」と記載する等、時点がわ

かるようにするとともに、事業報告で報告したすべての業務についても記載する等、単位等についてもわ

かるようにすること。  

ニ 派遣労働者の賃金の額の平均額  

（イ）派遣労働者の賃金の平均額（当該事業所における派遣労働者の１人１日（８時間）当たりの賃金の額の平均

額。また、小数点以下の端数が生じた場合には、四捨五入のうえ表記すること。）が望ましい。ただし、個

別に算出する代わりに直近の「事業報告書」に記載した派遣労働者の賃金の額とすることでも差し支えな

い。  

（ロ）情報提供にあたっては、「α年度  派遣労働者の賃金の額の平均額  β円」と記載する等、時点がわかるよ

うにするとともに、事業報告で報告したすべての業務についても記載する等、単位等についてもわかるよ
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うにすること。  

ホ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関

する料金の額の平均額で除して得た割合（以下「マージン率」という。）  

（イ）マージン率の算出方法  

          前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣に関する料金の額の平均額（当該事業年

度における派遣労働者１人１日（８時間）当たりの労働者派遣に関する料金の平均額。）から派遣労働者の

賃金の額の平均額（当該事業年度における派遣労働者１人１日（８時間）当たりの派遣労働者の賃金の額

の平均額。）を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除すことにより算出すること。 なお、

百分率（％）表記にした場合に、小数点以下一位未満の端数が生じた場合には、これを四捨五入すること

（則第 18 条の２第２項）。  

（ロ）労働者派遣に関する料金の額の平均額及び派遣労働者の賃金の額の平均額については、加重平均による。

例えば、３名の派遣労働者を雇用している場合であって、労働者派遣に関する料金の額が１万円・１万円・

３万円であるときは、１万円と３万円の単純平均とするのではなく、１万円の派遣労働者が２名いること

を加味した加重平均の計算の考えによること。  

（ハ）ただし、直近の「事業報告書」の「派遣料金」及び「派遣労働者の賃金」を元に算出する場合は上記（ロ）

の限りではない。  

（ニ）情報提供にあたっては、（ハ）によって算出した場合は「α－１年度  マージン率の平均  θ％」と事業報

告で報告したすべての業務についても記載することが望ましい。また、時点及び単位、マージン率に含め

ている教育訓練に要する経費、福利厚生費、社会保険料等の事項についても示す、派遣労働者が自社のい

わゆるマージン率について理解しやすくすることが望ましい。  

（ホ）なお、マージン率の算定は事業所単位が基本であるが、当該事業所が労働者派遣事業を行う他の事業所と

一体的な経営を行っている場合には、その範囲内で算定することも妨げないこと（則第 18条の２第２項）。 
 

※「一体的な経営」とは 

「一体的な経営」とは、例えば、一定の地域に所在する複数の事業所で共通経費の処理を行っており、

事業所ごとに経費が按分されていないような場合などが該当すること。 
 

ヘ 法第 30条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等 

（イ）法第 30 条の４第１項の労使協定を締結している場合には、当該協定の対象となる派遣労働者の範囲及び当

該協定の有効期間の終期、当該協定を締結していない場合には、当該協定を締結していない旨を情報提供

すること。 

（ロ）また、法第 30 条の４第１項の労使協定を締結している否かの別等の情報は、比較対象労働者の待遇等に関

する情報提供等の派遣先の義務の履行に重要な情報であることを踏まえ、派遣元事業主は、労働者派遣契

約の締結や更新等の機会を捉え、当該情報を派遣先に積極的に提供することが望ましい。 

ト 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項  

（イ）派遣元事業主には、希望者全員へのキャリアコンサルティングの実施及びキャリア形成に資する教育訓練

の実施等が義務づけられている。 このため、キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先やキャリアア

ップに資する教育訓練に関する計画内容（その概要を含む）を示すことが求められる。  

（ロ）公表する内容としては、入職時等の教育訓練や職能別訓練等の訓練種別、対象となる派遣労働者、賃金支給

の有無、派遣労働者の費用負担の有無等の労働者派遣計画で計画し記載すべき事項と同様の事項を公表す

ることが考えられるが、それ以外の事項についても、公表すべき事項があれば、積極的に公表することが
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望ましい。  

（ハ）派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるように、教育訓練に関する事項等に関する情報として、キ

ャリア形成支援制度の内容についての情報をインターネットの利用その他適切な方法により提供すること

が許可要件（第３の１の（８）のロの（イ））となっている点に留意すること。  

（ニ）その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項  

     積極的な情報提供を行うことで実態をより正確に表すことが可能となり、派遣労働者による派遣元事業主

の適切な選択等に資すると考えられる事項をいう。その内容は、各派遣元事業主において判断すべきもの

であるが、例えば、福利厚生に関する事項や派遣労働者の希望や適性等に応じた派遣先とのマッチング状

況等が考えられる。 

（３）情報提供の方法等  

      イ 情報提供の方法は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととする（則第18条の２第１項）。

なお、派遣元指針により、情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派

遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすることとされているので留意すること。  

「その他の適切な方法」としては、例えば、事業所への書類の備付けやパンフレットの作成等が考えられるが、

情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法によることが必要である。なお、人材サービス総合サイトについては、上

記のインターネットの利用が原則とされていることにかんがみ、自社でホームページを有していない場合等に

ついては積極的に活用することが求められる。  

      ロ 情報提供（（２）のヘに係るものを除く。）は、少なくとも、毎事業年度終了後可能な限り速やかに前年度分の

実績を公表することが必要であるが、情報公開を積極的に進める観点から、派遣元事業主の判断により、当年

度分の実績を追加的に情報提供することとしても差し支えない。（２）のヘの事項の情報提供について、法第

30 条の４第１項の労使協定を締結していない派遣元事業主が当該協定を締結したとき、当該協定の対象とな

る派遣労働者の範囲又は有効期間が変更されたときなど、当該事項に変更があったときは、速やかに情報提供

することが必要である。  

      ハ マージン率は、当該事業所が行っている労働者派遣の全業務・全派遣労働者の平均値を計算すればよいが、情

報公開を積極的に進める観点から、派遣元事業主の判断により、詳細な計算結果を追加的に情報提供すること

としても差し支えない。  

      ニ  情報提供は、派遣労働者による派遣元事業主の適切な選択等に資するよう、マージン率だけではなく、教育

訓練に関する事項やその他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項等も含めて総合的に判

断できるような形で行うことが重要である。  

      ホ  派遣元事業主は、関係者からの情報提供の求めがあった場合には、これに応じる義務があるのは当然である。 

 

５ 労働争議に対する不介入 
 
(1) 概要 

イ 派遣元事業主は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は事業所閉鎖の行われている事業所に

関し、労働者派遣（当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合に

あっては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。）をしてはならない（法第 24 条、職業安定法第 20 条

第１項）。  

ロ イのほか、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至るおそれの多い争

議が発生していること及び無制限に労働者派遣が行われることによって、当該争議の解決が妨げられることを通報
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した場合においては、公共職業安定所は都道府県労働局に連絡し、都道府県労働局はその旨を派遣元事業主に通報

するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣（当該通報の際現に当該事業所

に関し労働者派遣をしている場合にあっては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。）をしてはならな

い。ただし、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者（労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。）

の員数を維持するため必要な限度まで労働者派遣をする場合はこの限りでない（法第 24 条、職業安定法第 20 条第

２項）。 

（２）労働争議に対する不介入の趣旨  

労働争議は、労使対等の立場で行われその解決も自主的に行われるべきものである。ところが労働者派遣事業等の

労働力需給調整システムが争議が行われている事業所に対し労働力の提供を行うことは、争議の自主的解決を妨げ

ることとなり、適当ではない。  

そのための民営職業紹介事業、労働者募集及び労働組合の行う労働者供給事業について準用されている職業安定法

第 20 条をこれらと同様に準用することにより労働者派遣事業も労働争議に対して中立的立場に立ち、労働争議の

自主的な解決を妨げないこととしたものである。 

（３）現に同盟罷業又は作業所閉鎖の行われているときの規制  

イ 労働争議のうち同盟罷業（ストライキ）又は作業所閉鎖（ロックアウト）の行われている事業所に労働者派遣をす

ることが禁止される。 

ロ 「同盟罷業」とは、労働者が団結して労働力の提供を拒否し、労働力を使用者に利用させない行為をいい、一部ス

ト、部分スト、波状スト等ストライキ一般が含まれる。また、「作業所閉鎖」とは、労働者に対して作業所を閉鎖し

て労働者を就業不能の状態におき、労働者の提供する労務の受領を拒否することをいい、いわゆるロックアウトがこ

れに当たる。  

ハ イの趣旨は、公正な労働関係を維持するためであるから、法律により争議行為が禁止された国、地方公共団体又は

公共企業体において、争議行為が行われる等違法な争議行為が行われている場合に、労働者派遣をすることはイの趣

旨に反するものではない。  

ニ 禁止されるのは、同盟罷業又は作業所閉鎖が行われて以後、新たに労働者派遣をすることであり、その際現に、労

働者派遣をしている場合には、その範囲内で引き続き労働者派遣をすることまで禁止するものではない（同盟罷業又

は作業所閉鎖中に同一内容の契約の更新、更改を行うことも許容される）。ただし、従来から労働者派遣はしていて

も派遣労働者を増加させるような行為は許されない。  

同盟罷業又は作業所閉鎖が予定されている場合に、その直前に、新たに労働者派遣をすることは法の趣旨に反する

ものであり、同様に許されないものと考えられる。  

（４）争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多いときの規制  

イ 労働委員会から公共職業安定所に対し、無制限に労働者派遣をすることによって、当該争議の解決が妨げられるこ

とが通報された場合、公共職業安定所は都道府県労働局に連絡し、都道府県労働局は派遣元事業主に対しその旨を通

報する。 この場合、当該派遣元事業主が労働者派遣をすることが一定の範囲において禁止される。  

ロ 禁止される労働者派遣の範囲は、（３）と同様新たに労働者派遣をすることであり、通報の際に、現に労働者派遣を

している場合に、引き続き労働者派遣をすることまで禁止する趣旨ではない。  

ハ また、当該労働争議の発生前に、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで新たに労働者派

遣をし、又は派遣労働者を増加させることは禁止されない。ここにいう通常使用されていた労働者の員数とは、派遣

労働者を含めた数であり、一応労働争議発生前３箇月の平均をもって判断するが、季節や時期によって事情が異なる

場合もあり、このような場合には、例年のその時期の労働者数を考慮して判断する。 
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６ 個人情報等の保護 
 
（１）概要  

派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務（紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。）の目的の達成に

必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し（法第 24条の３第１項）、当該個人情報を適正に管理する

ために必要な措置を講じなければならない（法第 24 条の３第２項）。また、派遣元事業主及びその代理人、使用人そ

の他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない（法第 24条

の４）。 なお、紹介予定派遣をする場合において職業紹介を行う段階では、職業紹介事業者として、個人情報の保護

等について職業安定法その他の法律の規定が適用となることに留意し、紹介予定派遣の各段階に応じ、派遣元事業所

及び職業紹介事業所としてそれぞれ必要な個人情報保護措置を講じること（職業紹介事業関係業務取扱要領第 11 の

３参照）。  

（２）個人情報の収集、保管及び使用  

派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使

用するに際し、以下の点に留意しなければならない。  

イ 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者を登録する際には当該労働者の希望及び能力に応じた就業の機会の

確保を図る目的の範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当該派遣労働者の適正な雇用管理を行

う目的の範囲内で、派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者（以下「派遣労働者等」という。）の個人情報（（２）

及び（３）において単に「個人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならない。

ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本

人から収集する場合はこの限りではない。  

（イ）人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項  

（ロ）思想及び信条  

（ハ）労働組合への加入状況  

・（イ）からハ）については、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当する。  

（イ）関係  

① 家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施するために必要な

もの及び日雇派遣の禁止の例外として認められる場合の収入要件を確認するために必要なものを除く。）  

② 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報  

（ロ）関係    人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書  

（ハ）関係    労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報  

・ 「業務の目的の達成に必要な範囲」については、雇用することを予定する者を登録する段階と、現に雇用する段階

では、異なることに留意する必要がある。前者においては、例えば労働者の希望職種、希望勤務地、希望賃金、有す

る能力・資格など適切な派遣先を選定する上で必要な情報がこれに当たり、後者においては、給与事務や労働・社会

保険の手続上必要な情報がこれに当たるものである。 

・なお、一部に労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認する事例がみられるが、これは通常、「業務の目的

の達成に必要な範囲」に含まれるとは解されない。  

ロ 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集

する等適法かつ公正な手段によらなければならない。  

・「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれる。  
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なお、これ以外の場合で、問題が生じた場合には、本省あて相談すること。 

ハ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業予定者であって派遣

労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（全国高等学校統一応募用

紙又は職業相談票（乙））により提出を求めることが必要であること。 なお、当該応募書類は、新規卒業予定者だけ

でなく、卒業後１年以内の者についてもこれを利用することが望ましいこと。 

ニ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。 なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際

には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、法第

35 条第１項の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られる

ものである。ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、こ

の限りではない。  

・他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合を除き、労働者派遣事

業の実施に伴い収集等される派遣労働者等の個人情報については、「労働者派遣業務（自己の雇用する労働者を、当

該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる業務をいい、当該他人に対

し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。）」又は、紹介予定派遣も行う場合にあっ

ては「労働者派遣業務（自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人

のために労働に従事させる業務をいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするもの

を含まない。）及び紹介予定派遣をする場合における職業紹介業務（求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者

との間における雇用関係の成立をあっせんする業務）」として利用目的を特定すべきものであり、その変更も基本的

に想定されないものであること。 なお、法及び派遣元指針においては、法第 24 条の３第１項ただし書及び派遣元

指針第２の 11 の（１）のニのただし書に該当する場合は、労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者等

の個人情報の労働者派遣業務（紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。）以外の目的での利用も可能とな

っているが、この場合にあっても、その利用目的をできる限り特定する必要があること。  

・「派遣労働者登録申込書」等により直接当該本人から個人情報を取得する場合については、当該個人情報が労働者派

遣業務に利用されることが明らかであることから、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個

人情報保護法」という。）第 18 条第 4 項に規定する「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場

合」に該当するものとして、同条第１項及び第２項による利用目的の通知等の対象となるものではないこと。一方、

アンケート調査票等に記載された個人情報を労働者派遣業務に利用する場合にあっては、「取得の状況からみて利用

目的が明らかであると認められる場合」に該当するものではなく、利用目的の通知等が必要となるものであること。 

ただし、トラブル防止等の観点からは、派遣労働者登録申込書、アンケート調査票等、本人から直接個人情報を取得

する書面には、当該書面により取得される個人情報の利用目的を併せて記載する等により、当該利用目的が明示さ

れるようにしておくことが望ましいものであること。  

・個人情報保護法第 23 条において、個人データを第三者に提供することについて定めているものであるが、労働者派

遣業務においては、例えば、派遣労働者登録申込書に、派遣先に提供されることとなる個人データの範囲を明らか

にしつつ、労働者派遣に必要な範囲（派遣元指針第２の 11 の（１）のニに定める範囲）で個人データが派遣先に提

供されることに関する同意欄を設けること等により、派遣労働者となろうとする者から同意をあらかじめ得るよう

にすることが必要となるものであること。なお、この「同意」の取得の方法は、特段の要式行為とされているもので

はないが、トラブル防止等の観点からも、書面による取得など事後に「同意」の事実を確認できるような形で行うこ

とが望ましいものであること。  

・派遣先に対して派遣労働者等の個人データを示す行為は、個人情報保護法第 23 条第 1項の「第三者提供」に該当す
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るものであるが、派遣元事業主が法第 35 条第 1 項各号に掲げる事項 を派遣先に通知する場合は、個人情報保護法

第 23 条第 1 号の「法令に基づく場合」に該当し、派遣元事業主は、あらかじめ本人の同意を得る必要がないもので

あること。 

（３）個人情報の適正管理  

イ 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者

等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならない。  

（イ）個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置  

（ロ）個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置  

（ハ）正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置  

（ニ）収集目的に照らして保管する必要がなくなった(本人からの破棄や削除の要望があった場合を含む。）個人情報

を破棄又は削除するための措置  

ロ 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく

他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならない。 

「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実

であって（非公知性）、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実（要保

護性）をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっ

ている事実等が秘密に当たりうる。  

ハ 派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、そ

の従業者にこれを遵守させなければならない。  

（イ）個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項  

（ロ）個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項  

（ハ）本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下同じ）の取扱いに関する事項  

・「個人情報の開示又は訂正」については、「利用の停止等」及び「第三者への提供の停止」が明示的に規定されてい

るものではないが、概念上、「利用の停止」及び「第三者への提供の停止」が排除されているものではないこと。  

・派遣元事業主は、個人情報適正管理規程について、個人情報保護法第 32条を踏まえた内容として所要の改正等を

行うことが望ましいこと。  

（ニ）個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項  

なお、（ハ）において開示しないこととする個人情報とは、当該個人に対する評価に関する情報が考えられる。  

また、（ニ）に関して苦情処理の担当者等取扱責任者を定めることが必要である。 

ニ 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱

いをしてはならない。  

「不利益な取扱い」とは、具体的には、例えば、以後、派遣就業の機会を与えないこと等をいう。 

（４）個人情報の保護に関する法律の遵守等  

（１）から（３）までに定めるもののほか、派遣元事業主は、個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者（以下

「個人情報取扱事業者」という。）に該当する場合には、個人情報保護法第４章第１節に規定する義務を遵守しなけれ

ばならない。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正

な取扱いの確保に努めなければならない（第７の 27 及び第 11 参照）。  

（５）秘密を守る義務  

派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱った
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ことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者

でなくなった後においても、同様とする。 

なお、「正当な理由がある場合」とは、本人の同意がある場合、他の法益との均衡上許される場合等をいう。  

また、「秘密」には、個々の派遣労働者（雇用することを予定する者を含む。）及び派遣先に関する個人情報が含まれる

ものであり、私生活に関するものに限られない。職務を執行する機会に知り得た個人情報を含むものである。この他、

例えば、法第 26 条第７項及び第 10 項並びに第 40 条第５項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする者

又は派遣先から提供を受けた情報についても、この「秘密」に含まれる（派遣元指針第２の 12）。  

さらに、「他に」とは、当該秘密を知り得た事業所内の使用人その他の従業員以外の者をいうものである。 
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１ 意義 
 
(1) 法第 26 条にいう「労働者派遣契約」は、「契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣することを約する契約」

であり、当事者の一方が労働者派遣を行う旨の意思表示を行いそれに対してもう一方の当事者が同意をすること又は当

事者の一方が労働者派遣を受ける旨の意思表示を行いそれに対してもう一方の当事者が同意をすることにより成立す

る契約であり、その形式については、文書であるか否か、又有償であるか無償であるかを問うものではない。  

(2) 労働者派遣に関する契約については、恒常的に取引先との間に労働者派遣をする旨の基本契約を締結し、個々具体的

に労働者派遣をする場合に個別に就業条件をその内容に含む個別契約を締結するという場合があるが、この場合、法第

26 条の意味における労働者派遣契約とは、後者の個別契約をいうものである。  

(3) 「労働者派遣契約の当事者」とは、業として行うものであるか否かを問わず、当事者の一方が労働者派遣を行い、相

手方がその役務の提供を受ける場合を全て含むものであり、労働者派遣をする者及び労働者派遣の役務の提供を受ける

者の全てを指すものである。 

 

２ 契約の内容等 
 
イ 契約事項の定め  

(ｲ) 概要   

労働者派遣契約の締結に当たっては、(ﾊ)の事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定め

なければならない（法第 26 条第１項、則第 22条）。  

(ﾛ) 意義  

法で定める契約事項の定めは、労働者派遣を行うに当たっての必要最低限のものであり、それ以外の派遣料金、債務

不履行の場合の賠償責任等の定めについては当事者の自由に委ねられる。  

(ﾊ) 契約事項  

労働者派遣契約には、次の事項を定めなければならない。  

①  派遣労働者が従事する業務の内容  

・  業務の内容は、その業務に必要とされる能力、行う業務等が具体的に記述され、当該記載により当該労働者派遣に

適格な派遣労働者を派遣元事業主が決定できる程度のものであることが必要であり、できる限り詳細であることが

適当である。 

・適用除外業務（第２の１参照）以外の業務に限られること。  

・従事する業務の内容については可能な限り詳細に記載すること。  

（例  環境関連機器の顧客への販売、折衝、相談及び新規顧客の開拓並びにそれらに付帯する業務）  

・同一の派遣労働者が複数の業務に従事する場合については、それぞれの業務の内容について記載すること。  

・業務の内容に令第４条第１項各号に掲げる業務が含まれるときは、日雇労働者に係る労働者派遣が可能な業務であ

ることを労働者派遣契約当事者間で認識を共有するため、当該号番号を付すること。ただし、日雇労働者に係る労働

者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りではない。  

・「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、  

  (i)  無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合  

  (ⅱ) 契約期間が 31 日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合  

  (ⅲ) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合  

  のいずれかであり、かつその旨が労働者派遣契約において明記されている場合である。  

② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度（則第 22 条第１号） 
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・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等をいうこと。 

・ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、役職を有さない派遣労働

者であればその旨を記載することで足りるが、派遣元事業主と派遣先との間で、派遣労働者が従事する業務に伴う責

任の程度について共通認識を持つことができるよう、より具体的に記載することが望ましい。 

③  派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位  

・派遣労働者が実際に派遣就業する事業所その他の施設の名称、所在地だけではなく具体的な派遣就業の場所及び組

織単位（組織の名称）も含むものであり、原則として、派遣労働者の所属する部署、電話番号等必要な場合に派遣元

事業主が当該派遣労働者と連絡がとれる内容であること。加えて、組織単位を特定するために必要な事項（組織の長

の職名）を明記することが望ましい。  

事業所等における組織単位については、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、そ

の組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮命令監督権限を有するものであって、派遣先における組織の最小単位

よりも一般に大きな単位を想定しているが、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものである。ただし、

小規模の事業所等においては、組織単位と組織の最小単位が一致する場合もあること。また、実際上の取扱いとし

ては、派遣先における組織が指定されることから、派遣先がこの基準に従って指定することが通常であると考えら

れること。  

④  労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項  

・派遣労働者を具体的に指揮命令する者の部署、役職及び氏名である。  

⑤  労働者派遣の期間及び派遣就業をする日  

・ 当該労働者派遣契約に基づき、派遣労働者が労働者派遣される期間及び派遣労働者が具体的に派遣就業をする日で

あり、期間については、具体的な労働者派遣の開始の年月日及び終了の年月日、就業する日については、具体的な曜

日又は日を指定しているものであること。  

・第８の５の(3)のイの①から⑥までに掲げる場合以外の労働者派遣を行うときは、事業所その他派遣就業の場所（以

下「派遣先事業所等」という。）ごとの業務における派遣可能期間は３年であること。ただし、派遣可能期間の起算

点は当該派遣先事業所等で最初に労働者派遣の受入れを行った日とする。なお、派遣先事業所等における組織単位ご

との業務について、派遣元事業主は３年を超える期間継続して同一の有期雇用の派遣労働者に係る労働者派遣を行

うことはできない。  

⑥  派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間   

・派遣就業すべき日の派遣労働者の日々の始業、終業の時刻並びに休憩時間（法律上は時間数のみであるが、一般的に

は休憩の開始及び終了の時刻を特定して記載することが適当）である。  

・この定めの内容は、労働基準法で定める労働時間、休憩時間に関する規定に反しておらず、かつ、派遣元事業主と派

遣労働者との間の労働契約の枠内でなければならない。  

⑦  安全及び衛生に関する事項  

次に掲げる事項のうち、派遣労働者が派遣先において①の業務を遂行するに当たって、  当該派遣労働者の安全、衛

生を確保するために必要な事項に関し就業条件を記載する必要がある。  

 (i)  派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項  

（例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止す

る措置の内容等）  

 (ⅱ)  健康診断の実施等健康管理に関する事項  

（例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事
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項等）  

 (ⅲ)  換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項  

 (ⅳ)  安全衛生教育に関する事項  

（例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等）  

 (v)  免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限に関する事項  

（例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等） 

 (ⅵ)  安全衛生管理体制に関する事項  

 (ⅶ)  その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項  

⑧  派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項  

・派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主及び派遣先において苦情処理をする

方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を記載すること（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」

第２の３（第７の 27 参照）及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の７（第８の 19 参照））。  

・派遣労働者の苦情の申出を受ける者については、その者の氏名の他、部署、役職、電話番号についても記載すること。 

⑨  派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当（労働基準法第 26 条の規定により使用者が

支払うべき手当をいう。以下同じ。）等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の

労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項  

・労働者派遣契約の解除に際して、派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、当該労働者派遣契約の当事者である派遣

元事業主及び派遣先が協議して次の事項等に係る必要な措置を具体的に定めること（法第 29 条の２、「派遣元事業

主が講ずべき措置に関する指針」第２の２の(2)（第７の 27 参照）及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２

の６の(1)（第８の 19 参照））。  

(ⅰ) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ  

派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場

合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の

申入れを行うものとすること。  

(ⅱ) 派遣先における就業機会の確保  

派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事

由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、

当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとすること。  

(ⅲ) 損害賠償等に係る適切な措置  

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を

行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なく

とも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等

を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないものとすること。例えば、当該派遣元事

業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを

得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行わ

れなかったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の

日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に

相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければならないものとすること。その他派遣先は派遣元事業主

と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるものとすること。 
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また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれ

の責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮するものとすること。  

(ⅳ) 労働者派遣契約の解除の理由の明示 

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣

元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を当該派遣元事業主に対し明らかにする

ものとすること。  

⑩  労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及

び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項  

労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合は、次に掲げる当該紹介予定派遣に関する事項を記載するこ

と（第１の４参照）。  

・紹介予定派遣である旨  

・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される従事すべき業務の内容及び労働条件等  

  【例】  

Ⅰ  労働者が従事すべき業務の内容に関する事項  

Ⅱ  労働契約の期間に関する事項  

Ⅲ  試みの使用期間（以下「試用期間」という。）に関する事項  

※  ただし、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けることは望ましくない。  

Ⅳ  就業の場所に関する事項  

Ⅴ  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 

Ⅵ  賃金の額に関する事項  

Ⅶ  健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保

険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項  

Ⅷ  労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項  

・紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しな

かった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのその理由を、書面の交付、ファクシミリを利用してする送

信、又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信（電気通信事業

法（昭和 59 年法律第 86 号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。）の送信の方

法（当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できるものに限

る。以下同じ。）により、派遣元事業主に対して明示する旨  

・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務

期間に含めて算入する場合はその旨  

・労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨  

⑪ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項（則第 22 条第 2 号） 

・派遣元責任者及び派遣先責任者の役職、氏名及び連絡方法である。また、①（派遣労働者が従事する業務の内容）が

製造業務である場合には、当該派遣元責任者及び派遣先責任者が、それぞれ製造業務専門派遣元責任者（則第 29 条

第 3号）又は製造業務専門派遣先責任者（則第 34 条第 3号）である旨を記載すること。  

・派遣先責任者の選任義務規定の適用を受けない場合（則第 34条第 2 号ただし書）は、当該事項の記載は要しない。

ただし、派遣先責任者を選任している場合には、記載を要するものである。  

⑫ 労働者派遣の役務の提供を受ける者が⑤の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は⑥の派
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遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業を

させることができる日又は延長することができる時間数（則第 22 条第 3 号）  

・この定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場におけ

る 36 協定により定められている内容の範囲内でなければならない。  

⑬ 派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、派遣先が設置及び運営する物品販売所、病院、

診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設であって現に派遣先に

雇用される労働者が通常利用しているもの（給食施設、休憩室及び更衣室を除く。）の利用、レクリエーション等に

関する施設又は設備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定

めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載すること（法第 40 条第４項、則第 22 条第４号、派

遣先指針第２の９(１)）。なお、派遣先の給食施設、休憩室及び更衣室の利用については、法律上の労働者派遣契約

の記載事項ではないが、法第 40 条第３項の規定に基づき利用機会を付与しなければならないものとされていること

に留意すること。 

⑭ 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合

に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹

介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するため

に講ずる措置（則第 22 条第 5号）。 

なお、派遣先が派遣元事業主に紹介手数料を払うのは、派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可

を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合において、派遣先がその職業紹介により当該派遣労働

者を雇用したときに限られる。（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の２(2)ロ）。 紹介手数料のこと

を定める場合については、可能な限り記載例のように詳細に記載することが望ましいが、紹介手数料の額までを記

載することまでは要しない（紹介手数料については別途定めるといった記載でも差し支えない。）。  

⑮ 派遣労働者を協定対象派遣労働者（法第 30 条の４第１項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者を

いう。以下同じ。）に限定するか否かの別（則第 22条第６号） 

⑯ 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否かの別（則第 22 条第 7 号）  

⑰ 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項  

・第８の５の(3)のイの③に掲げる有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第 40 条の２第１項

第３号イに該当する旨を記載すること（則第 22 条の２第２号）。 

・第８の５の(3)のイの④に掲げる業務（日数限定業務）について労働者派遣を行うときは、ⅰ）法第 40 条の２第１項

第３号ロに該当する旨、ⅱ）当該派遣先において、同号ロに該当する業務が１箇月間に行われる日数、ⅲ）当該派遣

先の通常の労働者の１箇月間の所定労働日数を記載すること（則第 22 条の２第３号）。  

・第８の５の(3)のイの⑤に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先にお

いて休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること（則第 22 条の２第４

号）。  

・第８の５の(3)のイの⑥に掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先にお

いて休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること（則第 22 条の２第５

号）。 

(ﾆ) 派遣労働者の人数の定め  

ａ 派遣労働者の人数の定めは次により行わなければならない（則第 21 条第１項）。  

① (ﾊ)の①から⑯に掲げる就業条件の組合せが１つの場合は、当該労働者派遣に係る派遣労働者の人数  
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② (ﾊ)の①から⑯に掲げる就業条件の組合せが複数の場合は、当該組合せごとの派遣労働者の人数  

ｂ 派遣労働者の人数とは、当該就業条件の組合せで常時居ることとなる人数であり、複数の者が交替して行うことと

なる場合であってもその複数の者分の人数を定めるものではない。 

例えば、午前と午後で１人ずつ就業することとなる場合は１人となる。  

(ﾎ) 労働者派遣契約の定めに関する留意事項  

ａ (ﾊ)の①から⑯の契約事項の内容を一部変更し、再度労働者派遣契約を締結するに際しては、一部変更することとな

る以前に締結した契約を指定し、当該一部変更事項を定めることで足りるものとし、再度すべての契約内容の定めを

行うことは要しないものとする（⑤の労働者派遣の期間については、一部変更した内容で改めて派遣期間を決定する

こととなるため、必ず変更を伴うものである）。また、(ﾆ)における派遣労働者の人数についても変更する場合は、併

せて、人数を定める（就業条件の組合せが複数であるときには、組合せごとに人数を定める。）ことで足りるものと

する。  

ｂ 派遣労働者が複数の業務を兼任して行う旨の労働者派遣契約を定めることができること。  

ｃ 就業条件の組合せについては、次のような就業条件は複数とはならないものであり、当該就業条件をもって、就業

条件の組合せが複数あることとはならないこと。  

・派遣労働者が法第 40 条の２第１項第３号ないし第５号の業務のうち２つ以上の業務を兼任する場合  

・派遣労働者を直接指揮命令する者が時間制により交替する場合  

・派遣元責任者及び派遣先責任者が時間制により交替する場合  

ｄ 第８の５の(3)のイの④に掲げる業務（日数限定業務）について労働者派遣を行う場合は、当該派遣先において、(ﾊ)

の⑰のⅱ（当該派遣先において、法第 40 条の２第１項第３号ロに該当する業務が１箇月間に行われる日数）に記載

した日数に係る日以外には当該業務が行われないものであることを、労働者派遣契約の当事者において十分確認する

こと。 

（参考）  労働者派遣契約の定めの例（有期雇用派遣労働者を派遣する場合）  

    ○○○○株式会社（派遣先）と□□□□株式会社（派遣元事業主）（派**-******）とは、次のとおり労働者派

遣契約を締結する。  

１  業務内容  パーソナルコンピュータの操作によるプレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の

作成業務  

（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第４条第１項第３号の事務

用機器操作に該当。）  

２ 責任の程度 副リーダー（部下２名、リーダー不在の間における緊急対応が週１回程度有） 

３  就業場所  ○○○○株式会社本社  国内マーケティング部営業課販売促進係  

                （〒110-0010 千代田区霞が関１－２－２○ビル 2階    TEL  3593－****）  

４  組織単位  国内マーケティング営業課（国内マーケティング営業課長）  

５  指揮命令者  国内マーケティング部営業課販売促進係長★★★★★  

６  派遣期間  2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日まで  

            （※紹介予定派遣の場合は、６箇月以内の期間とする。）  

７  就 業 日  月～金 

（ただし、祝日、年末年始（12月 29 日から 1月 3日）、夏季休業（8月 13 日から 8月 16 日）を除く。）  

８  就業時間  9 時から 18 時まで  

９  休憩時間  12 時から 13 時まで  
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10  安全及び衛生  

派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の 3 までの規定により課された各法令を遵守し、自己

に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規

定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。  

11  派遣労働者からの苦情の処理  

  (1) 苦情の申出を受ける者  

      派遣先  営業課総務係主任  ☆☆☆☆☆  TEL3597－****  内線 101  

      派遣元事業主  派遣事業運営係主任  ※※※※※  TEL3593－****  内線 5721  

  (2) 苦情処理方法、連携体制等  

①  派遣元事業主における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の◎◎◎◎◎へ連絡

することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図

ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。  

②  派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の●●●●●へ連絡するこ

ととし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図る

こととし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。  

③  派遣先及び派遣元事業主は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知

するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。  

12  労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置  

  (1) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ  

派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとす

る場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入

れを行うこととする。  

  (2) 就業機会の確保  

派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によ

らない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該

労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。  

  (3) 損害賠償等に係る適切な措置  

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解

除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、

少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労者を休業させる

こと等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、派遣元

事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元事業主がやむ

を得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもっ

て行われなかったことにより派遣元事業主が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日か

ら解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分

以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先

は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣元事業主及び派

遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の

割合についても十分に考慮することとする。  
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  (4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示  

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、

派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元事業主に対し明らかに

することとする。  

13  派遣元責任者  派遣元事業主の派遣事業運営係長◎◎◎◎◎TEL3597－****内線 100  

14  派遣先責任者  派遣先の総務部秘書課人事係長●●●●●TEL3593－****内線 5720  

15  就業日外労働  ６の就業日以外の就労は、１箇月に２日の範囲で命ずることができるものとする。  

16  時間外労働  ７の就業時間外の労働は１日４時間、１箇月 45 時間、１年 360 時間の範囲で命ずることができ

るものとする。  

17  派遣人員  ２人  

18  派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与  

    派遣先は、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える診療所については、本契約に基づく労働者派遣に係る

派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならないこととする。  

19  派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置  

労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣

元事業主に対して示すこと。 また、職業紹介を経由して行うこととし、紹介手数料として、派遣先は派遣元事

業主に対して、支払われた賃金額の●●分の●●に相当する額を支払うものとする。ただし、引き続き６箇月

を超えて雇用された場合にあっては、６箇月間の雇用に係る賃金として支払われた賃金額の●分の●に相当す

る額とする。 

20  派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別  

協定対象派遣労働者に限定しない。 

21  派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否かの別  

無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定しない。  

  

（紹介予定派遣に係る契約である場合は下記の項目例を記載）  

22  紹介予定派遣に関する事項  

  (1) 派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等  

    契約期間        期間の定めなし  

    業務内容        プレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の作成業務及び来客対応  

    試用期間に関する事項    なし  

    就業場所        ○○○○株式会社本社  国内マーケティング部営業課販売促進係  

                    （〒110-0010 千代田区霞が関１－２－２○ビル 2階   TEL  3593－****）  

    始業・終業      始業：9時    終業：18時  

  休憩時間        60 分  

    所定時間外労働  有（１日４時間、１箇月 45 時間、１年 360 時間の範囲内）  

  休    日        毎週土、日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1月 3日)、夏季休業(8 月 13 日から 8月 16

日) 

  休    暇        年次有給休暇：10 日（６箇月継続勤務後）  

  その他：有給（慶弔休暇）  
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    賃    金        基本賃金  月給  180,000～240,000 円（毎月 15 日締切、毎月 20 日支払）  

                    通勤手当：通勤定期券代の実費相当（上限月額 35,000 円）  

                    所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率  

                    ・所定時間外：法定超  25％、休日：法定休日 35%、深夜：25%  

                    昇給：有（0～3,000 円／月）    賞与：有（年 2回、計 1 箇月分）  

    社会保険の加入状況  厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険    有  

    労働者を雇用しようとする者の名称    □□□□株式会社  

(2) その他  

・ 派遣先は、職業紹介を受けることを希望しなかった又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、       

その理由を、派遣元事業主に対して書面により明示する。  

・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合には、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣

の期間を勤務期間に含めて算入することとする。 

 

ロ  労働者派遣契約の締結に際しての手続   

(ｲ) 労働者派遣契約締結の際の手続                                                           

ａ  契約の当事者は、契約の締結に際し上記イの(ﾊ)の契約の内容を上記イの(ﾊ)の組み合わせごとに書面に記載して

おかなければならない（則第 21 条第３項）。 なお、電磁的記録により当該書面の作成を行う場合は、電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければなら

ない。  

また、電磁的記録により当該書面の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行った上で、 

必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした 

形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を表示できるようにしなければならない。  

(a) 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルに 

より保存する方法  

(b) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記

録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

ｂ  派遣先は、当該労働者派遣契約の締結に当たり、法第 26条第３項の規定により派遣元事業主からなされる、許

可を受けている旨の明示の内容（具体的には許可番号。なお、経過措置期間中の特定労働者派遣事業については

届出受理番号。）を上記ａの書面に記載しておかなければならない（則第 21条第４項）。  

(ﾛ) 労働者派遣契約の締結の際の手続に関する留意点  

ａ  イの(ﾎ)のａにより、以前締結した契約の一部を変更した契約を締結する際に行う書面への記載は、当該以前締

結した契約の内容により労働者派遣を行い、又は受ける旨の記載並びに変更される契約事項について、その契約

事項及びその変更内容を記載すれば足りるものとする。    

例えば、「平成○年○月○日付け労働者派遣契約と同内容で○○○○株式会社は、□□□□株式会社に対し、労働

者派遣を行うものとする。ただし、派遣期間については平成○年○月○日から平成○年○月○日まで、派遣人員

は３人とする。」という記載となる。  

なお、ここでいう労働者派遣契約とは、基本契約書や個別契約書等の名称にかかわらず、当該契約事項が定めら

れていれば足りるものである。よって、例えば、必要な契約事項が個別契約書に定められていなくても、基本契約

書に定められていれば差し支えないものである。  

ｂ  派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務の内容及び当該業
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務に伴う責任の程度、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間そ

の他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること（「派遣元事業主が講ず

べき措置に関する指針」第２の１（第７の 27 参照））。  

特に、労働者派遣の期間について、派遣先は派遣可能期間を延長する場合において、当該派遣先の事業所等ごと

の業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の期間制限の抵触日の１箇月前の日までの

間（以下「意見聴取期間」という。）に派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対して意見聴取を行う必

要がある（法第 40 条の２第４項）ことから、派遣元事業主は派遣先に対し、当該意見聴取が実施されているか確

認してから労働者派遣契約を締結すること。  

ｃ  派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の派遣労働者を直接指揮命令することが見

込まれる者から、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技

術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認すること（「派遣

先が講ずべき措置に関する指針」第２の１（第８の 19 参照））。 

(2) 派遣可能期間の制限に抵触する日の通知  

イ 概要  

新たな労働者派遣契約に基づき、第８の５の(3)のイの①から⑥までに該当する労働者派遣以外の労働者派遣の役

務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労

働者派遣の開始の日以後、第８の５の派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならな

い（法第 26 条第４項）。  

また、派遣元事業主は当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結してはならない（法第 26 条

第５項）。 なお、当該抵触する日の判断は第８の５の(4)により行う。  

ロ 通知の趣旨  

新たな労働者派遣契約を締結する派遣元事業主に対し、自らの行う第８の５の(3)のイの①から⑥までに該当する

労働者派遣以外の労働者派遣について事業所単位の派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を把握さ

せ、派遣元事業主及び派遣先の双方に派遣可能期間の制限の規定を遵守させることを目的とする。  

ハ  通知の方法等  

(ｲ) 派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知については、労働者派遣契約の締結に際し、あらか

じめ、労働者派遣（第８の５の(3)のイの①から⑥までに該当する労働者派遣を除く）の役務の提供を受けよ

うとする者から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してす

る送信又は電子メール等の送信をすることにより行わなければならない（則第 24 条の２）。 

(ﾛ) 通知すべき事項は、締結しようとする労働者派遣契約に係る労働者派遣（第８の５の(3)のイの①から⑥まで

に該当する労働者派遣を除く）の役務の提供が、当該労働者派遣の開始の日以後、派遣可能期間の制限に抵触

することとなる最初の日とする。 

(ﾊ）派遣元事業主は、当該通知がないときは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者との間で、労働者

派遣契約を締結してはならない。 

ニ 派遣労働者への明示 

(ｲ) 派遣元事業主は、第８の５の(3)のイの①から⑥までに掲げる労働者派遣以外の労働者派遣をしようとするとき

は、あらかじめ、派遣労働者に対して、当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就

業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が期間制限に抵触することとなる最初の日及び当該派

遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が期間制限に
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抵触することとなる最初の日を明示しなければならない（法第 34 条第１項第３号、第４号）。なお、派遣可能期

間の制限に抵触することとなる最初の日の明示は、派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を書面、

ファクシミリ又は電子メール等（ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労働者が希望

した場合に限る。）を交付することにより行わなければならない（則第 26 条、第７の 13 の(4)及び(5)参照）。     

また、派遣労働者への明示については、個人単位の期間制限（第８の６参照）と事業所単位の期間制限（第８の

５参照）の２種類を示す必要がある点に留意すること（第７の 13 の(4)参照）。  

(ﾛ) 当該明示については、派遣労働者が派遣先における派遣就業に係る期間の制限を認識できることが派遣労働者の

ために望ましく、また、派遣先に対して派遣可能期間の制限の規定を遵守させるためにも有用であることから、

行われるものである。  

(ﾊ) 派遣元事業主は、上記の個人単位と事業所単位の期間制限の抵触日の明示を行うに当たっては、当該個人単位の

期間制限の抵触日以降同一の組織単位に派遣された場合、又は、派遣先において過半数労働組合等の意見聴取が

されずに当該事業所単位の期間制限の抵触日以降派遣された場合には、法第 40 条の６の労働契約申込みみなし

制度の適用があり、派遣先は当該派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を

明示すること。これは、労働契約申込みみなし制度が適用される場合が必ずしも派遣労働者にとって明らかでな

いことがあるので、明示することによって派遣労働者が労働契約申込みみなし制度の適用がある場合を認識する

ことを容易にしようとするものである。  

ホ その他  

派遣先は、事業所における派遣可能期間を延長した時は、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、

当該業務について派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない（法第 40 条の２

第７項）。 なお、当該通知については、派遣先から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係る書面の交付若し

くはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより行わなければならない（則第 33

条の６、第８の５の(5)参照）。  

(3) 比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供 

イ 概要 

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主

に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇等に関する

情報を提供しなければならない（法第 26 条第７項）。また、派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けよう

とする者から、当該情報提供がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結してはならない（法第 26 条

第９項）。 

ロ 意義 

派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、均等・均衡待遇（法第 30 条の３第１項又は第２項の規定に基づき、

派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講ずることをいう。以下同じ。）を

確保しなければならない（法第 30 条の３）。派遣元事業主は、派遣労働者の均等・均衡待遇を確保するため、派遣

先の労働者の待遇等に関する情報が必要となることから、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に対し、労

働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、比較対象労働者の待遇等に関する情報を派遣元事業主に提供する

義務を課すこととしたものである。 

ハ 比較対象労働者の内容 

(ｲ) 比較対象労働者とは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であって、その

業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下「職務の内容」という。）並びに当該職務の内容及び配置の変
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更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇

を比較すべき労働者であり、具体的には、次に掲げる労働者である（法第 26 条第８項、則第 24 条の５）。な

お、比較対象労働者の選定に際しては、派遣労働者が就業する場所にとどまらず、労働者派遣の役務の提供を

受けようとする者の事業所全体の労働者が対象となることに留意が必要である。 

① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労

働者 

② ①に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の

労働者 

③ ①及び②に該当する労働者がいない場合にあっては、業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者

と同一であると見込まれる通常の労働者 

④ ①～③に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一

であると見込まれる通常の労働者 

⑤ ①～④に該当する労働者がいない場合にあっては、①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者（短

時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第 76 号。以下「短時間・

有期雇用労働法」という。）第２条第３項に規定する「短時間・有期雇用労働者」をいう。） 

当該短時間・有期雇用労働者の待遇については、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が雇用する

通常の労働者の待遇との間で、短時間・有期雇用労働法第８条に基づき、不合理と認められる相違を設け

てはならない（なお、中小企業事業主（※）においては、短時間・有期雇用労働法が 2021 年４月１日より

適用されるため、同年３月 31 日までの間は、短時間労働者にあっては、働き方改革を推進するための関係

法律の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71 号）による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関

する法律（平成５年法律第 76 号）第８条に基づき、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用さ

れる通常の労働者との間の待遇の相違は不合理と認められるものであってはならず、有期雇用労働者にあ

っては、労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）第 20 条に基づき、労働者派遣の役務の提供を受けようと

する者に雇用される無期雇用労働者との間の労働条件の相違は不合理と認められるものであってはならな

い。）。 

（※）資本金の額又は出資の総額が３億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主について５

千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については１億円）以下である事業主及びその常時使用する労

働者の数が 300 人（小売業を主たる事業とする事業主については 50 人、卸売業又はサービス業を主たる事

業とする事業主については 100 人）以下である事業主 

⑥ ①～⑤に該当する労働者がいない場合にあっては、派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた

めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者（以下「仮想の通常の労

働者」という。） 

仮想の通常の労働者の待遇は、実際に雇い入れた場合の待遇であることを証する一定の根拠に基づき決定

されていることが必要である。「一定の根拠」とは、例えば、これまで適用実績はないが、仮に雇い入れる

とすれば適用される待遇が示されている就業規則等が考えられ、労働者派遣の役務の提供を受けようとす

る者が明示的に説明できることが必要である。 

また、仮想の通常の労働者は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者と

の間で適切な待遇が確保されている必要がある。「適切な待遇が確保されている」とは、労働者派遣の役務

の提供を受けようとする者が、仮想の通常の労働者の待遇について、実際に雇用する通常の労働者との間
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で「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範囲」等も考慮しつつ、客観的・具体的な実態に照らして

不合理でないことについて派遣元事業主に説明できる状態であることをいう。 

なお、仮想の通常の労働者については、その時点では実在しない労働者を指すが、例えば、過去１年以内に

雇用していた者や現存する就業規則等に基づき設定され、適用実績のある労働者の標準的なモデルがある

場合は、当該者が①から⑤までに該当する可能性があることに留意すること。 

 (ﾛ) 比較対象労働者が(ｲ)の①から⑤までの同じ分類に複数の労働者が該当する場合には、労働者派遣の役務の提

供を受けようとする者は、例えば、次の観点から、派遣労働者と最も近いと考える者を選定すること。 

・基本給の決定等において重要な要素（職能給であれば能力・経験、成果給であれば成果など）における実態 

・派遣労働者と同一の事業所に雇用されているかどうか 

 (ﾊ) (ｲ)の①から⑤までの比較対象労働者に関しては、例えば、次に掲げる者又は区分等を比較対象として選定す

ることが考えられる。 

・一人の労働者 

・複数人の労働者又は雇用管理区分 

・過去１年以内に雇用していた一人又は複数人の労働者 

・労働者の標準的なモデル（新入社員、勤続○年目の一般職など） 

ニ 比較対象労働者の選定手順 

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が比較対象労働者を選定するに当たっては、その雇用する労働者と受

け入れようとする派遣労働者との間で「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であるかど

うかを以下の(ｲ)から(ﾊ)までに基づき判断すること。 

(ｲ) 「通常の労働者」の定義 

「通常の労働者」とは、いわゆる正規型の労働者及び期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労

働者（以下「無期雇用フルタイム労働者」という。）をいう。「いわゆる正規型の労働者」とは、労働契約の期

間の定めがないことを前提として、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば、長期雇用

を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇

給の有無）を総合的に勘案して判断するものであること。また、「無期雇用フルタイム労働者」とは、その業

務に従事する無期雇用労働者のうち、１週間の所定労働時間が最長の労働者をいうこと。 

(ﾛ) 「職務の内容」が同一であると見込まれることの判断 

a「職務の内容」の定義 

「職務の内容」とは、「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」をいう。 

「業務の内容」とは、職業上継続して行う仕事の内容をいう。 

「責任の程度」とは、業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等をいうこと。具

体的には、授権されている権限の範囲（単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決裁権限の

範囲等）、業務の成果について求められる役割、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、

ノルマ等の成果への期待の程度等を指す。 

b「職務の内容」が同一であると見込まれることの判断手順 

「職務の内容が同一である」とは、個々の作業まで完全に一致していることを求めるものではなく、それぞ

れの労働者の職務の内容が「実質的に同一」であることを意味するものであり、「業務の内容」が「実質的に

同一」であるかどうかを判断し、次いで「責任の程度」が「著しく異なって」いないかを判断するものであ

ること。また、これらの判断に当たっては、将来にわたる可能性についても勘案した上で、「同一であると見
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込まれる」かどうかを判断すること。 

まず、「業務の内容」が「実質的に同一」であることの判断に先だって、「業務の種類」が同一であるかどう

かを確認する。これは、『厚生労働省編職業分類』の細分類を目安として比較し、この時点で異なっていれ

ば、「職務の内容が同一でない」と判断することとなる。 

他方、「業務の種類」が同一であると判断された場合には、次に労働者派遣の役務の提供を受けようとする

者に雇用される労働者及び派遣労働者の職務を業務分担表、職務記述書等により個々の業務に分割し、その

中から「中核的業務」をそれぞれ抽出する。 

なお、「中核的業務」とは、ある労働者に与えられた職務に伴う個々の業務のうち、当該職務を代表する中核

的なものを指し、以下の基準に従って総合的に判断する。 

① 与えられた職務に本質的又は不可欠な要素である業務 

② その成果が事業に対して大きな影響を与える業務 

③ 労働者本人の職務全体に占める時間的割合・頻度が大きい業務 

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される労働者と派遣労働者について、抽出した「中核的

業務」を比較し、同じであれば、「業務の内容」は「実質的に同一」と判断し、明らかに異なっていれば、業

務の内容は「異なる」と判断する。なお、抽出した「中核的業務」が一見すると異なっている場合には、当

該業務に必要とされる知識や技能の水準等を含めて比較した上で、「実質的に同一」と言えるかどうかを判

断する。 

ここまで比較した上で「業務の内容」が「実質的に同一である」と判断された場合には、最後に、両者の業

務に伴う「責任の程度」が「著しく異なって」いないかどうかを確認すること。その確認に当たっては、「責

任の程度」の内容に当たる以下のような事項について比較を行う。 

① 授権されている権限の範囲（単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決裁権限の範囲等） 

② 業務の成果について求められる役割 

③ トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度 

④ ノルマ等の成果への期待の程度 

⑤ 上記の事項の補助的指標として所定外労働の有無及び頻度 

この比較においては、例えば、管理する部下の数が一人でも違えば、「責任の程度」が異なる、といった判断

をするのではなく、「責任の程度」の差異が「著しい」といえるものであるかどうかを見るものであること。

なお、いずれも役職名等外見的なものだけで判断せず、実態を見て比較することが必要である。 

以上の判断手順を経て、「業務の内容」及び「責任の程度」の双方について、労働者派遣の役務の提供を受け

ようとする者に雇用される労働者と派遣労働者が同一であると判断された場合が、「職務の内容が同一であ

る」こととなる。 

 (ﾊ) 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれることの判断 

a 「職務の内容及び配置の変更の範囲」の定義 

現在の我が国の雇用システムにおいては、長期的な人材育成を前提として待遇に係る制度が構築されて

いることが多く、このような人材活用の仕組み、運用等に応じて待遇の違いが生じることも合理的であ

ると考えられている。 

人材活用の仕組み、運用等については、ある労働者が、ある事業主に雇用されている間又はある派遣先

に派遣されている間にどのような職務経験を積むこととなっているかを見るものであり、転勤、昇進を

含むいわゆる人事異動や本人の役割の変化等（以下「人事異動等」という。）の有無や範囲を総合判断す
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るものであるが、これを法律上「職務の内容及び配置の変更の範囲」と規定したものである。 

「職務の内容の変更」と「配置の変更」は、現実にそれらが生じる際には重複が生じ得るものである。つ

まり、「職務の内容の変更」とは、配置の変更によるものであるか、そうでなく業務命令によるものであ

るかを問わず、職務の内容が変更される場合を指すこと。他方、「配置の変更」とは、人事異動等による

ポスト間の移動を指し、結果として職務の内容の変更を伴う場合もあれば、伴わない場合もあるもので

あること。 

それらの変更の「範囲」とは、変更により経験する職務の内容又は配置の広がりを指すものである。 

b 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれることの判断における留意点 

「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であるかどうかの判断にあたっては、一つ一つの「職務の

内容及び配置の変更」の態様が同様であることを求めるものではなく、それらの変更が及び得ると予定

されている範囲を画した上で、これが同一であるかどうかを判断する。例えば、ある会社において、一部

の部門に限っての人事異動等の可能性がある者と、全部門にわたっての人事異動等の可能性がある者と

では、「配置の変更の範囲」が異なることとなり、「職務の内容及び配置の変更の範囲」（人材活用の仕組

み、運用等）が同一であるとは言えない。 

ただし、「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であるかどうかの判断に当たっては、その「範囲」

が完全に一致することまでを求めるものではなく、実質的に同一と考えられるかどうかという観点から

判断するものである。 

また、「職務の内容及び配置の変更の範囲」（人材活用の仕組み、運用等）が同一であるかどうかを判断す

るに当たっては、将来にわたる可能性についても勘案するものである。ただし、この「将来にわたる可能

性」（見込み）については、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の主観によるものではなく、文

書や慣行によって確立されているものなど客観的な事情によって判断されるものであること。また、例

えば、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者の集団は定期的に転勤等

があることが予定されているが、ある職務に従事する派遣労働者については転勤等がないという場合に

も、そのような形式的な判断だけでなく、例えば、同じ職務に従事している他の派遣労働者には転勤等

があるといった「可能性」についての実態を考慮して具体的な見込みがあるかどうかで判断するもので

ある。 

なお、育児又は家族介護などの家族的責任を有する労働者については、その事情を配慮した結果として、

その労働者の人事異動等の有無や範囲が他と異なることがあるが、「職務の内容及び配置の変更の範囲」

を比較するに当たっては、そのような事情を考慮することが必要となる。例えば、労働者派遣の役務の

提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者のうち、人事異動等があり得る人材活用の仕組み、

運用等である者が、育児又は家族介護に関する一定の事由で配慮がなされ、その配慮によって異なる取

扱いを受けた場合、「職務の内容及び配置の変更の範囲」を比較するに際しては、その取扱いについては

除いて比較することが考えられる。 

c 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれることの判断手順 

まず、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者と派遣労働者について、

配置の変更に関して、転勤の有無が同じかどうかを比較すること。この時点で異なっていれば、「職務の

内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれないと判断することとなる。 

次に、転勤が双方ともあると判断された場合には、全国転勤の可能性があるのか、エリア限定なのかと

いった転勤により移動が予定されている範囲を比較する。この時点で異なっていれば、「職務の内容及び
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配置の変更の範囲」が同一であると見込まれないと判断することとなる。 

転勤が双方ともない場合、及び双方ともあってその範囲が実質的に同一であると判断された場合には、

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者における「職務の内容」の変更の態様について比較する。

まずは、「職務の内容」の変更（労働者派遣の役務の提供を受けようとする者における「配置」の変更の

有無を問わない。）の有無を比較し、この時点で異なっていれば、「職務の内容及び配置の変更の範囲」が

同一であると見込まれないと判断することとなる。同一であれば、「職務の内容」の変更により経験する

可能性のある範囲も比較し、同一であるかどうかを判断する。 

ニ 情報提供の方法 

比較対象労働者の待遇に関する情報提供については、労働者派遣契約の締結に際し、あらかじめ、労働者派遣の役

務の提供を受けようとする者から派遣元事業主に対して、情報提供すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシ

ミリをしてする送信又は電子メール等の送信をすることにより行わなければならない（則第 24条の３第１項）。 

ホ 情報提供に係る書面等の保存 

派遣元事業主は、比較対象労働者の待遇に関する情報提供に係る書面等を、派遣先は、当該書面等の写しを、労働者

派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して３年を経過する日まで保存しなければならない（則第 24 条

の３第２項）。 

ヘ 情報提供すべき事項 

(ｲ) 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定し

ないことを定める場合 

次の aから eまでに掲げる情報を提供しなければならない。 

a 比較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態 

(a) 職務の内容  

「職務の内容」とは、業務の内容及び当該業務の内容に伴う責任の程度をいう。 

「業務の内容」とは、職業上継続して行う仕事の内容をいう。『厚生労働省編職業分類』等を参考として、具

体的な内容を提供すること。 

「責任の程度」とは、業務に伴って行使するものとして付与されている授権の範囲・程度等をいう。具体的

には、授権されている権限の範囲（単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決裁権限の範

囲等）、業務の成果について求められる役割、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、ノ

ルマ等の成果への期待の程度等を指すものであり、それぞれについて具体的な内容を提供すること。 

 (b) 職務の内容及び配置の変更の範囲 

 「職務の内容及び配置の変更の範囲」とは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される

労働者が、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用されている間にどのような職務経験を積

むこととなっているかを見るものであり、転勤、昇進を含むいわゆる人事異動や本人の役割の変化等の

有無や範囲を総合判断するものであるが、これらの具体的な内容を提供すること。 

 (c) 雇用形態 

ここでいう「雇用形態」とは、通常の労働者、短時間労働者、有期雇用労働者又は仮想の通常の労働者を

いう。比較対象労働者がこれらのどの雇用形態に該当するか、これとあわせて雇用期間（期間の定めの

ある労働契約を更新している有期雇用労働者にあっては、当初の労働契約の開始時からの通算雇用期間

をいう。）を提供することが必要であることに留意すること。 

b 比較対象労働者を選定した理由 
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次に掲げる事項を情報提供することが必要。 

・ ハの(ｲ)の①から⑥までのうち選択した比較対象労働者の分類とその理由。例えば、ハの(ｲ)の③の比較対

象労働者を選定した場合の理由は、「派遣労働者と職務の内容が同一である通常の労働者はいないが、業

務の内容が同一である通常の労働者がいるため」と記載すること等が考えられる。 

・ 比較対象労働者としてどういう者又は区分等を情報提供するか（一人の労働者、複数人の労働者、雇用管

理区分、過去１年以内に雇用していた一人又は複数人の労働者、労働者の標準的なモデル（新入社員、勤

続○年目の一般職など）） 

c 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。） 

次に掲げるいずれかの内容を情報提供することが必要。なお、待遇ごとに(a)～(c)のいずれの方法によるこ

ととしても差し支えない。ただし、例えば、扶養家族の人数に応じて支給される家族手当等、機械的に計算・

適用がなされる待遇であって、扶養家族の人数などの比較対象労働者と派遣労働者のとの間で計算・適用の

前提となる実態が異なり得るものについては、(c)の内容が提供されることが必要であることに留意すること。

また、基本給等が時給単位で確認できるよう、年間の所定労働時間をあわせて提供することが必要であるこ

とに留意すること。 

(a) 比較対象労働者が一人である場合に、当該者に対する個別具体の待遇の内容。例えば、賃金であればそ

の額、教育訓練であればその実施状況。 

(b) 比較対象労働者が複数人である場合に、これらの者に対する個別具体の待遇の内容。数量的な待遇につ

いては平均額又は上限・下限額、数量的でない待遇については標準的な内容又は最も高い水準・最も低

い水準の内容。 

(c) 比較対象労働者が一人又は複数人である場合に、それぞれの適用している待遇の実施基準（比較対象労

働者の賃金水準等を把握できるものに限る。）。例えば、賃金であれば、賃金テーブル及び等級表等の支

給基準並びに比較対象労働者が当該賃金テーブル及び等級表等の賃金水準のいずれに該当するかがわか

るもの。 

d 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的 

待遇の具体的な性質や待遇を行う具体的な目的をいうこと。例えば、通勤手当であれば「通勤に要する交通

費を補填する目的」、精皆勤手当であれば「一定数の業務を行う人数を確保するため、皆勤を奨励する目的」

等が考えられること。 

e 比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事

情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの 

考慮した具体的な職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情をいうこと。 

 (ﾛ) 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定す

ることを定める場合 

次の a及び bに掲げる情報を提供すること。 

a 法第 40 条第２項の教育訓練（派遣先が派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者に対し

て行う業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練をいう。この aにおいて単に「教育訓練」という。）

の内容（当該教育訓練がない場合には、その旨）教育訓練の実施の有無及び具体的な内容をいうこと。 

b 則第 32 条の３各号に掲げる福利厚生施設（派遣先が派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える

給食施設、休憩室及び更衣室をいう。この b において単に「福利厚生施設」という。）の内容（当該福利厚生

施設がない場合には、その旨） 
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福利厚生施設それぞれの利用の機会の付与の有無及び利用時間等の具体的な内容をいうこと。 

ト 比較対象労働者の待遇に関する情報の取扱い 

(ｲ) 比較対象労働者の待遇に関する情報のうち個人情報に該当するものの保管又は使用は、法第 30 条の３等の規定

による待遇の確保等の目的に限られるものである（派遣元指針第２の 11 の(1)のニ）。 

(ﾛ) 比較対象労働者の待遇等に関する情報のうち個人情報に該当しないものの保管及び使用については、個人情報

保護法の適用はないが、派遣元事業主は、当該情報の保管又は使用を法第 30 条の３等の規定による待遇の確保

等の目的の範囲に限定する等適切に対応することが必要である（派遣元指針第２の 11 の(4）)。この「等」に

は、例えば、当該情報の保存義務経過後に利用することがなくなった情報について、当該情報を速やかに消去

すること等が含まれる。 

(ﾊ) 比較対象労働者の待遇等に関する情報は、法第 24 条の４の秘密を守る義務の対象となるため、派遣元事業主及

びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことにつ

いて知り得た比較対象労働者の待遇等に関する情報を他に漏らしてはならない。 

(ﾆ) この他、例えば、派遣先に雇用される通常の労働者が１名である場合等、比較対象労働者が一定の個人に特定

されるおそれがある場合には、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、当該比較対象労働者の意向を

斟酌し、比較対象労働者の待遇等の情報を提供する際、個人が特定されないよう、標準的なモデルとしての待

遇情報を提供すること等の配慮を行うことが考えられる。 

チ 派遣先に雇用される通常の労働者がいない場合の取扱い 

派遣先に雇用される通常の労働者がいない場合、法第 30 条の３の規定は適用されない。比較対象労働者の待遇に

関する情報提供は、同条の適正な履行のために行うものであり、当該場合には、当該情報提供を行う必要はないも

のであること。 

リ 変更時の情報提供 

(ｲ) 概要 

派遣先は、比較対象労働者の待遇等に関する情報に変更があったときは、遅滞なく、派遣元事業主に対し、当

該変更の内容に関する情報を提供しなければならない（法第 26条第 10項）。 

(ﾛ) 意義 

労働者派遣契約を締結するに当たって提供された比較対象労働者の待遇等に関する情報に変更があった場合

には、その変更の内容によっては、派遣労働者の待遇と派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間で不合

理な待遇差が生じることとなりかねない。このため、派遣元事業主は、変更された比較対象労働者の待遇等に

関する情報をもとに、派遣労働者の待遇を変更することについて検討し、必要な対応を行うことができるよう、

派遣先に対し、労働者派遣契約の締結に当たっての比較対象労働者の待遇等に関する情報提供と同様の義務を

課すこととしたものである。 

(ﾊ) 変更時の情報提供の内容 

ヘの情報提供すべき事項のうち変更があった内容を提供すること。あわせて、当該変更が生じた時点を提供す

ることが必要であることに留意すること。 

(ﾆ) 変更の内容に関する情報提供の方法 

比較対象労働者の待遇に関する情報の変更時の情報提供については、当該情報の変更があったときは、遅滞な

く、派遣先から派遣元事業主に対して、情報提供すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用し

てする送信又は電子メール等の送信をすることにより行わなければならない（則第 24 条の６第１項）。 

「遅滞なく」とは、１か月以内に派遣労働者の待遇に適正に反映されるよう、可能な限り速やかに情報提供を
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行うことをいうこと。なお、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、情報提供を受けた時点からではな

く、比較対象労働者の待遇が変更された時点から、法第 30 条の３に基づき、派遣先の通常の労働者との間の

均等・均衡待遇を確保しなければならないことに留意すること。 

(ﾎ) 変更時の情報提供が不要である場合 

a 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定めた労働者派遣契約に基づき現に行われている労

働者派遣契約に係る派遣労働者の中に協定対象派遣労働者以外の者がいない場合には、法第 40 条第２項の

教育訓練（派遣先が派遣先に雇用される労働者に対して行う業務の遂行に必要な能力を付与するための教育

訓練）及び則第 32 条の３各号に掲げる福利厚生施設（派遣先が派遣先に雇用される労働者に対して利用の

機会を与える給食施設、休憩室及び更衣室）を除き、比較対象労働者の待遇等に関する情報の変更時の派遣

先から派遣元事業主に対する当該変更の内容に関する情報の提供を要しない（則第 24 条の６第２項）。 

b 労働者派遣契約が終了する日前一週間以内における変更であって、当該変更を踏まえて派遣労働者の待遇を

変更しなくても法第 30 条の３の規定に違反しないものであり、かつ、当該変更の内容に関する情報の提供

を要しないものとして労働者派遣契約で定めた範囲を超えないものが生じた場合には、比較対象労働者の待

遇等に関する情報の変更時の派遣先から派遣元事業主に対する当該変更の内容に関する情報の提供を要し

ない（則第 24 条の６第３項）。 

 (ﾍ) 変更時の情報提供に係る書面等の保存 

派遣元事業主は、比較対象労働者の待遇等に関する変更時の情報提供に係る書面等を、派遣先は、当該書面

等の写しを、労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して３年を経過する日まで保存しな

ければならない（則第 24 条の６第４項）。 

ヌ 比較対象労働者の待遇等に関する情報を提供せず、又は虚偽の情報を提供した場合の取扱い 

厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が比較対象労働者の待遇等に関する情報を提供せず、

若しくは虚偽の情報を提供した場合又は派遣先が比較対象労働者の待遇等に関する情報に変更があったときに当

該変更の内容に関する情報を提供せず、若しくは虚偽の情報を提供した場合又はこれらの場合に派遣先等に法第 48

条第１項の規定による指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先等がその指導等に従わなかった場合等には、

当該派遣先等に対し、当該派遣就業を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる（法第 49

条の２第１項）。 

また、厚生労働大臣は、当該勧告を行った場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかった場合には、そ

の旨を公表することができる（法第 49 条の２第２項）。 

(4) 派遣料金の配慮 

イ 概要 

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額（以下「派遣料金」

という。）について、派遣元事業主が派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保のための措

置及び一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保のための措置を遵守することができるように配慮しなけ

ればならない（法第 26 条第 11 項）。 

ロ 意義 

派遣元事業主が、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡

待遇の確保のための措置及び一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保のための措置を行う場合には、これ

らの措置を行うための原資を確保することが必要となるため、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派

遣先に対し、派遣料金に関する配慮義務を課すこととしたものである。ハ 派遣料金の配慮に関する留意点 
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(ｲ) この派遣料金の配慮義務は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だけではなく、当該締結又は更新がなされた

後にも求められる（派遣先指針第２の９の(2)のイ）。 

(ﾛ) また、派遣先は、派遣料金の決定に当たっては、派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況、当該派遣労働者

が従事する業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該派遣労働者に要求する技術水準の変化等を

勘案するよう努めなければならない（派遣先指針第２の９の(2)のロ）。 

(ﾊ) 例えば、派遣元事業主から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場合や、派遣

元事業主が法第30条の３又は法第30条の４第１項に基づく賃金を確保するために必要な額を派遣先に提示し

た上で派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額を下回る場合には、配慮義務を尽くしたと

は解されず、指導の対象となり得るものであること。 

 

 

 

(5) 海外派遣の場合の労働者派遣契約  

イ 概要 

派遣元事業主は海外派遣（第５の３の(2)参照）に係る労働者派遣契約の締結に際しては、上記 

(1)及び(2)で定めるもののほか、ハの派遣先が講ずべき措置等を定めた事項を書面に記載して、当 

該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に対し、当該定めた事項に係る書面の交付若しくはファク 

シミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより通知しなければならない（法 

第 26 条第２項、則第 23 条、則第 24 条）。 

ロ  意義  

海外派遣の場合の労働者派遣契約の定めに関する措置は、当該海外派遣が行われる場合、法が派遣先に適用されな

いことから、特に労働者派遣契約において派遣先の講ずべき措置を定めさせることにより、民事的にその履行を確

保させようとするものである。  

ハ  派遣先の講ずべき措置の定め  

海外派遣の場合には、特に派遣先の講ずべき措置として次に掲げる事項を定めなくてはならない（則第 24 条）。  

① 派遣先責任者を選任すること。  

・ 法第 41条の規定による派遣先責任者の選任と同様の方法とすること（第８の 11 参照）  

② 派遣先管理台帳の作成、記載及び通知を行うこと。  

・ 法第 42 条第１項及び第３項の規定による派遣先管理台帳の作成、記載及び通知と同様の方法とすること（第８

の 12 参照）。  

③ 派遣労働者に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずること。 

・ 法第 39条の規定による措置と同様のものとすること（第８の２参照）。  

④ 派遣労働者の派遣先における就業に伴って生ずる苦情等について、派遣元事業主に通知し、その適切かつ迅速な

処理を図ること。  

・ 法第 40条第１項と同様のものとすること（第８の３参照）。  

⑤ 法第 40条第 2項に規定する教育訓練の実施等必要な措置と同様の規定 

⑥ 法第 40条第 3項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与と同様の規定 

⑦ 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助を行うこと。  

・ 海外への派遣であるために、特に求められる派遣労働者の福祉の増進のための援助である。  
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・ 「その他派遣労働者の福祉の増進のための援助」とは、例えば、派遣労働者の帰国に対する援助である。  

⑧ 事業所単位の期間制限に係る派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知、及び離職した労働者に

ついての労働者派遣の役務の受入れの禁止に関する通知を行うこと。  

・ 法第 26条第４項及び第 40 条の９第２項と同様のものとすること（(2)、第８の５及び⑪参照）。  

⑨ 第８の５の(3)のイの①から⑥までに掲げる労働者派遣以外の労働者派遣を行う場合において、当該派遣労働者

が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について継続して１

年以上、同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合であって、引き続き当該同

一の業務に労働者を従事させるため、労働者を雇い入れようとするときの、当該特定有期雇用派遣労働者の雇用

に関する措置  

・ 法第 40条の４と同様のものとすること（第８の８参照）。  

⑩ 同一の事業所等において、派遣元事業主から１年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務

の提供を受けた場合において、当該場所において通常の労働者の募集を行う時は、当該募集情報の提供に関する

措置。また、特定有期雇用派遣労働者が、事業所等における同一の組織単位の業務について３年間継続して従事

する見込みがある場合において、当該場所において労働者の募集をし、かつ、派遣元事業主から派遣先に対して

労働契約の申込みが求められた時は、当該募集情報の提供に関する措置。  

・ 法第 40条の５と同様のものとすること（第８の８、第８の９参照）。  

⑪ 法第 40 条の９第２項の離職後１年以内の派遣労働者の受入れ禁止について、派遣先が派遣元事業主より派遣す

る労働者名等の通知を受けたときに、その者を受け入れたときに当該離職後１年以内の受け入れ禁止規定に抵触

する場合は、速やかにその旨を通知する旨（第８の 10 参照）。 

⑫ その他派遣就業が適正に行われるため必要な措置を行うこと。 

 

（参考）   

海外派遣に係る労働者派遣契約における派遣先が講ずべき措置の定めの例（特定有期雇用派遣労働者の場合）  

   

   ○○○○株式会社東京支店（甲）と、□□□□株式会社（乙）は甲の労働者２人を乙のアメリカ支局における

秘書業務に従事させるための労働者派遣について次の事項を約するものとする  

  １  乙は甲の労働者に係る次の業務を行う派遣先責任者を１人選任すること。  

    (1) 次に掲げる事項の内容を、当該甲の労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関

係者に周知すること。  

       ａ  当該甲の労働者に係る労働者派遣契約の定め  

       ｂ  当該甲の労働者に係る甲からの通知  

    (2) 当該契約に基づく労働者派遣に係る業務について、契約締結後に労働者派遣の役務の提供を受ける期間を

定めた場合又はこれを変更した場合の甲への通知及び派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び通知に関する

こと。  

    (3) 当該甲の労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。  

    (4) 当該甲の労働者の安全及び衛生に関し、乙の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び甲

との連絡調整を行うこと。  

    (5) (1)～(4)に掲げるもののほか、甲との連絡調整に関すること。  

  ２ 乙は甲の労働者の就業に関し、派遣先管理台帳を作成するものとし、当該派遣先管理台帳に次の事項について

甲の労働者ごとに記載し、このうち(1)、(6)、(7)、(8)及び(9)につき 甲に通知すること。  



- 123 - 

第６ 労働者派遣契約 

 

    (1) 甲の労働者の氏名  

    (2) 有期雇用派遣労働者（無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者の別）  

    (3) 60 歳未満（60 歳以上の者か否かの別）  

    (4) 甲の事業主の名称  

    (5) 甲の事業所の名称及び所在地  

    (6) 派遣就業をした日  

    (7) 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間  

    (8) 従事した業務の種類  

    (9) 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所  

    (10) 教育訓練を行った日時及び内容  

    (11) 派遣労働者からの苦情の申出を受けた苦情の処理に関する事項  

    (12) 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項  

  ３  乙は本契約に定める甲の労働者の就業条件の定めに反することのないように適切な措置を講ずること。  

  ４  乙は甲の労働者の派遣就業に伴って生じる苦情等について、甲に通知するとともに、甲との密接な連携の下

に誠意をもって、遅滞なく、その適切かつ迅速な処理を図ること。  

  ５  乙は甲の労働者の疾病、負傷等に際し療養の実施を行うほか、甲の労働者の福祉の増進のために必要な援助

を行うこと。  

  ６  乙は甲の労働者の派遣期間終了後等の帰国について責任をもって行うこと。  

  ７  乙が甲から本契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けることにより、当該業務について派遣可能期間の

制限に抵触することとなる最初の日は○年○月○日であること。  

 ８  乙は甲から本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者の氏名の通知を受けた場合に、当該労働者が乙を離

職して１年を経過していない者である場合はその旨を甲に通知すること。ただし、当該者が６０歳以上の定

年退職者である場合は除く。  

  ９  乙は、甲からの求めに応じ、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者について、当該派遣労働者が従事す

る業務と同種の業務に従事する乙の労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練に

ついては、当該派遣労働者に対しても実施するなど必要な措置を講じなければならないこと。 

  10  乙は、乙に雇用される労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室、及び更衣室については本契約に

基づく労働者派遣に係る派遣労働者に対しても利用の機会を与えるように配慮しなければならないこと。  

  11  乙は、甲からの求めに応じ、乙に雇用される労働者に関する情報、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働

者の業務の遂行の状況その他の情報を提供する等必要な協力をするよう配慮しなければならないこと。 

  12  乙は１年以上の期間甲の同一の労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該

同一の業務に労働者を従事させるため労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間

中継続して従事した甲の当該同一の労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければならないこと。ただし、

当該同一の労働者が継続就業を希望する旨を乙に申し出ない場合、又は希望する旨を乙に申し出た場合でも、

甲が乙に対し当該同一の労働者に対する労働契約の申込みを依頼しない場合はこの限りではないこと。  

  13  乙は、乙の同一の事業所その他派遣就業の場所において甲から１年以上の期間継続して同一の労働者に係る

労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就業の場所において通常の労働

者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずる

ことにより、業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該同一の労働者に周知しなければ
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ならないこと。  

  14  乙は、乙の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して３年間従事する見

込みがある有期雇用派遣労働者に対しては、当該事業所その他派遣就業の場所において労働者の募集を行う

ときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、業

務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該有期雇用派遣労働者に周知しなければならな

いこと。 

 15 乙は、乙に雇用される通常の労働者であって、その職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲

が、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるもの等の当該派遣労働者と比較

すべき労働者の待遇等に関する情報を甲に提供するとともに、当該情報に変更があったときは、遅滞なく、当

該変更の内容に関する情報を甲に提供しなければならないこと。 

 16 乙は、甲が派遣労働者の不合理な待遇の禁止等に関する措置を遵守できるよう、労働者派遣に関する料金の額

について配慮しなければならないこと。 

 

ニ 海外派遣に係る労働者派遣契約の締結の際の手続等 

派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、上記ハの契約内容を当該海外派遣に係る派遣先に

対して、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより通知しな

ければならない（則第 23 条）。 

ホ 派遣先が当該労働者派遣契約の定めに反した場合  

(ｲ) 派遣先が当該海外派遣に係る労働者派遣契約の定めに反した場合、当該契約について債務不履行となり、派遣元

事業主は、その履行を派遣先に求めることができ、また、それを理由に労働者派遣契約を解除することができる。  

(ﾛ) したがって、海外派遣については、派遣元事業主を通じて、派遣先における一定の措置の履行を確保するもので

ある。 

(6) 派遣元事業主であることの明示  

イ  概要  

派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、当該事業所につ

いて労働者派遣事業の許可を受けている旨を明示しなければならない（法第 26 条第３項）。  

なお、経過措置期間中の特定労働者派遣事業の派遣元事業主においては、特定労働者派遣事業の届出書を提出してい

る旨を明示しなければならない。  

ロ  具体的な明示の方法  

具体的な明示の方法は次により行うこと。  

① 労働者派遣事業を行う事業主は、許可証に記載される許可番号により明示すること。  

② 経過措置期間中の特定労働者派遣事業を行う事業主は、届出受理通知書に記載される届出受理番号により明示す

ること。 

 

３ 労働者派遣契約の解除の制限 
 
(1) 概要  

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な

行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない（法第 27 条）。  

(2) 意義  

イ 禁止されるのは、労働者派遣契約について、業として行われる労働者派遣であると否とを問わず、また、当該労働
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者派遣契約の一部であるか全部であるかを問わず、これを解除する行為である。 なお、労働者派遣の役務の提供

を受ける者が労働者派遣をする者と合意の上、労働者派遣契約を解除する場合であっても、(3)の事由を理由とす

る限り、当該解除は、労働者派遣の役務の提供を受ける者について禁止されるものである。  

ロ 法第 27条に違反して、労働者派遣契約を解除した場合には、当該解除は公序良俗に反するものとして無効となる。

したがって、労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該解除を主張したとしても、労働者派遣をする者は解除の無

効を主張して契約の履行を求めることができ、さらに、損害を被った場合には損害賠償の請求をすることができる。  

(3) 労働者派遣契約の解除が禁止される事由  

イ「国籍」とは、国民たる資格で、「信条」とは特定の宗教的又は政治的信念を、「社会的身分」とは生来的な地位をそ

れぞれいうものである。  

ロ「労働組合の正当な行為」とは、労働組合法上の労働組合員が行う行為であって、労働組合の社会的相当行為として

許容されるものであるが、具体的には、団体交渉、正当な争議行為はもちろん、労働組合の会議に出席し、決議に参

加し、又は組合用務のために出張する等の行為も含まれるものである。  

これに該当しない行為としては、例えば、いわゆる政治ストや山猫ストがある。  

なお、「労働組合の正当な行為」に該当するか否かは、主として派遣労働者が組合員となっている組合と労働者派遣

をする事業主との間の問題として決定することとなると考えられる。  

ハ 労働者派遣契約の解除が禁止される不当な事由は、労働関係において形成されている公序に反するものであり、そ

の他には人種、門地、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産したこと、心身障害者であること、労働組合の組合員であ

ること、労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、法第 40 条第１項の規定により派遣先へ苦情を申し

出たこと、労働者派遣の役務の提供を受ける者が法に違反したことを関係行政機関に申告したこと等も含まれるも

のである。  

ニ 「理由として」とは、国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等の事由が

労働者派遣契約の解除の決定的原因となっていると判断される場合をいう。この場合、当該事由が決定的原因であ

るものか否かについては、個々具体的事実に即して判断する。 

 

４ 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等 
 
(1) 概要 

労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、法又は法第３章

第４節の規定により適用される法律の規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。）に違反した場合において

は、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる（法第 28 条）。  

(2) 意義  

イ 法第 31 条の規定による派遣元事業主の適正な派遣就業の確保を実質的に担保するためのものである。  

ロ 解除を行うことができるのは、業として行われると否とを問わず、労働者派遣をする事業主であり、派遣元事

業主以外の事業主であっても労働者派遣をする場合には、当該解除を行える。  

ハ 当該労働者派遣の停止又は労働者派遣契約の解除は、直ちに行うことができるものであり、当該労働者派遣契

約において解除制限事由又は解除予告期間が定められていたとしても当該定めは無効となるものである。  

ニ 一般に、契約は、解除事由につき別段の定めがあり、また、契約の当事者の合意がある場合を除き、法定の解

除事由である債務不履行がある場合以外一方的に解除することはできず、一方的に解除した場合には、債務

不履行で損害賠償の責を負うこととなるが、法第 28 条の規定により、当該労働者派遣の停止又は労働者派遣

契約の解除により当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が損害を被っても、解除又は停止を行った労働者
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派遣を行う事業主は債務不履行による損害賠償の責を負うことはない。 

(3) 労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由 

労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の規定に違反した場合である。  

① 法第 39条から第 42 条まで、第 45 条第 10 項及び第 14 項並びに第 46 条第７項  

② 労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定であって法第

３章第４節の規定により労働者派遣の役務の提供を受ける者に適用される規定（第９参照） 

 

５ 労働者派遣契約の解除の非遡及 
 
(1) 概要  

労働者派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる（法第 29 条）。  

(2) 意義  

イ 労働者派遣契約は、労働契約と同様に継続的給付の実施を内容とするものであるため、契約の解除がなされた場合

にその効果を遡及すると当該契約の当事者間に著しい不均衡が生じ、給付の返還を行うことが不可能となる等適当

ではないことから、当該労働者派遣契約の解除の意思表示がなされたとき以後についてのみ解除の効果が生ずるこ

ととされたものである。  

ロ 法第 29条は、強行規定であり、当事者間において、労働者派遣契約においてこれに反する定めをしても無効となる。 

 

６ 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 
 
(1) 概要 

短期間の労働者派遣契約の反復更新に伴い、短期間の労働契約を反復更新することは、派遣労働者の雇用が不安定

になる面があり、望ましくないため、派遣労働者の雇用の安定が図られるように、派遣元事業主及び派遣先は、労

働契約及び労働者派遣契約の締結に当たり必要な配慮をするよう努めるとともに、労働者派遣契約の解除に際して、

当該労働者派遣契約の当事者である派遣元事業主及び派遣先が協議して必要な措置を具体的に定めることとしてい

る。 また、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たっては、当該

労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する

休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るため

に必要な措置を講じなければならないこととしている（法第 26 条第 1 項第 8 号、法第 29 条の２、「派遣元事業主が

講ずべき措置に関する指針」第２の２の(2)（第７の 27 参照）及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の

６の(1)（第８の 19 参照））。  

(2) 派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置  

イ 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置  

派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が

満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保を

図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労

働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇

予告手当等に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めなければならないこと。また、労働者

派遣の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提供

を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮
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をするよう努めること。  

ロ 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ  

派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする

場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解

除の申入れを行うこと。  

ハ 派遣先における就業機会の確保  

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働

者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者

派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。  

ニ 損害賠償等に係る適切な措置  

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除

を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少な

くとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させるこ

と等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこと。例えば、当該派遣元事業主

が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得

ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行わ

れなかったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇

の日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃

金に相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければならない。その他派遣先は派遣元事業主と十分に

協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事業主及び派遣先の双方に責に帰すべき事由が

ある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。

また、当該派遣労働者に対しても、派遣元等の責めに帰すべき事由によって、派遣労働者の労働義務が履行不能

となった場合は、民法第 536 条第２項の規定による反対給付や労働基準法第 26 条の規定による休業手当を求め

ることができることを周知すること。  

なお、派遣元事業主が派遣労働者を休業させる場合における休業手当に相当する額、又は派遣元事業主がやむ

を得ない事由により派遣労働者を解雇する場合における解雇予告手当に相当する額（＝派遣先による労働者派

遣契約の解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告を

しないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日

の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額）については、派遣元事業主に生ずる損

害の例示であり、休業手当及び解雇予告手当以外のものについても、それが派遣先の責に帰すべき事由により

派遣元事業主に実際に生じた損害であれば、賠償を行わなければならない。  

ホ 労働者派遣契約の解除の理由の明示  

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派

遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を当該派遣元事業主に対し明らかに

すること。 

イ 労働契約の締結に際して配慮すべき事項  

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及び労働者派遣契

約における労働者派遣の期間を勘案して、労働契約の期間を、当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間

と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること。  
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ロ 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置  

派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約

期間が満了する前に労働者派遣契約の解除が行われる場合には、派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保

を図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該

労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより生ずる損害である休業手当、解

雇予告手当等に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めるよう求めること。  

ハ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置  

派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によっ

て労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先から

その関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等によ

り、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。また、当該派遣元事業主は、当

該労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労

働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。

さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇しようとするときであ

っても、労働契約法の規定を遵守することはもとより、当該派遣労働者に対する解雇予告、解雇予告手当の支払

等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。 

(4) その他 

イ 労働者派遣契約の契約期間が満了する前に当該労働者派遣契約に基づく派遣就業をしている派遣労働者を交替させ

る場合は、当該派遣労働者について 6(2)のロ、ハ及びホ並びに(3)のロに準じた取扱いをすること。 

ロ 労働者派遣契約の解除があった場合に、派遣元事業主が、当該労働者派遣をしていた派遣労働者との労働契約を変更

するよう派遣労働者に強要することは適切ではない旨指導すること。  
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第７ 派遣元事業主の講ずべき措置等 

 

１ 概要 
 
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するとい

う複雑な形態で事業が行われる。  

このため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る観点から、派遣元事業主に対し、適正な雇用管理のための措置を講

じさせる必要がある。  

以上の観点から、派遣元事業主は、次の措置等を講じなければならない。 
 

① 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置（法第 30 条)  

② 段階的かつ体系的な教育訓練等（法第 30 条の２）  

③ 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置（法第 30条の３） 

④ 一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保のための措置（法第 30条の４） 

⑤ 職務の内容等を勘案した賃金の決定（法第 30条の５） 

⑥ 就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取（法第 30 条の６） 

⑦ 派遣労働者等の福祉の増進のための措置（法第 30 条の４）  

⑧ 適正な派遣就業の確保のための措置（法第 31条）  

⑨ 待遇に関する事項等の説明(法第 31 条の２)  

⑩ 派遣労働者であることの明示等（法第 32 条）  

⑪ 派遣労働者に係る雇用制限の禁止（法第 33条）  

⑫ 就業条件等の明示（法第 34 条）  

⑬ 労働者派遣に関する料金の額の明示(法第 34 条の２)  

⑭ 派遣先への通知（法第 35 条）  

⑮ 派遣可能期間の適切な運用（法第 35 条の２、法第 35 条の３）  

⑯ 日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止(法第 35 条の４)  

⑰ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止(法第 35 条の５)  

⑱ 派遣元責任者の選任（法第 36 条）  

⑲ 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存（法第 37条） 

 

２ 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置 
 

(1) 概要  

派遣元事業主は、後述の個人単位の期間制限（同じ組織単位で 3 年）（第７の 16 参照）に達する見込みの派遣労働

者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、以下のいずれかの措置を講じなければならない。

（法第 30 条第２項）  

①  派遣先への直接雇用の依頼  

②  新たな就業機会（派遣先）の提供  

③  派遣元事業主において無期雇用  

④  その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置 

このうち、①を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後②から④のいずれかを講ずるものとする。（則
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第 25 条の２第２項）  

1 年以上継続して派遣先の同一の組織単位に派遣された派遣労働者が、個人単位の期間制限に達する前に当該組織単

位での派遣就業を終了する場合であって、派遣労働者が引き続き就業することを希望するときには、派遣元事業主は、

上記①から④までのいずれかを講ずるよう努めるものとする。  

上記に加え、当該派遣元事業主に通算して 1 年以上雇用された有期雇用派遣労働者（雇用しようとする者を含む）に

対しては、②から④のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。 

派遣元事業主は、雇用安定措置（法第 30 条に規定する措置をいう。以下同じ。）を講ずるに当たっては、対象となる

派遣労働者が希望する措置の内容を聴取し、その内容を派遣元管理台帳に記載しなければならない。（則第 25 条の 2

第 3項及び第 31 条第 10 号） 

(2) 意義 

派遣労働者については、派遣労働への固定化防止の観点から派遣先の同一の組織単位において 3 年の期間制限が課せ

られているが、この期間制限に達した後に次の就業先がなければ職を失うことになる可能性がある。このため、雇用主

である派遣元事業主に派遣期間終了後に派遣労働者の雇用が継続されるようにするための措置を講ずべき責務を課す

ことにより派遣労働者の雇用の安定を図ることとしたものである。  

また、3 年未満の期間においても、派遣契約の終了により職を失うことがないようにすることは重要であることから、

1 年以上同一の組織単位に派遣されている労働者については雇用安定を図る努力義務を課すこととしている。 

(3) 具体的な措置の内容 

派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者であって派遣先の事業所その他派遣就業の場所（以下「派遣先の事

業所等」という。）における同一の組織単位の業務について継続して１年以上の期間派遣労働に従事する見込みがある

者等の一定の者（以下「特定有期雇用派遣労働者等」という。）に対して、次のイからホまでのいずれかの措置を講ず

るように努めなければならない（法第 30 条第１項、則 25 条の２）。  

また、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して１年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に

従事する見込みがある者（以下「特定有期雇用派遣労働者」という。）のうち、３年間当該労働者派遣に係る労働に従

事する見込みがある者については、次のイからホまでのいずれかの措置を講じなければならず、イの措置を講じた場合

であって、その後派遣先に雇用されなかった場合には、ロからホまでのいずれかの措置をさらに講じなければならない

（法第 30 条第２項、則第 25 条の２第２項）。  

この「特定有期雇用派遣労働者等」とは、次の①～③に掲げる者をいう（則第 25 条）。  

① 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について、継続して１年以上の期間派遣労働

者として就業する見込みがある有期雇用派遣労働者であって、予定されている派遣期間終了後も引き続き就業する

ことを希望している者（特定有期雇用派遣労働者）  

② 当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上である有期雇用派遣労働者（特定有期雇用派遣労働者を除

く。） 

③ 当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上である、今後派遣労働者として期間を定めて雇用しようと

する労働者（いわゆる「登録状態」の者）  

（派遣元事業主が講ずべき措置）  

イ  特定有期雇用派遣労働者に係る派遣先に対し、当該特定有期雇用派遣労働者に対して雇用契約の申込みをするこ

とを求めること。  

ロ  派遣労働者として就業させることができるように就業（その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験、派

遣労働者の居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により派遣されていた際の待遇等に照らして合理
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的なものに限る。）の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。  

ハ  派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、

その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。  

ニ  派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができ

る場合にあっては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者とし

て雇い入れること。  

ホ  イからニまでに掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等に対する教育訓練であって、新たな就業機会を提供

するまでの間に報酬を与えて受けさせる教育訓練を実施することその他雇用の安定を図るために必要な措置を講じ

ること。 なお、この措置に関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（第７の 27参照）において、次

のような内容が盛り込まれているので十分留意すること。 

（派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（抄））    

第２  派遣元事業主が講ずべき措置  

８  派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等  

（1）無期雇用派遣労働者について留意すべき事項  

  派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派遣」という文言を使用すること等により、

無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなければならないこと。  

（2）特定有期雇用派遣労働者等について留意すべき事項  

イ  派遣元事業主が、労働者派遣法第 30 条第２項の規定の適用を避けるために、業務上の必要性等なく同一の派遣労

働者に係る派遣先の事業所その他派遣就業の場所（以下「事業所等」という。）における同一の組織単位（労働者派

遣法第 26 条第１項第２号に規定する組織単位をいう。以下同じ。）の業務について継続して労働者派遣に係る労働

に従事する期間を三年未満とすることは、労働者派遣法第 30 条第２項の規定の趣旨に反する脱法的な運用であっ

て、義務違反と同視できるものであり、厳に避けるべきものであること。  

ロ  派遣元事業主は、労働者派遣法第 30 条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同

じ。）の規定により同条第一項の措置（以下「雇用安定措置」という。）を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の

対象となる特定有期雇用派遣労働者等（同条第１項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。）（近い

将来に該当する見込みのある者を含む。）に対し、キャリアコンサルティング（職業能力開発促進法（昭和 44 年法

律第 64 号）第２条第５項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する相談その

他の援助を行うことをいう。）や労働契約の更新の際の面談等の機会を利用し、又は電子メールを活用すること等に

より、労働者派遣の終了後に継続して就業することの希望の有無及び希望する雇用安定措置の内容を把握すること。  

ハ  派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等

の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。また、派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者（労働者派遣法

第 30 条第１項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。）が同項第１号の措置を希望する場合には、派遣先での

直接雇用が実現するよう努めること。  

ニ  派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等

の労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に当該特定有期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置の内容につい

て聴取した上で、十分な時間的余裕をもって当該措置に着手すること。 

 

(4) 対象者についての留意点 

イ 義務の対象となるのは、事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して３年間当該

労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者であって、派遣先の当該組織単位での派遣
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就業が終了した後も働き続けることを希望する者（以下「義務対象者」という。）である。３年間従事する見込みが

あるとは、個人単位の期間制限の上限まで就業することが予定されていることを指し、例えば、1 年単位で契約期間

が更新されている労働者派遣契約について、２回目の更新をして通算契約期間が 3 年になった時点において、当該派

遣労働者が最初の派遣契約に基づく派遣就業の開始時点から同一の組織単位で継続して就業している場合には、３

年間派遣就業に従事する見込みがあると判断すること。つまり、派遣元事業主の主観的な意思ではなく、契約期間と

いう客観的な指標により判断すること。  

ロ 法第 30条第１項及び第２項の「特定有期雇用派遣労働者」に該当するか否かの判断に当たり、同一有期雇用派遣労

働者が、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について、派遣の終了と次の派遣開始の間の期間が３箇月

を超えないときは、派遣労働者に係る労働に「継続して」従事しているものとみなす。 

ハ「派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上」とは、派遣元事業主に最初に雇用されてからその時点までの

雇用期間が通算して１年以上であるかどうかで判断すること（派遣労働者が複数の事業所に所属していた場合であ

っても、労働契約の相手方である派遣元事業主が同一である場合には、その期間を通算する。）。  

  ただし、労働基準法等の規定により関係書類の保存が義務付けられている期間を超える部分については、派遣元事業

主の人事記録等により雇用関係の有無が実際に確認できる範囲で判断することとして差し支えない。  

  なお、労働者が当該派遣元事業主から給与が支払われた事実が確認できる書類（給与明細等）を持参してきた場合に

は、当該給与の支払対象となった期間については、雇用関係があったものとして取り扱う。  

ニ (3)②に該当する者は、主に、同一の派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上である有期雇用派遣労働者

のうち、派遣先の同一の組織単位で継続して就業している期間が１年未満の者である。  

ホ「派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者」とは、労働者派遣の対象となるものとして将来期間を定

めて雇用しようとする労働者をいう。具体的には、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる場合における登録状

態にある労働者であって、今後派遣労働者として実際に雇用しようとするものが該当する。  

へ ニとホの、派遣元事業主と通算して１年以上の労働契約を結んでいた派遣労働者は、派遣契約の期間に関わらず雇

用安定措置の対象となることに留意すること。特に、派遣契約が終了したとしても、派遣元との雇用が継続しており

通算雇用期間が１年以上であれば努力義務の対象となることに留意すること。 

(5) 措置を講ずるに当たっての希望の聴取 

  イ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、特定有期雇用派遣労働者等から、当該特定有期雇用派遣 

働者等が希望する雇用安定措置の内容を聴取しなければならない。（則第 25 条の 2 第 3 項） 

 例えば、当該特定有期雇用派遣労働者等に対し、キャリアコンサルティングや労働者契約の締結及び更新、賃金の 

支払等の機会を利用し、又は電子メールを活用すること等により、希望する措置の内容を聴取すること。 

 なお、措置を講ずるに当たっての希望の聴取は、(7)ホの労働者派遣の終了後に継続して就業する希望の有無の把

握と併せて行うこと。 

ロ 聴取に当たっては、あらかじめ、第 1 号から第 4 号までの措置の内容(特定有期雇用派遣労働者以外の者につい

ては第 2 号から第 4号までの措置の内容)を示しながら、当該事業所で想定される具体的な措置の内容を説明した

上で行うこととするが、いずれの措置を希望するかは派遣労働者の意思に委ねられるものであるため、特定の措

置を希望するよう示唆しないこと。また、希望する措置については、複数を優先順位とともに聴取しておくこと

が望ましい。 

ハ 聴取した日時及び内容は、派遣元管理台帳に記録し、3 年間保存すること。(則第 31 条 10 号、法第 37 条第 1

項)(20 参照) 
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(6) 講ずべき措置の内容についての留意点 

  イ  雇用安定措置のうちいずれの措置を講ずるかについては派遣労働者の意向を尊重することが重要であることから、

(5)により聴取した内容を踏まえ、派遣労働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。 

ロ (3)イについて、義務対象者においては、当該派遣先で直接雇用されなかった場合には別の措置を講じなければなら

ないことに留意し、時間的な余裕をもって行うことが望ましい。なお、どの雇用安定措置を講ずるかは派遣元事業主

の裁量に委ねられているが、派遣労働者が直接雇用の依頼を希望している場合は、(3)イの直接雇用の依頼により直

接雇用が実現するよう努めること。  

さらに、(3)イの直接雇用の申込みを依頼するにあたっては、派遣元事業主は派遣先に対して書面の交付等により行 

うことが望ましいこと。  

ハ (3)ロについて、「派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保」とは、当該派遣労働者の能

力、経験、居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により派遣されていた際の待遇等を踏まえ、合理

的な範囲のものでなければならない。この待遇については、賃金のみならず福利厚生等幅広いものが含まれること。 

なお、派遣労働者を無期雇用派遣労働者にすると、期間制限の対象外となることから、従前と同一の組織単位での就

業の機会を確保することも可能となることに留意すること。 また、その際には以前の派遣契約により派遣されてい

た際の待遇について当然考慮されるべきである。例えば、システムエンジニアの業務に従事していた派遣労働者に対

して本人が希望していないにも関わらず清掃業務に従事することを提示すること、現在の居住地の通勤圏内に派遣

先があるにも関わらず、転居を伴う遠方の派遣先を提示すること（本人が希望していた場合は除く。）は合理的な範

囲のものとは言えない。「合理的な範囲」か否かは個別具体的に判断されることになるが、当該派遣労働者の能力、

経験、居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により派遣されていた際の待遇等の客観的な要件のみ

ならず、本人の希望についても事前に把握しておくことが望ましい。 なお、これらの条件に合致した派遣先を派遣

労働者に対して提示した場合には、派遣労働者の事情によって当該派遣先で就業しなかったとしても、派遣元事業主

は義務違反とはならないが、派遣労働者の希望を全く考慮せず義務を履行する形を示すだけの形式的な提示となら

ないようにすることは当然である。  

ニ (3)ハの措置は、当該派遣元事業主における直接雇用のポストを提示することであり、具体的には、当該派遣元にお

ける営業や派遣労働者を管理する仕事等を指す。  

ホ (3)ホの措置は、派遣労働者の雇用の継続が確実に図られる措置であれば教育訓練に限定されるわけではなく、例え

ば、派遣元事業主が職業紹介をできる場合にあっては当該派遣労働者を職業紹介の対象とすること（ただし雇用に結

びついた場合に限る）等も含まれる。  

ヘ 派遣労働者に対して実施した雇用安定措置の日時及び内容については、派遣元管理台帳に記載すること（法第 37 条

第１項第８号）。特に、派遣先に対して行った直接雇用の依頼については、派遣先からの受入れの可否についても併

せて記載すること。この台帳に記載することで、派遣労働者に対するキャリアコンサルティングや雇用安定措置に係

る派遣労働者の意向の確認等にも積極的に活用することが望ましいこと。 

 

(7) その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置に関する留意点 

イ「同一の組織単位の業務」とは、課や室その他名称の如何を問わず、業務の関連性に基づいて派遣先が設定した労働

者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する者が当該労働者の業務の配分及び労務管

理に関して直接の権限を有するものとする（則第 21 条の２）（第６の２参照）。  

ロ 雇用安定措置を円滑に実施する観点から、以下のように労働契約書において定めることが望ましい。 

雇用安定措置について 
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派遣労働者が派遣先の同一の組織単位の業務について継続して 3 年間就業する見込みがあり、当該派遣就業の

終了後も継続した就業の希望がある場合は、派遣元事業主は派遣労働者に対し、労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の規定に基づき、派遣先への直接雇用の依頼等（※）の

措置を講ずる。 

（※）雇用安定措置の具体的な措置の項目を列挙することや、特定の措置のみを規定することも可能。 

ハ  派遣労働者を義務対象者としないよう、同一の組織単位への派遣期間を故意に３年未満とすることは、法の規定の

趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違反と同視できるものであり、厳に避けるべきものであること。このよう

な行為を行い、繰り返し行政により指導があったにも関わらず是正しない派遣元事業主は許可基準を満たさず許可

の更新を行わないこととなることに留意すること。  

ニ 本人が希望していないにもかかわらず、有期の労働契約を締結している派遣労働者については、その希望に応じで

きる限り無期の労働契約で雇用されるようにしていくことが、派遣労働者の雇用の安定を図るうえで重要である。そ

のため派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等の希望に応じ、無期雇用契約での雇用も念頭に置きながら、雇用

安定措置を講ずるよう留意すること。  

ホ 雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等（近い将来該当する見込み

のある者を含む。）に対し、キャリアコンサルティングや労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、

又は電子メールを活用すること等により、継続して就業する希望の有無及び(5)による希望する措置の内容を把握す

る。なお、特定有期雇用派遣労働者になる可能性のある者について、継続して就業することの希望の有無は、当該派

遣労働者に係る派遣就業が終了する日の前日までに聴取しなければならないが、可能な限り早期に把握することが

望ましいこと。 また、(5)による希望の聴取に当たっては、当該派遣労働者等の労働者派遣の終了の直前ではなく、 

 早期に希望する雇用安定措置の内容について聴取を行い、十分な時間的余裕をもって当該雇用安定措置に着手するこ

と。 

ヘ (4)イの雇用安定措置の義務化の対象となる派遣労働者については、派遣元事業主によって当該義務が適切に履行

されるか、当該派遣労働者が就業することを希望しなくなるまでその効力が失われることがないため、労働契約の終

期が到来した後であっても、(3)ニ又はホにより、派遣元事業主は、労働契約を継続して有給で雇用の安定を図るた

めに必要な措置を講ずること等を通じて、その義務を履行しなければならないことに留意すること。  

ホ 派遣元が(3)イからホまでのいずれかの雇用安定措置を実施できることが明確であるにもかかわらず実施しない場

合には、厚生労働大臣は新たな就業機会の確保等雇用安定措置に係る指示を行い、その指示に従わない場合には許可

の取消を行うことができる。  

ト 雇用安定措置のうち、派遣先への直接雇用の依頼については、直接雇用の依頼を受けた件数に対して派遣先が直接

雇用した人数が著しく少ない場合は、派遣先に対してその理由を聴取し直接雇用化の推進に向けた助言・指導を行う

ものとすること。 

(8) 労働契約法の適用について留意すべき事項 

雇用安定措置の真に実効性ある実施により労働契約法第 18 条の無期転換申込権を得ることのできる派遣労働者を拡

大することが、派遣労働の中では比較的安定的な無期雇用派遣労働者への転換を望む派遣労働者の希望をかなえるこ

とにつながることから、同法第 18 条の立法趣旨（16(3)ホ参照）を周知徹底すること。また、派遣元事業主が、その雇

用する有期雇用派遣労働者について、当該有期雇用派遣労働者からの労働契約法第 18 条第１項の規定による期間の定

めのない労働契約の締結の申込みを妨げるために、当該有期雇用派遣労働者に係る期間の定めのある労働契約の更新

を拒否し、または、空白期間を設けることは、同条の規定の趣旨に反する脱法的な運用であることに留意すること。 
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３ 派遣労働者に対するキャリアアップ措置 
 
(1) 概要 

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することが

できるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者であ

るときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配

慮しなければならない  (法第 30 条の２第１項) 。  

また、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の

機会の確保その他の援助を行わなければならない（法第 30 条の２第２項）。 

(2) 意義 

派遣労働者の中には、正規雇用の労働者として働きたい、あるいは派遣労働者としてスキルアップしたいというニー

ズもあるが、派遣労働者は一般に、正規雇用労働者に比べ、教育訓練の受講機会確保等の職業能力形成の機会が乏し

い状況にある。そこで、派遣労働者のキャリアアップを図ることの重要性に鑑み、派遣元事業主に派遣労働者に対す

る教育訓練を義務づけるものである。 また、派遣労働者が正規雇用労働者になったり派遣労働者のままステップアッ

プしていくためには、派遣労働者がどのようなキャリアパス（ある職位や職務等に就任するために必要な一連の業務

経験とその順序、配置、異動のルートやスキルの積み重ね等をいう。）を歩んでいくのか、当該派遣労働者の希望を聴

取しながら、適切な派遣先の選択や必要な資格取得等についての知識を付与する等の支援を行うことが重要である。

このため、希望者に対してキャリアコンサルティング（労働者の職業生活の設計に関する相談その他の援助を行うこ

とをいう。）を実施することを求めることとしたものである。 

(3) 段階的かつ体系的な教育訓練について 

どのような教育訓練を行うかについては、一義的には派遣元事業主の裁量に委ねられるが、教育訓練を段階的かつ体

系的に行うために、次に掲げる要件を満たす教育訓練計画を作成し、それに沿って行う必要がある。  

労働者派遣事業の許可又は更新を行った年については、都道府県労働局に提出した教育訓練計画に基づいた教育訓練

を実施することが求められる。なお、教育訓練計画については年度変わり等の時期に随時見直すことは可能であり、

その都度、都道府県労働局に提出する必要はないが、以下の要件は満たしている必要があることに留意すること。  

イ 派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること。  

雇用期間が 1 年以上見込みの常用的な労働者のみならず、登録型の有期雇用派遣労働者や日雇派遣労働者も対象

となること。登録型の者については、労働契約が締結された状態で教育訓練が実施されること。そのため、労働契

約の締結・延長等の措置を講ずる必要があり得ること。  

ただし、過去に同じ派遣元事業主の下で同じ内容の訓練を受けた者、訓練内容に係る能力を十分に有していること

が明確な者については訓練の対象者ではあるが、実際の訓練の受講に際しては受講済みとして扱って差し支えない。  

なお、「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」とは、例えば資格取得のための訓練については

既に当該資格を有する者、初めて就労する者を対象とした社会人用マナー研修については、正社員等の経験がある

者が考えられる。  

ロ 有給、無償で実施されるものであること  

   当該訓練の実施時間は、労働基準法上の労働時間と同様の扱いをすることを原則とし、当該取扱いを就業規則又は

労働契約に規定する必要がある。その場合の賃金の額は、原則として通常の労働の場合と同額とすべきである（例

外としては、複数の派遣先・派遣業務に就いていた場合にその平均額を用いること、業務に関する特殊な手当は不

支給とすることを想定。）。  

ただし、派遣先が派遣元事業主の事業所から通常の交通手段では半日（概ね４時間）以上を必要とする等の遠隔地
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に散らばっており集合研修をするための日程調整等が困難であることに加え、e ラーニングの施設も有していない

等については、キャリアアップに資する自主教材を派遣労働者に提供した上で、当該教材の学習に必要とされる時

間数に見合った手当の支給を行うこととしても差し支えない。  

また、派遣労働者が教育訓練を受講するためにかかる交通費については、派遣先との間の交通費より高くなる場合

は派遣元事業主において負担すべきものであること。  

さらに、登録型派遣の派遣労働者や日雇派遣の派遣労働者にも実施するにあたっては、労働契約が締結された状況

で行われなければならない。そのため必要に応じて労働契約の締結・延長等の措置を講ずる必要があること。  

なお、教育訓練を有給無償で行うために、当該費用をマージン率の引上げによる派遣労働者の賃金の削減で補うこ

とは望ましくないこと。  

ハ 派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること  

教育訓練の内容については派遣元事業主の裁量に委ねられるが、一般的にヨガ教室のような趣味的要素が強いキャ

リア形成と無関係であることが明確な場合は本措置に基づく訓練とは認められない。具体的な教育訓練項目がキャ

リアアップに資する理由については教育訓練計画に記載する必要がある。  

また、教育訓練の内容としては、OFF-JT のみならず計画的に実施される OJT も含めても差し支えないが、教育訓

練計画に記載しておく必要があるほか、派遣先に協力を求める場合は、労働者派遣契約等において具体的な時間数

や必要とする知識の付与や訓練方法等について記載しておくことが必要である。 

二 入職時の訓練が含まれたものであること  

短期雇用の者であっても当該訓練を受講させることができるよう、派遣元事業主と派遣先が協力することが望まし

い。 また、その後もキャリアの節目等の一定の期間ごとにキャリアパスに応じた訓練が準備されている必要があ

る。 なお、派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の３年間は毎年１回以上の機会の提供が必要であり、最初の

３年間を過ぎた後の提供の時期については、事業主の裁量に委ねられる。  

1 年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね８時間以上の訓練機会の提供

が必要であり、短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に比した時間の訓練機会を提供しなけ

ればならない。１年以上の雇用の見込みがない者については、少なくとも入職時の訓練は実施しなければならない。  

ホ 無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること  

無期雇用派遣労働者については、派遣労働者以外の期間の定めなく雇用されている労働者と同様に、長期的なキャ

リア形成を念頭において教育訓練を行う必要がある。例えば同一の派遣先に長期間勤務した者については、職場の

リーダーとして役割が期待されるので、コミュニケーション能力やマネージメントスキルに係る研修を行うことが

考えられる。 

(4)  段階的かつ体系的な教育訓練に関する留意点(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の８(5)、「派遣先

が講ずべき措置に関する指針」第２の９(3)参照)  

イ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約締結時までに、教育訓練計画を明示

し、説明しなければならない。また、当該教育訓練計画に変更があった場合にも、その雇用する派遣労働者に対し、

これを説明しなければならない。 

ロ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が教育訓練計画に基づく教育訓練を受けられるよう配慮しなければなら

ない。特に、教育訓練計画の策定に当たっては、複数の受講機会を設け、又は開催日時や時間に配慮する等により、

可能な限り派遣労働者が受講しやすいものとすることが望ましい。 

ハ 派遣元事業主は、派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるよう、教育訓練に関する事項等に関する情報とし

て、段階的かつ体系的な教育訓練計画の内容がわかる情報をインターネットの利用その他適切な方法により提供す
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る必要がある。  

ニ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、(3)の要件を満たした教育訓練計画に基づ

く教育訓練を実施するのみならず、さらなる教育訓練を実施することが望ましい。なお、さらなる教育訓練につい

ては、必ずしも(3)の要件を満たしている必要はないが、当該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とす

ることで、派遣労働者が教育訓練を受講しやすいようにすることが望ましい。なお、この場合であっても、派遣労働

者の参加が強制される場合、派遣労働者が当該教育訓練に参加した時間は労働時間であり有給とする必要があるこ

と。  

ホ 派遣元事業主は、個々の派遣労働者の適切なキャリアアップについて、個人単位のキャリアアップ計画を当該派遣

労働者との(5)のキャリアコンサルティング等に基づいて策定し、派遣労働者の意向に沿った実効性ある教育訓練等

が実施されることが望ましい。  

へ 段階的かつ体系的な教育訓練を実施するために、派遣料金の引き上げ等ではなく、マージン率を引き上げ、派遣労

働者の賃金削減で対応することは望ましくない。  

ト 段階的かつ体系的な教育訓練を受けるためにかかる交通費については、派遣先との間の交通費よりも高くなる場合

は派遣元事業主において負担すべきものである。 

(5) 希望者に対するキャリアコンサルティング等の実施について 

イ キャリアコンサルティングを実施するため、キャリアコンサルティングの知見を有する相談員又は派遣先と連絡調

整を行う担当者を相談窓口に配置しなければならない。この「キャリアコンサルティングの知見」とは必ずしも国

家資格の取得を必要とするものではなくキャリアコンサルティングの経験でも可とする。また、「派遣先と連絡調整

を行う担当者」は派遣先の事情など労働市場の状況等を考慮した相談を行うことが求められる。なお、外部のキャ

リアコンサルタントに委嘱して対応することとしても差し支えない。また、相談窓口はその雇用するすべての派遣

労働者が利用できるものである必要がある。 

ロ キャリアコンサルティングは、希望に応じて行うものであることから、希望があるにもかかわらず実施しないこと

は認められない。実施方法については派遣元事業主の裁量に委ねられるため、対面のみならず電話等で行うことも

差し支えない。  

ハ 雇用安定措置の実施に当たっては、キャリアコンサルティングの結果を踏まえて行うことが望ましい。また、キャ

リアコンサルティングを受けることにより、今後の自身のキャリアを見つめ直すきっかけになることや、教育訓練

当該訓練を受けることにより習得できる知識・技能と希望する職務の関連性を理解することにつながることが考え

られること等から、キャリアコンサルティングを受けることが望ましい旨を派遣労働者に対して周知することが望

ましい。 

(6) その他の留意事項 

イ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るとともに、その適正な雇用管理に資するため、

当該派遣労働者に係る労働者派遣の期間及び派遣就業をした日、従事した業務の種類、法第 30 条の２による段階

的かつ体系的な教育訓練を行った日時及び内容等を記載した書類を中長期的に管理・保存するように努めること。

これは、人事記録等の書類でも構わないが、派遣元管理台帳の一部として管理・保存すること。  

ロ キャリアアップ支援については、派遣労働者の正社員化や賃金等の待遇改善という成果につながることを目的とす

るべきであり、派遣労働者の賃金表に反映させることが望ましい。 

 

４ 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置 
 
 (1) 概要 
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派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派

遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の

内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ

るものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない（法第 30 条の３第１項）。 

また、派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派

遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間に

おいて、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職

務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基

本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとし

てはならない（法第 30 条の３第２項）。 

さらに、この措置に関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（第７の 27 参照）において、次のよう

な内容が盛り込まれているので十分留意すること。 
 

（派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（抄）） 

第２ 派遣元事業主が講ずべき措置 

８ 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等 

(6) 労働者派遣に関する料金の額に係る交渉等 

イ 労働者派遣法第 30 条の３の規定による措置を講じた結果のみをもって、派遣労働者の賃金を従前より引き下げる

ような取扱いは、同条の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと。 

ロ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額に係る派遣先との交渉が当該労働者派遣に係る派遣労働者の待遇

の改善にとって極めて重要であることを踏まえつつ、当該交渉に当たるよう努めること。 

ハ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額が引き上げられた場合には、可能な限り、当該労働者派遣に係る

派遣労働者の賃金を引き上げるよう努めること。 
 

(2) 意義 

派遣労働者の待遇については、実態として正社員との間で格差が存在すること等が指摘されている。同一就業先にお

ける通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することにより、派遣労働という働き方を選択しても

納得が得られる待遇が受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにするため、派遣元事業主に対し、派遣労働

者の待遇について、派遣先の通常の労働者との間で均等・均衡を確保する措置を講ずることを義務付けたものである。 

(3) 均衡を考慮した待遇の確保のための措置の考え方 

イ 派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間の不合理な待遇差の解消を図るため、派遣先の通常の労働者

との均衡（バランス）をとることを目指すものである。「均衡」とは、派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該

待遇に対応する派遣先の通常の労働者の待遇との間で、「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範囲」及び

「その他の事情」のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、

不合理と認められる相違を設けてはならないことをいう。 

ロ 派遣労働者の待遇については、派遣労働者と同一の事業所で就業する派遣先に雇用される通常の労働者や職務の内

容が同一の通常の労働者との間だけではなく、派遣先に雇用される全ての通常の労働者との間で、不合理と認めら

れる待遇の相違を設けることが禁止されるものであること。 

ハ 「待遇」には、基本的に、全ての賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償等の全

ての待遇が含まれる。一方、例えば、労働時間及び労働契約の期間については、個々の待遇を決定する要素であり、

ここにいう「待遇」には含まれない。なお、派遣先ではなく、派遣先の労使が運営する共済会、派遣先に雇用され
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る労働者が被保険者として加入する健康保険組合等が実施しているものは、均等・均衡待遇の確保の措置の対象と

なる「待遇」には含まれない。 

ニ 「通常の労働者」については、第６の２の(3)のニの(ｲ)を参照のこと。 

ホ 「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」については、第６の２の(3)のニの(ﾛ)及び同(3)のニの

(ﾊ)を参照のこと。 

ヘ 「その他の事情」 

「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」に関連する事情に限定されるものではなく、具体的には、

職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、事業主と労働組合との間の交渉といった労使交渉の経緯などの諸

事情が想定されるものであり、考慮すべきその他の事情があるときに考慮すべきものである。 

また、法第 31 条の２第４項に基づく待遇の相違の内容及びその理由等に関する説明については労使交渉の前提と

なりうるものであり、派遣元事業主が十分な説明をせず、その後の労使交渉においても十分な話し合いがなされず、

労使間で紛争となる場合があると考えられる。「その他の事情」に労使交渉の経緯が含まれると解されることを考

えると、このように待遇の相違の内容及びその理由等について十分な説明をしなかったと認められる場合には、そ

の事実も「その他の事情」に含まれ、不合理性を基礎付ける事情として考慮されうると考えられるものである。  

ト 法第 30 条の３第１項については、私法上の効力を有する規定であり、派遣労働者に係る労働契約のうち、同条に

違反する待遇の相違を設ける部分は無効となり、故意・過失による権利侵害、すなわち不法行為として損害賠償が

認められ得ると解されるものである。また、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との待遇の相違が法第

30 条の３第１項に違反する場合であっても、同項の効力により、当該派遣労働者の待遇が比較の対象である派遣先

に雇用される通常の労働者の待遇と同一となるものではないと解されるものである。 

チ 法第 30 条の３第１項に基づき民事訴訟が提起された場合の裁判上の主張立証については、待遇の相違が不合理で

あるとの評価を基礎付ける事実については派遣労働者が、当該相違が不合理であるとの評価を妨げる事実について

は派遣元事業主が主張立証責任を負うものと解され、同項の司法上の判断は、派遣労働者及び派遣元事業主双方が

主張立証を尽くした結果が総体としてなされるものであり、立証の負担が派遣労働者側に一方的に負わされること

にはならないと解されるものである。 

(4) 均衡を考慮した待遇の確保のための措置の実施 

イ 派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、次に掲げる情報等に基づき、派遣先に雇用される通常の労働者との

均衡を考慮した待遇を確保するための措置を講ずることとなる。 

① 労働者派遣契約の締結に当たってあらかじめ派遣先から提供される比較対象労働者の待遇等に関する情報 

② 比較対象労働者の待遇等に関する情報に変更があった場合に派遣先から提供される比較対象労働者の待遇等に

関する情報 

③ 派遣元事業主の求めに応じて派遣先から提供される派遣先に雇用される労働者に関する情報、派遣労働者の業務

の遂行の状況等 

(5) 均等待遇の確保のための措置の考え方 

イ 均等待遇の確保のための措置（法第 30 条の３第２項）の要件を満たした場合については、派遣元事業主は、派遣

労働者であることを理由として、賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償等の全

ての待遇について、当該待遇に対応する派遣先の通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。 

この場合、待遇の取扱いが同じであっても、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者について査定や業績評

価等を行うに当たり、意欲、能力、経験、成果等を勘案することにより、それぞれの賃金水準が異なることは、通

常の労働者の間であっても生じうることであって問題とはならないが、当然、当該査定や業績評価等は客観的かつ



- 140 - 

第７ 派遣元事業主の講ずべき措置等 

 

公正に行われるべきである。また、労働時間が短いことに比例した取扱いの差異として、査定や業績評価等が同じ

である場合であっても、賃金が時間比例分少ないといった合理的な差異は許容される。 

ロ 「待遇」、「通常の労働者」、「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」については、(3)の場合と同じ

解釈となる。 

ハ 「当該派遣先における慣行」とは、当該派遣先において繰り返し行われることによって定着している人事異動等の

態様をいう。 

ニ 「その他の事情」とは、例えば、人事規程等により明文化されたもの等が含まれるものであること。なお、ここで

いう「その他の事情」とは、職務の内容及び配置の変更の範囲（人材活用の仕組み、運用等）を判断するに当たっ

て、当該派遣先における「慣行」と同等と考えられるべきものを指すものであり、派遣労働者と派遣先に雇用され

る通常の労働者の待遇の相違の不合理性を判断する考慮要素としての法第 30 条の３第１項の「その他の事情」と

は異なる。 

ホ 「当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間」とは、当該派遣労働者が派遣先に雇用される通常の労働者と

「職務の内容」が同一となり、かつ、「職務の内容及び配置の変更の範囲」（人材活用の仕組み、運用等）が派遣先

に雇用される通常の労働者と同一となってから雇用関係が終了するまでの間であること。すなわち、派遣先に派遣

された後、上記要件を満たすまでの間に派遣先に雇用される通常の労働者と「職務の内容」が異なり、また、「職務

の内容及び配置の変更の範囲」（人材活用の仕組み、運用等）が派遣先に雇用される通常の労働者と異なっていた

期間があっても、その期間まで「全期間」に含めるものではなく、同一となった時点から将来に向かって判断する

ものである。 

ヘ 「見込まれる」とは将来の見込みも含めて判断されるものであること。したがって、労働者派遣契約が更新される

ことが未定の段階であっても、更新をした場合には、どのような扱いがされるかということを含めて判断されるも

のであること。 

(6) 均等待遇の確保のための措置の実施 

イ 次に掲げる要件に該当するときは、均等待遇の確保のための措置（法第 30条の３第２項）の適用対象となる。 

① 職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一であること 

② 職務の内容及び配置の変更の範囲（人材活用の仕組み、運用等）が、当該派遣先における派遣就業が終了するま

での全期間において、派遣先に雇用される通常の労働者と同一であること 

ロ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から法第 26 条第７項に基づき提供された比較対象労働者の待遇等に

関する情報における当該比較対象労働者が第６の２の(3)のハの(ｲ)の①である場合は、均等待遇の確保のための措

置を講ずることが基本となるものである。ただし、同①以外の場合であっても、実態として法第 30 条の３第２項

の要件を満たす場合には、同項の適用対象となることに留意が必要である。 

ハ なお、均等待遇を確保するための措置として、短時間・有期雇用労働法第９条においては、通常の労働者と同視す

べき短時間・有期雇用労働者について「短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の

待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない」と規定しており、法第 30 条の３第２項とは規定ぶり

が異なる。これは、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇を決定する立場にないため、法第 30

条の３第２項では「差別的取扱い」という文言を用いなかったことによるものであるが、同項は短時間・有期雇用

労働法第９条と同様の趣旨であり、これらの規定の内容が異なるものではない。 

(7) 同一労働同一賃金ガイドライン 

イ 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針（以下「ガイドライン」とい

う。）は、法第 30 条の３及び第 30 条の４等に定める事項に関し、雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇
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を確保し、我が国が目指す同一労働同一賃金の実現に向けて定めるものである。我が国が目指す同一労働同一賃金

は、協定対象派遣労働者以外の派遣労働者にあっては、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不

合理と認められる待遇の相違及び差別的取扱いの解消、協定対象派遣労働者にあっては、当該協定対象派遣労働者

の待遇が法第30条の４第１項の協定により決定された事項に沿った運用がなされていることを目指すものである。 

ロ 派遣労働者については、雇用関係にある派遣元事業主と指揮命令関係にある派遣先とが併存するという特殊性があ

り、これらの関係者が不合理と認められる待遇の相違の解消等に向けて認識を共有することが求められることに留

意すること。 

ハ また、ガイドラインは、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、い

かなる待遇の相違が不合理と認められるか、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則と

なる考え方及び具体例を示したものである。派遣元事業主が、この原則となる考え方等に反した場合、当該待遇の

相違が不合理と認められる等の可能性がある。なお、ガイドラインに原則となる考え方が示されていない退職手当、

住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が

求められる。このため、各派遣元事業主において、労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論

していくことが望まれる。 

ニ なお、ガイドラインの第４の１（注）において、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間に賃金の決

定基準・ルールの相違がある場合の考え方を記載しており、この考え方は基本給に限られたものではないが、賃金

の決定基準・ルールが異なるのは、基本的に、基本給に関する場合が多いと考えられることから、ガイドライン第

４の１において規定しているものである。 

(8) 短時間・有期雇用労働者である派遣労働者についての短時間・有期雇用労働法の適用 

イ 短時間・有期雇用労働者である派遣労働者については、労働者派遣法及び短時間・有期雇用労働法の両方が適用さ

れるものであること。このため、基本的に、労働者派遣法において、派遣先に雇用される通常の労働者との間の待

遇の相違（協定対象派遣労働者にあっては、労働者派遣法第 30 条の４第１項の協定が同項に定められた要件を満

たすものであること及び当該協定に沿った運用がなされていることの有無をいう。以下同じ。）が問題になるとと

もに、短時間・有期雇用労働法において、派遣元事業主に雇用される通常の労働者との間の待遇の相違が問題にな

るものである。 

ロ このことから、短時間・有期雇用労働者である派遣労働者の待遇のうち、職務の内容に密接に関連するものに当た

らない待遇については、派遣先に雇用される通常の労働者との間の待遇の相違に加えて、短時間・有期雇用労働者

である派遣労働者と派遣元事業主に雇用される通常の労働者との間の待遇の相違が問題になると考えられるもの

であること。 

一般に、ガイドライン第３の３（７）及び第４の３（７）の通勤手当及び出張旅費、ガイドライン第３の３（８）

及び第４の３（８）の食事手当、ガイドライン第３の３（９）及び第４の３（９）の単身赴任手当、ガイドライン

第３の４及び第４の４並びに第５の２の福利厚生（ガイドライン第３の４（１）及び第４の４（１）並びに第５の

２（１）の福利厚生施設を除く。）については、職務の内容に密接に関連するものに当たらないと考えられるもので

あること。 

ハ 他方で、職務の内容に密接に関連する待遇については、派遣労働者が派遣先の指揮命令の下において派遣先の業務

に従事するという労働者派遣の性質から、特段の事情がない限り（ニ参照）、派遣元事業主に雇用される通常の労

働者との待遇の相違は、実質的に問題にならないと考えられるものであること。 

職務の内容に密接に関連する待遇に当たるか否かは、個々の待遇の実態に応じて判断されるものであるが、例えば、

ガイドライン第３の１及び第４の１の基本給、ガイドライン第３の２及び第４の２の賞与、ガイドライン第３の３
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（１）及び第４の３（１）の役職手当、ガイドライン第３の３（２）及び第４の３（２）の特殊作業手当、ガイド

ライン第３の３（４）及び第４の３（４）の精皆勤手当、ガイドライン第３の３（５）及び第４の３（５）の時間

外労働手当、ガイドライン第３の３（６）及び第４の３（６）の深夜労働手当及び休日労働手当、ガイドライン第

３の５（１）、第４の５（１）及び第５の３（１）の教育訓練、ガイドライン第３の５（２）、第４の５（２）及び

第５の３（２）の安全管理に関する措置及び給付については、一般に、職務の内容に密接に関連するものと考えら

れるものであること。 

なお、これらの点については、協定対象派遣労働者であるか否かによって異なるものではないと考えられるもので

あること。 

ニ ただし、職務の内容に密接に関連する待遇であっても、派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡とは異な

る観点から、短時間・有期雇用労働者ではない派遣労働者に対して、短時間・有期雇用労働者である派遣労働者よ

りも高い水準の待遇としている場合には、短時間・有期雇用労働者ではない派遣労働者と短時間・有期雇用労働者

である派遣労働者との間の待遇の相違について、短時間・有期雇用労働法において問題となることがあると考えら

れるものであること。 

ホ また、職務の内容に密接に関連するものに当たらない待遇であっても、短時間・有期雇用労働者である派遣労働者

と短時間・有期雇用労働者でない派遣労働者が異なる派遣先に派遣されている場合において、待遇を比較すべき派

遣先に雇用される通常の労働者が異なることにより待遇に相違がある場合には、当該待遇の相違は、短時間・有期

雇用労働法において問題になるものではないと考えられるものであること。 

(9) 留意点 

イ 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から提供される比較対象労働者の待遇等に関する情

報について、比較対象労働者が適切に選出されているかどうかを確認することが重要である。 

このため、例えば、比較対象労働者が第６の２の(3)のハの(ｲ)の⑤又は⑥である場合には、第６の２の(3)のハの

(ｲ)の⑤の比較対象労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で均衡待遇が確保されている根拠又は第６の

２の(3)のハの(ｲ)の⑥の比較対象労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で適切な待遇が確保されてい

る根拠を確認するため、派遣労働者からの求めも踏まえながら、法第 40 条第５項に基づき派遣先に追加の情報提

供を求めるなど、適切に対応することが求められること。 

ロ 派遣元事業主の派遣料金交渉が、派遣労働者の賃金も含めた待遇改善にとって重要であることに留意することを踏

まえつつ、当該交渉に当たること。また、派遣料金が引き上げられたときは、できる限りそれを派遣労働者の賃金

の引上げに反映するよう努めること。 

ハ 派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡を考慮した結果のみをもって、当該派遣労働者の賃金を従前より

引き下げるような取扱いは、法第 30 条の３の趣旨を踏まえた対応とはいえず、労働契約の一方的な不利益変更と

の関係でも問題が生じうる。 

ニ また、特に通勤手当に関し、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（第７の 27 参照）において、次のよう

な内容が盛り込まれているので十分留意すること。通勤手当はあくまで例示であり、有期雇用派遣労働者のその他

の待遇についても同様に、短時間・有期雇用労働法第８条及び第９条の対象となる旨、注意すること。 
 

（派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（抄）） 

第２ 派遣元事業主が講ずべき措置 

８ 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等 

(3) 労働契約法等の適用について留意すべき事項 

イ・ロ （略） 
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ハ 派遣元事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第 76 号）第

８条の規定により、その雇用する有期雇用派遣労働者の通勤手当について、その雇用する通常の労働者の通勤手当

との間において、当該有期雇用派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲

その他の事情のうち、当該通勤手当の性質及び当該通勤手当を支給する目的に照らして適切と認められるものを考

慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないこと。また、派遣元事業主は、同法第９条の規定により、職

務の内容が通常の労働者と同一の有期雇用派遣労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、

当該派遣元事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の

職務の内容及び範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、有期雇用労働者であることを理

由として、通勤手当について、差別的取扱いをしてはならないこと。なお、有期雇用派遣労働者の通勤手当につい

ては、当然に労働者派遣法第 30 条の３又は第 30 条の４第１項の規定の適用があることに留意すること。 

 

５ 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保のための措置 

 
(1) 概要 

派遣元事業主は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合（５において「過半数労働組

合」という。）、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者（５において「過

半数代表者」という。）との書面による協定（以下単に「労使協定」という。）により、その雇用する派遣労働者の待遇

（法第 40 条第２項の教育訓練及び同条第３項の福利厚生施設に係るものを除く。）について、一定の事項を定めたとき

は、派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡を確保するための措置（法第 30 条の３の規定に基づく措置）は

適用しない（法第 30 条の４第１項）。ただし、労使協定で定めた事項を遵守していない場合又は労使協定の定めによる

公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない（法第 30 条の４第１項ただし書）。 

また、労使協定を締結した派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に周知しなければならない（法第 30 条の

４第２項）。 

(2) 意義 

派遣労働者については、その就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するためには、派遣先

の通常の労働者との均等・均衡を確保するための措置を講ずることは重要な観点である。一方、この場合には、派遣先

が変わるたびに派遣労働者の賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることが想定され、また、一般に賃金

水準は大企業であるほど高く、小規模の企業であるほど低い傾向にあるが、派遣労働者が担う職務の難易度は、同様の

業務であっても、大企業であるほど高度で、小規模の企業であるほど容易とは必ずしも言えず、結果として、派遣労働

者個人の段階的かつ体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くことがあり得る。 

このため、派遣元事業主が、労使協定を締結した場合には、労使協定に基づき派遣労働者の待遇を決定することで、計

画的な教育訓練や職務経験による人材育成を経て、段階的に待遇を改善するなど、派遣労働者の長期的なキャリア形成

に配慮した雇用管理を行うことができるようにしたものである。 

(3) 労使協定の締結方法 

イ 労使協定は、派遣元事業主単位又は労働者派遣事業を行う事業所単位で締結することが可能である。ただし、待遇

を引き下げることを目的として、恣意的に締結単位を分けることは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、適

当ではないことに留意すること。 

ロ 派遣元事業主は、労使協定により派遣労働者の待遇を決定することとする場合には、過半数労働組合又は過半数代

表者との間で書面による協定を締結しなければならない。書面によらず協定した場合には、法第 30 条の４第１項

の協定とは認められず、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなければならない。 
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ハ 過半数労働組合との間で労使協定を締結する場合における過半数労働組合は、派遣元事業主における労働者又は派

遣元事業主の各事業所における労働者の過半数で組織する労働組合である。「労働組合」とは、労働組合法第２条

に規定する要件を満たすものに限る。 

ニ 過半数代表者との間で労使協定を締結する場合には、過半数代表者は、以下の①及び②のいずれにも該当する者と

すること（則第 25 条の６第１項）。また、過半数代表者は、派遣労働者を含む全ての労働者から選出されることと

なる。過半数代表者が適切に選出されなかった場合には、法第 30 条の４第１項の協定とは認められず、派遣先の

通常の労働者との均等・均衡による待遇を確保しなければならない。なお、労働者の過半数の信任を得ていない労

働者個人は、過半数代表者とは認められないことから、派遣元事業主は当該労働者個人との間で労使協定を締結す

ることは認められないことに留意すること。 

① 労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者ではないこと。 

② 労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選

出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。 

なお、「投票、挙手等」の方法としては、「投票、挙手」のほか、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数

が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する。 

ただし、①に該当する者がいない派遣元事業主（労使協定を派遣元事業主単位で締結する場合）又は①に該当する

者がいない事業所（労使協定を事業所単位で締結する場合）にあっては、②に該当する者とすること（則第 25 条

の６第１項）。 

また、派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代

表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取扱いをし

ないようにしなければならない（則第 25 条の６第２項）。「過半数代表者として正当な行為」には、労使協定の締

結の拒否等も含まれる。 

ホ 派遣元事業主は、過半数代表者が労使協定の事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければな

らない（則第 25 条の６第３項）。この「必要な配慮」には、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに

当たって必要となる事務機器（イントラネットや社内メールを含む。）や事務スペースの提供を行うことが含まれ

るものである。 

ヘ なお、派遣中の派遣労働者が異なる派遣先に派遣されているため意見交換の機会が少ない場合があるが、その場合

には、過半数代表者を選任するための投票等に併せて意見、希望等を提出させ、これを過半数代表者が集約するな

どにより、派遣労働者の意思が反映されることが望ましいことに留意すること。 

(4) 労使協定の保存 

派遣元事業主は、労使協定を締結したときは、労使協定に係る書面を、その有効期間が終了した日から起算して３年を

経過する日まで保存しなければならない（則第 25 条の 12）。 

(5) 労使協定の対象とならない待遇 

労使協定の対象とならない待遇は、派遣先に実施が義務付けられている法第 40 条第２項の教育訓練及び利用の機会の

付与が義務付けられている法第 40 条第３項の福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）である（則第 25 条の７）。

これらの待遇については、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなければ実質的な意義を

果たすことができないため、労使協定の対象となる待遇から除いている。 

(6) 労使協定の記載事項 

労使協定には、次のイからヘまでに掲げる事項を記載しなければならない（法第 30 条の４第１項各号）。 

イ その待遇が労使協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲 
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全ての派遣労働者を一律に労使協定の対象とするのではなく、派遣労働者の職種、雇用期間の有無等の特性に応じ

て、労使協定の対象とするか否かを判断すべきものであることから、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を労

使協定に定めることとしたもの。一つの派遣元事業主において、派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡

によりその待遇を決定する者と労使協定によりその待遇を決定する者が併存することはあり得る。 

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を定めるに当たっては、職種（一般事務、エンジニア等）や労働契約期間

（有期、無期）などといった客観的な基準によらなければならない。また、客観的な基準であったとしても、性別、

国籍等、他の法令に照らして不適切な基準によることは認められない。この他、例えば、労使協定の対象となる派

遣労働者の範囲を「賃金水準が高い企業に派遣する労働者」とすることは、労使協定方式を設けた趣旨に照らして

適当ではない。 

これらの事項が遵守されている場合には、実際にどのような範囲を定めるかは基本的に労使に委ねられるが、当該

範囲の設定については、労使協定制度の趣旨に沿って労使協定の対象となる範囲を定めることが望ましい。 

ロ 派遣労働者の賃金の決定方法 

（イ）「賃金」の範囲は、労働基準法の賃金に含まれるかどうかにより判断し、基本給のみならず諸手当も含まれる

ことに留意すること。 

（ロ）労使協定に定める賃金の決定方法は、次の①及び②を満たさなければならない。ただし、職務の内容に密接に

関連しない賃金（例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当が考えられるが、名称の

如何を問わない。）については、職務の内容、職務の成果等に応じて決定することになじまないものであるこ

とから、②の要件を満たす必要はない。 

① 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金（以下「一般賃金」という。）

の額と同等以上の賃金の額となるものであること 

② 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった

場合に賃金が改善されるものであること 

これは、派遣労働者の待遇について、派遣先に雇用される通常の労働者との比較ではなく、様々な派遣先に雇用さ

れる通常の労働者一般との比較において一定の水準を確保しようとするものである。 

①については、具体的には、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事

する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平

均的な賃金の額と同等以上であることが必要である（則第25条の９）。この比較対象となる一般賃金の具体的な額、

同等以上の確認方法等については、別途通知により示す。 

②については、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項のうちどの事項を

勘案するか、その事項をどのように勘案するかは、基本的には労使に委ねられるものであるが、手当を追加支給す

ること、新たな派遣就業の機会を提示することなど、就業の実態に関する事項の向上があった場合の具体的な措置

の内容を労使協定に記載することが求められる。 

なお、常時 10 人以上の労働者を使用する派遣元事業主は、労働基準法第 89 条に基づき、賃金の決定等に関する事

項を就業規則に記載し、労働基準監督署に届け出なければならないこととされていることに留意すること。 

ハ 公正な評価に基づく賃金の決定 

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価され、

賃金の改善に反映されるよう、適切な評価方法を定めることが必要である。 

評価の具体的な方法としては様々なものが考えられるが、例えば、 

・ キャリア（スキル）マップを整備し、一定期間ごとに能力評価、派遣就業の状況の確認等により、派遣労働者の
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就業の実態の当てはめを行うこと 

・ 派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改めて面談を行って評価を決めるこ

と 

など、公正さを担保する工夫がなされていることが必要である。なお、正社員の評価方法と同様の方法により派遣

労働者の評価を行うことも考えられる。 

ニ 賃金を除く待遇の決定の方法 

派遣労働者の待遇（賃金を除く。ニにおいて同じ。）のそれぞれについて、派遣元事業主に雇用される通常の労働者

（派遣労働者を除く。ニにおいて同じ。）の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、

当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適

切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることのとないものでなければならない。 

なお、この「待遇」には、法第 40 条第２項の教育訓練及び同条第３項の福利厚生施設は含まれないことに留意す

ること。 

ホ 段階的かつ体系的な教育訓練 

教育訓練計画に基づき、段階的かつ体系的に実施されるものでなければならない。 

ヘ その他の事項 

(ｲ) 有効期間（則第 25 条の 10 第１号） 

労使協定は、その対象となる派遣労働者の待遇の根拠となるものであり、労働者の入れ替わりがあるため、労

使協定で明らかにしておくこととするものである。具体的には、労使協定の始期と終期を記載すること。 

有効期間の長さについては、その対象となる派遣労働者の待遇の安定性や予見可能性、実務上の対応を考慮す

れば長くすることが考えられる一方で、労働者の意思を適正に反映することを考慮すれば短くすることが考え

られるため、画一的な基準を設けることとはしていないが、目安として２年以内とすることが望ましい。 

なお、労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定め

る派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認すること。派遣労働者の賃金額が一

般賃金の額と同等以上の額でない場合には、労使協定に定める賃金の決定方法を変更するために労使協定を締

結し直す必要があること。一方、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元

事業主は、同等以上の額であることを確認した旨の書面を労使協定に添付すること。 

(ﾛ) 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理由（則第 25条の 10

第２号） 

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が、労使合意のもとで適正に定められるようにすることを担保するた

めのものである。具体的な理由としては、例えば、「派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャ

リア形成を行い所得の不安定化を防ぐため」と記載することが考えられる。 

(ﾊ) 特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣労働者について、派遣先の変

更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しないこと（則第 25 条の 10 第３号） 

派遣労働者の待遇決定方式（派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式）が、派遣先の変更を理由として、一の

労働契約期間中に変更されることは、所得の不安定化を防ぎ、中長期的なキャリア形成を可能とする労使協定

制度の趣旨に反するおそれがあることから、特段の事情がない限り、認められないことを記載するものである。 

「特段の事情」とは、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が職種によって定められている場合であって派

遣労働者の職種の転換によって待遇決定方式が変更される場合、待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者が

希望する就業機会を提供できない場合であって当該派遣労働者から合意を得た場合等のやむを得ないと認め
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られる事情がある場合が考えられる。 

(7) 労使協定の周知 

イ 労使協定を締結した派遣元事業主は、次のいずれかの方法により、労使協定をその雇用する労働者に周知しなけれ

ばならない（法第 30 条の４第２項）。当該方法については、派遣元事業主が派遣労働者の待遇に関する重要な事項

を定めた労使協定を周知するに当たっては、周知対象である派遣労働者の就業場所が派遣元事業主の事業所ではな

く、派遣先の様々な場所であり、派遣元事業主の事業所内における掲示等では不十分であることを踏まえたもので

ある。なお、周知対象となる労働者は、派遣労働者に限らず、派遣元事業主が雇用する全ての労働者である。 

① 書面の交付の方法 

② 次のいずれかによることを労働者が希望した場合における当該方法 

・ ファクシミリを利用してする送信の方法 

・ 電子メール等の送信の方法 

③ 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ労働者が当該記録の

内容を常時確認できる方法 

具体的には、例えば、派遣労働者にログイン・パスワードを発行し、イントラネット等で常時確認できる方法

等をいうこと。 

④ 常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法（労使協定の概要について、①又

は②の方法によりあわせて周知する場合に限る。） 

概要については、少なくとも、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲、派遣労働者の賃金（基本給、賞与、通勤

手当、退職手当等）の決定方法及び有効期間を盛り込み、派遣労働者が容易に理解できるようにすることが望

ましい。 

労使協定の概要（例） 

※ 労使協定の概要には、派遣労働者の賃金の決定方法に加えて、比較対象である一般賃金の額を記載することが望
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ましい。 

ロ 労使協定の周知の趣旨を踏まえると、派遣労働者が求める場合には、労使協定を常時閲覧できるようにすることが

必要であるため、派遣労働者が希望する場合には、労使協定本体を書面の交付等により周知することが望ましい。 

(8) 行政機関への報告 

労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に労使協定を添付するとともに、協定対象派遣労働者の職種ごとの人

数及び職種ごとの賃金額の平均額を報告しなければならない。 

(9) 協定対象派遣労働者に対する安全管理に関する措置及び給付 

派遣元事業主がその雇用する協定対象派遣労働者に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、当該協定対象派

遣労働者の職務の内容に密接に関連するものについては、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理と認められ

る相違等が生じないようにすることが望ましい（派遣元指針第２の８の(8)）。 

 

６ 職務の内容等を勘案した賃金の決定 
 

(1) 概要 

派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者（均等待遇の対

象となる派遣労働者及び協定対象派遣労働者を除く。）の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業

の実態に関する事項を勘案し、その賃金（職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金を除く。）を決定す

るように努めなければならない（法第 30 条の５）。 

(2) 意義 

イ 均衡待遇を確保する対象となる派遣労働者の賃金については、派遣先に雇用される通常の労働者との間において、

職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該賃金の性質及び目的に照らして適切と認

められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないこととされている。不合理と認められない

相違がある中で、派遣労働者の納得感の向上、就業の促進等を図るためには、働き又は貢献に関する事情を考慮し

て賃金を決定するように努めることが望ましいことから、均衡待遇の確保の上乗せの措置として、職務の内容等を

勘案して派遣労働者の賃金を決定する努力義務を課すこととしたものである。 

ロ なお、均等待遇の対象となる派遣労働者については、派遣先に雇用される通常の労働者と同様の賃金が担保される

ことから、職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象とはしていない。また、協定対象派遣労働者については、職務

の内容等の向上があった場合に賃金が改善されるもの等の要件を満たす賃金の決定方法を労使で合意して労使協定

に定めて遵守することとされていることから、職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象とはしていない。 

(3) 職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象外となる賃金 

通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金（職務の内容に密

接に関連して支払われるものを除く。）については、職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象外となる（則第 25 条

の 13）。 

賃金が職務の内容に密接に関連して支払われるものに該当するかを判断するに当たっては、名称のみならず、支払い

方法、支払いの基準等の実態を見て判断する必要があるものであること。例えば、通勤手当について、現実に通勤に要

する交通費等の費用の有無や金額如何にかかわらず、一律の賃金が支払われている場合など、名称は「通勤手当」であ

るが、実態として基本給などの一部として支払われているものや、家族手当について、名称は「家族手当」であるが、

家族の有無にかかわらず、一律に支払われているものについては、職務の内容に密接に関連して支払われるものに該

当する可能性があること。 

(4) 具体的な措置の内容 
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イ 派遣労働者の「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し」とは、派

遣労働者の働きや貢献に見合った賃金決定がなされるよう、働きや貢献を評価する要素である職務の内容、職務の

成果、意欲、能力、経験を勘案要素の例示として挙げているものであること。勘案要素のうち、その要素によること

とするかは、各派遣元事業主の判断に委ねられるものであるが、その勘案については、法第 31 条の２第４項による

説明（第７の 10 参照）を求められることを念頭に、どの要素によることとしたのか、またその要素をどのように勘

案しているのかについて客観的かつ具体的な説明ができるものとされるべきであること。 

ロ 「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項」を勘案した措置の例としては、

職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を踏まえた①賃金水準の見直し、②

昇給・昇格制度や成績等の考課制度の整備、③職務手当、役職手当、成果手当の支給等が考えられること。例えば、

職務の内容を勘案する場合、責任の重さや業務の困難度で賃金等級に差を設けることなどが考えられるが、職務の

内容等を勘案した賃金の決定の趣旨は、この措置の結果として、派遣労働者の中で賃金の差を生じさせることにあ

るのではなく、職務の内容等を適切に賃金に反映させることにより、結果として通常の労働者の待遇との均衡を図

っていくことにある点に留意すべきであること。 

なお、「その他の就業の実態に関する事項」としては、例えば、派遣先における就業期間が考えられること。 

ハ 「派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ」とは、派遣労働者の職務の内容が同一である派遣先に

雇用される通常の労働者だけではなく、職務の内容が異なる派遣先に雇用される通常の労働者との均衡も考慮する

ことを指しているものであること。具体的には、派遣先に雇用される通常の労働者の賃金決定に当たっての勘案要

素を踏まえ、例えば、職務の内容が同一の派遣先に雇用される通常の労働者の賃金が経験に応じて上昇する決定方

法となっているならば、派遣労働者についても経験を考慮して賃金決定を行うこととする等、「職務の内容、職務の

成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項」に応じた待遇に係る措置等を講ずることが望まれる。 

ニ この措置を講ずる時期については、派遣元に雇用される通常の労働者の定期昇給や賃金表の改定に合わせて実施す

ること等が考えられるが、例えば、労働者派遣契約を更新する際に、あわせて賃金の決定方法について均衡を考慮

したものとなるよう見直すことも考えられる。 

 

７ 就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取 
 
(1) 概要 

 派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該

事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表するものの意見を聴くように努めなければならない（法第 30 条の

６）。 

(2) 意義 

イ 派遣労働者を含む常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法第 89 条の定めるところにより、就業規

則を作成する義務があるが、その作成又は変更に当たっては、同法第 90 条において、使用者は事業場の過半数労働

組合等の意見を聴かなければならないこととされている。派遣労働者に適用される就業規則についてもこの手続が

とられなければならないことは当然であるが、派遣労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当たっては、こ

れに加えて、就業規則の適用を受ける派遣労働者の意見が反映されることが望ましい。 

このため、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において

雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとしたものである。 

(3) 具体的な措置の内容 

イ 「派遣労働者の過半数を代表すると認められるもの」は、事業所の派遣労働者の過半数で組織する労働組合がある
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場合はその労働組合、派遣労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は派遣労働者の過半数を代表する者（こ

の(3)において「派遣労働者の過半数代表者」という。）が考えられる。 

ロ 派遣労働者の過半数代表者については、以下のいずれにも該当する者とすることが考えられること。また、①に該

当する者がいない事業所にあっては、②に該当する者とすることが考えられること。 

① 労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者ではないこと。 

② 就業規則の作成又は変更に係る意見を事業主から聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、

挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたもの

でないこと。 

ハ なお、これは、派遣労働者の過半数を代表すると認められる者の意見の聴取を要請するものであって、就業規則を

労働基準監督署に届け出る際に意見書の添付を義務付けるものではない。 

 

８ 派遣労働者等の福祉の増進 
 

(1) 概要 

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能

力及び経験に応じた就業の機会（派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。）及び教育訓練の機会の確保、

労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るよう

に努めなければならない（法第 30 条の４）。なお、ここでの就業の機会の中には、派遣労働以外の就業の機会も含ま

れることから、直接雇用を希望する者については、派遣元事業主は正社員等の直接雇用の機会を確保して提供するよ

う努めなければならない。  

この措置に関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（第７の 27 参照）において、派遣労働者等の福祉

の増進に関し内容が盛り込まれているので十分留意すること。 

(2) 直接雇用の推進  

派遣労働者の中には直接雇用を希望する者も相当程度存在することから、派遣元事業主は、一般的な責務として、雇用

する派遣労働者の希望に応じ、直接雇用の労働者として雇用されることができるように雇用の機会を確保し、その機会

を提供するよう努めることが求められる。  

法第 30 条の７では就業機会の中に含まれる事項として「派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む」と記述

しているだけであるが、このような趣旨にかんがみ直接雇用の機会の提供については雇用安定措置やキャリアアップ措

置とあいまって積極的に行うことが求められる。 

(3) 派遣労働者等の福祉の増進に関する留意点  

イ 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、労働者派遣の対象となるものとして将来雇用しようとする労働

者をいう。具体的には、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる場合における登録状態にある労働者が主に想定

される。したがって、派遣元事業主は、現に雇用している労働者だけではなく、登録中の労働者等、派遣労働者とし

て雇用しようとする労働者についても、以下ロからニまでの福祉の増進を図るよう努めなければならない。  

ロ「各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会の確保」とは、個々の労働者の適性、能力及び経験を勘案してこれに

最も適合し、かつ、直接雇用を望むのか派遣労働者としての就業を望むのかといった当該労働者の就業ニーズ、就業

する期間、日、１日における就業時間、就業場所、派遣先の職場環境についてその希望に適合するような就業機会の

確保のことである。  

ハ「教育訓練の機会の確保」とは、派遣元事業主に最低限義務付けられているもの（３参照）の他に教育訓練を実施する

ことである。  
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ニ 「労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置」とは、賃金、労働時間、安全衛生、災害補償等労働者

の職場における待遇である労働条件について、よりよい条件の下における労働者の就業機会の確保、社会保険、労働

保険の適用の促進、福利厚生施設の充実等に努めることである。  

(4) 育児休業から復帰する際の就業機会の確保  

派遣元事業主は、派遣労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法

律第 76 号）第２条第１号に規定する育児休業から復帰する際には、当該派遣労働者が就業を継続できるよう、当該派

遣労働者の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就業機会の確保に努めるべきであることに留意することが求められる（「派

遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の８（9）（第７の 27 参照））。  

(5) 障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための措置  

派遣元事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「障害者雇用促進法」という。）

第２条第１号に規定する障害者（以下単に「障害者」という。）である派遣労働者から派遣先の職場において障害者であ

る派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の申出があった場合又は派遣先から当該事情に関す

る苦情があった旨の通知を受けた場合等において、同法第 36 条の３の規定による措置を講ずるに当たって、当該障害

者である派遣労働者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先

と協議等を行い、協力を要請することが求められる（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の８（10）（第

７の 27 参照））。 

 

９ 適正な派遣就業の確保 
 
(1) 概要 

派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者を労働させるに当たって、

当該派遣就業に関し法又は法第３章第４節の規定により適用される法律の規定（これらの規定に基づく命令の規

定を含む。）に違反することがないよう、その他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講じる等

適切な配慮をしなければならない（法第 31 条）。  

なお、この措置に関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（第７の 27 参照）において、①派遣

先との連絡体制の確立、②関係法令の関係者への周知に関し内容が盛り込まれているので十分留意すること。 

「派遣先との連絡調整」には、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために必要となる連絡調整が広く含まれるもの

であり、例えば、派遣労働者に対する年次有給休暇、産前産後休業、育児休業又は介護休業の付与は、派遣元事業主の

義務となっているところであるが、派遣労働者が派遣先における業務遂行に気兼ねして休業の申出を行いにくいこと

がないよう、これらの休業の取得に関して十分な連絡調整を行うこと等、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のため

に必要となる連絡調整が広く含まれるものである。  

「関係者」とは、派遣労働者（登録中のものを含む。）、派遣先等がこれに該当するものである。 

(2) 意義 

「法又は法第３章第４節の規定により適用される法律の規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。）」は、

第６の４の(3)と同じ規定である。 

(3) 具体的配慮の内容 

「適切な配慮」の内容は、具体的には、例えば、次のようなものである。  

①  法違反の是正を派遣先に要請すること。  

②  法違反を行う派遣先に対する労働者派遣を停止し、又はその派遣先との間の労働者派遣契約を解除すること（第

６の４参照）。 
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③  派遣先に適用される法令の規定を習得すること。  

④  派遣元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、法違反がないよう事前にチェックすること。  

⑤  派遣先との密接な連携の下に、派遣先において発生した派遣就業に関する問題について迅速かつ的確に解決を

図ること。 

(4) 法第 44 条第３項及び第４項並びに法第 45条第６項及び第７項との関係  

この配慮に加えて、派遣先が労働者派遣契約に定める就業条件に従って派遣労働者を労働させれば、労働基準法の労

働時間、休憩、休日、深夜業、危険有害業務の就業制限等の規定又は労働安全衛生法上の就業制限、病者の就業禁止等

の規定に抵触することとなる場合に、労働者派遣を行い、現実に派遣先が当該規定に抵触した場合には、派遣元事業

主も派遣先と同様に罰せられることとなるので留意しておくこと（第９の２の(3)及び第９の３の(6)参照）。  

(5) 安全衛生に係る措置  

派遣元事業者は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行えるよう、当該派遣労

働者が従事する業務に係る情報を派遣先から入手すること、健康診断等の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当た

って、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当該措置の実施に協力するよう要請すること等、派遣労働者

の安全衛生に係る措置を実施するため、派遣先と必要な連絡調整等を行うこと（「派遣元が講ずべき措置に関する指針」

第２の 14（第７の 27 参照））。派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な連絡調整等として、具体的

には、以下に掲げるものがあること。  

イ 安全衛生教育に係る連絡調整等  

(ｲ) 派遣元事業主は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行えるよう、当該派

遣労働者が従事する具体的な業務に係る情報を派遣先から事前に入手するとともに、教育カリキュラムの作成支

援等の必要な協力を派遣先に対して求めること。  

(ﾛ) 派遣元事業主は、派遣先に対し、雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の実施を委託した場合は、その実

施結果について確認すること。また、派遣元事業主は、派遣労働者が、危険有害業務に従事する場合には、派遣

先が行った労働安全衛生法第 59 条第３項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育の実施結果を確認する

こと。  

(ﾊ) 派遣元事業主は、派遣先において派遣労働者の作業内容が変更されたことを把握した場合には、派遣先が行った

作業内容変更時の安全衛生教育の実施結果を確認すること。  

ロ 危険有害業務に係る連絡調整等  

派遣元事業主は、派遣労働者が従事することが予定されている労働安全衛生法第 59 条第３項又は第 61 条第１項

に規定する業務及びこれらの業務に係る当該派遣労働者の資格等の有無を確認し、必要な資格等がない者がこれら

の業務に従事することがないよう、派遣先と連絡調整を行うこと。  

ハ 健康診断の実施後の就業上の措置等に係る連絡調整等  

(ｲ) 派遣元事業主は、面接指導の実施又は健康診断の結果についての医師からの意見の聴取を適切に行えるよう、派

遣先から通知された当該派遣労働者の労働時間に加え、必要に応じ、その他の勤務の状況又は職場環境に関する

情報の提供を派遣先に対して求めること。  

(ﾛ) 派遣元事業主は、派遣労働者に対し、健康診断又は面接指導の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、

派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当該措置の実施に協力するよう要請すること。この場合にお

いて、派遣元事業主は、あらかじめ、就業上の措置の内容について当該派遣労働者の意見を聴くよう努めるとと

もに、派遣先への要請について当該派遣労働者の同意を得ること。 

(ﾊ) 派遣元事業主は、派遣先が行った特殊健康診断の結果に基づく就業上の措置の内容に関する情報の提供を派遣先
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に対して求めること。  

ニ 労働災害の再発防止対策に係る連絡調整等について  

派遣元事業主は、派遣先に対し、派遣労働者に係る労働災害について、所轄労働基準監督署に提出した労働者死

傷病報告の写しの送付を受け、送付された写しを踏まえた労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に提出するこ

と。この場合において、派遣元事業主は、派遣先に対し、当該労働災害の原因、再発防止のための対策等について

必要な情報の提供を求め、これらの情報を雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育に活用するとともに、当

該労働災害に係る業務と同種の業務に従事する派遣労働者にこれらの情報を提供すること。  

ホ 派遣労働者の安全衛生に係る措置についてイからニまでのほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約で定めた安全

衛生に関する事項に係る措置その他の派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行

うこと。 

 

１０ 待遇に関する事項等の説明 
 
(1) 派遣労働者として雇用しようとするときの説明 

  イ 概要 

派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当該労働者を派遣労働者として雇用した場

合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項等を説明しなければならな

い（法第 31 条の２第１項）。  

ロ 意義  

派遣労働者として就労しようとする労働者が、実際の就労時の賃金の額の見込み等を事前に把握し、安心・納

得して働くことができるよう、派遣元事業主に対し、待遇に関する事項等の説明義務を課すものである。  

ハ 説明すべき待遇に関する事項等 

説明すべき事項は、次のとおりである（則第 25 条の 14 第２項）。  

(ｲ) 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇

に関する事項  

・「賃金の額の見込み」とは、当該労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、当該労働者を派遣労働者

として雇用した場合の現時点における賃金額の見込みであり、一定の幅があっても差し支えないこと。 

・「健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者となることに関する事項」については、

社会保険等の制度に関する一般的な加入条件の説明で足りるが、予定されている派遣就業がある場合には、

当該派遣就業に就いた場合の社会保険等の被保険者資格の取得の有無を明示すること。  

・「その他の当該労働者の待遇に関する事項」とは、想定される就業時間や就業日・就業場所 

・派遣期間、教育訓練（教育訓練実施計画による教育訓練は除く）、福利厚生等が該当するが、当該時点におい

て説明可能な事項について労働者に説明することで差し支えないこと。  

(ﾛ) 事業運営に関する事項  

具体的には、派遣元事業主の会社の概要（事業内容、事業規模等）を指しており、例えば、既存のパンフレッ

ト等がある場合には、それを活用して説明することで差し支えないこと。  

(ﾊ) 労働者派遣に関する制度の概要  

・「労働者派遣に関する概要」の説明については、労働者派遣制度の概要が分かれば足りるものであるが、特に

派遣労働者の保護に関する規定については十分な説明が求められ、この説明には労働契約申込みみなし制度の 

 内容を含むことが必要であること。  
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・労働者派遣法に改正があった場合は、改正法の内容についても説明することが求められること。なお、既に派

遣労働者として雇用している者については、派遣元責任者の責務として、同様に改正の内容について説明する

こと（16（3）ホ参照）。  

・説明の際、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレット又はそれと同等以上の内容が盛

り込まれた派遣元事業主で作成している資料を活用して説明することでも差し支えないこと。  

(ﾆ) キャリアアップ措置(教育訓練や希望者に対して実施するキャリアコンサルティング)の内容 

・「キャリアアップ措置」の内容については、法第 30 条の 2第 1 項の規定による教育訓練(訓練内容や受講方法) 

及び同条第2項の規定によるキャリアコンサルティングの相談窓口(相談先や利用手法)について説明すること。 

・ その説明に際しては、派遣労働者のキャリア形成支援につながるように、例えば、キャリアパスに応じた 

教育訓練の体系(受講のモデルケース)や、キャリアコンサルティングの相談例も示し、派遣労働者にわかりや

すく説明することが望ましいこと 

(ﾎ)  均衡待遇確保のために配慮した内容 

均衡を考慮した待遇の確保を図るために配慮した内容の説明とは、例えば、派遣労働者の賃金の決定にあたって 

派遣先から提供のあった派遣先の同種の労働者に係る賃金水準を参考にした等の説明をいう。 

ニ 説明の方法 

(ｲ) 待遇に関する事項等の説明は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信その他の

適切な方法により行わなければならない。ただし、賃金の額の見込みを説明する場合には、書面の交付若しく

はファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信により行わなければならない。（則第 25 条の 14第１

項）。 

(ﾛ) 「その他の適切な方法」としては、例えば、口頭やインターネットによる説明が考えられること。なお、インタ

ーネットにより説明する場合には、派遣元事業主のホームページのリンク先を明示するなど、労働者が確認す

べき画面が分かるようにする必要があること。なお、(3)ハの「労働者派遣に関する制度」については、口頭の

みにより説明することはできないと考えられることから、派遣労働者に直接パンフレット等を配布することや、

ファクシミリ又は電子メールを利用して資料を送付することとし、インターネットにより説明する際も、厚生

労働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子メール等に明示することに

より、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があること。  

(ﾊ) 賃金の額の見込みを電子メールの送信により説明する場合には、電子メールの本文の中で賃金の額の見込みを

明示する必要があり、派遣元事業主のホームページのリンク先を明示することによって説明に代えることは原

則として認められない。  

(ﾆ) 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、例えば、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる場

合における登録状態にある労働者の他、いわゆる常用型で労働者派遣事業が行われる場合で、新たに労働者を

派遣労働者として雇用しようとする者（雇い入れ後に一定期間研修を受講したり、派遣による就業以外の業務

を行ったりした後に派遣される者を含む。）等も該当すること。 

(2) 派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明 

イ 概要 

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の

交付等により、労働条件に関する事項を明示するとともに、第 30 条の３（均等・均衡待遇の確保）、第 30 条の４

第１項（一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保）、第 30 条の５（職務の内容等を勘案した賃金の決定）

の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容を説明しなければな
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らない（法第 31 条の２第２項）。 

ロ 意義 

派遣労働者の労働条件は、営業や派遣労働者を管理する仕事等に従事する労働者に比べて、個々の事情に応じて多

様に設定されることが多く、派遣労働者の雇入れ後に労働条件に関する疑義が生じることも少なくない。また、そ

もそも派遣元事業主が派遣労働者についてどのような雇用管理の改善等の措置を講じているのかについて、派遣労

働者が認識していない場合も多いと考えられ、こうしたことが派遣労働者の不安や不満につながっていると考えら

れる。 

このため、派遣労働者の待遇に関する納得性を高め、紛争の防止を図れるよう、派遣元事業主に対し、労働基準法

第 15 条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のもののうち、特に派遣労働者にとって重要である労働

条件に関する事項の明示義務を課すとともに、派遣労働者の待遇について措置を講ずべきこととされている事項に

関し講ずることとしている措置の内容の説明義務を課すものである。 

ハ 明示すべき労働条件に関する事項 

明示すべき労働条件に関する事項は、次の①～⑤の事項であり、これらは事実と異なるものとしてはならない（則

第 25 条の 16、則第 25 条の 17）。 

① 昇給の有無 

「昇給」とは、一つの労働契約の中での賃金の増額をいう。したがって、有期労働契約の契約更新時の賃金改定

は、「昇給」に当たらない。 

「昇給」が業績等に基づき実施されない可能性がある場合には、制度としては「有」と明示しつつ、あわせて「昇

給」が業績等に基づき実施されない可能性がある旨を明示することが必要である。また、「賃金改定（増額）：有」

等の「昇給」の有無が明らかである表示をしている場合には義務の履行といえるが、「賃金改定：有」と表示し、

「賃金改定」が「昇給」のみであるか明らかでない場合等の「昇給」の有無が明らかでない表示をしている場合

には義務の履行とはいえない。 

② 退職手当の有無 

「退職手当」とは、労使間において、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確になっており、退職により

支給されるものであればよく、その支給形態が退職一時金であるか、退職年金であるかを問わない。「退職手当」

が勤続年数等に基づき支給されない可能性がある場合には、制度としては「有」と明示しつつ、あわせて「退職

手当」が勤続年数等に基づき支給されない可能性がある旨について明示することが必要である。 

③ 賞与の有無 

「賞与」とは、定期又は臨時に支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいう。「賞与」

が業績等に基づき支給されない可能性がある場合には、制度としては「有」と明示しつつ、あわせて「賞与」が業

績等に基づき支給されない可能性がある旨を明示することが必要である。 

④ 協定対象派遣労働者であるか否か（協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期） 

⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 

「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項」とは、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業

主及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等をいう。 

ニ 明示の方法 

明示は、文書の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信により行わなければならない（法

第 31 条の２第２項、則第 25 条の 16）。 

ホ 説明すべき措置の内容 
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説明の内容は、次の①～③に掲げる内容である。 

① 法第 30条の３の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容 

派遣労働者の待遇のうち均衡待遇の対象となるものについては、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合

理な相違を設けない旨をいうこと。派遣労働者の待遇のうち均等待遇の対象となるものについては、派遣先に雇

用される通常の労働者との間で差別的な取扱いをしない旨をいうこと。 

② 法第 30 条の４第１項の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内

容 

派遣労働者の賃金及び賃金以外の待遇（法第 40 条第２項の教育訓練及び同条第３項の福利厚生施設を除く。）が

法第 30 条の４第１項の労使協定に基づき決定される旨をいうこと。 

③ 法第 30条の５の規定により措置を講ずべきこととされている事項 

均衡待遇の対象となる派遣労働者の賃金について、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の

実態に関する事項のうちどの要素を勘案するかをいうこと。 

ヘ 説明の方法 

説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければならない（則第 25 条の 18）。 

派遣労働者が、派遣元事業主が講ずる措置の内容を理解できるよう、書面を活用し、口頭により行うことが基本で

ある。当該書面としては、就業規則、賃金規程、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇のみを記載した書面が考

えられる。また、派遣労働者が措置の内容を的確に理解することができるようにするという観点から、説明に活用

した書面を交付することが望ましい。 

一方、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交

付する等の方法でも差し支えない。なお、待遇の内容の説明に関しては、就業規則の条項を資料に記載し、その詳

細は、別途就業規則を閲覧させるという方法も考えられるが、派遣元事業主は、就業規則を閲覧する者からの質問

に、誠実に対応する必要がある。 

ト 明示及び説明に関する留意点 

（イ） 有期雇用派遣労働者については、労働契約の更新をもって雇い入れることとなるため、労働契約の更新の都

度、法第 31 条の２第２項に基づく明示及び説明が必要となる。 

（ロ）明示及び説明に当たっては、個々の派遣労働者ごとに行うほか、雇い入れ時の説明会等において複数の派遣労

働者に同時に説明を行う等の方法によっても差し支えない。 

（ハ）労働者を無期雇用派遣労働者として雇い入れる場合、その時点では派遣先が決まっていない場合がある。 

この場合の明示に当たっては、その時点で締結しようとしている労働契約に基づく昇給の有無等を明示するこ

と。また、この場合の説明に当たっては、派遣先が決定されていない場合には、労働者派遣の役務の提供を受

けようとする者から派遣元事業主への比較対象労働者の待遇等に関する情報が提供されておらず、具体的な説

明は困難であることから、待遇決定方法に関する制度の説明で足りることとする。 

(3) 労働者派遣をしようとするときの明示及び説明 

イ 概要 

派遣元事業主は、労働者派遣（労使協定に係るものを除く。）をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣

に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関する事項を明示するとともに、法第 30 条の３（均等・

均衡待遇の確保）、第 30 条の４第１項（一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保）、第 30 条の５（職務の

内容等を勘案した賃金の決定）の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措

置の内容を説明しなければならない（法第 31 条の２第３項）。 
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ロ 意義 

法第 30 条の３（均等・均衡を待遇の確保）が適用される場合、一つの労働契約を継続している場合でも、派遣先が

変わるごとに待遇の内容が変わることがあり得る。一方、労働者派遣をしようとするときには、労働基準法第 15 条

第１項に基づく労働条件の明示は義務付けられていない。 

このため、派遣元事業主に対し、均等・均衡待遇の確保により大きく変更されることがあり得る労働条件に関する

事項について、労働者派遣の都度明示する義務を課したものである。また、待遇の内容に加えて、派遣元事業主が講

ずる措置も大きく変更されることがあり得ることから、労働条件に関する事項とあわせて説明することを義務付け

たものである。 

ハ 明示すべき労働条件に関する事項 

明示すべき労働条件は、労働基準法第 15条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項及び雇い入れようとすると

きに明示しなければならない事項から厚生労働省令で定める事項を除いたものであり、具体的には、次の①～⑥に

掲げる事項である（法第 31 条の２第３項第１号、則第 25 条の 20）。協定対象派遣労働者以外の派遣労働者にあって

は①～⑥に掲げる事項、協定対象派遣労働者にあっては⑥に掲げる事項を明示しなければならない。 

① 賃金（退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。）の決定等に関する事項 

② 休暇に関する事項 

③ 昇給の有無 

④ 退職手当の有無 

⑤ 賞与の有無 

⑥ 協定対象派遣労働者であるか否か（協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期） 

ニ 明示の方法 

（イ）明示は、文書の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信により行わなければならない

（法第 31 条の２第３項）。 

（ロ）ただし、当該労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ、（イ）のいずれかの方法によるこ

とができない場合は、明示すべき事項を、あらかじめ、（イ）のいずれかの方法以外の方法で明示すればよい

（則第 25 条の 19 第１項）。 

この「緊急の必要があるため、あらかじめ、（イ）のいずれかの方法によることができない場合」とは、社会通

念上（イ）のいずれかの方法によるための時間的余裕がないことを意味するものであり、この取扱いはあくま

で例外的な取扱いであることに十分留意すること。 

（ハ）（ロ）の場合でも、派遣労働者から労働者派遣の開始よりも前に個別の請求（その方法は問わない。）があった

とき、又は当該請求がなくても当該労働者派遣の期間が一週間を超えるときは、当該労働者派遣の開始後、遅

滞なく、当該明示すべき事項を（イ）のいずれかの方法により個々の派遣労働者に明示しなければならない（則

第 25 条の 19第２項） 

ホ 説明すべき措置の内容 

措置の内容は、(2)のホの①～③に掲げる内容である。ただし、法第 30 条の４第１項の規定により措置を講ずべき

こととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容については、説明を要しない。 

ヘ 説明の方法 

当該説明は、(2)のヘと同様の方法により行わなければならない。 

(4) 待遇の相違の内容及び理由等の説明 

イ 概要 
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派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と比

較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第 30 条の３から第 30 条の６までの規定により措置を講ず

べきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項を説明しなければならない（法第 31 条の２

第４項）。 

ロ 意義 

派遣労働者の待遇に関する納得性を高めるとともに、派遣労働者が自らの待遇に納得できない場合に、まずは、労

使間での対話を行い、不合理な待遇差の是正につなげていくとともに、事業主しか持っていない情報のために、派

遣労働者が訴えを起こすことができないことを防止する等のため、派遣元事業主に対し、派遣労働者の求めに応じ、

派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明義務を課すこととしたものである。 

ハ 説明すべき内容 

説明の内容は、次のとおりである（派遣元指針第２の９の(1)及び(2)）。 

（イ）派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第 30 条の３及び第 30 条の４の規定よ

り講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項 

a 協定対象派遣労働者以外の派遣労働者の場合 

派遣元事業主は、法第 26 条第７項及び第 10 項並びに第 40 条第５項の規定により提供を受けた情報に基づ

き、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由を説明しなければならない。 

「派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容」とは、次に掲げる事項をいい、あわせて、比較対

象労働者が第６の１の(3)のハの(ｲ)の①～⑥のいずれに該当するか、どのような区分等であるか（一人の労

働者、複数人の労働者、雇用管理区分、過去１年以内に雇用していた一人の労働者、標準的なモデル等）及び

派遣先による比較対象労働者の選定理由についても、説明を求めた派遣労働者に説明する必要がある。なお、

個人情報の観点から、説明を受けた派遣労働者において、比較対象労働者が特定されることのないよう配慮

する必要があることに留意すること。 

(a) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項 

(b) 次の①又は②に掲げる事項 

① 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容 

例えば、賃金であれば、比較対象労働者が一人である場合にはその金額、比較対象労働者が複数人で

ある場合にはその平均額又は上限額・下限額をいうこと。 

② 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇に関する基準 

説明を求めた派遣労働者が比較対象労働者の待遇の水準を把握できるものであることが必要である。

例えば、賃金であれば、賃金規程や等級表等の支給基準をいうが、あわせて比較対象労働者がどの賃

金水準となるかを含む内容であることが必要である。 

また、「派遣労働者と比較対象労働者の待遇の相違の理由」については、派遣元事業主は、派遣労働者

及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性

質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基づき、説明しなければならない。 

具体的には、派遣先から提供を受けた比較対象労働者の待遇に関する情報等を踏まえつつ、派遣労働

者と比較対象労働者の待遇に関する基準が同一である場合には、同一の基準のもとで違いが生じてい

る理由（職務の成果、能力、経験の違い等）を、派遣労働者と比較対象労働者の待遇に関する基準が

異なる場合には、待遇の性質・目的を踏まえ、待遇に関する基準に違いを設けている理由（職務の内

容、職務の内容及び配置の変更範囲、労使交渉の経緯等）並びにそれぞれの基準を派遣労働者及び比
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較対象労働者にどのように適用しているかを説明しなければならない。 

b 協定対象派遣労働者の場合 

協定対象派遣労働者の賃金について、派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の賃金が労使協定で定めた事項

及び労使協定の定めによる公正な評価に基づき決定されていることについて説明しなければならない。また、

労使協定に定められた待遇の決定方法をどのように適用したか、例えば、能力をどのような方法でどのよう

に評価して賃金を決定したか、を説明しなければならない。 

加えて、派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の待遇（賃金、法第 40条第２項の教育訓練及び同条第３項の

福利厚生施設を除く。）について、当該待遇が労使協定で定めた決定方法に基づき決定されていること、法第

40 条第２項の教育訓練及び同条第３項の福利厚生施設について、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労

働者との間で均等・均衡が確保されていることについて、（イ）の説明に準じて説明しなければならない。 

（ロ）法第 30 条の５（職務の内容等を勘案した賃金の決定）の規定より講ずべきこととされている事項に関する決

定をするに当たって考慮した事項 

賃金の決定に当たって勘案する職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験等のうちどれを勘案しているか、

どのように勘案しているかをいう。 

（ハ）法第 30 条の６（就業規則の作成の手続）の規定より講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当

たって考慮した事項 

就業規則の作成又は変更しようとするときの意見聴取の対象となった派遣労働者がどのように選出され、どの

ような意見聴取が行われたのかをいう。 

ニ 説明の方法 

当該説明は、(2)のヘと同様の方法により行わなければならない（派遣元指針第２の９の(3)）。 

ホ 不利益な取扱いの禁止 

派遣元事業主は、派遣労働者が説法第 31 条の２第４項の規定により説明を求めたことを理由として、当該派遣労働

者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない（法第 31 条の２第５項）。 

ヘ 比較対象労働者が短時間・有期雇用労働者又は仮想の通常の労働者である場合の説明 

比較対象労働者が第６の１の(3)のハの(ｲ)の⑤の短時間・有期雇用労働者である場合には、派遣労働者の求めに応

じ、比較対象労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で、短時間・有期雇用労働法第８条等の規定に基づ

く均衡が確保されている根拠を説明しなければならない。 

また、比較対象労働者が第６の１の(3)のハの(ｲ)の⑥の仮想の通常の労働者である場合には、派遣労働者求めに応

じ、比較対象労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で、適切な待遇が確保されている根拠を説明しなけ

ればならない。 

これらの場合において、法第 26 条第７項に基づき派遣先から提供されている比較対象労働者の待遇等に関する情報

による説明が困難な場合は、派遣元事業主は、法第 40 条第５項により派遣先に雇用される労働者に関する情報の提

供を求めることができ、派遣先はその求めに応じ的確に対応することが求められる 。 

ト 派遣労働者からの求めがない場合の対応 

派遣元事業主は、派遣労働者から求めがない場合でも、当該派遣労働者に対し、比較対象労働者との間の待遇の相

違の内容及び理由並びに法第 30 条の３から第 30 条の６までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に

関する決定をするに当たって考慮した事項に変更があったときは、その内容を情報提供することが望ましい（派遣

元指針第２の９の(4)）。 
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１１ 派遣労働者であることの明示等 
 
(1) 雇入れの際の明示 

イ 概要 

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨（紹

介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。）を明示しなければならない（法

第 32 条第１項）。  

また、派遣労働者の労働条件の明確化を図るため、モデル労働条件通知書により労働契約内容が明示されるよう

にする。 

ロ 雇入れの際の明示の意義  

(ｲ) 雇入れの際の明示は、労働者が派遣労働者という地位（第１の２参照）を取得して雇用されること（紹介予定派

遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。）を個々に明確にするために行うもので

ある。このため、派遣労働者となるのかどうか（紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあって

は、紹介予定派遣に係る派遣労働者となるのかどうか）が不明確なものであってはならない。  

(ﾛ) 明示は、労働契約の締結に際し、事前に行われなければならない。  

(ﾊ) 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする際に、あらかじめ、その旨（紹介予定派遣に係る派遣労働者とし

て雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。）を明示し、それを承知で当該労働者が雇い入れられた場合は、派

遣労働者となることについて同意が得られたものと解され、それが労働契約の内容となっていると解される。  

ハ モデル労働条件通知書の普及  

派遣労働者の労働条件の明確化を図るため、許可の機会等をとらえて、派遣労働者の雇入れの際にモデル労働条件

通知書により当該派遣労働者との労働契約内容を明示するよう、様式の利用を勧奨すること。  

ニ 登録型については、労働条件の通知と就業条件等の明示（第７の 13 参照）が同時に行われ、また、短期の雇用契約

を繰り返し行う派遣労働者については、その都度行われるものであるが、労働条件通知書の雇用・社会保険の加入状

況は派遣労働者と新たな労働契約を締結して雇い入れ、労働条件通知書を明示する際に加入又は適用されていなくて

も、繰り返し労働契約を締結し、被保険者資格を取得した際に加入又は適用とすればよく、その旨の徹底を図ること

により、この加入又は適用状況の明示ができないことを理由に通知、明示が遅れることのないよう努めること。 

(2) 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意 

イ 概要  

派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派

遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨（新たに紹介予定派遣の対象としようとする場

合にあっては、その旨を含む。）明示し、その同意を得なければならない（法第 32 条第２項）。  

ロ 意義  

(ｲ)「新たに労働者派遣の対象としようとする」とは、派遣労働者としての地位を取得していない労働者に対し新た

に当該地位を取得させようとすることをいい、既に当該地位を取得している派遣労働者については労働者派遣

を行うごとに同意を要するものではない。  

ただし、派遣労働者として雇い入れた労働者を、新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合には、明示及

び同意を要するものである。  

(ﾛ)  明示及び同意は、労働者派遣の実施に際し、事前に行われなければならない。 

(3) 派遣労働者であることの明示等に関する留意点 

イ 雇入れの際の明示に当たって、労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨（紹介予定派遣の対象とな
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る場合にはその旨）の定めがある場合に当該労働協約等を明示し当該労働者が当該労働協約又は就業規則の適用対

象であることが明確である場合は、当該労働協約等の明示をすれば雇入れの際の明示と解し得るものであること。  

ロ 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意については、当該労働者を採用した後に、新たに労働協約又は就

業規則に「労働者派遣の対象となる」旨の定めを設けた場合であっても、それだけでは、明示及び同意があったと

は解されず新たに労働者派遣の対象とする際に個々の労働者について、あらかじめ、行わなければならないもので

ある。  

ハ 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止  

派遣元事業主は、労働者を新たに派遣労働者としようとする場合であって、当該労働者がその旨（新たに紹介予定

派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。）同意をしないときにおいて、当該労働者に対し解雇

その他不利益な取扱いをしてはならない（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の７（第７の 27 参

照））。  

ニ 労働者を派遣労働者として転籍させる場合の取扱い  

事業主が自ら雇用する労働者を転籍させる場合における一般的な取扱いと同じく、事業主は雇用する労働者を当該

事業主以外の派遣元事業主に雇用される派遣労働者として転籍させようとするときについても、あらかじめ労働者

にその旨（新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。）を明示し、その同意を得な

ければならないものであり、その旨の周知、指導の徹底を図る。  

ホ 紹介予定派遣の対象者として登録を行う場合の取扱い  

派遣元事業主は紹介予定派遣の対象として登録しようとするときは、あらかじめその旨を当該労働者に明示しなけ

ればならないものであり、その旨の周知、指導の徹底を図ること（既に労働者派遣の登録を行い、又は求職の申込

みをしている者を紹介予定派遣の対象とする場合も同様の取扱いとする。）。 

 

１２ 派遣労働者に係る雇用制限の禁止 
 
(1) 概要  

イ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者（第７の８の(3)のイ参照）

との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先若しくは派遣先であった者又は派遣先となることとなる者に当該

派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない（法第 33 条第１項）。 

例えば、「退職後６箇月間は派遣先に雇用されないこと」等を定める契約は原則として締結できない。  

ロ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理

由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締

結してはならない（法第 33 条第２項）。 例えば、「派遣先が労働者派遣を受けた派遣労働者について、当該労働者派

遣の終了後、１年間は雇用しないこと」等を定める契約は原則として締結できない。  

(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義  

イ 派遣労働者に係る雇用を制限する契約の定めは、憲法第 22 条により保障されている労働者の職業選択の自由を実

質的に制約し、労働者の就業機会を制限し、労働権を侵害するものであり、派遣元事業主と派遣労働者間における派

遣先に雇用されない旨の定め、あるいは、派遣元事業主と派遣先間における派遣先が派遣労働者を雇用しない旨の定

めをすることは禁止される。  

ロ このような契約の定めは、一般の雇用関係の下にある労働者についても、公序に反し、民法第 90 条により無効とさ

れており、仮に契約上そのような定めがあっても、契約の相手方である派遣労働者又は派遣先はこれに従う必要はな

い。  
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ハ なお、禁止されるのは雇用関係の終了後、雇用し、又は雇用されることを禁ずる旨の契約であって、雇用契約の終

了以前（特に期間の定めのある雇用契約においては当該期間内）について、派遣労働者を雇用し、又は雇用されるこ

とを禁ずる旨の契約を締結すること自体は、許容することができるものである。 

(3) 「正当な理由」の意義 

「正当な理由」は、競業避止義務との関係で問題となるが、雇用契約の終了後特定の職業に就くことを禁ずる定

めについては、次のように考えられる。  

イ 労働者が雇用関係継続中に習得した知識、技術、経験が普遍的なものではなく、特珠なものであり、他の使用

者の下にあっては、習得できないものである場合には、当該知識、技術、経験は使用者の客体的財産となり、

これを保護するために、当該使用者の客体的財産について知り得る立場にある者（例えば、技術の中枢部に接

する職員）に秘密保持義務を負わせ、かつ、当該秘密保持義務を実質的に担保するため雇用契約終了後の競業

避止義務を負わせることが必要である場合については、正当な理由が存在するといえる。  

ロ 具体的には、制限の時間、場所的範囲、制限の対象となる機種の範囲、代償の有無について、使用者の利益（企

業秘密の保護）、労働者の不利益（職業選択の自由の制限）、社会的利害（独占集中のおそれ等）を総合的に勘

案して正当な理由の存否を決定する。  

ハ しかしながら、派遣労働者が、もともと他社に派遣され就業するという性格を有することからすると、このよ

うな正当な理由が存在すると認められる場合は非常に少ないと解される。 

 

１３ 就業条件等の明示 
 
(1) 概要  

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派

遣をする旨、当該派遣労働者に係る就業条件並びに派遣先の事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初の日及

び派遣労働者個人単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない（法第 34 条）。  

(2) 意義  

派遣労働者に対する就業条件等の明示は、労働者派遣契約の締結に際しての手続等（第６の２の(1)参照）及び派遣先

への通知（第７の 15 参照）と相まって派遣元事業主、派遣先、派遣労働者の三者間において就業条件等を明確化し、

トラブルの発生を防止するとともに、派遣労働者が当該労働者派遣に係る期間制限を認識できるようにすることは派

遣労働者のためにも望ましく、また、派遣先の事業所単位の期間制限及び派遣労働者個人単位の期間制限の規定を遵

守させるためにも有用であると考えられるためのものである。 

(3) 明示すべき就業条件等  

イ 明示すべき具体的就業条件等  

具体的には、労働者派遣契約で定めた次に掲げる事項のうち当該契約により労働者派遣される個々の派遣労働者に

係るものを明示しなければならない（法第 34 条）。  

① 派遣労働者が従事する業務の内容  

・令第４条第１項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付す

こと。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りではない。  

・「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、 

(i)  無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合  

(ⅱ) 契約期間が 31 日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合  

(ⅲ) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合  
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のいずれかであり、かつその旨が就業条件等の明示の際に派遣労働者に明示されている場合である。  

② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

・派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等をいうこと。 

・チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、役職を有さない派遣労

働者であればその旨を明示することで足りるが、派遣労働者が自ら従事する業務に伴う責任の程度について正確

に認識できるよう、より具体的に明示することが望ましい。 

③ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所及び組織単位  

④ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項  

⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日  

⑥ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間  

⑦ 安全及び衛生に関する事項  

       ・派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項（危険有害業務の内容）等の労働者派遣契約

において定めた安全及び衛生に関する事項（第６の２の(1)のイの(ﾊ)の⑦参照） 

⑧ 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項  

⑨ 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該

費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るため

に必要な措置に関する事項  

⑩ 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及

び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項として以下の事項  

・紹介予定派遣である旨  

・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される労働条件  

【例】  

Ⅰ  労働者が従事すべき業務の内容に関する事項  

Ⅱ  労働契約の期間に関する事項  

Ⅲ  試用期間に関する事項  

※ ただし、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けることは望ましくない。  

Ⅳ  就業の場所に関する事項  

Ⅴ  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項  

Ⅵ  賃金の額に関する事項  

Ⅶ  健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害保険及

び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項  

Ⅷ  労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 

・  紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇

用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ又は電子メ

ール等（ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。）

により、派遣労働者に対して明示する旨  

・  紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期

間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨  

・  労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨  
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⑪ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日（期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨）（(4)

のイ参照）  

⑫ 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日（期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨）（(4)

のロ参照）  

⑬ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項  

⑭ 派遣先が⑤の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は⑥の派遣就業の開始の時刻から終

了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業

させることができる日又は当該延長することができる時間数  

⑮派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、派遣先が設置及び運営する物品販売所、病

院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設であって現に

派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの（給食施設、休憩室及び更衣室を除く。）の利用、レクリエー

ション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を

供与する旨の定めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載すること。 

なお、派遣先の給食施設、休憩室及び更衣室の利用については、法律上の就業条件の明示事項ではないが、法第

40 条第３項の規定に基づき利用機会を付与しなければならないものとされていることに留意すること。  

⑯ 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場

合に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが可能な場合は

職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防

止するために講ずる措置 なお、派遣労働者に対する就業条件等の明示の際には、紛争防止措置を簡潔に示すこ

とでも差し支えない。  

⑰ 則第27条の2第1項各号に掲げる健康保険被保険者資格取得届等の書類が行政機関に提出されていない場合は、

その理由（則第 26 条の 2）  

⑱ 期間制限のない労働者派遣に関する事項  

・ 有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第 40 条の２第１項第３号イに該当する旨を記

載すること。  

・ 日数限定業務について労働者派遣を行うときは、①法第 40 条の２第１項第３号ロに該当する旨、②当該派遣

先において、同号ロに該当する業務が１箇月間に行われる日数、③当該派遣先の通常の労働者の１箇月間の所

定労働日数を記載すること。 

・ 法第 40 条の２第１項第５号に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、

派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。  

・ 法第 40 条の２第１項第５号に掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、

派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載すること。  

ロ 就業条件の明示に関する留意点  

(ｲ) 労働者派遣契約においては、①から⑯までの内容の組合せごとに派遣労働者の人数を定めることとされている

が、この就業条件の明示は個々の派遣労働者に係るこれらの事項であるため、労働者派遣契約に定めた派遣期

間内等において派遣労働者を入れ替える等の場合には、労働者派遣契約に定めるこれらの事項の内容とこの就

業条件の明示の内容が相違するものである。  

(ﾛ) 個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内でなければならない。 

(4) 期間制限に抵触することとなる最初の日の明示  
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イ 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、当該労働者派遣が期間制限の適用を受けないものである場合を

除き、あらかじめ、派遣労働者に対して、  

① 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について

派遣元事業主が期間制限に抵触することとなる最初の日（個人単位の期間制限の抵触日。法第 34 条第１項第３号）  

② 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が期間制限に抵触することと

なる最初の日（派遣先の事業所単位の期間制限の抵触日。法第 34 条第１項第４号）  

を明示しなければならない。  

派遣労働者の個人単位の期間制限に抵触する日は、当該派遣労働者が当該派遣先の同一の組織単位で就業することを

超える日であるため、当該抵触日をあらかじめ通知しておくことによって、個人単位の期間制限の到来により労働者

派遣が終了したことによる雇用契約の更新をめぐるトラブルを未然に防ぐことができる。また、派遣先の事業所単位

の期間制限については、派遣労働者の個人単位の期間制限の日が到来する前に当該派遣先の事業所単位の期間制限の

抵触日が到来し派遣可能期間が延長されない場合は、その時点において当該派遣先で就業できる上限となる。こうし

たことから、派遣元事業主に対し、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者個人単位と派遣先の

事業所単位の双方の期間制限抵触日を派遣労働者に明示する義務を課すものである。  

ロ 派遣先は、派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長された場合には、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業

主に対し、当該派遣先の事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならないこととされ

ている。（第８の５の(5)参照）派遣元事業主は派遣先から当該通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業

所等における派遣労働に従事する派遣労働者に対し、当該日を明示しなければならない（法第 34条第２項）。  

ハ 派遣元事業主は、派遣労働者に対し就業条件等の明示をするに当たっては、派遣先が派遣先の事業所ごとの派遣期間

の制限又は同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの派遣期間の制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた場

合には労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。  

さらに、派遣元事業主は、労働契約申込みみなし制度が適用される場合については、期間制限以外の事由によるもの

もあることについて厚生労働省が公表しているリーフレット等により明示することが望ましいこと。 

 

（参考）就業条件等の明示の例  

次の条件で労働者派遣を行います。  

１  従事する業務の内容  営業課内における事務の補助、電話応対、郵便物の仕分・発送の業務  

２ 業務の内容に伴う責任の程度 副リーダー（部下２名、リーダー不在の間における緊急対応が週１回程度有） 

３  就業の場所    □□□□株式会社本社  国内マーケティング部営業課総務係  

        （〒110-8988    千代田区霞が関１－２－２○ビル 14階  TEL 3593－****内線  5745）  

４  組織単位  国内マーケティング部営業課  

５  指揮命令者    国内マーケティング部営業課総務係長  △△△△△  

６  派遣期間    平成２７年１０月１日から平成２８年９月３０日まで  

    （派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日  平成３０年１０月１日）  

    （組織単位における期間制限に抵触する最初の日  平成３０年１０月１日）  

    ※派遣先の事業所における期間制限の抵触日は延長されることがあるが、組織単位における期間制限の抵触日は延長

されることはない。  

なお、派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場合や派遣労働者個

人単位の期間制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象と
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なる。  

７  就業日    土、日を除く毎日  

８  就業時間    9 時から 18 時まで  

９  休憩時間  12 時から 13 時まで  

10  安全及び衛生    

次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行するに当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保する

ために必要な事項に関し、就業条件を記載する  

○危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項  

○健康診断の実施等健康管理に関する事項  

○換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項  

○安全衛生教育に関する事項 

○免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項  

○安全衛生管理体制に関する事項  

○その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項  

11  派遣労働者からの苦情の処理  

(1)  苦情の申出を受ける者  

        派遣元においては、派遣事業運営係主任  ☆☆☆☆☆  TEL 3597－****  内線  101  

        派遣先においては、総務部秘書課人事係主任  ※※※※※  内線  5721  

(2)  苦情処理方法、連携体制等  

①  派遣元における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の◎◎◎◎◎へ連絡することとし、

当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結

果について必ず派遣労働者に通知することとする。  

②  派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の●●●●●へ連絡することとし、

当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結

果について必ず派遣労働者に通知することとする。  

③  派遣元事業主及び派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知すると

ともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。  

12 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置  

派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者

派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での

就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に

係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に

当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにす

るとともに、休業手当の支払の労働基準法等に基づく責任を果たすこととする。さらに、やむを得ない事由によりこれ

ができない場合において、当該派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法の規定を遵守することはも

とより、少なくとも 30 日前に予告することとし、30 日前に予告しないときは労働基準法第 20 条第１項に基づく解雇予

告手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第 26 条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基

準法等の責任を負うこととする。  

13  派遣元責任者    
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        ○○○○株式会社  派遣事業運営係長    ◎◎◎◎◎    TEL 3597－****    内線  100  

14  派遣先責任者 

総務部秘書課人事係長  ●●●●●  内線  5720  

15  就業日外労働  

７の就業日以外の日の労働は１箇月に２日の範囲で命ずることができるものとする。  

16  時間外労働  

８の就業時間外の労働は１日４時間、１箇月 45 時間、１年 360 時間の範囲で命ぜられることがある。  

17  □□□□株式会社内の診療所の利用可。制服の貸与あり。  

18  労働者派遣に関する料金  

日額  ＊＊＊＊＊円（労働契約時に明示しており、変更がない場合は不要）  

19  派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置  

労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元事業

主に対して示すこと。  

また、職業紹介を経由して行うこととし、紹介手数料として、派遣先は派遣元事業主に対して、支払われた賃金額の●

●分の●●に相当する額を支払うものとする。ただし、引き続き６箇月を超えて雇用された場合にあっては、６箇月

間の雇用に係る賃金として支払われた賃金額の●分の●に相当する額とする。  

 

（紹介予定派遣に係る契約である場合は下記の項目例を記載）  

20  紹介予定派遣に関する事項  

(1)  派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等  

契約期間        期間の定めなし  

業務内容        営業課内における事務の補助、電話応対、郵便物の仕分・発送の業務  

試用期間に関する事項    なし  

就業場所        □□□□株式会社本社  国内マーケティング部営業課総務係  

（〒110-8988  千代田区霞が関１－２－２○ビル 14 階 TEL 3593－****内線 5745）  

始業・終業      始業：9時    終業：18 時  

休憩時間        12 時から 13 時まで  

所定時間外労働  有（１日４時間、１箇月 45 時間、１年 360 時間の範囲内）  

休日            毎週土、日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1月 3日)、  

夏季休業(8 月 13 日から 8月 16 日)  

休暇            年次有給休暇：10 日（６箇月継続勤務後）その他：有給（慶弔休暇）  

賃金            基本賃金 月給 180,000～240,000 円（毎月 15 日締切、毎月 20 日支払）  

通勤手当：通勤定期券代の実費相当（上限月額 35,000 円）  

所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

・所定時間外：法定超  25％、休日：法定休日 35%、深夜：25%  

昇給：有（0～3,000 円／月）    賞与：有（年 2 回、計 1 箇月分）  

社会保険の加入状況    厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険    有  

労働者を雇用しようとする者の名称    □□□□株式会社  

 (2) その他  
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・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかっ

た場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ又は電子メール等により明示する。  

・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期

間に含めて算入する。  

 

(5) 明示の方法 

就業条件等の明示は次により行うこととする（則第 26 条）。  

イ 就業条件等の明示は、労働者派遣に際し、あらかじめ、明示すべき事項を書面、ファクシミリ又は電子メール等（※）

（ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。）により個々の派

遣労働者に明示することにより行わなければならない。また、(4)のロの明示については、派遣先から当該通知を受

けた後、遅滞なく、明示すべき事項を書面、ファクシミリ又は電子メール等（ファクシミリ又は電子メール等による

場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。）により個々の派遣労働者に明示することにより行わなけ

ればならない。 

※  「電子メール等」とは  

「電子メール等」とは、「電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」

をいう。  

この「その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」とは、具体的には、LINE や 

Facebook 等の SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）メッセージ機能等を利用した電気通信が該当すること。 

また、電子メール等により行う就業条件等の明示等の派遣労働者への明示又は説明については、当該明示又は説明さ

れた事項を派遣労働者がいつでも確認することができるよう、当該派遣労働者が保管することのできる方法により明

示する必要がある。このため、電子メール等については、当該派遣労働者が当該電子メール等の記録を出力すること

により書面を作成できるものに限ることとしている。この場合において、「出力することにより書面を作成することが

できる」とは、当該電子メール等の本文又は当該電子メール等に添付されたファイルについて、紙による出力が可能

であることをいう。  

なお、これらのサービスによっては、情報の保存期間が一定期間に限られている場合があることから、派遣労働者が内

容を確認しようと考えた際に情報の閲覧ができない可能性があるため、派遣元事業主は、当該明示又は説明を行うに

あたっては、派遣労働者に対し、当該明示又は説明の内容を確認した上でその内容を適切に保管するよう伝えること

が望ましい。 

また、仮に保存期間が経過するなど、派遣労働者が内容を確認することなく必要な情報が削除されてしまった場合に

は、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、再度その情報を送信するなど適切に対応することが望ましい。 

 

ロ  ただし、就業条件等の明示については、当該労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ、イの

いずれかの方法によることができない場合は、明示すべき事項を、あらかじめ、イのいずれかの方法以外の方法で明

示すればよいこととする。「緊急の必要があるため、あらかじめ、イのいずれかの方法によることができない」とは、

社会通念上、イのいずれかの方法によるための時間的余裕がないことを意味するものであり、この取扱いはあくまで

例外的な取扱いであることに十分留意すること。  

ハ  ロの場合でも、派遣労働者から労働者派遣の開始より前に個別の請求（その方法は問わない。)があったとき、又

は当該請求がなくても当該労働者派遣の期間が一週間を超えるときは、当該労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該明

示すべき事項をイのいずれかの方法により個々の派遣労働者に明示しなければならない。 

(6) 明示に関する留意点 
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イ 就業条件等の明示及び(4)の明示をファクシミリ又は電子メール等により行うことについては、当該派遣労働者が

当該方法によることを希望することが条件となっている。派遣元事業主による派遣労働者の希望の確認は、事後の

トラブルを防止する観点から、口頭により行うのではなく、派遣労働者が希望したことを事後的に確認できる方法

（例えば、労働契約書等に記載欄を設け、ファクシミリ又は電子メール等による明示を希望する派遣労働者はその

旨を同欄に記載することとする等）により行うことが望ましい。また、派遣元事業主がファクシミリ又は電子メー

ル等による明示を希望するよう派遣労働者に強いてはならないことは、当然である。  

ロ また、就業条件等の明示及び(4)の明示をファクシミリ又は電子メール等により行う場合にあっては、到達の有無

に関して事後のトラブルが起きることを防止する観点から、派遣元事業主はファクシミリ又は電子メール等の到達

の有無について確認を行う（例えば、到達した旨の返信を派遣労働者に求め、当該返信がない場合は、再送するこ

ととする等）ことが望ましい。  

ハ さらに、派遣元事業主は、派遣労働者のメールアドレスを取得した場合は、法第 24 条の３により、労働者の個人

情報の適正な取扱いが求められていることに留意する必要がある。  

ニ 就業条件及び(4)の明示は個々の派遣労働者に就業条件等を明確にするためのものであり、就業条件の一部を変更

して（例えば、派遣期間のみを変更して）再度労働者派遣をしようとする場合は、就業条件等のうち当該変更され

る事項及び変更内容が明確にされ、他の就業条件等は同一であることが明確にされていれば足りるものである。 

ホ (5)のハの「当該労働者派遣の期間」とは、実際に派遣される期間であり、労働者派遣契約の派遣期間が一週間以

内とされているものであっても、契約の更新等により、実質的に一週間を超えることとなる場合には(5)のイのい

ずれかの方法による明示が必要である。  

ヘ 派遣労働者の請求がなく、かつ、労働者派遣の期間が一週間以内の場合であっても、派遣労働者の就業条件等の明

確化のためには、可能な限り労働者派遣の開始の後、遅滞なく、(5)のイのいずれかの方法により就業条件等を明

らかにすることが適当であり、その旨周知徹底、指導を図ること。特に、個々の派遣期間が一週間以内の就業であ

ってもそれが継続的に続く場合は必ず(5)のイのいずれかの方法により就業条件等の明示を行わせるよう指導する

こととする。  

ト 労働基準法第 15 条では、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけ

ればならないこととされているが、労働契約の締結の際と労働者派遣を行おうとする際が一致するような場合（い

わゆる、登録型の場合に発生しやすい。）において、就業条件等の明示を書面、ファクシミリ又は電子メール等によ

り行うときは、明示する事項が一致する範囲内で両方の明示を兼ねて行って差し支えないものである。  

チ 派遣労働者の就業条件等の明確化を図るため、許可の機会等をとらえて、労働者派遣を行う際にモデル就業条件明

示書の様式により当該派遣労働者に係る就業条件の内容を明示するよう（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する

指針」第２の６（第７の 27）参照）、様式の利用を勧奨すること。 

 

１４ 労働者派遣に関する料金の額の明示 
 
(1) 概要 

派遣元事業主は、イ及びロに掲げる場合には、当該イ及びロに定める労働者に対し、当該労働者に係る労働者派遣に

関する料金の額を明示しなければならない（法第 34 条の２）。  

イ 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合  当該労働者  

ロ 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合  当該労働者派遣に係る派遣労働者 

(2) 意義  

派遣労働者による派遣元事業主の選択に資するよう、派遣元事業主に対し、派遣労働者の雇入れ時（労働契約を締結
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する場合）、派遣開始時（実際に派遣する場合）及び労働者派遣に関する料金の額の変更時に、当該労働者に係る労働

者派遣に関する料金の額の明示義務を課すものである。  

(3) 明示すべき労働者派遣に関する料金の額  

  イ 明示すべき労働者派遣に関する料金の額は、次のいずれかとする（則第 26 条の３第３項）。 

① 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額  

② 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額  

・ 具体的には、事業所ごとの情報提供を行う場合に用いる前事業年度における派遣労働者一人一日当たりの労働者

派遣に関する料金の額の平均額をいう（第５の４の(2)参照）。なお、料金の額の単位についてはロを参照のこと。  

また、事業年度期間中に派遣料金の平均額が大きく変わる見込みがある場合には、再度明示することが望ましい。  

・ なお、法第 23 条第５項の規定による情報の提供を行うに当たり、当該事業所が労働者派遣事業を行う他の事業

所と一体的な経営を行っている場合において、その範囲内で労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働

者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合（いわゆるマ

ージン率）を算出している場合には、当該マージン率の算定に用いた労働者派遣に関する料金の額の平均額を明

示することとして差し支えない（第５の４参照）。  

ロ 明示すべき労働者派遣に関する料金の額について、時間額・日額・月額・年額等は問わないが、その料金額の単位

（時間額・日額・月額・年額等）がわかるように明示する必要がある。 

(4)  明示の方法  

イ 労働者派遣に関する料金の明示は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、又は電子メール等の送信の方

法により行わなければならない（則第 26 条の３第１項）。  

ロ 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における当該労働者に係る労働者派遣に関する料金が、労働者を派

遣労働者として雇い入れようとする場合に明示した額（法第 34 条の２第１号）と同一である場合には、再度の明示

は要しない（則第 26 条の３第２項） 

 

１５ 派遣先への通知 
 
(1) 概要  

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名、当該労働者派遣に係る派遣労働

者が協定対象派遣労働者であるか否かの別、当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇

用派遣労働者であるかの別、当該労働者派遣に係る派遣労働者が 60 歳以上の者であるかの別、当該派遣労働者の労働・

社会保険への加入状況等を派遣先に通知しなければならない（法第 35 条第１項）。  

また、通知した後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者について協定対象派遣労働者であるか否かの別、無期雇用派遣

労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別、60 歳以上の者であるかの別又は労働・社会保険への加入状況等に

ついて変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない（法第 35条第２項）。  

(2) 通知の趣旨  

イ 派遣労働者を派遣先にいつ、どのように派遣するかは派遣元事業主が決定し、派遣先は、当該派遣元事業主が定め

た派遣労働者を当該派遣労働者に係る派遣就業の条件に従って就業させることとなる。  

しかしながら、派遣元事業主と派遣先との間で締結された労働者派遣契約においては、当該労働者派遣に係る全体

としての就業条件と派遣労働者の人数は定められるものの、実際の派遣就業に当たって、どのような派遣労働者が

労働者派遣され、かつ、どのような就業条件で当該派遣労働者を就業させることができるのかは定められていない。      

このため、労働者派遣契約の適正な履行を確保する観点から、派遣元事業主から派遣先に対して労働者派遣する派
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遣労働者の氏名のほか、当該派遣労働者の派遣就業に係る就業条件と当該労働者派遣契約に定めた就業条件の関係

を明確にする等派遣先における適正な派遣労働者の雇用管理を確保するために必要な情報を通知させるものである。

また、協定対象派遣労働者であるか否かについては、法第 26 条第７項及び第 10 項による情報提供の内容、派遣料

金に係る配慮の内容に関わる情報であり、派遣先の義務の履行に当たって重要な情報であることから、当該情報を

派遣元事業主から派遣先に対して通知させるものである。  

ロ さらに、法第 40 条の２第１項第１号の規定により、無期雇用派遣労働者は期間制限の対象外となるとともに、法第

40 条の５第２項の規定により、派遣先は、直接雇用の依頼があった特定有期雇用派遣労働者に対しては当該派遣先

における労働者等の募集情報を提供しなければならないが、無期雇用派遣労働者は対象にならない。      

そのため、派遣先が、無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者の別を事前に把握できるよう、当該情報を派遣元

事業主から派遣先に対して通知させるとともに、通知後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派

遣先に通知させるものである。  

ハ また、労働者派遣に係る期間制限の遵守及び労働・社会保険の適正な加入を担保するため、派遣労働者が期間制限

の例外の対象者になるか否かに関係する事項や労働・社会保険の加入状況、またその変更について、その旨を派遣先

に通知させるものである。 

(3) 通知すべき事項  

派遣先に通知しなければならない事項は、次に掲げるものである（法第 35 条、則第 27 条の２、則第 28 条）。  

① 派遣労働者の氏名及び性別（派遣労働者が 45 歳以上である場合にあってはその旨並びに当該派遣労働者の氏名及

び性別、派遣労働者が 18 歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢並びに氏名及び性別）    

労働者派遣をする際に、性別等を派遣先に通知する趣旨は、派遣先における労働関係法令の遵守を担保することに

あることに留意すること。  

② 協定対象派遣労働者であるか否かの別 

  通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければならない（法第 35 条

第 2項）。 

③ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別  

通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければならない（法第 35 条

第 2項）。  

④ 派遣労働者が法第 40 条の２第１項第２号による 60 歳以上の者であるか否かの別  

    通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければならない（法第 35条

第２項）。  

⑤ 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無 

（「無」の場合は、当該書類が提出されていない具体的な理由を付して派遣先及び派遣労働者へ通知しなければなら

ない（則第 27 条の２第２項））。  

具体的な理由としては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用基準を満たしていない場合にあっては、単に

「適用基準を満たしていないため」、「被保険者に該当しないため」等と記載するのでは足りず、「１週間の所定労働

時間が 15 時間であるため」等、適用基準を満たしていないことが具体的にわかるものであることが必要である。  

また、被保険者資格の取得届の手続中である場合にあっては、単に「手続中であるため」等と記載するのでは足ら

ず、「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」等と、手続の具体的な状況を記載することが必要

である。  

なお、当該通知により、派遣先は当該労働者派遣に係る派遣労働者が派遣元において労働・社会保険に加入するか
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否かについての明確な認識を持った上で、当該労働者派遣の受入れを行う効果が期待できるものであることに留意

すること。  

さらに、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況について変更があった場合にも通知を行わなければなら

ないので留意する。（法第 35 条第２項）  

⑥ 当該派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約の就業条件（第６の２の(1)

のイの(ﾊ)の⑤、⑥、⑪、⑫、⑬に係る就業条件に限られる。）の内容と異なる場合における当該派遣労働者の就業

条件の内容 
 

（参  考）  派遣元事業主から派遣先への通知の例  

①  労働者派遣契約に基づき次の者を派遣します。  

 （例 A）  

○○○○○  女    45 歳以上 60 歳未満  

×××××  男    60 歳未満    

（例 B）  

○○○○    女【a 18 歳未満（  歳）○b  45 歳以上 60 歳未満  c 60 歳以上  d a から c までのいずれにも該当せず】  

××××    男【a 18 歳未満（  歳）b 45 歳以上 60 歳未満  c 60 歳以上  ○d  a から c までのいずれにも該当せず】  

②  社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無は次のとおりです。  

                 健康保険      厚生年金保険      雇用保険  

  ○○○○○        有              有              有  

  ×××××        無（加入手続中）無（加入手続中）無（加入手続中）  

 （理由：現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定）  

③  派遣労働者の雇用期間は次のとおりです。  

○○○○○    無期雇用  

×××××    有期雇用（６箇月契約） 

④ 派遣労働者の協定対象派遣労働者であるか否かの別（待遇決定方式）は次のとおりです。 

○○○○○  協定対象派遣労働者（労使協定方式） 

×××××  協定対象派遣労働者ではない（派遣先均等・均衡方式） 
 

(4) 通知の方法 

イ 労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが一つである場合は、当該組合せに係る(3)の事項

を通知すること。  

ロ 労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが複数である場合には、当該組合せごとに当該組合

せに係る(3)の事項を通知すること。  

(5) 通知の手続  

通知は、次の手続により行わなければならない（則第 27 条第２項及び第３項）。  

イ 通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、(3)の通知すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用し

てする送信又は電子メール等の送信をすることにより行うこと。  

ロ ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信

又は電子メール等の送信ができない場合は、通知すべき事項を、あらかじめ、書面の交付若しくはファクシミリを

利用してする送信又は電子メール等の送信以外の方法で通知すればよいこととする。  

ハ この場合、労働者派遣契約に係る就業条件の組合せが複数ある場合であって当該労働者派遣の期間が２週間を超え
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るときは、当該労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする

送信又は電子メール等の送信をしなければならない。  

ニ (3)の④の事項については、派遣労働者に係る次の各書類が関係行政機関に提出されていること（労働者派遣に当

たって派遣労働者を新たに雇用する場合には、当該労働者派遣の開始の後速やかに提出すること）の有無とする（則

第 27 条の２第１項）。ただし、「無」の場合は、その理由を具体的に記載することとする（則第 27 条の２第２項）。  

(ｲ)  健康保険法施行規則第 24 条第１項に規定する健康保険被保険者資格取得届  

(ﾛ)  厚生年金保険法施行規則第 15 条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届  

(ﾊ)  雇用保険法施行規則第６条に規定する雇用保険被保険者資格取得届  

「無」の場合の具体的理由としては、(3)の④のとおり、「一週間の所定労働時間が１５時間であるため」「現在、必

要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」等、適用基準を満たしていない具体的理由又は手続の具体的状

況が明らかであることが必要である。また、具体的理由が適正でない場合には、派遣元事業主に対し、労働・社会

保険に加入するよう所要の指導を行うこと。  

また、派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した当該派

遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知することが必要であ

る（法第 34 条第１項第２号、則第 26 条の２）。  

また、派遣先は第８の 13 の考え方に従い対処する必要があり、適正でないと考えられる理由の通知を受けた場合

には、派遣元事業主に対して、労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めることとされていることに留意

すること。  

なお、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させた上で労働者を派遣するとき又は労働者派遣の開始の後、

加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主は被保険者証の写し等の

加入させていることがわかる資料を派遣先に提示又は送付すること。 さらに、この被保険者証等の写し等を提示

する場合は、原則として労働者本人の同意を得ることとするが、この同意が得られなかった場合には、生年月日、

年齢等を黒塗りするとともに、派遣先に確認後には派遣元に返送することを依頼する等個人情報の保護に配慮する

こと。  

ホ 派遣元事業主は、第 35 条第１項第２号から第５号までの事項（協定対象派遣労働者であるか否かの別、期間を定

めないで雇用する労働者であるか否かの別、60 歳以上の者であるか否かの別、各種保険の加入状況に係る事項）の

通知をした後に当該事項に変更があり、同条第２項の通知をするときには、遅滞なくその旨を書面の交付若しくは

ファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信により派遣先に通知する必要がある（則第27条第５項）。 

(6) 通知に際しての留意点  

イ 労働者派遣契約において就業条件の内容の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなければならないため、同一の組

合せの範囲内で派遣労働者が交代する場合を除き、派遣労働者の就業条件は、当該派遣労働者の属する組合せと同

一となる。このため、同一の組合せの範囲内で派遣労働者が交代しない場合は、それぞれの組合せごとに(3)の①

から⑤までを通知し、派遣労働者が交代する場合は、それぞれの組合せごとの(3)の①から⑤並びに当該交代する

こととなる派遣労働者の氏名及び当該交代により労働者派遣契約と異なることとなる就業条件の内容を明確にし

て通知すれば足りるものであり、全ての派遣労働者ごとにその就業条件を併せて通知する必要はない。  

ロ 当該派遣先で就業することとなる業務の遂行について当該業務を行う労働者に免許、資格等を有することが法令に

より義務付けられている場合には、派遣元事業主は当該免許、資格等を有する者を派遣する必要があるので留意す

ること。 
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１６ 労働者派遣期間の制限の適切な運用 
 
(1) 概要  

派遣元事業主は、派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣可能期間を超えて継続して労働者派遣を行ってはなら

ない。（法第 35 条の２、第８の５参照）。また、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、３年を超え

る期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣（第 40 条の２第１項各号のいずれかに該当するものを除く。）を

行ってはならない  （法第 35 条の３）。  

(2) 意義  

派遣労働については、その雇用の安定やキャリア形成が図られにくい面があることから、派遣労働を臨時的・一時的

な働き方として位置づけることを原則とするともに、派遣先の常用労働者（いわゆる「正社員」）との代替が生じない

よう、派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ることを原則とし、その旨は厚生労働大臣が行う運用上の配慮に

ついて規定した法第 25 条にも明記している。  

具体的には、常用代替防止の観点から派遣先の事業所等ごとの業務に係る派遣について原則３年までとする事業所単

位の期間制限（以下「事業所単位の期間制限」という）が設けられ、また、派遣労働への固定化防止の観点からは、派

遣先の事業所その他就業の場所における組織単位ごとの業務についての同一の派遣労働者の派遣を 3 年までとする

個人単位の期間制限（以下「個人単位の期間制限」という）が設けられている。なお、この常用代替防止は、派遣労働

者が現に派遣先で就労している常用労働者を代替することを防止するだけでなく、派遣先の常用労働者の雇用の機会

が不当に狭められることを防止することも含むことに留意すること。  

派遣元事業主は、この趣旨を踏まえ、事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限が守られるようにする必要がある。 

(3) 派遣期間の制限の適切な運用のための留意点  

イ 派遣先は、事業所等において、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受

けることはできず、また、事業所等における組織単位ごとの業務について、３年を超える期間継続して同一の派遣

労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならないため、派遣元事業主がこれらの期間制限に違反する労働

者派遣を行うことを禁止しているものである。  

ロ なお、新たな労働者派遣を行うに際し、当該派遣先の事業所等においてすでに労働者派遣の役務の提供が行われて

いたか否かについて、当該派遣元事業主は把握することができず、事業所単位の派遣可能期間を超えて労働者派遣

の提供を行ってしまうおそれがある。したがって、第８の５の(3)のイの①から⑥までに該当する以外の場合につい

て派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第６の労働者

派遣契約の締結に当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以

後当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所において期間制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければな

らず、また、派遣元事業主は、当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結してはならないこと

とされていることに留意すること（第６の２の(2)参照）。  

ハ 「継続して労働者派遣の役務の提供を行う」の「継続して」とは、労働者派遣の役務の提供を行っていない期間があ

ったとしても、それが３箇月以内であれば継続しているとみなされるので注意すること。  

   なお、３箇月を超える空白期間を設定した後に再度同一の組織単位で就業させることは、当該派遣労働者のキャリ

アアップの観点から望ましくないものであるので留意すること。  

ニ 派遣元事業主は、ロにより通知された派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行っ

てはならない。また、派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長された場合であっても、派遣労働者個人単位の期

間制限を超えて同一の組織単位に同一の派遣労働者を派遣してはならない。  

ホ なお、期間制限の対象となる派遣労働者については、労働契約法の各規定の趣旨にも留意すること。  
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① 労働契約法第 18 条の趣旨  

有期労働契約の現状を踏まえ、法第 18 条において、有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合は、有

期契約労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約（以下「無期労働契約」という。）に転換させる仕組

み（以下「無期転換ルール」という。）を設けることにより、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の

雇用の安定を図ることとしたものであること。  

② 労働契約法第 19 条の趣旨  

   有期労働契約は契約期間の満了によって終了するものであるが、契約が反復更新された後に雇止めされるこ

とによる紛争がみられるところであり、有期労働契約の更新等に関するルールをあらかじめ明らかにするこ

とにより、雇止めに際して発生する紛争を防止し、その解決を図る必要がある。 このため、法第 19 条にお

いて、最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理（いわゆる雇止め法理）を規定し、一定の場

合に雇止めを認めず、有期労働契約が締結又は更新されたものとみなすこととしたものであること。 

 

１７ 日雇労働者についての労働者派遣の禁止 
 
(1) 概要  

    派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、

労働者派遣により日雇労働者（日々又は 30 日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下同じ。）を従事させて

も当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務について労働者派遣をする場合又

は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合

等を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない（法第 35 条の４第１項）。  

(2) 意義  

   日雇派遣（日雇労働者についての労働者派遣をいう。以下同じ。）については、必要な雇用管理がなされず、労働者保

護が果たされない等といった課題が指摘されている。そのため、適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認め

られる業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続

等を図るために必要であると認められる場合等を除き、日雇派遣を原則禁止するものである。  

(3) 禁止の範囲  

    禁止される日雇派遣の範囲は、日々又は 30 日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣である。そのため、労働契約

の期間が 31 日以上であれば、労働者派遣契約の期間が 30 日以内であったとしても、日雇派遣の禁止に違反するもの

ではない。  

ただし、例えば、労働者派遣の期間が１日しかないにもかかわらず 31日以上の労働契約を締結する、労働契約の初日

と最終日しか労働者派遣の予定がないにもかかわらず当該期間を通じて労働契約を締結するなど、社会通念上明らか

に適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為であると解される。 

(4) 禁止の例外  

日雇派遣の禁止の例外として認められるものは、次のとおりである。  

イ 労働者派遣の対象となる日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務  

令第４条第１項各号に掲げる業務（17.5 業務）が該当する。  

ロ 雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場

合等  

労働者派遣の対象となる日雇労働者が次の①から④までのいずれかに該当する場合  

（令第４条第２項、則第 28 条の２、則第 28条の３）。  
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①  労働者派遣の対象となる日雇労働者が 60 歳以上である場合  

②  労働者派遣の対象となる日雇労働者が学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条、第 124 条又は第 134 条第

１項の学校の学生又は生徒である場合  

    雇用保険の適用を受けない昼間学生の範囲と同一であるが、次のいずれかに該当する場合には、日雇派遣の例

外となる学生又は生徒に含まれない。  

  ・  定時制の課程に在学する者（大学の夜間学部、高等学校の夜間等）  

  ・  通信制の課程に在学する者  

  ・  卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に雇用保険法第５条第１項に規定する適用事業に就職し、卒業

後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの  

  ・  休学中の者  

  ・  事業主の命により（雇用関係を存続したまま）、大学院等に在学する者（社会人大学生等）  

  ・  その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務

に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの  

③  労働者派遣の対象となる日雇労働者の生業収入の額が 500 万円以上である場合（副業として日雇派遣に従事さ

せる場合）  

・ 「生業収入」とは、主たる業務の収入のことをいい、例えば、労働者派遣の対象となる日雇労働者が複数の業

務を兼務している場合には、その収入額が最も高い業務が主たる業務となること。また、使用者から労働の

対価として支払われるものに限られるものではなく、例えば、不動産の運用収入やトレーディング収入（株

式売買、投資信託、外国為替及び先物取引等による収入）等も「生業収入」に含まれること。  

④  労働者派遣の対象となる日雇労働者が主として生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）その他の親族（以下「配偶者等」という。）の収入により生計を維持し

ている場合であって、世帯収入が 500 万円以上である場合（主たる生計者以外の者を日雇派遣に従事させる場

合）  

・ 「主として生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持している」とは、世帯全体の収入に占める労働

者派遣の対象となる日雇労働者の収入の割合が 50％未満であることをいうこと。  

・ 「生計を一にする」か否かの判断は、実態として、労働者派遣の対象となる日雇労働者が配偶者等の収入によ

り生計を維持しているかどうかにより確認するものとし、必ずしも配偶者等と同居している必要はないこと。

したがって、例えば、両親の収入により生計を維持している子供が単身で生活をしている場合であっても、

世帯収入が 500 万円以上であれば対象となること。 

・ 「世帯収入」には、労働者派遣の対象となる日雇労働者の収入も含まれること。また、「収入」とは、使用者

から労働の対価として支払われるものに限られるものではなく、例えば、不動産の運用収入やトレーディン

グ収入（株式売買、投資信託、外国為替及び先物取引等による収入）等も含まれること。 

 (5) 要件の確認方法 

イ (4)のロの①、②又は④に該当するか否かの確認は、年齢が確認できる公的書類（住民票、健康保険証、運転免許証

等）、学生証、配偶者等と生計を一にしているかどうかを確認できる公的書類（住民票、健康保険証）等によること

を基本とする。ただし、合理的な理由によりこれらの書類等が用意できない場合、これらの書類等のみでは判断で

きない場合（昼間学生に該当するか否か等）等には、やむを得ない措置として日雇労働者本人からの申告（誓約書

の提出）によることとしても差し支えない。 

ロ (4)のロの③又は④の収入要件を満たしているか否かの確認は、労働者派遣の対象となる日雇労働者本人やその配
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偶者等の所得証明書、源泉徴収票の写し等によることを基本とする。ただし、合理的な理由によりこれらの書類等

が用意できない場合等には、やむを得ない措置として労働者派遣の対象となる日雇労働者本人からの申告(誓約書

の提出)によることとしても差し支えない。  

ハ (4)のロの③又は④の収入要件は前年の収入により確認することとするが、前年の収入が 500 万円以上である場合

であっても、当年の収入が 500 万円を下回ることが明らかとなった場合には、日雇派遣の禁止の例外として認めら

れない。  

ニ 労働者派遣の対象となる日雇労働者の従事する業務が(4)のイに該当するかどうか、又は労働者派遣の対象となる

日雇労働者が(4)のロに該当するかどうかの確認は、労働契約の締結ごとに行う必要がある。また、(4)のロに該当

するかどうかについて、労働契約の締結時には書類等による確認ができなかったが、その後、書類等による確認が

できるようになった場合には、事後的であっても書類等により確認することを基本とする。  

  また、要件の確認時に、本人に公的書類等の提出・提示を求めず、合理的な理由がないにも関わらず、誓約書の 

  提出で代替するように誘導することは不適切であること。 

ホ 派遣元事業主は、要件の確認に用いた書類等を保存しておく必要はないが、例えば、派遣元管理台帳に記録を残し

ておくなど、どのような種類の書類等により要件の確認を行ったかが分かるようにしておく必要がある。ただし、

要件の確認を誓約書の提出により行った場合には、事後のトラブル等を未然に防止するためにも、当該誓約書を派

遣元管理台帳と合わせて管理しておくこと。その際、書類等による確認ではなく誓約書によることとなった理由に

ついても分かるようにしておくこと。
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令第４条の業務 

（日雇派遣の原則禁止の例外として認められる業務

（第７の 14 の(4)のイ参照）） 

 

(1) 情報処理システム開発関係（令第４条第１項第１号） 

電子計算機を使用することにより機能するシステムの設

計若しくは保守（これらに先行し、後続し、その他これらに

関連して行う分析を含む。）又はプログラム（電子計算機に

対する指令であって、一の結果を得ることができるよ

うに組み合わされたものをいう。(17)及び (18)におい

て同じ。）の設計、作成若しくは保守の業務 

イ 情報処理システムの開発に係る次の業務をいう。 

①  情報処理システム開発の可否を決定するための、又は

既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、シ

ステム化計画書の作成 

② 情報処理システムの設計（システム基本設計、システム

詳細設計） 

③ プログラムの設計、作成又は保守 

④ ①から③までに付随して行われるプログラムテスト又は

システムテスト 

⑤ 情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作

成の業務 

⑥  本稼働と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用

いる条件下において運用できるか否かを検証、評価する

運用テスト 

ロ  この場合において、電子計算機とは「演算、判別、照合

などのデータ処理を高速で行う電子機器でプログラムの

実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、デー

タ入力機を含むものである（(3)、(10)及び(17)において同

じ。）。 

 

(2) 機械設計関係（令第４条第１項第２号） 

機械、装置若しくは器具（これらの部品を含む。以下こ

の(2)及び(18)において「機械等」という。）又は機械等によ

り構成される設備の設計又は製図（現図製作を含む。）の業務 

イ  建築又は土木に係る設計・製図の分野以外の次のような

機械等の設計又は製図（現図製作を含む。）の業務をいう。 

①  電気、電子機器、加工機械、輸送用機械（車両、船舶）、

クレーン、ボイラ－、労働安全衛生法施行令上の急停

止措置、安全装置、タンク、タワ－、ベッセル（槽）、

玩具、家具等の機械、装置、器具又はこれらの部品（Ｉ

Ｃ、ＬＳＩ、電線、プリント基板等を含む。） 

② 原子力発電配管プラント、化学プラント等各種プラン

ト③ ①、②に係る配管、配線 

ロ  「設計」とは、機械等の製作に当たり、その目的に即し

て費用、材料及び構造上の諸点についての計画を立て、

図面その他の方式で明示することをいい、必ずしも図

面を用いるものに限らず、数表等を用いるものあるいはコ

ンピュータを用いるもの（いわゆるＣＡＤ）も含む。また、

自らの設計に基づき製作された機械等の機能、構造等が

製作の目的に適合しない場合にその原因を検討し必要な

設計の変更を行う等の作業を的確に遂行するために、当

該機械等の①仕様、構造、能力等の検査、②据え着け、及

び③他の装置、部品等との組立、に立合う業務は設計の業

務に含まれるものである。 

ハ   「製図」とは、設計に基づき、製図機器（コンピュータ

を含む。）を使って機械等を図面を用いて紙面等に書き表

すことをいう。 

ニ   建築設計・製図とは、建築基準法（昭和 25 年法律第

201 号）第２条第１号に規定される「建築物」（建築設備

そのものを除く。）に係る設計・製図である。このため、

建築士法の一級、二級 建築士はこの業務に含まれない。ま

た、原子力プラント等における建屋の設計は含まれない。 

ホ  土木設計・製図とは、建設業法（昭和 24 年法律第 100

号）別表第一「土木工事業」に係るもので、道路、河川鉄

道、橋りょう、港湾、空港、都市計画等の設計、製図をいう。 

 

(3) 機器操作関係（令第４条第１項第３号） 

電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用

機器（(17)において「事務用機器」という。）の操作の業務 

イ   (1)のロに掲げる電子計算機、タイプライターほか、これ

らに準ずるワードプロセッサー、テレタイプ等の事務用機

器についての操作の業務及びその過程において一体的に

行われる準備及び整理の業務をいう。 

ロ   当該機器は、迅速かつ的確な操作に習熟を必要とする

ものに限られるものであり、ファクシミリ、シュレッダー、

コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作

に習熟を必要としない機器は含まれない。 

ハ   機器の保守管理、中継車の運転等は、当該機器の操作で

もなく機器の操作の「過程において一体的に行われる準備

及び整理」とも解することができないので留意すること。 

ニ   電子計算機の操作を行う者が行う処理結果が印字され

た連続紙の切離し、仕分けの業務は、機器の操作の「過程

において一体的に行われる準備及び整理」の業務に含ま

れる。ただし、当該連続紙を梱包し又は発送する業務はこれ

に含まれない。 

 

(4) 通訳、翻訳、速記関係（令第４条第１項第４号） 通訳、翻訳

又は速記の業務 

次のいずれかの業務をいう。 

イ 通訳 一の言語を他の言語に訳して相手方に伝達する

業務又は通訳案内士法（昭和 24 年法律第 210 号）第２条の通

訳案内業務 

ロ 翻訳 一の言語を他の言語に訳す業務 

ハ  ロの翻訳業務の一環として行われる次の業務で主

として、外国語の文書について行われるもの。 
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① 高度な技術により製作された機器の使用、操作、保

守のためのマニュアル等の文書を使用目 

的に応じて的確かつ理解しやすく作成する業務（テクニカ

ルライター業務） 

② 翻訳文書を使用目的に応じて編集、修正する業務（エ

ディター業務） 

③ 翻訳文書を使用目的に応じて翻訳言語の発想に従って

書き直す業務（リライター業務） 

④ 翻訳文書の文法、表記上等の誤りを訂正する業務（チ

ェッカー業務） 

ニ 速記 人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読め

るよう書き直す業務 

 

(5) 秘書関係（令第４条第１項第５号） 

法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又

はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務 

イ  取締役又はこれに準ずる者の秘書として文書の作成、

受発信管理、資料・情報の整理及び管理、関係部門との

連絡調整、スケジュール表の作成、来客の応対等を行う業務

をいう。 

ロ  単に来客に対するお茶の接待、会議室の準備、文書の

受発信等のみを行う庶務的な補助業務は含まれない。 

 

(6) ファイリング関係（令第４条第１項第６号） 

文書、磁気テープ等のファイリング（能率的な事務処理を

図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気

テープ等の整理（保管を含む。）をいう。以下この(6)において

同じ。）に係る分類の作成又はファイリング（高度の専門的

な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。） の業務 

イ  文書、図書、新聞、雑誌、帳簿、伝票、カード、デ

ィスク、カタログ、地図、図面、フィルム、磁気テ－プ、

写真、カルテ等についてファイリングの分類の作成又は

ファイリングを行う業務をいう。 

この場合において、「ファイリング」とは、事務の能率

化を図るために、文書等の分類基準を作成した上で当該

分類基準に従って文書等の整理保管を行う、文書等の整

理、保管の組織化、能率化の意であり、例えば、全社的に

統一された文書整理規定を作成し、キャビネット等の整

理用の器具を配置し、この文書整理規定に基づいて文書等の

整理、保管を行うことをいう。 

また、「高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とす

るものに限る。」とは、文書等の整理のために当該文書等

の内容又は整理の方法等について相当程度の知識、技術

又は経験を必要とするものに限られ、単に機械的な仕分け

を行うものではないことをいう。 

ロ   個人の机の周囲の片付けや文書等の番号順の並べ換え

の業務はもとより、郵便物を発信元あるいは受信先別に

仕分けする業務や売上、経理伝票等を取引先別に仕分け

する業務等文書等の内容や整理の方法等について専門的な

知識等を用いることのない業務は含まれない。 

 

(7) 調査関係（令第４条第１項第７号） 

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得

るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理

若しくは分析の業務 

市場調査等の調査を企画若しくは実施し（電話又は面接

による聴き取り調査を含む。）、又はその結果を集計若しくは

分析し、最終的に統計表の作成を行う業務をいう（特定個人

を対象として行われるものは含まれない。）。 

 

(8) 財務関係（令第４条第１項第８号） 

貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他

財務の処理の業務 

イ 次のような財務に関する書類の作成その他財務の処理の

業務をいう。 

① 仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の

作成 

② 保険証券の作成 

③ 社会保険料・税金の計算及び納付手続 

④ 医療保険の事務のうち財務の処理の業務 

⑤ 原価計算 

⑥ 試算表、棚卸表、貸借対照表、損益計算書等の決算書類

の作成 

⑦ 資産管理、予算編成のための資料の作成 

⑧ 株式事務 

ロ   当該財務の処理、特に①から④まで及び⑧については、

専門的な業務、すなわち、その迅速かつ的確な実施に習熟

を必要とする業務に限られるものであり、単なる現金、手

形等の授受、計算や書き写しのみを行うようなその業務

の処理について特に習熟していなくても、平均的な処理

をし得るような業務は含まれないものである。 

ハ   なお、店頭における商品（有価証券を含む。）売買に伴

う現金又はこれに準ずるものの授受の行為及びセールス

マンの行う商品の勧誘の行為は財務の処理には当たらず、

これらの行為を伴う業務は含まれない。 

また、銀行の貸金庫、セーフティケースの管理や社会

保険の得喪手続も財務の処理とは解すことができないの

で留意すること。 

 

(9) 貿易関係（令第４条第１項第９号） 

外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買

その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若し

くはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成（港湾運送

事業法第２条第１項第１号に掲げる行為に附帯して行うもの

及び通関業法（昭和 42 年法律第 122 号）第２条第１号に規定

する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成

を除く。）の業務 

イ 次の書類の作成及びそのために必要な資料の収集、電話照
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会等の業務をいう。 

① 貿易、海外調達等対外取引に際しての商品又はサー

ビスの受発注契約書又はインボイス、パッキング・リスト、

船積指図書等船積・通関業務に必要な書類 

② 国内取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書

又は船積等輸送に必要な書類 

ロ なお、取引とは関係のない官庁等への申請、届出をす

るための書類の作成は含まれない。また、商品（有価証

券を含む。）売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授受

の行為及びセールスマンの行う商品の勧誘の行為は、文

書の作成には該当せず、これらの行為を伴う業務は含ま

れない。 

ハ 「港湾運送事業法第２条第１項第１号に掲げる行為に附

帯して行うもの」とは、同法上の一般港湾運送事業を行う

者が行うイの文書の作成のことであり、一般港湾運送事

業を行う者に労働者を派遣し、当該文書を作成する業務

は、令第４条第１項第９号の業務には含まれないもので

あるので留意すること。 

ニ 「通関業法第２条第１号に規定する通関業務として

行われる同号ロに規定する通関書類の作成」とは、関税

法等の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出

する通関業法第２条第１ 号イの（１）に規定する通関手

続又は同号イの（２）の不服申立てに係る申告書、申請書、

不服申立書等の通関業法第２条第１号ロに規定する通関

書類の作成をいい、通関業者に通関業務の従事者として

労働者を派遣し、通関書類を作成する業務は、令第４条第

１項第９号の業務には含まれないものであるので留意する

こと。 

 

(10) デモンストレーション関係（令第４条第１項第 10号） 

電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作

をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要と

する機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務 

イ 電子計算機、各種産業用機械（ワードプロセッサー、

タイプライター等の事務用機器を含む。）又は自動車

について紹介及び説明を行う業務（実演を含む。）をいう。

これらは、通常は商品の販売促進のためのキャンペー

ン等におけるいわゆるデモンストレーション業務に

対応する。 

ロ 当該機械は、用途に応じた的確な操作をするためには、高

度の専門的知識、技術又は経験を必要とするものであり、

ファクシミリ等の機器は、当然これには含まれず、また、

民生用商品について紹介及び説明を行う業務は、パーソ

ナルコンピューター等の例外を除き通常これには含まれ

ない（(2)参照）。また、家具、衣料品、食料品等機械に該当

しないものは当然含まれるものではない。 

 

(11) 添乗関係（令第４条第１項第 11号） 

旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）第 12 条の 11 第１項に

規定する旅程管理業務（旅行者に同行して行うものに限る。）

若しくは同法第４条第１項第４号に規定する企画旅行（参加

する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。）

以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当す

る業務（以下(11)において「旅程管理業務等」という。）、旅

程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービ

スの提供の業務（車両、船舶又は航空機内において行

う案内の業務を除く。）又は車両の停車場若しくは船舶若

しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待

合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サ

ービスの提供の業務 

イ 次のいずれかの業務をいう。 

①  添乗員の行う旅行業法第 12 条の 11 第１項に規定され

る旅程管理業務若しくは同法第４条第１項第４号に規

定する企画旅行（参加する旅行者の募集をするこ

とにより実施するものに限る。）以外の旅行における

旅程管理業務に相当する業務又はそれらに付随する旅行

者のパスポートの紛失等の事故処理、旅行者の苦情処理等の

業務。この場合において、「旅程管理業務」とは、旅行者

に対する運送又は宿泊のサービスの確実な提供、旅行に

関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合におけ

る代替サービスの手配その他の企画旅行を円滑に実施す

るための次の措置を講ずるために必要な業務を意味する

（旅 行業法施行規則第 32 条）。 

ⅰ  旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への

確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予

約その他の措置 

ⅱ  旅行地において旅行に関する計画に定めるサービ

スの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措

置（本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者

にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅

行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利

を表示した書面を交付した場合を除く。） 

ⅲ  旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更

を必要とする事由が生じた場合における代替サービス

の手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な

手続の実施その他の措置 

（本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者に

これらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行

に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を

表示した書面を交付した場合を除く。） 

ⅳ  旅行に関する計画における２人以上の旅行者が同

一の日程により行動することを要する区間における円

滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集

合場所その他の事項に関する指示 

②  空港、港湾、鉄道駅、バスターミナルに設けられた旅

客の乗降又は待合いの用に供する建築物内（ロビー、待合

室等）における送迎並びに送迎に付随する案内及び接遇の業

務 
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空港等の施設内において行う旅行者の集合の確認、乗

車券等必要な書類の手渡し、海外渡航事務手続等必要な

手続の実施、旅行日程及び注意事項についての説明、利用

する交通機関の確認及び当該交通機関への案内、旅行に

関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合におけ

る代替サービスの手配等の業務を含む。 

ロ  なお、バスガイド、スチュワーデス等が業務として行う車

両、船舶又は航空機内における案内の業務、旅行者に同行す

るのではない海外渡航事務手続、空港、港湾等とそれ以外の

施設との間の送迎はイの業務の一部として行われる場合を除

き含まれない。 

 (12) 受付・案内関係（令第４条第１項第 12 号） 

建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務 

イ 次のいずれかの業務をいう。 

① 建築物の入り口又は建築物内の事業所の入り口等にお

ける受付又は案内 

② 博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内

所における受付又は案内 

この場合において「博覧会場」とは、国、地方公共団

体又はそれらの設立した公益法人等が主催する博覧会

のために設けられた展示等のための建築物、施設又は

広場等からなる会場をいい、具体的には国際博覧会又は

地方博覧会の会場をいう。 

ロ イの①には、中高層分譲住宅等の建築物の管理業務は含ま

れない。 

 

(13) 研究開発関係（令第４条第１項第 13 号） 

科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を

応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関す

る知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品

の新たな製造方法の開発の業務（(1)及び(2)に掲げる業務を除

く。） 

イ 研究又は開発に係る次のような業務をいう。 

① 研究課題の探索及び設定 

② 文献、資料、類例、研究動向等関連情報の収集、解析、分

析、処理等 

③ 開発すべき新製品又は製品の新たな製造方法の考案 

④ 実験、計測、解析及び分析、実験等に使用する機器、 

装置及び対象物の製作又は作成、標本の製作等 

⑤ 新製品又は製品の新たな製造方法の開発に必要な設計及

び試作品の製作等 

⑥ 研究課題に関する考察、研究結果のとりまとめ、試作品

等の評価、研究報告書の作成 

⑦ 前記の業務に関して必要なデータベースの構築及び運用 

ロ 次の業務は含まれない。 

① 専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないも

のを専ら行うもの 

② 製品の製造工程に携わる業務を専ら行うもの 

ハ 科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用い

て製造する新製品の開発又は科学に関する知識若しくは

科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造

方法の開発を目的とした試作品の製作の業務はロの②に該

当しない。 

 

(14) 事業の実施体制の企画、立案関係（令第４条第１項第 14号） 

企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその

運営方法の整備に関する調査、企画又は 立案の業務（労働条

件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う

業務を除く。） 

イ 企業等における事業の実施体制又は運営方法の整備に関

する次の業務をいう。 

 ① 自企業・ユーザー企業に対するアンケート、ヒアリン

グ等、自企業・他の企業の現場視察及び事業内容の分析等を

通じての実態把握並びに改善が必要と思料される事項に関

する問題意識の提起 

② 各種統計データ、他社の事例等資料の収集 

③  統計的手法を用いての調査結果の分析並びに自企

業における事業の実施上の問題点の分析及び摘出 

④ 事業の実施体制の改善策の策定 

⑤ 実施すべき内容のとりまとめ及び提案 

ロ   「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更

を目的として行う業務」とは、①賃金、労働時間、福利

厚生、安全衛生等の労働条件管理、②募集、採用、配置、

昇進、能力開発等の人事管理、③人事相談その他の人間

管理、④団体交渉、苦情処理等の労使関係管理等のいわ

ゆる人事労務管理に係わる業務をいい、例えば、就業規

則の作成又は変更に関する検討、個別の労働者に係わる

具体的な配置の提案、労働組合及び個々の労働者に対する

説明・説得等をいう。 

一方、例えば、新規事業等を開始するに当たり、業務

量及びそれに必要な人員数についての試算を行う業務

等は「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は

変更を目的として行う業務」には含まれない。 

ハ   なお、アンケート、ヒアリングの実施又はその結果を

集計する業務、統計データ、事例等の資料収集を専ら行う

等の補助的な業務は含まれない。 

 

(15) 書籍等の制作・編集関係（令第４条第１項第 15号） 

書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作

品の制作における編集の業務 

イ 書籍等の制作における編集に係わる次の業務をいう。 

① 書籍等の内容、読者層、価格、発売時期、発行部数等の

企画及び決定 

② 企画に沿った執筆者等の選定並びに執筆者等に対する

執筆等の依頼及び交渉 

③  執筆者等（執筆者、写真家、画家、イラストレータ

等のうち、編集者と交渉を行い、編集者から業務委託を

受ける者）の補助（資料収集及び取材並びにそれらの補助） 
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④ 編集者自身が行う取材、資料収集及び執筆 

⑤ 原稿等の点検及び原稿等の内容の調整並びに執筆者等

との交渉及び調整 

⑥ 書籍等の用紙、装丁、割付け等の考案及び決定 

⑦ 上記に付随する校正及び校閲 

ロ   この場合において、「書籍、雑誌その他の文章、写真、

図表等により構成される作品」とは、文章、写真、図表等

により構成され、紙等（ＣＤ－ＲＯＭ、マイクロフィルム

等を含む。）に記録されるものをいう。 

ハ なお、校正等を専ら行うような補助的な業務は含まれない。 

(16) 広告デザイン関係（令第４条第１項第 16号） 

商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品

若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作

成するデザインの考案、設計又は表現の業務（２の(6)に掲げる

業務を除く。） 

 イ 商品若しくはその包装のデザイン又は商品若しくは企

業等の広告のために使用することを目的 

とするデザインについての考案、設計、試作品の作成又は

デザイン自体の作成の業務、ショールーム等における商品

の陳列を考案し、設計し又は実施する業務をいう。 

ロ   「企業等」には、私企業、公企業の他、企業団体、一般

社団法人又は一般財団法人、個人事業主が含まれる。 

ハ   この場合において、「広告」の媒体としては、テレビ、

新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、ポスター、看板

等が想定される。 

ニ   また、この場合において、「設計」とは、あくまでデザイ

ンの設計及び作図のことをいい、(2) における設計とは異

なる（(2)のロ参照）。 

ホ なお、次の業務は含まれない。 

① ２の(6)に該当する業務 

② デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザイ

ンのとおりに彩色等を専ら行う業務 

③ 決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務 

 

(17) ＯＡインストラクション関係（令第４条第１項第 17号） 

事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することによ

り機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を

習得させるための教授又は指導の業務 

イ   (3)のイの事務用機器の操作方法の教授又は指導の業

務又は(1)のロに掲げる電子計算機を使用することによ

り機能するシステム又はプログラムの使用方法の教授又

は指導の業務並びにそれらに付随して行う指導方針等に

係るユーザー企業との打合せ及びこれに基づくテキスト

の作成の業務をいう。 

ロ  この場合において、「事務用機器」は(3)における「事

務用機器」と同一であり、ファクシミリ、シュレッダー、

コピー、電話機、バーコード読取機等迅速かつ的確な操作

に習熟を必要としない機器は含まない（（3)参照）。 

ハ  なお、事務用機器の操作方法等に関するテキスト等の

作成を専ら行う業務及びＶＴＲ、ＯＨＰその他教授のため

の教材の操作を専ら行う業務は含まれない。 

 

(18) セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係（令第４条

第１項第 18号） 

顧客の要求に応じて設計（構造を変更する設計を含む。）を行う

機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログ

ラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが

必要である金融商品（金融商品の販売等に関する法律（平成 12 年

法律第 101 号）第２条第１項に規定する金融商品の販売の対象と

なるものをいう。）に係る当該顧客に対して行う説明若しくは

相談又は売買契約（これに類する契約で同項に規定する金融商

品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。）につい

ての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申

込み若しくは締結の勧誘の業務 

イ 次のいずれかの業務をいう。 

① 顧客の要求に応じて設計（構造を変更する設計を含む。）

を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しく

はプログラムに係る次の業務 

ⅰ 顧客の要求の把握並びに顧客に対する説明又は相談及

びそれらに必要な説明資料の作成 

 ⅱ 顧客との交渉又は見積書作成 

ⅲ 売買契約の締結等売買契約についての申込み、申込み

の受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しく

は締結の勧誘 

ⅳ 上記に付随する納入（運送業務を含む。）及びその管理 

②顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である 

金融商品に係る次の業務 

ⅰ  金融商品の特性、リスク等に関する説明（情報提供）

又は相談及びそれらに必要な説明資料の作成 

ⅱ 顧客との交渉又は見積書作成 

ⅲ ニーズの的確な把握等を踏まえ選定された金融商品に

ついての売買契約の締結等売買契約についての申込み、

申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み

若しくは締結の勧誘 

ロ   イの①には、既製品や既製品に既成の付属物を付加するも

のの営業に係わる業務は含まれないことに留意すること。 

ハ   イの①において、「機械等若しくは機械等により構成され

る設備」には、電気・電子機器、加工機器、輸送用機器、

産業用機器（クレーン、ボイラー、タンク、タワー等）、

原子力プラント、化学プラント等が該当する。 

ニ   イの①において、「プログラム」には、ＩＴ関連商品として

のシステム、ソフトウェア、ネットワーク等が該当する。 

ホ   イの②のｉには、①企業調査、産業調査に基づき行う個別

証券の分析、評価、②顧客のライフプラン等を踏まえたポー

トフォリオ（運用資産のもっとも有利な分散投資の選択）の

作成等も含む。 

ヘ  イの②とは、具体的には、次のような資格を有する者

（これに相当すると認められる者を含む。）の行う専門的知
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識を要する業務をいう。 

① デリバティブに係る業務まで行い得る一種外務員資格を

有する証券外務員 

②  損害保険のほぼ全種目につき必要な知識を持ち、十分

に自立して取り扱う能力があると認められていた従前の

特級又は上級資格を有する損害保険外務員 

③ ファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な知識

の習得を目的とする応用課程試験合格者である生命保険外

務員 

④ 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のＡＦＰ

（ Affiliated

 Financial

 Planner）資格審査 

試験に合格し同協会に個人正会員として入会している者（Ａ

ＦＰ認定者。） 

 

⑤ （社）日本証券アナリスト協会の試験に合格し同協会の

会員として登録している証券アナリスト 

ト なお、次の業務は含まれない。 

① 機械等の設計若しくは製造又はその管理の業務及びプロ

グラムの設計若しくは作成又はその管理の業務 

② 建築設計の業務（(2)のニ参照） 

③ 機械等又はプログラムの納入及びそれに付随する輸送を

専ら行う業務 

④ 機械等又はプログラムの保守及びアフターサービスの業

務 

 

 

 

１８ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止 
 
(1) 概要  

    派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば法

第 40 条の９第 1項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行ってはならない（法第 35 条の５)（第８

の 10 参照）。  

(2) 意義  

    労働者派遣事業は、常用雇用の代替防止を前提として制度化されているものであり、ある企業を離職した労働者を当

該企業において派遣労働者として受け入れ、当該企業の業務に従事させることは、法の趣旨に鑑みても適当ではない｡

そのため、派遣元事業主に対し、派遣先を離職した後１年を経過しない労働者（60 歳以上の定年退職者を除く。）を派

遣労働者として当該派遣先へ労働者派遣することを禁止するものである。  

(3) 離職した労働者についての労働者派遣の禁止の留意点  

   イ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止の例外となる「60 歳以上の定年退職者」の取扱いは、第５の２の(2)の

ロ及びハと同様である。  

   ロ「派遣先」とは、事業者単位で捉えられるものであり、例えば、ある会社のＡ事業所を離職した労働者を同じ会社の

Ｂ事業所へ派遣することは、離職後１年を経過しない場合は認められないこと。なお、グループ企業への派遣に関

しては、同一の事業者には該当しないため、離職した労働者についての労働者派遣の禁止対象になるものではない

こと。  

   ハ「労働者」とは、正社員に限定されるものではなく、非正規労働者も含まれる。 

 

１９ 派遣元責任者の選任 
 

(1) 概要  

派遣元事業主は、(3)に掲げる事項を行わせるため、派遣先で就業することとなる派遣労働者に係る派遣元事業主の雇

用管理上の責任を一元的に負う「派遣元責任者」を選任し、派遣元事業主による適正な雇用管理を確保しなければな

らない（法第 36 条）。  

(2) 派遣元責任者の選任の方法等  
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イ 派遣元責任者となる者の要件 

(ｲ) 派遣元責任者は、次のaから hまでのいずれにも該当しない者のうちから選任しなくてはならない（法第 36条、

則第 29 条の２）。  

a 禁錮以上の刑に処せられ、又は第３の１の(7)「許可要件（許可の欠格事由）」のイの（ｲ）の aから cまで及

び gから lまでの規定に違反し、又は d、e 及び fの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者 

b 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

ｃ 労働者派遣事業若しくは、平成 27 年９月 29 日以前に（旧）一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は

（旧）特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しない者  

ｄ 労働者派遣事業若しくは、平成 27 年９月 29 日以前に（旧）一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は

（旧）特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合において、当該取消し又は命令の処分を

受ける原因となった事項が発生した当時に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算

して５年を経過しないもの  

ｅ 労働者派遣事業若しくは、平成 27 年９月 29 日以前に（旧）一般労働者派遣事業の許可の取消し又は（旧）

特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしな

いことを決定する日までの間に労働者派遣事業及び平成 27 年９月 29 日以前に（旧）一般労働者派遣事業又

は（旧）特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して５年を経過しないもの  

f e の期間内に廃止の届出をした者が法人である場合において、聴聞の通知の日前 60 日以内に当該法人の役員

であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過しないもの  

g 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者  

h 未成年者  

 (ﾛ) 労働者派遣事業の許可において、派遣元責任者は雇用管理能力に係る一定の基準を満たすこと及び過去

３年以内に厚生労働大臣に開催を申し出た者が実施する派遣元責任者講習を受講していること（則第 29 条

の２）を選任の要件としている（第３の１の（８）参照）。  

なお、経過措置期間中の（旧）特定労働者派遣事業については、法令上一定の資格能力は要求されていない

が、同様に派遣元責任者が労働関係法令に関する知識を有し、雇用管理に関し専門的知識又は相当期間の経

験を有する者を選任することが適当で、派遣元責任者講習を受講していることが望ましいことから、その旨

周知徹底を図ること。 

ロ 派遣元責任者の選任方法  

派遣元責任者は、次の方法により選任しなければならない（則第 29 条）。  

(ｲ) 派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属（※）の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から

選任すること。ただし、派遣元事業主（法人の場合は、その役員）を派遣元責任者とすることを妨げない。 

※ 専属とは 

この場合において、専属とは当該派遣元責任者に係る業務のみを行うということではなく、他の事業所の派

遣元責任者と兼任しないという意味。 

なお、会社法等の規定により、法人の会計参与は同一の法人又はその子会社の取締役、監査役、執行役又は

従業員を兼ねることはできず、監査役は同一の法人又はその子会社の取締役若しくは従業員又は当該子会
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社の会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）若しくは執行役を兼ねることはで

きないため、これらの者については派遣元責任者として選任できないので、留意すること。 

 (ﾛ)  当該事業所の労働に従事する派遣労働者の数について１人以上 100 人以下を１単位とし、１単位につき

１人以上ずつ選任しなければならない。  

ハ 派遣元責任者講習の受講  

派遣元責任者として選任された後においても、労働者派遣事業に関する知識、理解を一定の水準に保つため、労

働者派遣事業において選任された派遣元責任者については、派遣元責任者として在任中は３年ごとに「派遣元責

任者講習」を受講するよう指導を行うこと。なお、経過期間中の（旧）特定労働者派遣事業において選任された

派遣元責任者についても、可能な限り受講するよう指導を行うこと。  

ニ 製造業務専門派遣元責任者の選任  

(ｲ)  物の製造の業務に労働者派遣をする事業所等にあっては、物の製造の業務に従事させる派遣労働者の数に

ついて１人以上 100 人以下を１単位とし、１単位につき１人以上ずつ、物の製造の業務に従事させる派遣

労働者を専門に担当する者（以下、「製造業務専門派遣元責任者」という。）を、選任しなければならない

（則第 29 条第３号）。  

(ﾛ) ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち１人は、物の製造の業務に労働者派遣をしない派遣労働者（それ

以外の業務へ労働者派遣された派遣労働者）を併せて担当することができる。  

(ﾊ) 物の製造業務に労働者派遣をする場合には、製造現場での就業の実情を考慮し、派遣労働者の適正な就業を

確保するため、派遣労働者の雇用管理体制の一層の充実を図る必要があることから、物の製造業務へ派遣

された派遣労働者を担当する派遣元責任者と、それ以外の業務へ派遣された派遣労働者を担当する派遣元

責任者とを区分して選任するものである。  

    例えば、以下のようなケースが考えられる。  

a 労働者派遣事業を行う事業所における全派遣労働者 300 人のうち、物の製造の業務へ派遣されている派遣

労働者が 150 人、物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が 150 人である場合、製造業務

専門派遣元責任者を２人（うち１人は物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者を併せて担

当することができる。）を選任することが必要である。  

b 労働者派遣事業を行う事業所における全派遣労働者 50 人のうち、物の製造の業務へ派遣されている派遣

労働者が 20 人、物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が 30 人である場合、製造業務専

門派遣元責任者を１人（この１人については物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者を併

せて担当することができる。）を選任する必要がある。 

(3) 派遣元責任者の職務 

派遣元責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。  

イ 派遣労働者であることの明示等（11 参照） 

ロ 就業条件等の明示（13参照）  

ハ 派遣先への通知（15参照）  

ニ 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存（20 参照）  

ホ 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施   

・具体的には、例えば、法に沿って、労働者派遣事業制度の趣旨、内容、労働者派遣契約の趣旨、派遣元事業主及び派

遣先が講ずべき措置、労働基準法等の適用に関すること、苦情等の申出方法等につき必要な助言及び指導を行うこ

とである。 
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・特に労働者派遣法に改正があった場合は、改正の内容について説明会等の実施、文書の配布等により、派遣労働者

に周知すること（10、22 及び「派遣元が講ずべき措置に関する指針」指針第２の 10（第７の 27 参照）参照）。説明

の際には、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレットのほか、それと同等以上の内容が盛

り込まれた派遣元事業主で作成している資料等を配布することや、ファクシミリ又は電子メール等を利用して資料

を送付すること、厚生労働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子メール等

に明示することなどにより、派遣労働者が確認すべき画面を分かるようにする必要があること。  

へ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理  

具体的には、例えば、派遣労働者から直接申出を受けた苦情及び法第 40 条第１項の規定により派遣先から通知のあ

った苦情に、適切な処理を行うことである。  

なお、派遣元責任者が苦情処理を適切に処理し得るためには、本人が派遣先に直接出向いて処理する必要性も高いこ

とから、派遣先の対象地域については派遣元責任者が日帰りで苦情処理を行い得る地域とされていることが必要であ

ることに留意すること。  

ト 派遣先との連絡・調整  

具体的には、例えば、派遣先の連絡調整の当事者となる派遣先責任者との間においてへのほか派遣就業に伴い生じた

問題の解決を図っていくことである。  

チ 派遣労働者の個人情報の管理に関すること  

具体的には、例えば、派遣労働者等の個人情報が目的に応じ正確かつ最新のものに保たれているか、個人情報が紛失、

破壊、改ざんされていないか、個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が当該個人情報にアクセスしていないか

についての管理を行うこと、また、目的に照らして必要がなくなった個人情報の破棄又は削除を行うこと等である。  

リ 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること  

  (a) 段階的かつ体系的な教育訓練の実施に関すること  

      派遣元事業主において作成した教育訓練が実施されるよう管理を行うことが必要である。  

  (b) キャリアコンサルティングの機会の確保に関すること  

        キャリアコンサルティングに関して、キャリアコンサルティングを希望する派遣労働者との相談窓口としての

連絡及び調整及び派遣先との連絡、調整等に関する業務を行うこと。  

     ただし、別途キャリアコンサルティング等についての窓口担当者が選任された場合、派遣元責任者がキャリアコ

ンサルティングの窓口担当である必要はないこと。 

ヌ 安全衛生に関すること  

派遣労働者の安全衛生に関し、当該派遣元事業所において労働者の安全衛生に関する業務を統括する者（※）及び派

遣先と必要な連絡調整を行うこと。  

具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことである。  

（イ）健康診断（一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等）の実施に関する事項（時期、内容、

有所見の場合の就業場所の変更等の措置）  

（ロ）安全衛生教育（雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等）に関する

事項（時期、内容、実施責任者等）  

（ハ）労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認  

（ニ）事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認 
 

※ 労働者の安全・衛生に関する業務を統括する者とは 

労働者の安全・衛生に関する業務を統括する者とは、労働安全衛生法における安全管理者、衛生管理者等が選
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任されているときは、その者をいい、統括安全衛生管理者が選任されているときは、その者をいう。 

また、小規模事業場で、これらの者が選任されていないときは、事業主自身をいう。 

 

２０ 派遣元管理台帳 
 
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載  

イ 概要  

派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとにホに掲げる事項を記載

しなければならない（法第 37 条第１項）。  

ロ 意義  

派遣元管理台帳は、派遣元事業主が派遣先において派遣就業する派遣労働者の雇用主として適正な雇用管理を行う

ためのものである。  

ハ 派遣元管理台帳の作成の方法  

(ｲ) 派遣元管理台帳は、派遣元事業主の事業所（第３の６参照）ごとに作成しなければならない（則第 30 条第１項）。  

(ﾛ) 派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣労働者を有期雇用労働者と無期雇用労働者

に分けて作成しなければならない。  

(ﾊ) 派遣元事業主は、労働基準法第 107 条第１項の労働者名簿や同法第 108 条の賃金台帳と派遣元管理台帳とをあ

わせて調製することができる。 

ニ 派遣元管理台帳の記載方法  

(ｲ) 派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行われなければならない（則第 30 条第２項）。これは、

ホの事項の確定する都度記載していくという意味であり、事項の内容により記載時期は、異なるものである（ホ

の⑫、⑱及び⑲を除くすべての事項は、労働者派遣をする際には、あらかじめ記載されている必要があるが、

⑫、⑱及び⑲の事項については、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度及び教育訓練やキャリア

コンサルティングを行った都度記載することとなる）。また、派遣先からの派遣就業の実績に関する通知（第

８の 12 の(4)参照）を受けた場合に当該派遣就業の実績があらかじめ予定していた就業の時間等と異なるとき

は、当該通知を受けた都度当該異なった派遣就業の実績内容を記載しなければならない（則第 30 条第３項）。  

(ﾛ)  記載については、所要の事項が記載されておれば足りるものである。 なお、書面によらず電磁的記録により

派遣元管理台帳の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等を

もって調製する方法により作成を行わなければならない。 

また、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行っ

た上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使

用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。  

ａ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁

的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する

方法  

ホ 派遣元管理台帳の記載事項  

派遣元管理台帳には、次の事項を記載しなければならない（法第 37条第１項、則第 31 条）（第６の２の(1)のイの

(ﾊ)参照）。  
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① 派遣労働者の氏名  

② 協定対象派遣労働者であるか否かの別 

③ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間  

④ 法 40 条の２第１項第２号による 60 歳以上の者であるか否かの別  

⑤ 派遣先の氏名又は名称  

・ 個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載する。  

⑥ 派遣先の事業所の名称  

⑦ 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位  

派遣先の事業所において当該派遣労働者が就業する組織単位（第８の６の(3)参照）を記載すること。  

⑧ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日  

⑨ 始業及び終業の時刻  

⑩ 従事する業務の種類  

・ 従事する業務については可能な限り詳細に記載すること。  

・ 令第４条第１項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、当該号番号を付すこと。ただし、日雇労働

者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りではない。  

・「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、 

  (i)  無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合  

  (ⅱ) 契約期間が 31 日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合  

  (ⅲ) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合  

のいずれかであり、かつその旨が派遣元管理台帳に明記されている場合である。  

⑪ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等をいうこと。 

・ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、役職を有さない派遣労

働者であればその旨を記載することで足りるが、派遣労働者の適正な雇用管理を行うため、より具体的に記載す

ることが望ましい。 

⑫ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項  

・ 苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当

たった都度、記載すること（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の３（第７の 27 参照））。  

・ 派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならな

い（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の３(第７の 27 参照）。  

・ なお、苦情の処理に関する事項を派遣労働者ごとに管理している趣旨は、派遣元事業主が派遣労働者の過去の苦

情に応じた的確な対応を行うためのものであることに留意すること。  

⑬ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項  

・ 紹介予定派遣である旨  

・ 求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容  

・ 採否結果  

・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用し

なかった場合に、派遣先から明示された理由 

⑭ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項  
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⑮ 労働者派遣契約において、派遣先が法第 37 条第１項第６号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさ

せることができ、又は同項第７号に掲げる始業の時刻から終業の時刻までの時間を延長することができる旨の定

めをした場合には、当該派遣就業させることができる日または延長することのできる時間数 

⑯ 期間制限のない労働者派遣に関する事項  

・ 有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第 40 条の２第１項第３号イに該当する業務であ

る旨  

・ 日数限定業務について労働者派遣を行うときは、①法第 40 条の２第１項第３号ロに該当する旨、②当該派遣先

において、同号ロに該当する業務が１箇月間に行われる日数、③当該派遣先の通常の労働者の１箇月間の所定労

働日数 

・ 法第 40 条の２第１項第４号に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派

遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日  

・ 法第 40 条の２第１項第５号に掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派

遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日  

⑰ 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無 

（「無」の場合はその理由を具体的に付すこと。また、手続終了後は「有」に書き換えること。）  

⑱ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項  

   法第 30 条の２第 1 項に規定する教育訓練（OFF-JT 及び計画的な OJT）について記述する。  

⑲ キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項  

法第 30 条の２第２項に規定するキャリアコンサルティングについて記述する。  

   ⑳ 雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容 

 派遣労働者から聴取した日付、派遣労働者が希望する措置の内容について記載すること。 

㉑ 雇用安定措置の内容  

         派遣労働者に対して実施した措置の日付、内容とその結果について記載すること。派遣先に対して直接雇用の依

頼を行った場合については、派遣先の受入れの可否についても記載すること。 
 

（参 考） 派遣元管理台帳の例 

１ 派遣労働者氏名 ○○○○○（60歳未満） 

２ 協定対象派遣労働者ではない（派遣先均等・均衡方式） 

３ 有期雇用派遣労働者（労働契約期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日） 

４ 派遣先の名称 □□□□株式会社 

５ 派遣先の事業所の名称 □□□□株式会社××支店 

６ 就業の場所及び組織単位 経理課 

  （〒100-1234 千代田区大手町１－２－３○ビル４階 TEL 3593－**** 内線 571） 

７ 業務の種類 営業課内における事務の補助、電話応対、郵便物の仕分・発送の業務。 

８ 副リーダー（部下２名、リーダー不在の間における緊急対応が週１回程度有） 

９  派遣元責任者 派遣事業運営係長 ◎◎◎◎◎ 内線 100 

10 派遣先責任者 □□□□株式会社 ××支店人事課人事係長 ●●●●● 内線 5720 

11 派遣就業の期間 ××年×月×日から××年×月×日まで 

12 就業する日 土曜、日曜を除く毎日 

13 就業時間 9 時から 18 時までとし、休憩時間は 12時から 13時まで 
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14 11 の就業時間外の労働 １日４時間、１箇月 45時間、１年 360 時間の範囲で命ずることができる。 

15 就業状況 

     ○月○日（月） ２時間の就業時間外の労働 

     ×月×日（水） カゼにより欠勤 

16 派遣労働者からの苦情処理状況 

  （申出を受けた日） （苦情内容、処理状況） 

    △月△日（木）  派遣先において社員食堂の利用に関して便宜が図られていないとの苦情。 

             法の趣旨を説明し、以後、派遣先の他の労働者と同様に派遣先の施設を利用できるよう 

申入れ。 

17 労働・社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無雇用保険 有 

 健康保険   無 

（現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日に届出予定）・・・○月○日手続完了、有 

 厚生年金保険   無 

（現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日に届出予定）・・・○月○日手続完了、有 

18 教育訓練の日時及び内容 ○年○月○日～○月○日 各日 15：00～17：00 

               入職時の基本業務の研修（エクセル、パワーポイントによるデモ資料作成等） 

19 キャリアコンサルティングの日及び内容 

               ○年○月○日 キャリアコンサルタントによる能力の棚卸しの実施 

               ○年○月○日 前回の能力の棚卸しに基づく今後のキャリアパスの相談 

20  希望する雇用安定措置の内容 

〇年〇月〇日  派遣先への直接雇用の依頼を希望（雇用形態：正社員） 

21 雇用安定措置の内容 

   １ 派遣先への直接雇用の依頼 

             依頼日時、方法 ○年○月○日文書により依頼。 

             派遣先の回答日時、内容 ○年○月○日 受入可（雇用形態：正社員） 

     ２ 他の派遣先の紹介 省略 

     ３ 期間を定めない雇用の機会の確保 省略 

     ４ その他 省略 

 

(2) 派遣元管理台帳の保存 

イ 概要 

派遣元事業主は、派遣元管理台帳を３年間保存しなければならない（法第 37 条第２項）。  

ロ 意義 

(ｲ) 派遣元管理台帳の保存は、派遣労働者の派遣就業に関する紛争の解決を図り、行政による監督の用に供するため

に行うためのものである。  

(ﾛ) 派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算の起算日は、労働者派遣の終了の日とする（則第 32条）。  

(ﾊ)「労働者派遣の終了」とは、労働者派遣に際し定められた当該派遣労働者に係る派遣期間の終了であり、労働者派

遣契約が更新された場合には、当該更新に伴い定められた当該派遣労働者に係る派遣期間の終了とする。ただし、

同一の派遣労働者を、同一の就業の場所及び組織単位で就業させる労働者派遣（法第 40 条の２第１項各号のいず

れかに該当するものを除く。）については、当該労働者派遣契約が更新されていない場合であっても当該派遣就業
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の終了の日から次の同一の派遣就業の開始の日までの期間が３箇月以下のときは労働者派遣の終了とは取り扱わ

ない。  

(ﾆ) 保存は、当該事業所ごとに行わなければならない。  

(ﾎ) 紹介予定派遣とそれ以外の派遣については、派遣元管理台帳は別々に管理することが適当である。 

 

２１ 労働・社会保険の適用の促進 
 
(1) 労働・社会保険への適切な加入 

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・

社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと（新規に雇用する派遣

労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入の手続を行

うときを含む。）（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の４（第７の 15 の(5)のニ、27 参照））。 

(2) 被保険者証等の写し等の提示 

派遣元事業主は、健康保険法施行規則第２４条第１項に規定する健康保険被保険者資格取得届、厚生年金保険法施行

規則第 15 条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届、雇用保険法施行規則第６条に規定する雇用保険被保険者資

格取得届の提出がなされている派遣労働者に係る労働者派遣をする場合には、派遣先に対し、当該派遣労働者に係る

被保険者証等の写しを郵送する又は持参する等により、提示しなければならない。（則第 27 条第４項）これにより、

派遣先も派遣労働者が社会保険等に適切に加入していることを確認することが可能となる。  

また、派遣就業開始後に上記資格取得届が提出された場合も同様に取り扱う（則第 27 条第６項）。なお、派遣元が派

遣先に被保険者証等を送付する場合には、原則として当該派遣労働者の同意を得た上で行うこととするが、当該同意

が得られない場合には、生年月日、年齢を黒塗りする等の個人情報に配慮することが適当である。 

(3) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知 

派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した当該派遣労働者

が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知すること（第７の 15 の(5)のニ

参照）。 

 

２２ 関係法令の関係者への周知 
 
派遣元事業主は、法の規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容や法第３章第４節に規定する労働基準法

等の適用に関する特例等の関係者への周知を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること（「派遣元事

業主が講ずべき措置に関する指針」第２の９（第７の 24 参照））。 

 

２３ 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等 
 

派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為に協力してはならない（「派

遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 13 の(1)（第７の 27 参照））。  

「特定を目的とする行為」への「協力」とは、派遣先からの派遣労働者の指名行為に応じることだけでなく、例えば、派遣

先への履歴書の送付、派遣先による派遣労働者の事前面接への協力等特定を目的とする行為（「派遣先が講ずべき措置に関

する指針」第２の３（第８の 15、18 参照））に対する協力は全て含まれる。  

ただし、本取扱いは、あくまでも個々の派遣労働者の特定につながる行為を禁止する趣旨であるため、一定の技術や技能

の水準を特定することをもって、当該禁止対象の行為とするものではない。  
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したがって、派遣先において必要とされる技術・技能の水準が明確な場合であって、派遣元が派遣先に対して候補となる

派遣労働者（派遣労働者となろうとする者も含む。）に係るいわゆるスキルシートの提供を行う場合は、当該派遣労働者の

現時点における技術・技能レベル（取得資格等）と当該技術・技能に係る経験年数のみを記載したものを提供することと

し、特定目的行為に該当することがないよう十分に配慮する必要がある。  

なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等の

ため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うこと

は、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣

元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を

特定することを目的とする行為への協力の禁止に触れないよう十分留意すること。（「派遣元事業主が講ずべき措置に関す

る指針」第２の 13 の(1)（第７の 27 参照））。  

また、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、事業所訪問等を行わないことを理由とする不利益取扱いを行って

はならないものであること。 

 

２４ 性・障害の有無・年齢による差別的な取扱いの禁止等 
 
(1) 派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等  

職業安定法第３条の規定は労働者派遣事業にも適用があるものであること（職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、

募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責

務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針（平成 11 年労働省告示第 141 号）第２条の１参照）。  

このため、派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、職業安定法第３条の規定を遵

守し、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、これに基づき当該派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならず、

また、性別による不合理な差別的労働者派遣を行ってはならないので、その旨の周知、指導に努めること（「派遣元事

業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 13 の(2)（第７の 27参照））。  

(2) 障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止等  

派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の

下に就業させようとする労働者について、障害者であることを理由として、障害者を排除し、又はその条件を障害者

に対してのみ不利なものとしてはならず、かつ、これに基づき障害者でない派遣労働者を当該派遣先に派遣してはな

らないので、その旨の周知、指導に努めること（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 13 の(3)（第７

の 27 参照））。  

なお、職業安定法第３条による差別的取扱いの禁止の対象には、障害者であることも含まれるものであり、障害者で

あることを理由として差別的労働者派遣を行ってはならないものであることに留意すること。 

(3) 年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等  

派遣元事業主は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法

律第 132 号。以下「労働施策総合推進法」という。）第９条及び職業安定法第３条の趣旨に鑑み、年齢による不合理な

差別的労働者派遣を行うことは不適当である旨、周知、指導に努めること。  

(4) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の禁止に向けた取組  

法に規定する労働者派遣に関し、派遣元事業主が行う派遣労働者の募集及び採用についても、原則として労働施策総

合推進法第９条及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

（昭和 41 年労働省令第 23 号。以下「労働施策総合推進法施行規則」という。）第１条の３の規定は適用されること。

なお、以下の点について留意すること。  
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イ いわゆる登録型派遣の場合における募集及び採用について  

派遣元事業主が登録された者の中から派遣労働者の募集及び採用を行うに当たっても、労働施策総合推進法第９条

及び労働施策総合推進法施行規則第１条の３の規定は当然に適用されること。 

ロ いわゆる登録型派遣の場合における「登録」の取扱い 

① 具体的な雇用契約の締結を前提とした「登録」の場合  

具体的な雇用契約の締結を前提とし、派遣労働者になろうとする者に「登録」を呼びかける行為は、労働者の募

集に該当するものであり、労働施策総合推進法第９条及び労働施策総合推進法施行規則第１条の３の規定が適

用され、年齢の制限を行うことができるのは労働施策総合推進法施行規則第１条の３第１項各号に掲げる例外

事由（以下「例外事由」という。）に該当するときに限られるものであること。  

② 具体的な雇用契約の締結を前提としない「登録」の場合  

具体的な雇用契約の締結を前提とせず派遣労働者になろうとする者に呼びかけて「登録」をさせる場合におい

て、当該「登録」をした者から派遣労働者を募集又は採用するときには、労働施策総合推進法第９条及び労働施

策総合推進法施行規則第１条の３の規定が適用され、年齢の制限を行うことができるのは例外事由に該当する

ときに限られるものであること。  

したがって、上記①及び②のいずれの「登録」であっても、例外事由に該当する条件の下で派遣労働者を募集又

は採用することを最終的な目的とする「登録」でなければ、個人の年齢に関する情報を収集し、保管し、又は使

用することは法第 24 条の３に基づき許容される「業務の目的の達成に必要な範囲内」を超えて個人情報を収集

することに該当して同条の規定に違反することとなり、例外事由に該当する条件の下で派遣労働者を募集又は

採用することを最終的な目的とするものでなければ派遣労働者の雇用に結びつけることはできないものである

こと。また、例外事由に該当することとなる条件の下で年齢制限をして派遣労働者を募集又は採用することを

最終的な目的とする「登録」を行うときには、年齢情報を含む登録者の情報を収集し、保管し、又は使用するに

当たり、当該年齢制限をした事由ごとに明確に区分して登録情報を取り扱わなければならないものであること。 

(5) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別、障害の有無等による差別防止に係る措置 

上記の措置と関連して、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の 18 の(3)、(4)及び(5)において、派遣先は、

紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者の特定（以下「特定等」という。）

を行うに当たっては、直接採用する場合と同様に、労働施策総合推進法第９条及び労働施策総合推進法施行規則第

１条の３、男女雇用機会均等法に基づく「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事

項に関し、事業主が適切に対処するための指針（平成 18 年厚生労働省告示第 614 号）」並びに障害者雇用促進法に

基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針（平成

27 年厚生労働省告示第 116 号）」の内容と同旨の内容の措置を適切に講ずるものとすることとされている（第８の

17 の(3)参照）ことに十分に留意すること。 

(6) 「派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止等」との関係 

性別、障害（障害者雇用促進法第２条第１項に規定する障害）の有無、年齢等による差別的な取扱いの禁止の観点と特

定目的行為の禁止の観点から提供が望ましくない情報は別のものであるので、留意する必要がある。 

 

２５ 紹介予定派遣 
 
紹介予定派遣を行う場合の取扱いについては、第１の４及び第６の２(1)によるほか、派遣元事業主は次の(1)から(6)に

留意すること。 

(1) 紹介予定派遣の期間 
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派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、６箇月を超えて、同一の派遣労働者の労働者派遣を行わないも

のとすること（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 15 の(1)、第７の 27 参照）。 

(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示 

イ 派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受け

た派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対して、それぞれその理由について、

書面、ファクシミリ又は電子メール等により明示するよう求めるものとすること。また、派遣先から明示された理

由を、派遣労働者に対して書面、ファクシミリ又は電子メール等（ファクシミリ又は電子メール等による場合にあ

っては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。）により明示するものとすること（「派遣元事業主が講ずべき措置

に関する指針」第２の 15の(2)、第７の 27 参照）。なお、この場合の派遣労働者に対するファクシミリ又は電子メ

ール等による明示に関しては、13の(6)のイからハまでに掲げる留意点に十分留意する必要があること。  

ロ イに関連して、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の 18 の(2)において、派遣先は、紹介予定派遣を受け

入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなか

った場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのその理由を、派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又

は電子メール等により明示することとされているので、十分留意すること。 

(3) 派遣就業期間の短縮 

イ 当初予定していた紹介予定派遣の派遣期間については、三者（派遣労働者、派遣先、派遣元事業主）の合意の下こ

れを短縮し、派遣先と派遣労働者との間で雇用契約を締結することが、可能であること。 

ロ 早期の職業紹介による派遣先の直接雇用を実現できるようにする観点から、三者の合意に基づき、当初の契約にお

いて、派遣就業期間の短縮（派遣契約の終了）がある旨及びその短縮される期間に対応する形で紹介手数料の設定

を行うことが認められる旨を定めることは可能であり、この場合において派遣就業期間が短縮されたときには、当

該契約に基づき派遣元事業主（職業紹介事業者）がこれに対応した手数料を徴収しても差し支えないこと。  

ハ イ及びロの特約による派遣就業期間の短縮（派遣契約の終了）は、あくまで職業紹介による派遣先の直接雇用の早

期実現を可能とするために認められるものであり、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除が行われ

るような目的で行ってはならない旨派遣先に周知すること。 

(4) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化  

イ 当初予定していた紹介予定派遣の求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期については、三者（派

遣労働者、派遣先及び派遣元事業主）の合意の下、これを早期化することが可能であること。  

ロ 早期の派遣先の直接雇用を実現できるようにする観点から、三者の合意に基づき、当初の契約において、求人・求

職の意思確認及び職業紹介の早期化がある旨を定めることは可能であること。 

ハ イ及びロの特約による求人・求職の意思確認及び職業紹介の早期化は、あくまで派遣先の直接雇用の早期実現を可

能とするために認められるものであり、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除が行われるような目

的で行ってはならない旨派遣先に周知すること。  

(5) 紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為  

イ 年齢・性別・障害の有無による差別の禁止  

紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能であるが、「派遣先が講ず

べき措置に関する指針」第２の 18 の(3)、(4)及び（５）において、派遣先は、紹介予定派遣に係る特定等を行うに

当たっては、直接採用する場合と同様に、労働施策総合推進法第９条及び労働施策総合推進法施行規則第１条の３、

男女雇用機会均等法に基づく「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、

事業主が適切に対処するための指針」並びに障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定
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に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針（平成 27年厚生労働省告示第 116 号）」の内容と同旨の

内容の措置を適切に講ずるものとすることとされている（第８の 17 参照）ことに派遣元事業主としても十分に留

意すること。  

ロ 派遣労働者の特定  

紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるのは、あくまで円滑な直

接雇用を図るためであることに鑑み、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、

業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われるこ

とが必要であることに、派遣元事業主としても十分に留意すること。  

ハ 派遣先が障害者に対して特定することを目的とする行為を行う場合の措置  

事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為を

行う場合に、障害者雇用促進法第 36 条の２又は第 36 条の３の規定による措置を講ずるに当たっては、障害者と話

合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協

力を要請すること。（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の 15 の(3)（第７の 27参照））。 

(6) その他  

イ 紹介予定派遣においては、派遣先及び派遣労働者の求人・求職の意思等を確認して職業紹介が行われるものであり、

当該意思等のいかんによっては職業紹介が行われないこともあることを派遣労働者及び派遣先に明示すること。  

ロ 派遣受入期間の制限を免れる目的で紹介予定派遣を行うものではないこと。    

ハ 紹介予定派遣の場合に派遣元事業主が行う職業紹介についても、当然に職業安定法第３条（均等待遇）、第５条の

３（労働条件等の明示）、第５条の４（求職者等の個人情報の取扱い）等の職業紹介に係る関係法令が適用されるも

のであり、その旨派遣元事業主に対して十分周知すること。 

 

２６ 紹介予定派遣以外の派遣として派遣就業を開始した場合における求人条件の明示等 
 
当初より紹介予定派遣として派遣就業が開始された場合でなくとも、派遣就業期間中に、①職業紹介事業者でもある派遣

元事業主が、派遣労働者又は派遣先の希望に応じて、求人条件の明示、求人・求職の意思等の確認を行うこと、及び、②派

遣先が派遣労働者に対して採用内定を行うことは可能である。  

なお、①の求人条件の明示等の結果、派遣労働者及び派遣先が職業紹介を受けることに合意した場合には、その時点で当

該労働者派遣は紹介予定派遣に該当することとなることから、速やかに従前の労働者派遣契約の変更を行い、紹介予定派

遣に係る事項を定める等（第６の２の(1)のイの(ﾊ)の⑨参照）、紹介予定派遣に必要とされる措置を行うことが必要である。 

 

２７ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 
 

(1) 概要  

厚生労働大臣は、法に規定される派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な

指針を公表するものとする（法第 47 条の５）。  

(2) 指針の公表  

指針は、平成 11 年労働省告示第 137 号「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」及び平成 20 年厚生労働省告示

第36号「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」による。  

(3) 無期雇用派遣労働者の募集  

派遣元指針において、派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派遣」という文言を使用
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すること等により、無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなければならないこととしている。  

これは、平成 27年の派遣法改正において無期雇用派遣が期間制限の例外とされたこと等を契機として、無期雇用派遣

を「正社員」と誤解されかねない募集広告により求職者を集めようとしたビジネスモデルが国会において問題視され

たこと等から、このような誤解を招かないようにする趣旨である。したがって、現在、既に定着している派遣形態とし

て見られる、派遣元の「正社員」として採用しており、待遇面も「正社員」に相応しいものとなっている技術者派遣ま

で直ちに規制しようとするものではなく、当分の間、現在の取扱いを認めること。ただし、この場合も、可能な限り早

期に「無期雇用派遣」という標記に移行することが望ましいこと。  

なお、このような、既に「正社員派遣」として行っている事業についてであっても、以下に該当するケースについては

「正社員」として募集することは指針の規制の対象となること  

① 採用時点が明確になっていないこと（派遣先が見つかるまで無給で待機となっていること）  

② 事業所内の正社員に係る就業規則又は同等の内容の就業規則の適用がないこと 

 

２８ 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針 
 
「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」（以下第７において、

「日雇派遣指針」という。）の取扱い等については、以下のとおりとする。 

(1) 労働者派遣契約の期間の長期化（日雇派遣指針第２の２）  

労働者派遣契約の期間の長期化については、「派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案し

て」行うものであり、長期にすることが可能と考えられる労働者派遣契約を短期の細切れのものとすることを防止し

ようとするものであること。  

(2) 労働契約の期間の長期化（日雇派遣指針第２の４）  

労働契約の期間の長期化については、労働者派遣契約の期間の長期化と同様、「労働者派遣契約における労働者派遣の

期間を勘案して」行うものであり、長期にすることが可能と考えられる労働契約を短期の細切れのものとすることを

防止しようとするものであること。「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（以下この第８において「派遣元指

針」という。）では、労働契約の期間を「労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等」としているが、日

雇派遣の場合には、この労働者派遣の期間が短期であるために労働契約の期間も短期にしかならないため、日雇派遣

指針においては、労働契約を「できるだけ長期にする」ということを定めているものであること。その方法としては、

複数の労働者派遣契約について、同一の派遣労働者を派遣することにより、当該派遣労働者との労働契約を長期にす

ることが考えられること。 

(3) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置(日雇派遣指針第 2 の 5) 

労働契約締結後に労働者派遣契約が解除された場合、派遣元事業主は派遣先と連携して新たな就業 

機会の確保を図るとともに、これが確保できない場合には、休業による雇用の維持や休業手当の支払 

い等を行う必要があること。日々雇用の派遣労働者の場合であっても、休業手当の支払い等により当 

該措置を適切に講ずる必要があることに留意すること。 

(4) 労働者派遣契約に定める就業条件の確保（日雇派遣指針第３） 

イ 派遣先による就業場所の巡回等については、「１の労働者派遣契約について少なくとも１回以上の頻度で定期的に」

行うこととしており、例えば、日々の労働者派遣契約であれば、毎日行わなければならず、また、１週間の労働者

派遣契約であれば、１週間に１回以上行わなければならないものであること。 

ロ 日雇派遣指針第３の２(1)において派遣先は「日雇派遣労働者の就業場所を巡回」することとしているが、「日雇派

遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認する」ために行うものであり、巡回する者につ
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いては、労働者派遣契約の内容を把握していることはもちろん、当該内容を確保することに責任を有する者でなけ

れば、派遣先が適切に行ったことにはならないものであること。したがって、就業の現場に派遣先の労働者がいる

ことをもって、派遣先が就業場所の巡回をしたこととはならないことに留意すること。 

(5) 労働・社会保険の適用の促進（日雇派遣指針第４） 

日雇派遣指針第４の３の日雇手続を「行えないとき」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和

47 年労働省令第８号）第 39 条の規定に反して日雇労働被保険者である日雇派遣労働者が日雇労働被保険者手帳を提

出しない場合や、健康保険法第 169 条第４項の規定に反して日雇特例被保険者である日雇派遣労働者が日雇特例被保

険者手帳を提出しない場合等、例外的なものであること。  

(6) 関係法令等の関係者への周知（日雇派遣指針第７）  

日雇派遣指針第７の「関係法令」には労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、職

業安定法、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法及びこれらに基づく政省令等が含まれるものである

こと。  

(7) 日雇派遣労働者の安全衛生の確保（日雇派遣指針第８）  

安全衛生教育又は危険有害業務の特別教育の実施の有無を確認する時点については、雇入時の安全衛生教育であれば、

派遣初日に、派遣先から派遣元事業主に電話等により確認する、派遣先が派遣労働者本人に口頭で確認すること等に

より対応すること。また、危険有害業務の特別教育であれば、派遣初日に、派遣元事業主から派遣先に電話等により確

認すること等により対応すること。  

(8) 派遣先への説明（日雇派遣指針第１２）  

派遣元事業主による派遣先への説明については、派遣労働者との雇用契約の当事者である派遣元事業主が派遣先に対

して、派遣労働者が日雇派遣労働者であるか否かを説明しない場合、派遣先がこの指針を適用し、労働者派遣事業の

適正な運営を確保することができないことから、求めているものであること。 

 

２９ 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針 
 
ガイドラインは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合

理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則となる考え方及び具体例

を示したものである。派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保し、

及び一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇を確保するに当たっては、ガイドラインを踏まえて適切に対応すること。

詳細は４の(7)を参照のこと。 
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・ 派 遣 元 事 業 主 が 講 ず べ き 措 置 に 関 す る 指 針 
（平 成 11 年 労 働 省 告示 第 137 号） 

（最 終 改 正   令和 2年 厚生 労 働 省 告 示 第 346 号） 

第１ 趣旨 

この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）

第 24 条の３並びに第３章第１節及び第２節の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実

施を図るために必要な事項を定めたものである。 

また、労働者派遣法第 24 条の３の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関する必要な事項と併せ、個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の遵守等についても定めたものである。 

第２ 派遣元事業主が講ずべき措置 

１ 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務の内容及び当該業務

に伴う責任の程度（８及び９において「職務の内容」という。）、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術

又は経験の水準、労働者派遣の期間その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把

握すること。 

２ 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

(1) 労働契約の締結に際して配慮すべき事項 

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及び労働者派遣契約

における労働者派遣の期間を勘案して、労働契約の期間について、当該期間を当該労働者派遣契約における労働

者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること。 

(2) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置 

イ 派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約

期間が満了する前に当該労働者派遣契約の解除が行われる場合には、派遣先は当該労働者派遣に係る派遣労働

者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に

伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより

生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めるよ

う求めること。 

ロ 派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者

を派遣先が雇用する場合に、当該雇用が円滑に行われるよう、派遣先が当該労働者派遣の終了後に当該派遣労

働者を雇用する意思がある場合には、当該意思を事前に派遣元事業主に示すこと、派遣元事業主が職業安定法

（昭和 22 年法律第 141 号）その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことが

できる場合には、派遣先は職業紹介により当該派遣労働者を雇用し、派遣元事業主に当該職業紹介に係る手数

料を支払うこと等を定めるよう求めること。 

 (3) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 

派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によっ

て労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先から

その関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等によ

り、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。また、当該派遣元事業主は、当

該労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣

労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等
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に基づく責任を果たすこと。さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者

を解雇しようとするときであっても、労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）の規定を遵守することはもとより、

当該派遣労働者に対する解雇予告、解雇予告手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。 

(4) 労働者派遣契約の終了に当たって講ずべき事項 

イ 派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者（労働者派遣法第 30 条の２第１項に規定する無期雇用派遣労働者

をいう。以下同じ。）の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合において、当該労働者派遣の終了

のみを理由として当該労働者派遣に係る無期雇用派遣労働者を解雇してはならないこと。 

ロ 派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者（労働者派遣法第 30 条第１項に規定する有期雇用派遣労働者をい

う。以下同じ。）の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合であって、当該労働者派遣に係る有期

雇用派遣労働者との労働契約が継続しているときは、当該労働者派遣の終了のみを理由として当該有期雇

用派遣労働者を解雇してはならないこと。 

３ 適切な苦情の処理 

派遣元事業主は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う方法、派遣元事業

主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めること。また、派遣元管理台帳に苦情の申出を

受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載

すること。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱い

をしてはならないこと。 

４ 労働・社会保険の適用の促進 

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労

働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと。ただし、新規に

雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の

加入手続を行うときは、この限りでないこと。 

５ 派遣先との連絡体制の確立 

派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反

していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために、きめ細かな情報提供を行

う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこと。特に、労働基準法第 36 条第１項の時間外及び休日の労働に関

する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについては、情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的

確に行うこと。なお、同項の協定の締結に当たり、労働者の過半数を代表する者の選出を行う場合には、労働基準法

施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23 号）第６条の２の規定に基づき、適正に行うこと。 

また、派遣元事業主は、割増賃金等の計算に当たり、その雇用する派遣労働者の実際の労働時間等について、派遣先

に情報提供を求めること。 

６ 派遣労働者に対する就業条件の明示 

派遣元事業主は、モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示すること。 

７ 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止 

派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派

遣の対象としようとする場合であって、当該労働者が同意をしないことを理由として、当該労働者に対し解雇その

他不利益な取扱いをしてはならないこと。 

８ 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等 

(1) 無期雇用派遣労働者について留意すべき事項 
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派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派遣」という文言を使用すること等によ

り、無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなければならないこと。 

 (2) 特定有期雇用派遣労働者等について留意すべき事項 

 イ 派遣元事業主が、労働者派遣法第 30 条第２項の規定の適用を避けるために、業務上の必要性等なく同一の

派遣労働者に係る派遣先の事業所その他派遣就業の場所（以下「事業所等」という。）における同一の組織単

位（労働者派遣法第 26 条第１項第２号に規定する組織単位をいう。以下同じ。）の業務について継続して労

働者派遣に係る労働に従事する期間を３年未満とすることは、労働者派遣法第 30 条第２項の規定の趣旨に

反する脱法的な運用であって、義務違反と同視できるものであり、厳に避けるべきものであること。 

ロ 派遣元事業主は、労働者派遣法第 30 条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

以下同じ。）の規定により同条第１項の措置（以下「雇用安定措置」という。）を講ずるに当たっては、当該

雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等（同条第１項に規定する特定有期雇用派遣労働者等を

いう。以下同じ。）（近い将来に該当する見込みのある者を含む。）に対し、キャリアコンサルティング（職業

能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号） 

第２条第５項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する相談その他の

援助を行うことをいう。）や労働契約の更新の際の面談等の機会を利用し、又は電子メールを活用すること

等により、労働者派遣の終了後に継続して就業することの希望の有無及び希望する雇用安定措置の内容を把

握すること。 

ハ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労

働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。また、派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者

（労働者派遣法第 30 条第１項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。）が同項第１号の措置を希望する

場合には、派遣先での直接雇用が実現するよう努めること。 

ニ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労

働者等の労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に当該特定有期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置

の内容について聴取した上で、十分な時間的余裕をもって当該措置に着手すること。 

(3) 労働契約法等の適用について留意すべき事項 

イ 派遣元事業主は、派遣労働者についても労働契約法の適用があることに留意すること。 

ロ 派遣元事業主が、その雇用する有期雇用派遣労働者について、当該有期雇用派遣労働者からの労働契約法第

18 条第１項の規定による期間の定めのない労働契約の締結の申込みを妨げるために、当該有期雇用派遣労

働者に係る期間の定めのある労働契約の更新を拒否し、また、空白期間（同条第２項に規定する空白期間を

いう。）を設けることは、同条の規定の趣旨に反する脱法的な運用であること。 

ハ 派遣元事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成五年法律第七十

六号）通勤手当について、その雇用する通常の労働者の通勤手当との間において、当該有期雇用派遣労働者

及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該通勤手当

の性質及び当該通勤手当を支給する目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる

相違を設けてはならないこと。また、派遣元事業主は、同法第九条の規定により、職務の内容が通常の労働

者と同一の有期雇用派遣労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該派遣元事業

主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内

容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、有期雇用労働者であ

ることを理由として、通勤手当について差別的取扱いをしてはならないこと。なお、有期雇用派遣労働者の
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通勤手当については、当然に労働者派遣法第三十条の三又は第三十条の四第一項の規定の適用があることに

留意すること。 

 (4) 派遣労働者等の適性、能力、経験、希望等に適合する就業機会の確保等派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣

労働者となろうとする者（以下「派遣労働者等」という。）について、当該派遣労働者等の適性、能力、経験等

を勘案して、最も適した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先

における就業環境等について当該派遣労働者等の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めなければ

ならないこと。また、派遣労働者等はその有する知識、技術、経験等を活かして就業機会を得ていることに鑑

み、派遣元事業主は、労働者派遣法第 30 条の２の規定による教育訓練等の措置を講じなければならないほか、

就業機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないこと。 

(5) 派遣労働者に対するキャリアアップ措置 

イ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に対し、労働者派遣法第 30 条の２第１項の規定による教育訓練を

実施するに当たっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

第１条の４第１号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 391 号）第４号に

規定する教育訓練の実施計画（以下「教育訓練計画」という。）に基づく教育訓練を行わなければならないこ

と。 

ロ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約の締結時までに教育訓練計画

を説明しなければならないこと。また、派遣元事業主は、当該教育訓練計画に変更があった場合は、その雇用

する派遣労働者に対し、速やかにこれを説明しなければならないこと。 

ハ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が教育訓練計画に基づく教育訓練を受講できるよう配慮しなけれ

ばならないこと。特に、教育訓練計画の策定に当たっては、派遣元事業主は、教育訓練の複数の受講機会を設

け、又は開催日時や時間の設定について配慮すること等により、可能な限り派遣労働者が教育訓練を受講し

やすくすることが望ましいこと。 

ニ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、教育訓練計画に基づく教育訓練を

実施するほか、更なる教育訓練を自主的に実施するとともに、当該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を

実費程度とすることで、派遣労働者が教育訓練を受講しやすくすることが望ましいこと。 

ホ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るとともに、その適正な雇用管理に資する

ため、当該派遣労働者に係る労働者派遣の期間及び派遣就業をした日、従事した業務の種類、労働者派遣法

第 37 条第１項第 10 号に規定する教育訓練を行った日時及びその内容等を記載した書類を保存するよう努め

ること。 

 (6) 労働者派遣に関する料金の額に係る交渉等 

イ 労働者派遣法第三十条の三の規定による措置を講じた結果のみをもって、当該派遣労働者の賃金を従前より

引き下げるような取扱いは、同条の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと。 

ロ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額に係る派遣先との交渉が当該労働者派遣に係る派遣労働者の

待遇の改善にとって極めて重要であることを踏まえつつ、当該交渉に当たるよう努めること。 

ハ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額が引き上げられた場合には、可能な限り、当該労働者派遣に

係る派遣労働者の賃金を引き上げるよう努めること。 

(7) 同一の組織単位の業務への労働者派遣 

派遣元事業主が、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して３年間同一の派遣労働者

に係る労働者派遣を行った場合において、当該派遣労働者が希望していないにもかかわらず、当該労働者派遣
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の終了後３月が経過した後に、当該同一の組織単位の業務について再度当該派遣労働者を派遣することは、派

遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないこと。 

(8) 派遣元事業主がその雇用する協定対象派遣労働者（労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者

をいう。以下同じ。）に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、当該協定対象派遣労働者の職務の

内容に密接に関連するものについては、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理と認められる相違等

が生じないようにすることが望ましいこと。  

(9) 派遣元事業主は、派遣労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第 76 号）第２条第１号に規定する育児休業から復帰する際には、当該派遣労働者が就業を継続で

きるよう、当該派遣労働者の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就業機会の確保に努めるべきであることに留意

すること。 

(10) 障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための措置 

派遣元事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「障害者雇用促進法」

という。）第２条第１号に規定する障害者（以下単に「障害者」という。）である派遣労働者から派遣先の職場

において障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の申出があった場合又

は派遣先から当該事情に関する苦情があった旨の通知を受けた場合等において、同法第 36 条の３の規定によ

る措置を講ずるに当たって、当該障害者である派遣労働者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な

措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請すること。 

９ 派遣労働者の待遇に関する説明等 

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に対し、労働者派遣法第三十一条の二第四項の規定による説明を行うに

当たっては、次の事項に留意すること。 

(1) 派遣労働者（協定対象派遣労働者を除く。以下この(1)及び(2)において同じ。）に対する説明の内容  

イ 派遣元事業主は、労働者派遣法第二十六条第七項及び第十項並びに第四十条第五項の規定により提供を受け

た情報（十一及び十二において「待遇等に関する情報」という。）に基づき、派遣労働者と比較対象労働者（労

働者派遣法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下この九において同じ。）との間の待遇の

相違の内容及び理由について説明すること。 

ロ 派遣元事業主は、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容として、次の(ｲ)及(ﾛ)びに掲げる

事項を説明すること。 

(ｲ) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項の相違の有無 

(ﾛ) 次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる事項 

(ⅰ) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容 

(ⅱ) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇に関する基準 

ハ 派遣元事業主は、派遣労働者及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事

情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基づき、待遇の相違の理由を説

明すること。 

 (2) 協定対象派遣労働者に対する説明の内容  

イ 派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の賃金が労働者派遣法第三十条の四第一項第二号に掲げる事項であっ

て同項の協定で定めたもの及び同項第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に基づき決定されて

いることについて説明すること。 

ロ 派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の待遇（賃金、労働者派遣法第四十条第二項の教育訓練及び労働者派
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遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（昭和六十一年労働省令第二十号）

第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設を除く。）が労働者派遣法第三十条の四第一項第四号に基づき決

定されていること等について、派遣労働者に対する説明の内容に準じて説明すること。 

(3) 派遣労働者に対する説明の方法  

派遣元事業主は、派遣労働者が説明の内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により説明する

ことを基本とすること。ただし、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を

用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないこと。 

(4) 比較対象労働者との間の待遇の相違の内容等に変更があったときの情報提供 

派遣元事業主は、派遣労働者から求めがない場合でも、当該派遣労働者に対し、比較対象労働者との間の待遇

の相違の内容及び理由並びに労働者派遣法第三十条の三から第三十条の六までの規定により措置を講ずべき

こととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項に変更があったときは、その内容を情報提

供することが望ましいこと。 

１０ 関係法令の関係者への周知 

派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並びに労働者派遣法

第３章第４節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周知の徹底を図るために、説

明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。 

１１ 個人情報等の保護 

(1) 個人情報の収集、保管及び使用 

イ 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者を登録する際には当該労働者の希望、能力及び経験に応じた

就業の機会の確保を図る目的の範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当該派遣労働者

の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情報（以下この(1)、(2)及び(4)において単に

「個人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別

な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人か

ら収集する場合はこの限りでないこと。 

(ｲ) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項 

(ﾛ) 思想及び信条 

(ﾊ) 労働組合への加入状況 

ロ 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者か

ら収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。 

ハ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業予定者であっ

て派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類によりその

提出を求めること。 

ニ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。このため、例えば、待遇等に関する情報のうち

個人情報に該当するものの保管又は使用は、労働者派遣法第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第一

項、第三十条の五及び第三十一条の二第四項の規定による待遇の確保等という目的（ において「待遇の確保

等の目的」という。）の範囲に限られること。なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働

者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者

派遣法第 35 条第１項各号に掲げる派遣先に通知しなければならない事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行

能力に関する情報に限られるものであること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を
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得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでないこと。 

(2) 適正管理 

イ 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働

者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。 

(ｲ) 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 

(ﾛ) 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 

(ﾊ) 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 

(ﾆ) 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置 

ロ 派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由な

く他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。 

ハ 派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。 

(ｲ) 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項 

(ﾛ) 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項 

(ﾊ) 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下同じ。）の取扱いに関する事項 

(ﾆ) 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項 

ニ 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な

取扱いをしてはならないこと。 

 (3) 個人情報の保護に関する法律の遵守等 

(1)及び(2)に定めるもののほか、派遣元事業主は、個人情報の保護に関する法律第２条第５項に規定する個人

情報取扱事業者（以下「個人情報取扱事業者」という。）に該当する場合には、同法第４章第１節に規定する義

務を遵守しなければならないこと。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事

業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めること。 

(4) 待遇等に関する情報のうち個人情報に該当しないものの保管及び使用 

派遣元事業主は、待遇等に関する情報のうち個人情報に該当しないものの保管又は使用を待遇の確保等の目的

の範囲に限定する等適切に対応すること。 

１２ 秘密の保持 

待遇等に関する情報は、労働者派遣法第二十四条の四の秘密を守る義務の対象となるものであること。 

１３ 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等 

(1) 派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力

してはならないこと。なお、派遣労働者等が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の

送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とす

る行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣元事業主は、派遣労働者等に対してこれらの行為

を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止に触れないよう十分留

意すること。 

(2) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、職業安定法第３条の規定を遵守する

とともに、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、かつ、これに基づき当該派遣労働者を当該派遣先に派

遣してはならないこと。 

(3) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命

令の下に就業させようとする労働者について、障害者であることを理由として、障害者を排除し、又はその条件
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を障害者に対してのみ不利なものとしてはならず、かつ、これに基づき障害者でない派遣労働者を当該派遣先に

派遣してはならないこと。 

１４ 安全衛生に係る措置 

派遣元事業主は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行えるよう、当該派

遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣先から入手すること、健康診断等の結果に基づく就業上の措置を講ず

るに当たって、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当該措置の実施に協力するよう要請すること

等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するため、派遣先と必要な連絡調整等を行うこと。 

１５ 紹介予定派遣 

(1) 紹介予定派遣を受け入れる期間 

派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、６箇月を超えて、同一の派遣労働者の労働者派遣を行わな

いこと。 

(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示 

派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受

けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれその理由を書面、

ファクシミリ又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信

（電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。以下この(2)において「電

子メール等」という。）（当該派遣元事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成すること

ができるものに限る。）により明示するよう求めること。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対し

て書面、ファクシミリ又は電子メール等（当該派遣労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面

を作成することができるものに限る。）（ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労働者

が希望した場合に限る。）により明示すること。 

 (3) 派遣元事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的と

する行為を行う場合に、障害者雇用促進法第 36 条の２又は第 36 条の３の規定による措置を講ずるに当たって

は、障害者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と

協議等を行い、協力を要請すること。 

１６ 情報の提供 

派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、労働

者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金

の額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関する事項、労働者派遣法第 30 条の 4第 1 項の協定を締結しているか

否かの別並びに当該協定を締結している場合における協定対象派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期等

の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により、広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提

供することを原則とすること。また、労働者派遣の期間の区分ごとの雇用安定措置を講じた人数等の実績及び教育

訓練計画については、インターネットの利用その他の適切な方法により関係者に対し情報提供することが望ましい

こと。 
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・ 日 雇 派 遣 労 働 者 の 雇 用 の 安 定 等 を 図 る た め に派 遣 元 事 業 主 及 び 派 遣 先 が 講 ず べ き 措 置 に 関 す る 指 針 
 

（ 平 成 20 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 36 号 ） 

（最 終 改 正 令和 2年 厚 生 労 働 省 告 示 第 346 号） 
 

第 １ 趣旨  

この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」とい

う。）第３章第１節から第３節までの規定により、派遣元事業主が講ず

べき措置に関する指針（平成 11 年労働省告示 137 号。以下「派遣元指

針」という。）及び派遣先が講ずべき措置に関する指針（平成 11 年労働

省告示第 138 号。以下「派遣先指針」という。）に加えて、日雇労働者

（労働者派遣法第 35 条の４第１項に規定する日雇労働者をいう。以下

単に「日雇労働者」という。）について労働者派遣を行う派遣元事業主

及び当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける派遣先が

講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事

項を定め 

たものである。 

 

第２ 日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

１ 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

(1) 派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就

業中の日雇派遣労働者（労働者派遣の対象となる日雇労働者を

いう。以下同じ。）を直接指揮命令することが見込まれる者から、

業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術

又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき

就業条件の内容を十分に確認すること。 

(2) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに

際しては、派遣先が求める業務の内容、当該業務を遂行するため

に必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間そ

の他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前に

きめ細かに把握すること。 

２ 労働者派遣契約の期間の長期化 

派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派

遣の期間を定めるに当たっては、相互に協力しつつ、当該派遣先が労

働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り

長く定める等、日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配

慮をすること。 

３ 労働契約の締結に際して講ずべき措置 

派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとす

るときは、当該日雇派遣労働者が従事する業務が労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令（昭

和 61 年政令第 95 号）第４条第１項各号に掲げる業務に該当するか

どうか、又は当該日雇派遣労働者が同条第２項各号に掲げる場合に

該当するかどうかを確認すること。 

４ 労働契約の期間の長期化 

派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとす

るときは、当該労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派

遣の期間を勘案して、労働契約の期間について、できるだけ長期にす

る、当該期間を当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合

わせる等、日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮を

すること。 

５ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 

(1) 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の

契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元

事業主の合意を得ること。 

(2) 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了

する前に日雇派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によっ

て労働者派遣契約の解除が行われた場合には、互いに連携して、

当該派遣先の関連会社での就業のあっせん等により、当該労働

者派遣契約に係る日雇派遣労働者の新たな就業機会の確保を図

ること。また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除

に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業

等を行い、当該日雇派遣労働者の雇用の維持を図るようにする

とともに、休業手当の支払等の労働基準法（昭和 22 年法律第 49

号）等に基づく責任を果たすこと。 

(3) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の

契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする

場合には、日雇派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること

とし、これができないときには、速やかに、損害の賠償を行わな

ければならないこと。その他派遣先は、派遣元事業主と十分に協

議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事業

主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣

元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合につ

いても十分に考慮すること。 

(4) 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派

遣契約の解除を行う場合であって、派遣元事業主から請求があ

ったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事

業主に対し明らかにすること。 

 

第３ 労働者派遣契約に定める就業条件の確保 

１ 派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、日雇派

遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないこと

の確認等を行うとともに、日雇派遣労働者の適正な派遣就業の確保

のためにきめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を

的確に行うこと。また、派遣元事業主は、日雇派遣労働者からも就

業の状況が労働者派遣契約の定めに反していなかったことを確認す

ること。 

２ 派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲

げる措置その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずること。 

(1) 就業条件の周知徹底 

労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該日雇派遣労

働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他

の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所

に掲示する等により、周知の徹底を図ること。 

(2) 就業場所の巡回 
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１の労働者派遣契約について少なくとも１回以上の頻度で定期

的に日雇派遣労働者の就業場所を巡回し、当該日雇派遣労働者の

就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことを確認

すること。 

(3) 就業状況の報告 

日雇派遣労働者を直接指揮命令する者から、１の労働者派遣契約

について少なくとも１回以上の頻度で定期的に当該日雇派遣労

働者の就業の状況について報告を求めること。 

(4) 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導 

日雇派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の

内容に違反することとなる業務上の指示を行わないようにする

こと等の指導を徹底すること。 

 

第４ 労働・社会保険の適用の促進 

１ 日雇労働被保険者及び日雇特例被保険者に係る適切な手続 

派遣元事業主は、日雇派遣労働者が雇用保険法（昭和 49年法律第 116

号）第 43条第１項に規定する日雇労働被保険者又は健康保険法（大

正 11 年法律第 70 号）第３条第２項に規定する日雇特例被保険者に

該当し、日雇労働被保険者手帳又は日雇特例被保険者手帳の交付を

受けている者（以下「手帳所持者」という。）である場合には、印紙

の貼付等の手続（以下「日雇手続」という。）を適切に行うこと。 

２ 労働・社会保険に係る適切な手続 

派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣労働者の就業の状況等を踏

まえ、労働・社会保険に係る手続を適切に進め、被保険者である旨の

行政機関への届出（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律施行規則（昭和 61 年労働省令第 20 号）

第 27条の２第１項各号に掲げる書類の届出をいう。以下単に「届出」

という。）が必要とされている場合には、当該届出を行ってから労働

者派遣を行うこと。ただし、当該届出が必要となる日雇派遣労働者に

ついて労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速

やかに当該届出を行うときは、この限りでないこと。 

３ 派遣先に対する通知 

派遣元事業主は、労働者派遣法第 35 条第１項に基づき、派遣先に対

し、日雇派遣労働者について届出を行っているか否かを通知するこ

と。さらに、派遣元事業主は、日雇派遣労働者が手帳所持者である場

合においては、派遣先に対し、日雇手続を行うか行えないかを通知す

ること。 

４ 届出又は日雇手続を行わない理由に関する派遣先及び日雇派遣労働

者への通知 

派遣元事業主は、日雇派遣労働者について届出を行っていない場合

には、その具体的な理由を派遣先及び当該日雇派遣労働者に対し、通

知すること。さらに、派遣元事業主は、日雇派遣労働者が手帳所持者

である場合であって、日雇手続を行えないときには、その具体的な理

由を派遣先及び当該日雇派遣労働者に対し、通知すること。 

５ 派遣先による届出又は日雇手続の確認 

派遣先は、派遣元事業主が届出又は日雇手続を行う必要がある日雇

派遣労働者については、当該届出を行った又は日雇手続を行う日雇

派遣労働者（当該派遣先への労働者派遣の開始後速やかに当該届出

が行われるものを含む。）を受け入れるべきであり、派遣元事業主か

ら日雇派遣労働者について当該届出又は当該日雇手続を行わない理

由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられ

る場合には、派遣元事業主に対し、当該日雇派遣労働者について当該

届出を行ってから派遣するよう又は当該日雇手続を行うよう求める

こと。 

 

第５ 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示 

１ 派遣元事業主は、労働基準法第 15 条に基づき、日雇派遣労働者との

労働契約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所

及び従事すべき業務に関する事項、労働時間に関する事項、賃金に

関する事項（労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いを含む。）及

び退職に関する事項について、書面の交付による明示を確実に行う

こと。また、その他の労働条件についても、書面の交付により明示

を行うよう努めること。 

２ 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書（日雇派遣・携帯メール用）

の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第 34 条に規定

する就業条件等の明示を確実に行うこと。 

 

第６ 教育訓練の機会の確保等 

１ 派遣元事業主は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）及

び労働者派遣法第 30条の４に基づき、日雇派遣労働者の職業能力の

開発及び向上を図ること。 

２ 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務の遂行に必要な能

力を付与するための教育訓練については、派遣就業前に実施しなけ

ればならないこと。 

３ 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務を効率的に遂行す

るために必要な能力を付与するための教育訓練を実施するよう努め

ること。 

４ 派遣元事業主は、２及び３に掲げる教育訓練以外の教育訓練につい

ては、日雇派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経

験等に応じ、実施することが望ましいこと。 

５ 派遣元事業主は、日雇派遣労働者又は日雇派遣労働者として雇用し

ようとする労働者について、当該労働者の適性、能力等を勘案して、

最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間及び

日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該

労働者の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めること。 

６ 派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や日雇派遣労働者の自主的

な能力開発等の日雇派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可

能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよ

う努めること。 

 

第７ 関係法令等の関係者への周知 

１ 派遣元事業主は、日雇派遣労働者を登録するためのホームページを

設けている場合には、関係法令等に関するコーナーを設けるなど、

日雇派遣労働者となろうとする者に対する関係法令等の周知を徹底

すること。また、派遣元事業主は、登録説明会等を活用して、日雇派

遣労働者となろうとする者に対する関係法令等の周知を徹底するこ

と。 

２ 派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣

先が講ずべき措置の内容並びに労働者派遣法第３章第４節に規定す

る労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、派遣先、

日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配
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布等の措置を講ずること。 

３ 派遣先は、労働者派遣法の規定による派遣先が講ずべき措置の内容

及び労働者派遣法第３章第４節に規定する労働基準法等の適用に関

する特例等関係法令について、日雇派遣労働者を直接指揮命令する

者、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書

の配布等の措置を講ずること。 

４ 派遣先は、日雇派遣労働者の受入れに際し、日雇派遣労働者が利用

できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容についての説明、

日雇派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、日雇派遣

労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関

係についての説明及び職場生活上留意を要する事項についての助言

等を行うこと。 

 

第８ 安全衛生に係る措置 

１ 派遣元事業主が講ずべき事項 

(1) 派遣元事業主は、日雇派遣労働者に対して、労働安全衛生法（昭

和 47年法律第 57 号）第 59 条第１項に規定する雇入れ時の安全

衛生教育を確実に行わなければならないこと。その際、日雇派遣

労働者が従事する具体的な業務の内容について、派遣先から確

実に聴取した上で、当該業務の内容に即した安全衛生教育を行

うこと。 

(2) 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が労働安全衛生法第 59条第３

項に規定する危険有害業務に従事する場合には、派遣先が同項

に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育を確実に行った

かどうか確認すること。 

２ 派遣先が講ずべき事項 

(1) 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の

安全衛生教育を適切に行えるよう、日雇派遣労働者が従事する

具体的な業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供す

るとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託

の申入れがあった場合には可能な限りこれに応じるよう努める

等、日雇派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必

要な協力や配慮を行うこと。 

(2) 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の

安全衛生教育を確実に行ったかどうか確認すること。 

(3) 派遣先は、日雇派遣労働者の安全と健康の確保に責務を有する

ことを十分に認識し、労働安全衛生法第 59 条第３項に規定する

危険有害業務就業時の安全衛生教育の適切な実施等必要な措置

を確実に行わなければならないこと。 

 

第９ 労働条件確保に係る措置 

１ 派遣元事業主は、日雇派遣労働者の労働条件の確保に当たっては、

第５の１に掲げる労働条件の明示のほか、特に次に掲げる事項に留

意すること。 

(1) 賃金の一部控除 

派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金について、その一部を控

除する場合には、購買代金、福利厚生施設の費用等事理明白なも

のについて適正な労使協定を締結した場合に限り認められるこ

とに留意し、不適正な控除が行われないようにすること。 

(2) 労働時間 

派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であって

も、日雇派遣労働者がその指揮監督の下にあり、当該時間の自由

利用が当該日雇派遣労働者に保障されていないため労働時間に

該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと。

２１に掲げる事項のほか、派遣元事業主及び派遣先は、日雇派遣

労働者に関して、労働基準法等関係法令を遵守すること。 

 

第１０ 情報の提供 

派遣元事業主は、日雇派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適

切に選択できるよう、労働者派遣の実績、労働者派遣に関する料金の額

の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働

者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関する

事項等に関する情報を事業所への書類の備付け、インターネットの利用

その他の適切な方法により提供すること。 

 

第１１ 派遣元責任者及び派遣先責任者の連絡調整等 

１ 派遣元責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第 36

条に規定する派遣労働者に対する必要な助言及び指導等を十分に行

うこと。 

２ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、

労働者派遣法第 36 条及び第 41 条に規定する派遣労働者から申出を

受けた苦情の処理、派遣労働者の安全、衛生等に関する相互の連絡

調整等を十分に行うこと。 

 

第１２ 派遣先への説明 

派遣元事業主は、派遣先が日雇派遣労働者についてこの指針に定める必

要な措置を講ずることができるようにするため、派遣先に対し、労働者

派遣契約の締結に際し、日雇派遣労働者を派遣することが予定されてい

る場合には、その旨を説明すること。また、派遣元事業主は、派遣先に

対し、労働者派遣をするに際し、日雇派遣労働者を派遣する場合には、

その旨を説明すること。 

 

第１３ その他 

日雇派遣労働者について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣

元事業主から労働者派遣の役務 

の提供を受ける派遣先に対しても、派遣元指針及び派遣先指針は当然に

適用されるものであることに 

留意すること。 
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第８ 派遣先の講ずべき措置等 

 

１ 概要 
 

労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主では

なく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が

行われる。 このため、派遣労働者の保護を図るためには、現実の就業

場所である派遣先において派遣労働者の適正な就業が確保され、派遣労

働者が派遣先で指揮命令を受けることに伴い生じた苦情等が適切かつ

迅速に処理されることが必要である。  

また、このような雇用と使用が分離した形態であることに伴い、派遣先

の正社員との常用代替が生じやすいことから、有期雇用を中心とした不

安定な雇用形態である派遣労働者との常用代替の防止を図ることが求

められる。  

以上の観点から、派遣元事業主から労働者派遣を受けた派遣先は、次の

ような措置等を講じなければならない。  

① 労働者派遣契約に関する措置（法第 39 条）  

② 適正な派遣就業の確保等のための措置（法第 40 条第１項）  

③ 派遣先による均衡待遇の確保（法第 40 条第２項〜第６項）  

④ 派遣先の事業所単位の派遣期間の制限の適切な運用（法第 40 条の

２）  

⑤ 派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用（法第 40 条の３）  

⑥ 派遣労働者の雇用の努力義務（法第 40 条の４）  

⑦ 派遣先での常用労働者（いわゆる「正社員」）化の推進（法第 40 条

の５）  

⑧ 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止

（法第 40条の９）  

⑨ 派遣先責任者の選任（法第 41条）  

⑩ 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知（法第 42条） 

 

２ 労働者派遣契約に関する措置 
 

(1) 概要  

派遣先は、労働者派遣契約の定め（第６の２の(1)のイにおける定

め）に反することのないように適切な措置を講じなければならない

（法第 39 条）。  

(2) 労働者派遣契約に定める就業条件の確保  

派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲

げる措置その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずるものと

する（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の２（第８の 19 

参照））。  

イ  就業条件の周知徹底  

労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該派遣労働者の

業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者

に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に掲示する

等により、周知の徹底を図ること。  

ロ  就業場所の巡回  

定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者の就業の

状況が労働者派遣契約に反していないことを確認すること。  

ハ  就業状況の報告  

 派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の

就業の状況について報告を求めること。  

ニ  労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導  

派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に

違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等の

指導を徹底すること。職務上の地位にある者その他の関係者に当該

就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に掲示する等によ

り、周知の徹底を図ること。  

ロ  就業場所の巡回  

   定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者の就業の

状況が労働者派遣契約に反していないことを確認すること。  

ハ  就業状況の報告  

   派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の

就業の状況について報告を求めること。  

ニ  労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導  

  派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容

に違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等

の指導を徹底すること。 

 (3) 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等  

派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、

これを早急に是正するとともに、労働者派遣契約の定めに反する

行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守さ

せるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協議

した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等の適切な措置

を講ずるものとする（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２

の５（第８の 19 参照））。  

 (4) 法第 43 条による準用  

労働者派遣契約に関する措置は、派遣元事業主以外の事業主から

労働者派遣の役務の提供を受ける場合も適用される。 

 

３ 適正な派遣就業の確保 
 

(1) 概要 

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派

遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当

該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接

な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅

速な処理を図らなければならない（法第 40 条第１項）。 

(2) 苦情の適切な処理 

イ 苦情の申出  

派遣労働者から出される派遣先における苦情の申出（例えば、

指揮命令の方法の改善、セクシュアルハラスメント、妊娠、出

産等に関するハラスメント、育児休業、介護休業等に関するハ

ラスメント、パワーハラスメント、障害者である派遣労働者の

有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するも

の等）は、派遣先事業主、派遣労働者を直接指揮命令する者、

派遣先責任者に限らず派遣先や派遣先に代わって派遣労働者

を管理する職務上の地位にある者が認識し得るものであれば
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申出としての効果を持つものであり、その方法は、書面による

と口頭によるとを問うものではない。 

ロ 苦情の内容の派遣元事業主への通知  

苦情の申出を受けた場合は、当該苦情の内容を、遅滞なく、派

遣元事業主に通知しなければならない。ただし、派遣先におい

て、申出を受けた苦情の解決が容易であり、現実的にその苦情

を即時に処理してしまったような場合は、あえて派遣元事業主

に通知するまでの必要はない。  

ハ 苦情の処理の方法  

(ｲ）派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべきである苦情には、セ

クシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメン

ト、育児休業、介護休業等に関するハラスメント、パワーハ

ラスメント、障害者である派遣労働者の有する能力の有効な

発揮の支障となっている事情に関するもの等が含まれてい

ることに留意しなければならない（「派遣先が講ずべき措置

に関する指針」第２の７（1）（第８の 19 参照）、なお、雇

用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律に関する適用の特例により派遣

先の事業主が責任を負う規定については第９参照。）。  

(ﾛ) 派遣労働者の苦情が、派遣先の派遣労働者への対処方法のみ

に起因する場合は派遣先のみで解決が可能であるが、その原

因が派遣元事業主にもある場合は、単独では解決を図ること

が困難であり、派遣元事業主と密接に連絡調整を行いつつ、

その解決を図っていくことが必要である。いずれの場合にお

いても、中心となってその処理を行うのは派遣先責任者であ

り、後者の場合にあっては、派遣先責任者が派遣元責任者と

連絡調整を行いつつ、その解決を図らなければならない。  

(ﾊ) 派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに当たっては、派

遣先の労働組合法上の使用者性に関する代表的な裁判例や

中央労働委員会の命令の内容に留意し、特に、法の規定によ

り、派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用する事業

者とみなして適用する労働関係法令上の義務に関する苦情

等については、誠実かつ主体的に対応しなければならないこ

と。  

(ﾆ) 派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、

派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の

処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るため

の体制等労働者派遣契約の内容について派遣労働者に説明

するものとする（「派遣先の講ずべき措置に関する指針」第

２の７（第８の 19 参照））。  

ニ 苦情の申出を理由とする不利益取扱いの禁止  

派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派

遣労働者に対して不利益な取扱いをすることは禁じられてい

る（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の７（第８の 19

参照））。この禁止される「不利益な取扱い」には、苦情の申出

を理由として当該派遣労働者が処理すべき業務量を増加させ

る等のような派遣労働者に対して直接行う不利益取扱いのほ

か、苦情の申出を理由として派遣元事業主に対して派遣労働者

の交代を求めたり、労働者派遣契約の更新を行わない等の間接

的に派遣労働者の不利益につながる行為も含まれるものであ

る。  

また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由とする労

働者派遣契約の解除は、法第 27 条に違反するものでもある（第

６の３の(3)のハ参照）ので、これらについて十分に周知指導を

行うこと。 

(3) 適正な就業環境の確保  

イ 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、

当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切

な就業環境の維持、（中略）等必要な措置を講ずるように配慮

しなければならない (法第 40 条第４項) 。 

ロ 適正な就業環境の確保  

派遣先は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者につ

いて、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セ

クシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持の措

置を講ずるように配慮しなければならない（「派遣先の講ずべ

き措置に関する指針」第２の９の(1)（第８の 19 参照））。なお、

配慮義務というのは、何らかの具体的な措置を講ずることを求

めるものであるが、セクシュアルハラスメントの防止について

は、派遣元事業主のほか、派遣先においても、男女雇用機会均

等法に基づく雇用管理上の配慮に関する義務を負っているこ

とに留意が必要である。 

ハ 派遣労働者に対する説明会等の実施  

派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、派

遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な派遣労働者

を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関

係についての説明及び職場生活上留意を要する事項について

の助言等を行うこと（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第

２の 12（第８の 19 参照））。  

ニ 派遣元事業主との連絡体制の確立  

派遣先は、派遣元事業主の事業場で締結される労働基準法第 

36 条第１項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派

遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提

供を求める等により、派遣元事業主との連絡調整を的確に行う

こと（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の 11（第８

の 19 参照））。  

(4) 障害者である派遣労働者の適正な就業の確保  

イ 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対する

教育訓練及び福利厚生の実施について、派遣労働者が障害者で

あることを理由として、障害者でない派遣労働者と不当な差別

的取扱いをしてはならない（「派遣先が講ずべき措置に関する

指針」第２の９の（4）①（第８の 19 参照））。 

ロ 派遣先は、労働者派遣契約に基づき派遣された労働者について、

派遣元事業主が障害者雇用促進法第 36 条の３の規定による

措置を講ずるため、派遣元事業主から求めがあったときは、派

遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよう努めなけ

ればならない（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の

９の（4）②（第８の 19 参照））。 
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(5) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派

遣の受け入れ  

派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、

当該解雇後３箇月以内に派遣労働者を受け入れる場合には、必要最

小限度の労働者派遣の期間を定めるとともに、当該派遣先に雇用さ

れる労働者に対し労働者派遣の役務の提供を受ける理由を説明す

る等、適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努

めること（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の 16（第８

の 19 参照））。 この趣旨は、安易な雇用調整の結果、派遣を受け

入れるということは許されるものでなく、雇用調整により解雇した

労働者が就いていたポストへの派遣の受入れについては、特に慎重

に判断すべきことにある。なお、労働者派遣の「臨時的・一時的」

な労働力の適正・迅速な需給調整としての位置づけを踏まえると、

雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣の受

入れについては、解雇後３箇月以内かどうかにかかわりなく、慎重

に対応することが適当であること。 また、派遣先が派遣労働者を受

け入れたことによりその雇用する労働者を解雇することは、常用代

替そのものであり、派遣労働の利用の在り方として適当ではない。 

(6) 安全衛生に係る措置  

派遣先は、派遣元事業主が雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生

教育を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報提

供を派遣元事業主に対し積極的に提供するとともに、派遣元事業主

から雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の委託の申入れ

があった場合には可能な限りこれに応じるよう努めること、派遣元

事業主が健康診断等の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当た

って、当該措置に協力するよう要請があった場合には、これに応じ、

必要な協力を行うこと等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施

するために必要な協力や配慮を行うこと（「派遣先が講ずべき措置

に関する指針」第２の 17（第８の 19参照））。 派遣先が行うべき派

遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配

慮として、具体的には、以下に掲げるものがあること。  

イ 安全衛生教育に係る協力や配慮  

(ｲ) 派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時及び作

業内容変更時の安全衛生教育を適切に行えるよう、当該派遣労

働者が従事する具体的な業務に係る情報を派遣元事業主に対し

積極的に提供するとともに、派遣元事業主から教育カリキュラ

ムの作成支援等の依頼があった場合には、可能な限りこれに応

じるよう努めること。また、派遣先は、派遣労働者の受入れに当

たり、派遣元事業主が行った雇入れ時及び作業内容変更時の安

全衛生教育の実施結果を確認すること。 

なお、「派遣労働者が従事する業務に係る情報提供」の内容とし

ては、例えば、派遣労働者が派遣先で使用する機械・設備の種類・

型式の詳細、作業内容の詳細、派遣先の事業場における労働者に

対する雇入れ時の安全衛生教育を行う際に使用している教材、資

料等が考えられる。 

 (ﾛ) 派遣先は、派遣元事業主から雇入れ時及び作業内容変更時の安

全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれ

に応じるよう努めるとともに、当該申入れに応じ、安全衛生教育

を実施した場合には、その実施結果を派遣元事業主に報告する

こと。 

(ﾊ) 派遣先は、派遣労働者の作業内容を変更した場合における作業

内容変更時の安全衛生教育を実施したときは、その実施結果を

派遣元事業主に報告すること。  

ロ 危険有害業務に係る連絡調整等  

派遣先は、派遣労働者が従事することが予定されている労働安全衛

生法第 59 条第３項又は第 61条第１項に規定する業務に係る当該

派遣労働者の資格等の有無を確認し、必要な資格等がない者がこ

れらの業務に従事することがないよう、派遣元事業主と連絡調整

を行うこと。  

ハ 健康診断の実施後の就業上の措置等に係る連絡調整等  

(ｲ) 派遣先は、派遣元事業主が面接指導の実施又は健康診断の結果

についての医師からの意見の聴取を適切に行えるよう、派遣元

事業主に当該派遣労働者の労働時間を通知するほか、派遣元事

業主から当該派遣労働者のその他の勤務の状況又は職場環境

に関する情報について提供の依頼があった場合には、必要な情

報を提供すること。  

(ﾛ) 派遣先は、派遣元事業主が健康診断や面接指導、心理的な負担

の程度を把握するための検査の結果に基づく就業上の措置を

講ずるに当たって、当該措置に協力するよう要請があった場合

には、これに応じ、必要な協力を行うこと。この場合において、

派遣先は、派遣元事業主から就業上の措置に関する協力の要請

があったことを理由として、派遣労働者の変更を求めることそ

の他の当該派遣労働者に対する不利益な取扱いをしてはなら

ないこと。 

(ﾊ) 派遣先は、特殊健康診断の結果に基づく就業上の措置を講ずる

に当たっては、あらかじめ、就業上の措置の内容について当該

派遣労働者の意見を聴くよう努めるとともに、派遣元事業主と

連絡調整を行った上でこれを実施すること。また、派遣先は、

就業上の措置を講じたときは、派遣元事業主に対し、当該措置

の内容に関する情報を提供すること。  

ニ 労働災害の再発防止対策に係る連絡調整等  

派遣先は、派遣労働者に係る労働災害について労働者死傷病報告

を所轄労働基準監督署に提出した場合には、派遣元事業者に対し、

遅滞なく、その写しを送付するとともに、当該労働災害の原因、

再発防止のための対策等について必要な情報を提供すること。  

ホ 派遣労働者の安全衛生に係る措置について  

イからニまでのほか、派遣先は、労働者派遣契約で定めた安全衛

生に関する事項に係る措置その他の派遣労働者の安全衛生に係る

措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。 

 

４ 派遣先による均衡待遇の確保 
 

(1) 概要  

派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇を推進し、派遣労働者の

処遇改善を図るのは一義的には雇用主たる派遣元事業主であるが、

実際は派遣先による対応がないと処遇の改善が進まないため、派遣

先においても、教育訓練、福利厚生等に関し、必要な措置を講じる

ものとしている。  

(2) 教育訓練・能力開発  
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派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付す

ための教育訓練を行っている場合は、これらの者と同種の業務に従

事する派遣労働者に対しても、当該派遣労働者を雇用する派遣元事

業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能

力を有している場合や派遣元事業主で同様の訓練を実施すること

が可能である場合を除き、当該訓練を実施する等必要な措置を講じ

なければならない（法第 40 条第２項）。 

本来、派遣労働者に対しては、雇用主である派遣元事業主が必要な

教育訓練を行うべきであるが、派遣先の業務に密接に関連した教育

訓練については、実際の就業場所である派遣先が実施することが適

当であり、また、実施可能な訓練も想定されるところである。実際、

派遣労働者に対する教育訓練が少なくなりがちという実情にもか

んがみ、派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じて、派遣先の労

働者と同様の訓練を実施する等必要な措置を講ずる義務を課した

ものである。 

なお、派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対し段階的かつ体系

的な教育訓練を実施するに当たって、求めがあったときは、派遣元

事業主と協議等を行い、当該派遣労働者が当該教育訓練を受けられ

るよう可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜

を図るよう努めなければならない。派遣元事業主が行うその他の教

育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等についても同様である

（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の９(３)） 

(3) 福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）  

派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与

える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、

その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会

を与えなければならない (法第 40 条第 3 項) 。食堂、休憩室、

更衣室は、業務の円滑な遂行に資する施設であり、派遣労働者と派

遣先の労働者で別の取扱いをすることは適当でないことから、同様

の取扱いをする義務を派遣先に課すこととしたものである。  

(4) 福利厚生（(3)の施設を除く。） 

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当

該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業

環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される

労働者が通常利用しているもの（４(3)の施設を除く。）の利用に関

する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければなら

ない (法第 40 条第４項) 。 

「診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が

通常利用しているもの」とは、派遣先が設置及び運営し、その雇用

する労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、

理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施

設等の施設をいうこと（「派遣先の講ずべき措置に関する指針」第

２の９の(1)（第８の 19 参照））。 

なお、配慮義務というのは、何らかの具体的な措置を講ずることを

求めるものであるが、派遣先の労働者と同様の取扱いをすることが

困難な場合まで当該取扱いを求めるものではなく、例えば、定員の

関係で派遣先の労働者と同じ時間帯に診療所の利用を行わせるこ

とが困難であれば別の時間帯に設定する等の措置を行うことによ

り配慮義務を尽くしたと解される。 

(5) 派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の職務遂行状況等の情報

について提供する配慮義務 

イ 派遣先は、派遣元事業主において段階的かつ体系的な教育訓練

やキャリアコンサルティング、派遣先の通常の労働者との間の

均等・均衡待遇の確保のための措置、一定の要件を満たす労使協

定に基づく待遇の確保のための措置、派遣労働者と比較対象労

働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明が適切に講じ

られるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、派遣先の労

働者に関する情報や、派遣先の指揮命令の下に労働させる派遣

労働者の業務の遂行の状況等の情報を派遣元事業主に提供する

等必要な協力をするように配慮しなければならない。「業務の遂

行の状況」とは、仕事の処理速度や目標の達成度合いに関する情

報を指し、派遣先の能力評価の基準や様式により示されたもの

で足りる。 

ロ 特に、派遣先の労働者に関する情報のうち、派遣先の通常の労働

者と第６の２の(3)のハの(ｲ)の⑤の比較対象労働者との間で均

衡待遇が確保されている根拠又は派遣先の通常の労働者と第６

の２の(3)のハの(ｲ)の⑥の比較対象労働者との間で適切な待遇

が確保されている根拠について、派遣元事業主から求めがあっ

た場合には、派遣先は、派遣元事業主による派遣労働者の均等・

均衡待遇の確保や比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及

び理由等の説明が適切になされるようにするため、それぞれの

根拠について情報提供することが求められることに留意するこ

と。 

ハ 派遣元事業主が派遣労働者の職務能力の評価を行う場合には、

当該情報のみならず、派遣元事業主が自ら収集した情報に基づ

き評価を行うことが必要である。 

(6) 派遣先が業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を

実施せず、又は福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）の利

用の機会を付与しない場合の取扱い 

厚生労働大臣は、派遣先が派遣元事業主の求めに応じて業務の遂

行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施しない場合若

しくは福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）の利用の機会

を付与しない場合又はこれらの場合に当該派遣先に対して法第

48 条第１項の規定による指導若しくは助言をしたにもかかわら

ず、当該派遣先がその指導等に従わなかった場合等には、当該派

遣先に対し、当該派遣就業を是正するために必要な措置をとるべ

きことを勧告することができる（法第 49 条の２第１項）。 

また、厚生労働大臣は、当該勧告を行った場合において、その勧

告を受けた者がこれに従わなかった場合には、その旨を公表する

ことができる（法第 49条の２第２項）。 

 

５ 派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用 
 

(1) 概要  

派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所（以下「派遣

先の事業所等」という。）ごとの業務について、派遣元事業主から

派遣可能期間を超える期間継続して有期雇用の者に係る労働者派

遣の役務の提供を受けてはならない（法第 40 条の２）。  

(2) 意義  
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派遣労働者については、その雇用の安定やキャリア形成が図られに

くい面があることから、派遣就業を臨時的・一時的な働き方として

位置づけることを原則とするとともに、派遣先の常用労働者（いわ

ゆる「正社員」）との代替が生じないよう、労働者派遣の利用を臨

時的・一時的なものに限ることを原則としている。  

このうち常用労働者との代替を防止する観点及び派遣労働者の派

遣就業への望まない固定化の防止の観点から、派遣先の事業所等ご

との業務における有期雇用派遣の受入れについて原則３年までと

する事業所単位の期間制限が設けられている。  

なお、この常用代替防止は、派遣労働者が現に派遣先で就労してい

る常用労働者を代替することを防止するだけでなく、派遣先の常用

労働者の雇用の機会が不当に狭められることを防止することも含

むものである。また、特に、派遣先が派遣労働者を受け入れたこと

によりその雇用する労働者を解雇することは常用代替そのもので

あり、派遣労働者の利用の在り方として適当でないことに留意する

こと。 

(3) 派遣可能期間の考え方  

イ 派遣先は、次の①から⑥までの場合を除いて、当該派遣先の事業

所等ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超

える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  

① 労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用労働者の場合  

② 労働者派遣に係る派遣労働者が 60 歳以上の者である場合  

③ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一

定の期間内に完了することが予定されているもの（「有期プロジ

ェクト業務」第 40 条の２第１項第３号イ）について労働者派遣

の役務の提供を受ける場合  

   なお、「一定の期間内」とは、特に年数を定めるものではないが、

終期が明確でなければならない。  

④ 派遣労働者の従事する業務が１箇月間に行われる日数が、当該派

遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の１箇月間の所

定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、月 10 日以下である業

務（「日数限定業務」第 40 条の２第１項第３号ロ）について労働

者派遣の役務の提供を受ける場合  

(ⅰ)「通常の労働者」の所定労働日数とは、原則として、派遣先のい

わゆる正規の従業員（常用雇用的な長期勤続を前提として雇用

される者）の所定労働日数が該当する。  

ただし、当該派遣先の正規の従業員の方が少数である場合には、

派遣先の事業所等に、主として従事する労働者の所定労働日数

を、「通常の労働者」の所定労働日数とする。 

したがって、例えば、正規の従業員が約２割の場外馬券売場の

事業場で、所定労働日数が月８日の有期雇用の労働者が主とし

て従事する馬券販売の担当部門において、日数限定業務として

派遣可能期間の制限なしに労働者派遣を受けようとする場合

には、「通常の労働者」の所定労働日数は、月８日となる。 

 (ⅱ)「相当程度少なく」とは半分以下である場合をいう。したがっ

て、例えば、通常の労働者の所定労働日数が月 20 日の場合に

は、月 10 日以下しか行われない場合が対象となる。  

(ⅲ) 日数限定業務に該当するためには、その業務が、通常の労働者

の１箇月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月 10 日以下し

か行われない業務であることが必要である。  

したがって、「通常の労働者の１箇月間の所定労働日数の半分

以下、かつ、月 10 日以下」を超える日数行われている業務を

分割又は集約し、その一部を「通常の労働者の１箇月間の所定

労働日数の半分以下、かつ、月 10 日以下」となる範囲におい

て派遣労働者に従事させ、他の日は派遣先に雇用されている従

業員のみで対応するような場合は、日数限定業務には該当せず、

期間制限の適用を受けることとなる。（例えば月 15 日発生す

る業務について分割し、月 10 日間を派遣労働者に従事させ、

残りの月５日間を派遣先に雇用されている従業員に行わせる

ような場合は、その業務は月 15 日間行われていることから、

日数限定業務に当たらない。）また、「通常の労働者の１箇月間

の所定労働日数の半分以下、かつ、月 10 日以下」を超える日

数行われている業務について、繁忙対策として、業務量の多い

日のみ派遣先に雇用されている従業員に加え派遣労働者にも

従事させるような場合も、日数限定業務には該当せず、期間制

限の適用を受けることとなる。  

(ⅳ) なお、日数限定業務に該当する業務としては、例えば、書店の

棚卸し業務や、土日のみに行われる住宅展示場のコンパニオン

の業務が想定される。  

⑤ 産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後

休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子

の養育をするための休業をする場合における当該労働者の業務

（法第 40 条の２第１項第４号）について労働者派遣の役務の提

供を受ける場合  

⑥ 介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業

法第２条第４号に規定する対象家族を介護するためにする休業

をする場合における当該労働者の業務（法第 40 条の２第１項第

５号）について労働者派遣の役務の提供を受ける場合  

なお、⑤及び⑥の業務については、休業に入る労働者が従事して

いた業務を、休業に入る前に派遣労働者に対して引継ぎを行う場

合及び当該業務に従事していた派遣労働者が、休業を終えて当該

業務に復帰する労働者に対して引継ぎを行う場合は、当該時間が

必要最小限のものである限り、⑤及び⑥の場合に含めて差し支え

ない。  

ロ「事業所等」については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事

業所その他の場所から独立していること、経営の単位として人事、

経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有す

ること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の

観点から実態に即して判断する。 

ハ 事業所とは、雇用保険法等雇用関係法令における概念と同様のも

のであり、出張所、支所等で、規模が小さく、その上部機関等と

の組織的関連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の独

立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一

の事業所として取り扱う。その他派遣就業の場所とは、事業を行

っていない者が派遣先となる場合に当該労働者派遣の役務の提供

を受ける場所を指し、例えば、個人宅が派遣先になる場合は当該

家庭（居宅）を、大学の研究室が派遣先になる場合は、当該研究

室を指す。  
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ニ 労働者派遣の役務（(3)のイの①から⑥までの場合を除く。以下に

おいて同じ。）の提供を受けていた派遣先の事業所等が新たに労働

者派遣の役務の提供を受ける場合に、当該新たな労働者派遣と当

該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働

者派遣との間の期間が３箇月を超えないときは、当該派遣先の事

業所等は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入

れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受け

ているものとみなす。  

 派遣先において継続して労働者派遣の役務の提供を受けている

期間の判断は、継続していると判断される最初の労働者派遣契約

の始期から最後の労働者派遣契約の終期までの期間により行う。 

(4) 派遣可能期間の延長等  

イ 派遣可能期間は、３年とする（法第 40 条の２第２項）。 

ロ 派遣先は当該派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣元事業

主から３年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受

けようとするときは、当該派遣先の事業所等ごとの業務に係る

労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の期間

制限の抵触日の 1 箇月前の日までの間（意見聴取期間）に、以

下の手続を行うことにより、３年以内の期間であれば派遣可能

期間を延長することができる。また、延長した期間が経過した

場合にこれを更に延長しようとするときも、同様の手続による

（法第 40 条の２第３項）。  

  なお、派遣労働の利用は臨時的・一時的なものが原則であるこ

とから、その利用は３年以内が原則であることに留意すること。  

  特に、派遣先が派遣可能期間の延長の是非を判断するに当たっ

ては、必ずハに定める過半数労働組合等からの意見聴取を実施

し、この原則を尊重するべきであることを周知徹底すること。  

ハ 派遣先は派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間

に、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組

合がある場合においてはその労働組合（以下「過半数労働組合」

という。）、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお

いては労働者の過半数を代表する者（以下「過半数代表者」と

いう。）の意見を聴かなければならない（法第 40 条の２第４

項）。派遣先が過半数労働組合又は過半数代表者（以下「過半数

労働組合等」という。）の意見を聴くことで派遣可能期間を延長

できるとする趣旨は、派遣労働者の受入を一律に制限するので

はなく、現場の実状等をよく把握している労使の判断に委ねる

ことにする点にあることから、派遣先の使用者と過半数労働組

合等はお互いの意見を尊重し、実質的な話合いが行われること

が期待される。また、使用者が行うべき説明等の内容は、労使

のコミュニケーションを通じて明確化されるべきものであり、

意見聴取の際の説明は法律上の義務ではないが、過半数労働組

合等から質問があれば説明を行うことが期待される。さらに、

最初の派遣労働者の受入れに当たっては、過半数労働組合等に

その受入れの考え方を説明することが望ましい。このような趣

旨や以下に掲げる内容を十分に踏まえ、意見聴取が確実に行わ

れるよう、また意見が尊重されるよう、関係者に対する十分な

周知及び指導を行うこと。  

ニ 意見聴取は、次の手続によらなければならない。  

(ｲ) 意見聴取の際に、過半数労働組合等に次に掲げる事項を書面

により通知すること（則第 33 条の３第１項）。  

   ① 労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業所その他

派遣就業の場所  

② 延長しようとする派遣期間  

また、派遣先は、過半数労働組合等に対し、派遣可能期間

を延長しようとする際に意見を聴くに当たっては、派遣先

の事業所等の業務について、当該業務に係る労働者派遣の

役務の提供の開始時（派遣可能期間を延長した場合は、当

該延長時）から当該業務に従事した派遣労働者の数及び期

間を定めないで雇用する労働者（正社員）の数の推移に関

する資料等、意見聴取の参考となる資料も過半数労働組合

等に提供すること。また、派遣先は、意見聴取の実効性を

高める観点から、過半数労働組合等からの求めに応じ、部

署ごとの派遣労働者の数、各々の派遣労働者に係る労働者

派遣の役務の提供を受けた期間等に係る情報を提供するこ

とが望ましい。（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第

２の 15（1））  

 (ﾛ) 過半数代表者は、以下のいずれにも該当する者とすること（則

第 33 条の３第２項）。  

① 労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位

にある者でないこと。  

② 派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出する

目的であることを明らかにして実施される投票、挙手等の

方法による手続により選出された者であって、派遣先の意

向に基づき選出されたものでないこと。 なお、「投票、挙手

等」の方法としては、「投票、挙手」のほか、労働者の話合

い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持

していることが明確になる民主的な手続が該当する。ただ

し、①に該当する者がいない事業所にあっては、②に該当す

る者とすること（則第 33 条の３第２項）。 また、派遣先は、

労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者に

なろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をし

たことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなけ

ればならない（則第 33 条の５）。 意見を聴取した過半数

代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出され

たものではない場合、派遣先の意向に基づき選出された場

合、派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であるこ

とを明らかにせずに選出された場合、管理監督者である場

合については、事実意見聴取が行われていないものと同視

できることから、労働契約申込みみなし制度の適用がある

ことに留意すること。 また、派遣先は、過半数代表者が意

見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう

必要な配慮を行わなければならない（則第 33 条の３第５

項）。この「必要な配慮」には、例えば、過半数代表者が労

働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器

（イントラネットや社内メールを含む。）や事務スペースの

提供を行うことが含まれるものである。  

 (ﾊ) 派遣先は、派遣可能期間を延長するに当たっては、次に掲げ



- 215 - 

第８ 派遣先の講ずべき措置等 

 

る事項を書面に記載し、事業所単位の期間制限の抵触日から

３年間保存しなければならない（則第 33 条の３第３項）。  

 ① (ｲ)により、意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過

半数代表者の氏名  

※過半数代表者の場合は選出方法についても併せて記載す

ることが望ましい。  

② (ｲ)により過半数労働組合等に通知した事項及び通知し

た日 

③ 過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内

容  

④ 意見を聴いて、(ｲ)の②の延長しようとする派遣可能期間

を変更したときは、その変更した派遣可能期間  

なお、電磁的記録により当該書面の作成を行う場合は、

電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は

磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行

わなければならない。 また、電磁的記録により当該書面

の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行っ

た上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力

することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用

に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作

成できるようにしなければならない。  

ａ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又

は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する

方法  

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取

装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を電子計算

機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製す

るファイルにより保存する方法  

派遣先が意見聴取の過程及び結果並びに対応方針等の説明の内容

について故意に記録を記録せず又は記録を破棄した場合、意見聴

取に当たり合理的な意見表明が可能となるような資料が派遣先か

ら提供されない場合等については、延長手続を困難にすることか

ら、厳正な対処が行われるべきであること。  

(ﾆ) 派遣可能期間を延長するに当たっては、(ﾊ)①～④の事項を次に

掲げるいずれかの方法によって、当該事業所の労働者に周知し

なければならない。（則第 33 条の３第４項）  

  ① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。  

  ② 書面を労働者に交付すること。  

  ③ 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これ

らに準じる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録

の内容を常時確認できる機器を設置すること。  

ホ 派遣先は、派遣可能期間の延長について意見を聴かれた過半数労

働組合等が異議を述べたときは、事業所単位の期間制限の抵触日

の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、  

(ｲ)  延長しようとする期間及びその理由  

(ﾛ)  過半数労働組合等の異議（常用代替に関する意見に限る。）

への対応に関する方針を説明しなければならない（法第 40 

条の２第５項、則第 33 条の４第１項）。  

また、派遣先は、過半数労働組合等に説明した日及び説明し

た内容を書面に記載し、事業所単位の期間制限の抵触日か

ら３年間保存しなければならず、書面に記載した事項を（4）

のニの（ﾆ）の①～③の方法によって、当該事業所等の労働

者に周知しなければならない（則第 33 条の４第２項及び

第３項）。 なお、過半数労働組合等の異議への対応に関す

る方針等の説明は、労使自治の考え方に基づく実質的な話

合いができる仕組みの構築が目的であることに留意するこ

と。  

異議とは、派遣可能期間を延長することに反対する旨の意

見のみならず、延長する期間を短縮する旨の意見や、例え

ば今回限り延長を認めるといった意見や、受入派遣労働者

数を減らすことを前提に延長を認めるといった条件付き賛

成の旨の意見も含まれる。 派遣先は、過半数労働組合等か

ら、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が適当

でない旨の意見を受けた場合には、当該意見に対する派遣

先の考え方を過半数労働組合等に説明すること、当該意見

を勘案して労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間

について再検討を加えること等により、過半数労働組合等

の意見を十分に尊重するよう努めるものとすること。 

異議への対応に関する方針とは、例えば、派遣可能期間を

延長しないことや、提示した延長する期間を短縮すること

等を指す。  また、派遣先は、派遣可能期間を延長する際

に過半数労働組合等から異議があった場合において、当該

延長に係る期間が経過した場合にこれを更に延長しようと

するに当たり、再度、過半数労働組合等から異議があった

ときには、当該意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長

の中止又は延長する期間の短縮、延長しようとする派遣労

働者の数の減少等の対応を採ることについて検討した上で、

その結論をより一層丁寧に過半数労働組合等に説明しなけ

ればならない。 なお、派遣先は派遣可能期間を延長しよう

とする場合の過半数労働組合等からの意見の聴取及び過半

数労働組合等が異議を述べた場合の当該過半数労働組合等

に対する派遣可能期間の延長の理由等の説明を行うにあた

っては、誠実にこれらを行うよう努めなければならない。  

へ その他  

(ｲ) 意見聴取は、派遣を受け入れようとする者の事業所等ごとに

行う必要がある。  

(ﾛ) 派遣先は過半数労働組合等から(ｲ)の意見を聴くに当たって

は、実際に意見の取りまとめに要する期間を過半数労働組合

等に確認する等十分な考慮期間を設けること。意見聴取を行

う時期については、意見聴取期間内であれば問題はないが、

意見聴取の趣旨が常用代替が生じていないかの判断を現場の

労使が行うことにある点にかんがみると、労働者派遣の役務

の提供の受入開始に接近した時点よりも、ある程度の期間経

過した後の方が望ましい。  

(ﾊ) なお、意見聴取に当たっては、派遣先は、意見聴取期間内で

あれば、過半数労働組合等の意見の提出に際して期限を付す

ることが可能である。また、当該期限までに意見がない場合

には意見がないものとみなす旨を過半数労働組合等に事前に
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通知した場合には、そのように取り扱って差し支えない。た

だし、この場合であっても、過半数労働組合等に十分な考慮

期間を設けること。  

(ﾆ) 派遣を受け入れる前に意見聴取をすることや、複数回分の意

見聴取をまとめて一度の意見聴取で３年を超える期間延長す

ることはできない。  

(ﾎ) 派遣期間を延長する際には、意見聴取が必要であることから、

新たな業務において派遣労働者を受け入れる際に、派遣期間

を延長する可能性がある場合は、その受入の考え方について

過半数労働組合等に説明することが望ましい。 

(5) 派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用のための留意点  

イ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、(3)のイの①か

ら⑥までに掲げる場合以外について派遣元事業主から新たな労

働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとす

るときは、第６の労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ、

当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る事業所単位の期

間制限の抵触日を通知しなければならない。また、派遣元事業主

は、当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を

締結してはならない（第６の２の(2)参照）。 

ロ また、派遣先は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当

該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、延長後の事業所単位の

期間制限に抵触する日を通知しなければならない（法第 40 条の

２第７項）。  

ハ なお、イ及びロの通知については、労働者派遣の役務の提供を受

けようとする者から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係

る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電

子メール等の送信をすることにより行わなければならない（則第 

24 条の２）が、イ又はロの通知である旨が明確になっていれば、

他の連絡等と併せて一葉の書面等で通知することとしても差し

支えない。  

ニ これらの規定は、労働者派遣契約に基づき労働者派遣を行う派遣

元事業主及び当該労働者派遣の役務の提供を受ける者の双方が、

派遣可能期間の制限の規定を遵守できるようにすることを目的

としているものである。  

ホ 派遣先は、派遣可能期間の延長に係る意見聴取の手続を回避する

ことを目的として、当該労働者派遣の終了後３箇月が経過した後

に再度当該労働者派遣の役務の提供を受けるような、実質的に派

遣労働者の役務の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反するも

のである。 

 

６ 派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用 
 

（1）概要 

派遣先は、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務につい

て、３年を超える期間継続して同一の有期雇用の派遣労働者に係

る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない（法第 40条の３）。 

（2）意義 

前述のとおり、派遣労働については、その雇用の安定やキャリ

ア形成が図られにくい面があることから、派遣労働の利用を

臨時的・一時的なものに限ることを原則とするとともに、派遣

労働を臨時的・一時的な働き方として位置づけることを原則

としている。このような観点及び派遣労働者の派遣就業への

望まない固定化の防止の確保を図る観点から、特に雇用安定

等の観点で課題がある有期雇用の派遣労働者については、課

などの同一の組織単位における継続的な受入れを３年までと

する個人単位の期間制限を設けることとしたものである。つ

まり、有期雇用派遣労働者について、節目節目でキャリアを見

つめ直し、キャリアアップの契機とすることで派遣労働への

固定化の防止を図るものである。  

（3）期間制限の考え方  

５（３）イの場合を除き、派遣先の事業所単位の期間制限が延

長された場合であっても、事業所等における組織単位ごとの

業務について、派遣元事業主から３年を超える期間継続して

同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けては

ならない。事業所等における組織単位については、法第 40 条

の３の期間制限の目的が、派遣労働者がその組織単位の業務

に長期にわたって従事することによって派遣就業に望まずに

固定化されることを防止することであることに留意しつつ判

断することになる。具体的には、課、グループ等の業務として

の類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業

務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものであって、

派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想

定しているが、名称にとらわれることなく実態により判断す

べきものである。ただし、小規模の事業所等においては、組織

単位と組織の最小単位が一致する場合もあることに留意する

必要がある。 

（4）その他  

イ 労働者派遣期間の継続性の考え方  

 (イ) 同一の派遣労働者について、派遣先の同一の組織単位に

おける就業の日と次回の就業の日との間の期間が３箇月以

下であれば、派遣先は、事業所等における組織単位ごとの

業務について、継続して同一の派遣労働者に係る労働者派

遣の役務の提供を受けているものとみなす。この場合、同

一の派遣労働者について、派遣元事業主が異なる場合であ

っても同一の派遣労働者と評価されることに留意すること。

派遣先は、派遣労働者個人単位の期間制限に違反すること

をもって、派遣元事業主に対し、派遣労働者の交代を要求

することができる。  

(ロ) 派遣先は、派遣先の事業所等における業務について派遣元

事業主から３年間を超える期間継続して労働者派遣（５(3)

イ①から⑥までのいずれかに該当する場合を除く。）の役務

の提供を受けようとする場合において、派遣可能期間の延

長に係る手続を回避することを目的として、当該労働者派

遣の終了後３箇月が経過した後に、再度当該派遣労働者の

役務の提供を受けることは、趣旨に反するものであること。  

ロ 派遣労働者個人単位の期間制限の延長はできない。 

 

７ 期間制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受

けた場合の取扱い 
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(1) 概要 

厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、過半

数労働組合等からの意見聴取をせずに事業所単位の期間制限を

超えて労働者派遣の役務の提供を受けている場合、意見聴取を

した際に過半数労働組合等が異議を述べたにもかかわらず説明

義務を果たさなかった場合、派遣労働者個人単位の期間制限を

超えて同一の組織単位において同一の派遣労働者から労働者派

遣の役務の提供を受けている場合、法第 48 条第１項の規定に

よる指導又は助言をしたにもかかわらず、その者がその指導等

に従わなかった場合等には、当該者に対し、当該派遣就業を是

正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができ

る（法第 49 条の２第１項）。厚生労働大臣はこれらの勧告をし

た場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったと

きは、その旨を公表することができる（法第 49 条の２第２項、

第 12 の３参照）。  

(2) 勧告、公表の内容  

   勧告に従わなかったときの公表の際には、企業名及び所在地、

事業所名及び所在地並びに指導、助言、勧告及び公表の経緯に

ついて公表する。 

(3) 権限の委任 

勧告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うも

のとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨

げられない。  

(4) 勧告、公表の手続  

(ｲ) 勧告の決定は厚生労働大臣又は都道府県労働局長が行う。公表

の決定は厚生労働大臣が行う。なお、最終的に勧告については、

文書により期限を設けて行う。また、当該勧告に従わない場合

は、その旨を公表することがある旨を記載する。また、併せて

公表方法を示すものとする。 

(ﾛ) また、勧告から原則として１箇月以内に公表すべく手続をとる。

公表の方法は、(2)の内容からなる資料を作成し、新聞発表する

ことによる。  

(ﾊ) なお、上記の目的はあくまで派遣労働者の雇用の安定を図るこ

とであることに鑑み、個別の事案に即して弾力的な対応を図る

こと。  

(5) 労働契約申込みみなし制度 

労働者派遣の役務の提供を受ける者が、過半数労働組合等から

の意見聴取をせずに事業所単位の期間制限を超えて労働者派

遣の役務の提供を受けている場合（５（4）二(ｲ)、(ﾊ)及び (ﾆ)

の場合を除く。）及び派遣労働者個人単位の期間制限を超えて

同一の組織単位において同一の派遣労働者から労働者派遣の

役務の提供を受けている場合には、当該労働者派遣の役務の提

供を受ける者から当該派遣労働者に対し、その時点における当

該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする

労働契約の申込みをしたものとみなされる（法第 40 条の６）。 

なお、派遣先は、労働契約申込みみなし制度の下で、有期の労

働契約が成立した後に当該契約を更新することについては、当

該労働者の意向を踏まえつつ、派遣元事業主と締結されていた

労働契約の状況等を考慮し真摯に検討すべきものである。 

 

８ 特定有期雇用派遣労働者の雇用 
 

(1) 概要 

派遣先は、派遣元事業主から雇用安定措置として特定有期雇用派遣

労働者への直接雇用の依頼を受けた場合において、引き続き当該特

定有期雇用派遣労働者が従事していた業務に労働者を従事させる

ため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間が経過した日以後

労働者を雇い入れようとするときは、当該直接雇用の依頼の対象と

なった特定有期派遣労働者であって、継続して就業することを希望

している者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければならない（法第 

40 条の４）。  

また、当該直接雇用の依頼の対象となった特定有期雇用派遣労働者

であって、継続して就業することを希望している者のうち、派遣先

の同一の組織単位において継続して３年間就業する見込みがある

者に対しては、当該派遣先における求人情報を提供しなければなら

ない（法第 40 条の５第２項）。 

(2) 意義  

派遣労働への固定化防止の観点から派遣労働者個人単位の期

間制限を設けているが、これにより派遣期間の上限等に達した

派遣労働者については派遣先を失うことにより失職するおそ

れがある。このため雇用安定措置を設けているが、派遣労働者

の中には、正社員等での直接雇用を希望しつつも、やむを得ず

派遣就労に従事している者も存在していることから、雇用安定

措置として派遣元事業主から直接雇用の依頼があったときは、

派遣先も可能な限り雇用する等の責務を課すこととしたもの

である。  

また、同一の組織単位において３年間継続就労した派遣労働者

については、直接雇用の希望がよりかなえられるよう、上記の

措置に加えて派遣先における直接雇用に係る募集情報を提供

することとしたものである。 

(3) 優先雇用の努力義務 

派遣先は、以下の①から③までをすべて満たす場合、受け入れてい

る特定有期雇用派遣労働者を遅滞なく、雇い入れるよう努めなけれ

ばならない。（法第 40 条の４）  

① 派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一の業務について 1 年

以上継続して有期雇用派遣労働者（特定有期雇用派遣労働者）が

派遣労働に従事したこと  

② 引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため当該派遣の

受入れ期間以後労働者を雇い入れようとすること  

③ 当該特定有期雇用派遣労働者について派遣元事業主から法に定

める雇用安定措置の一つとして直接雇用の依頼があったこと 

(4) 労働者募集情報の提供 

派遣先は、一定の要件を満たした特定有期雇用派遣労働者につ

いて当該事業所における募集情報を提供する義務が課せられる

がその具体的な要件は以下のとおり。（第 40 条の５第２項） 

イ 対象となる特定有期雇用派遣労働者  

  以下の①及び②を満たす者である。  

① 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務につい

て継続して３年間派遣就労する見込みのある特定有期雇
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用派遣労働者 

② 当該特定有期雇用派遣労働者について派遣元事業主から

法に定める雇用安定措置の一つとして直接雇用の依頼が

あったこと  

ロ 派遣先が講ずる措置  

当該特定有期雇用派遣労働者が就労している事業所等にお

いて労働者の募集を行うときは、当該募集を行う事業所等に

その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当

該募集に係る事項を掲示すること等により当該派遣労働者

に周知すること 

この募集情報は、正規雇用労働者に関するもののみならずパ

ートタイム労働者、契約社員など当該事業所等において労働

に従事する直接雇用の労働者に関するものである。ただし、

特殊な資格を必要とするなど当該有期雇用派遣労働者が募

集条件に該当しないことが明らかな場合まで周知が必要と

なるものではない。 

周知の方法としては、事業所の掲示板に求人票を貼り出すこと、

直接メール等で通知すること等のほか、派遣先から派遣元事業主

に募集情報を提供し、当該派遣元事業主を通じて当該特定有期雇

用派遣労働者に周知することとしても差し支えない。また、派遣

元を通じずに募集情報を提供した際には、提供したことを派遣元

にも情報提供することが望ましい。  

周知した事項の内容については、派遣先において記録及び保存を

することが望ましい。  

 

９ 派遣先での正社員化の推進 
 
(1) 概要  

派遣先は、当該派遣先の事業所等において１年以上就業している派

遣労働者について、当該事業所その他派遣就業の場所において労働

に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業

所等に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従

事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項

を当該派遣労働者に周知しなければならない（法第 40 条の５第１

項）。  

(2) 意義  

派遣労働者の中には、いわゆる正社員での直接雇用を希望しつつも、

やむを得ず派遣就労に従事している者も存在していることから、こ

れらの者について正社員として雇用される可能性の機会をできるだ

け提供しようとするものである。  

(3) 具体的な措置の内容  

派遣先は、受け入れている一定の派遣労働者について通常の労働者

の募集情報を提供しなければならないこととされているが、その対

象者と措置の内容は以下のとおり。  

イ 対象となる派遣労働者  

    (ｲ) 派遣先の同一の事業所等において１年以上の期間継続して就

労している派遣労働者  

(ﾛ) この派遣労働者は、有期雇用派遣労働者に限らず、無期雇用

派遣労働者も含まれる。  

(ﾊ) 同一の事業所等において１年以上の継続勤務があれば対象と

なり、これには途中で事業所内の組織単位を異動した場合も

含まれる。  

ロ 講ずべき措置  

(ｲ) 当該事業所等において労働に従事する通常の労働者の募集を

行うときに、当該募集に係る情報を当該派遣労働者に周知す

ること。  

(ﾛ) 「通常の労働者」とは、派遣先のいわゆる正規雇用労働者（常

用雇用的な長期勤続を前提として雇用される者）を言う。  

    ※ 有期雇用は含まない。  

(ﾊ) 当該募集に係る情報は、新卒の学生を対象とした全国転勤の

総合職の求人情報など当該派遣労働者に応募資格がないこと

が明白である場合は周知する必要はない。  

(ﾆ) 周知の方法としては、事業所の掲示板に求人票を貼り出すこ

と、直接メール等で通知すること等のほか、派遣先から派遣

元事業主に募集情報を提供し、当該派遣元事業主を通じて当

該派遣労働者に周知することとしても差し支えない。また、

派遣元を通じずに募集情報を提供した際には、提供したこと

を派遣元にも情報提供することが望ましい。  

(ﾎ) 周知した事項の内容については、派遣先において記録及び保

存をすることが望ましい。 

 

１０ 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提

供の受入れの禁止 
 
(1) 概要  

イ 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合にお

いて、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職し

た者であるときは、当該離職の日から起算して１年を経過する

日までの間は、当該派遣労働者（60 歳以上の定年退職者を除く。）

に係る労働者派遣の役務の提供を受け入れてはならない（法第 

40 条の９第１項、則第 33 条の 10 第１項）。  

ロ 派遣先は、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば、イに抵

触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣を

しようとする派遣元事業主に通知しなければならない（法第 40 

条の９第２項）。  

(2) 意義  

第７の 18 を参照のこと。  

(3) 通知の方法  

通知は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子メ

ール等の送信により行わなければならない（則第 33 条の 10 第２

項）。  

(4) 離職して 1 年を経過していない労働者を派遣労働者として受け入

れた場合の取扱い  

厚生労働大臣は、離職して 1 年を経過していない労働者を派遣労

働者として受け入れた場合及び法第 48 条第１項の規定による指

導又は助言をしたにもかかわらず、なお当該規定に違反している場

合には、当該派遣先に対し、当該派遣就業を是正するために必要な

措置をとるべきことを勧告することができる（法第 49 条の２第１

項）。 また、厚生労働大臣は、当該勧告を行った場合において、そ

の勧告を受けた者がこれに従わなかった場合には、その旨を公表す



- 219 - 

第８ 派遣先の講ずべき措置等 

 

ることができる（法第 49 条の２第２項）。 

 

１１  派遣先責任者の選任 
 
(1) 概要  

派遣先は、派遣就業に関し(４)に掲げる事項を行わせるために、労

働者派遣された派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行う「派

遣先責任者」を選任し、派遣労働者の適正な就業を確保しなければ

ならない（法第 41 条）。  

(2) 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行  

派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関す

る知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な

知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の就業

に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者で

あること等派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者

を選任するよう努めること（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」

第２の 13（第８の 19 参照））。  

(3) 派遣先責任者の選任の方法  

派遣先責任者は次の方法により選任しなければならない（則第 34 

条）。  

イ 事業所その他派遣就業の場所（11 及び 12 において「事業所等」と

いう。）ごとに専属（※）の派遣先責任者として自己の雇用する労働

者の中から選任すること。ただし、派遣先（法人である場合は、その

役員）を派遣先責任者とすることを妨げない。 
 

※ 専属とは 

この場合において、専属とは当該派遣先責任者に係る業務のみを

行うということではなく、他の事業所の派遣先責任者と兼任しな

いという意味。 
 

また、派遣先責任者についても、派遣元責任者と同様、株式会

社及び有限会社の監査役は選任できないものであるので留意す

ること。  

ロ 事業所等における派遣労働者の数について１人以上 100 人以下

を１単位とし、１単位につき１人以上ずつ選任しなければならな

い。  

ハ 事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働

者の数を加えた数が５人以下のときについては選任することを

要しない。  

ニ 製造業務専門派遣先責任者の選任  

(ｲ) 製造業務に派遣労働者を従事させる事業所等にあっては、製

造業務に従事させる派遣労働者の数について１人以上 100 

人以下を１単位とし、１単位につき１人以上ずつ、製造業務

に従事させる派遣労働者を専門に担当する者（以下「製造業

務専門派遣先責任者」という。）を、選任しなければならない。  

なお、事業所等における製造業務に従事させる派遣労働者の

数が 50 人以下の事業所等については、製造業務専門派遣先

責任者を選任することを要しない（この場合、通常の派遣先

責任者が製造業務に従事させる派遣労働者を含めて担当す

ることとなる。）。  

この趣旨は、派遣先における派遣労働者の就業管理体制の一

層の充実を図る必要があることから、製造業務に派遣された

派遣労働者が一定数以上いる場合、当該派遣労働者を担当す

る派遣先責任者と、それ以外の業務に派遣された派遣労働者

を担当する派遣先責任者とを区分して選任するものである。  

 (ﾛ) ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち１人は、製造業務

に従事させない派遣労働者（それ以外の業務へ労働者派遣さ

れた派遣労働者）を併せて担当することができる。また、製

造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造

業務以外の業務（以下「製造付随業務」という。）に従事させ

る派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当

該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保

のために必要な場合においては、製造業務に従事させる派遣

労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が 

100 人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に、

製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させ 

ることができる。  

例えば、以下のようなケースが考えられる。  

a 派遣先における全派遣労働者 300 人のうち、製造業務へ

派遣されている派遣労働者が 40 人、製造業務以外の業務へ派

遣されている派遣労働者が 260 人である場合、製造業務専門

派 

遣先責任者については選任することを要しない（通常の派遣先

責任者３名で足りる。）  

b 一方で、派遣先における全派遣労働者 300 人のうち、製造業

務へ派遣されている派遣労働者が 150 人、製造業務以外の業

務へ派遣されている派遣労働者が 150 人である場合には、製

造業務専門派遣先責任者を２人（うち１人は製造業務以外の業

務へ派遣されている派遣労働者を併せて担当することができ

る。）、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者を担当する派

遣先責任者を２人（製造業務専門派遣先責任者のうち１人が、

製造業務以外の業務に従事する派遣労働者を併せて担当する

場合は、１人）を選任する必要がある。  

(4) 派遣先責任者の職務  

派遣先責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。  

イ 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指

揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知す

ること。 この場合において、「派遣労働者の業務の遂行を指

揮命令する職務上の地位にある者」とは、派遣労働者を直接

指揮命令する者だけではなく、派遣労働者の就業の在り方を

左右する地位に立つ者は全て含む。また、「その他の関係者」

とは、派遣労働者の就業に関わりのある者全てをいう。  

① 法及び法第３章第４節の労働基準法等の適用に関する特

例等により適用される法律の規定（これらの規定に基づ

く命令の規定を含む。）  

② 当該派遣労働者に係る法第 39 条に規定する労働者派遣

契約の定め（２の(1)及び第６の２の(1)のイ参照）  

③ 当該派遣労働者に係る派遣元事業主からの通知（第７の 

12 参照）。  

ロ 派遣可能期間の延長通知に関すること（５の(5)参照）。  
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ハ 派遣先における均衡待遇の確保に関すること  

① 派遣先における教育訓練の実施状況の把握  

② 利用できる福利厚生施設の把握  

③ 派遣元に提供した派遣先の労働者に関する情報、派遣労働

者の業務の遂行状況等の情報の把握 

ニ 派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び記載事項の通知に関

すること（12 参照）。  

ホ 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること

（３参照）。 

へ 安全衛生に関すること。  

派遣労働者の安全衛生に関し、当該派遣先において労働者の

安全衛生に関する業務を統括する者及び派遣元事業主と必

要な連絡調整を行うこと。  

具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、

例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことである。  

（ｲ）健康診断（一般定期健康診断、有害業務従事者に対する

特別な健康診断等）の実施に関する事項（時期、内容、

有所見の場合の就業場所の変更等の措置）  

（ﾛ）安全衛生教育（雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更

時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等）に関する

事項（時期、内容、実施責任者等） 

（ﾊ） 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状

況の確認 

（ﾆ）事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認  

なお、労働者の安全衛生に関する業務を統括する者とは、労働

安全衛生法における安全管理者、衛生管理者等が選任されてい

るときは、その者をいい、総括安全衛生管理者が選任されてい

るときは、その者をいうものである。また、小規模事業場で、

これらの者が選任されていないときは、事業主自身をいうもの

である。  

ト 上記に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関

すること。  

具体的には、例えば、派遣元の連絡調整の中心となる派遣元責

任者との間において、ホ及びへのほか、派遣就業に伴い生じた

問題の解決を図っていくことである。  

（5）派遣先責任者講習の受講  

派遣先は、選任した派遣先責任者について、派遣就業に関する

労働者派遣法や労働基準法等の趣旨、派遣先責任者の職務、必

要な事務手続等に関する適切な知識を取得できるよう、派遣先

責任者を新たに選任したとき、労働関係法令の改正が行われた

とき等の機会を捉え、「派遣先責任者講習」を受講させることが

望ましい。 

 

１２ 派遣先管理台帳 
 
(1) 意義 

派遣先管理台帳は、派遣先が、労働日、労働時間等の派遣労働

者の就業実態を的確に把握するとともに、当該台帳の記載内容

を派遣元事業主に通知することにより、派遣元事業主の適正な

雇用管理の実施に資するためのものである。 

(2) 派遣先管理台帳の作成、記載 

イ 概要  

派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳

に派遣労働者ごとに、ハに掲げる事項を記載しなければならな

い（法第 42 条）。  

ロ 派遣先管理台帳の作成及び記載方法  

(ｲ) 派遣先管理台帳は、当該派遣労働者の就業する事業所等ごと

に作成しなければならない（則第 35 条第１項）。  

(ﾛ) 派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受ける

に際し、行わなければならない（則第 35 条第２項）。これ

は、ハの事項の確定する都度記載していくという意味であり、

事項の内容により記載時期は、異なるものである（例えば、

派遣労働者の氏名や派遣元事業主の氏名又は名称等につい

ては労働者派遣を受ける際には、既に記載されている必要が

あるが、就業した日ごとのその始業及び終業の時刻について

は、一般的には当該就業の日の就業が終了した段階で遅滞な

く記載することで足りる。）。また、ハの⑩の事項の派遣先管

理台帳への記載は、派遣労働者から苦情の申出を受け、及び

苦情の処理に当たった都度、行わなければならない。 

(ﾊ) 事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する

労働者の数を加えた数が５人以下のときについては派遣先

管理台帳を作成及び記載することを要しない（則第 35 条第

３項）。  

(ﾆ) 記載については、所要の事項が記載されておれば足りるもの

である。なお、書面によらず電磁的記録により派遣先管理台

帳の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイルに

記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法に

より作成を行わなければならない。 

また、書面によらず電磁的記録により派遣先管理台帳の保存

を行う場合は、次のいずれかの方法によって行った上で、必

要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することによ

り、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機

その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなけ

ればならない。  

ａ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイ

ル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより

保存する方法  

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画

像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録

を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等

をもって調製するファイルにより保存する方法 

ハ 派遣先管理台帳の記載事項  

派遣先管理台帳には、次の事項（第６の２の(1)のイの(ﾊ)参照）

について派遣労働者ごとに記載しなければならない（法第 42 

条第１項、則第 36 条）。  

① 派遣労働者の氏名  

② 派遣元事業主の氏名又は名称  

・ 個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載する。  
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③ 派遣元事業主の事業所の名称  

④ 派遣元事業主の事業所の所在地  

・ 派遣先が必要な場合に派遣元事業主を直接訪れて連絡が

とれる程度の内容であることが必要である。  

⑤ 協定対象派遣労働者か否かの別 

⑥ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別    

⑦ 派遣就業をした日  

・ 実際に就業した日の実績を記載する。 

⑧ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩

した時間  

・ 実際の始業及び終業の時刻並びに休憩時間の実績を記

載する。  

⑨ 従事した業務の種類 

・ 従事した業務の内容については可能な限り詳細に記載

すること。 

・ 令第４条第１項各号に掲げる業務について労働者派遣

をするときは、当該号番号を付すこと。ただし、日雇労

働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである

場合は、この限りではない。 

・「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明ら

かである場合」とは、  

  (i) 無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合  

  (ⅱ) 契約期間が 31 日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣

に限る場合  

  (ⅲ) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合  

のいずれかであり、かつその旨が派遣先管理台帳に明記されてい

る場合である。  

⑩ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 

・派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与さ

れている権限の範囲・程度等をいうこと。 

・チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であ

ればその具体的な役職を、役職を有さない派遣労働者であれば

その旨を記載することで足りるが、派遣労働者の適正な雇用管

理を行うため、より具体的に記載することが望ましい。 

⑪ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及

び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位  

⑫ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項  

・ 苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況

について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都

度記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知するこ

と。  

・ また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、

当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の７（第８の３

の(2)のニ、第８の 19 参照））。  

・ なお、苦情の処理に関する事項を労働者ごとに管理している

趣旨は、派遣先が労働者の過去の苦情に応じた的確な対応を

行うためであることに留意すること。  

⑬ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣

に関する事項  

・ 紹介予定派遣である旨  

・ 派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合に

は、当該行為の内容及び複数人から派遣労働者の特定を行っ

た場合には当該特定の基準  

・ 採否結果  

・ 職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を

受けた者を雇用しなかった場合には、その理由  

⑭ 教育訓練を行った日時及び内容  

・ 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及び

これに関する知識の習得に係る教育訓練（OJT）であって計画

的に行われるもの及び業務の遂行の過程外において行われる

教育訓練（off-JT）をいう。（則第 35 条の２第１号、第２号）  

⑮ 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項 

⑯ 期間制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項  

・ 法第 40 条の２第１項第２号による 60 歳以上の者か否か 

・ 法第 40 条の２第１項第３号イに掲げる有期プロジェクトの

業務について労働者派遣を行うときは、法第 40 条の２第１

項第３号イに該当する業務である旨 

・ 法第 40 条の２第１項第３号ロに掲げる日数限定業務につい

て労働者派遣を行うときは、① 法第 40 条の２第１項第３

号ロに該当する旨、②当該派遣先において、同号ロに該当す

る業務が１箇月間に行われる日数、③当該派遣先の通常の労

働者の１箇月間の所定労働日数  

・ 法第 40 条の２第１項第４号に掲げる育児休業等の代替要員

としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先にお

いて休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及

び終了予定の日  

・ 法第 40 条の２第１項第５号に掲げる介護休業等の代替要員

としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先にお

いて休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及

び終了予定の日  

⑰ 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚

生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

（「無」の場合は、その具体的な理由を付すこと。）  

なお、派遣元事業主は、当該派遣労働者について被保険者資格

の取得届の提出がなされていない場合には、その「具体的な」

理由を派遣先に通知しなければならないこととされており、

「雇用契約の期間が６週間であり、引き続き雇用されることが

見込まれないため」「現在、必要書類の準備中であり、今月の○

日には届出予定」等、適用基準を満たしていない具体的理由又

は手続の具体的状況が明らかとなるようなものでなければな

らないこととされている。 
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（参考） 派遣先管理台帳の例 

１ 派遣労働者の氏名 □□□□□（60 歳未満） 

２ 派遣元事業主の名称 ○○○○株式会社 

３ 派遣元事業主の事業所の名称 ○○○○株式会社霞が関支店 

４ 派遣元事業主の事業所の所在地 〒100-8988 千代田区霞が関１－２－２△ビル 12 階 

TEL 3597－**** 

５ 業務の種類 パーソナルコンピュータの操作によるプレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の

作成業務。 

６ 業務に伴う責任の程度  副リーダー 

７ 協定対象派遣労働者かの別  協定対象派遣労働者ではない 

８ 無期雇用か有期雇用かの別 有期雇用 

９ 派遣就業した事業所の名称、就業場所及び組織単位 △△△△株式会社霞が関支店 経理課 

10 派遣就業した事業所の所在地 

〒100-8916 千代田区霞が関○－○－○ TEL 3593-****（内線 571） 

11 派遣元責任者 派遣事業運営係長 ◎◎◎◎◎ 内線 100 

12 派遣先責任者 総務部秘書課人事係長 ●●●●● 内線 5720 

13 就業状況 

（就業日） （就業時間） （休憩時間） 

◎月１日（月） 9：00～19：00 12：00～13：00 

(事務用機器操作業務：9時間（時間外労働 1時間を含む。）） 

◇月２日（火） 9：00～18：00 12：00～13：00 

（事務用機器操作業務：8時間） 

●月３日（水） 9：00～18：00     12：00～13：00 

（事務用機器操作業務：8時間） 

14 派遣労働者からの苦情処理状況 

（申出を受けた日）（苦情内容、処理状況） 

☆月○日（金）  同一の部署内の男性労働者が、顔を合わせると必ず容姿や身体に関して言及するとの苦情。

当該部署内にセクシュアルハラスメント防止に関する啓発用資料を配布するとともに、説明

を行ったところ、以後、そのような 不適切な発言はなくなった。 

15 教育訓練の日時及び内容 

○月○日（水）15：00～17：00 

入職時に社内で通常使用する PC 等を利用しての基礎的訓練の実施 

16 雇用保険・社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無 

雇用保険 有 

健康保険 無（ただし、現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定） 

……○月○日手続完了を確認、有 

厚生年金保険 無（ただし、現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定） 

……○月○日手続完了を確認、有 
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(3) 派遣先管理台帳の保存  

イ 概要  

派遣先は、派遣先管理台帳を３年間保存しなければならない（法

第 42 条第２項）。  

ロ 意義  

(ｲ) 派遣先管理台帳の保存は、派遣労働者の派遣就業に関する紛争

の解決を図り、行政による監督の用に供するために行わせるも

のである。  

(ﾛ) 派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、

労働者派遣の終了の日とする（則第 37 条）。  

(ﾊ) 「労働者派遣の終了の日」とは、労働者派遣の役務の提供を受

ける際に、派遣元事業主から通知（第７の 12 参照）を受けた

当該派遣労働者に係る労働者派遣の期間の終了の日であり、労

働者派遣契約が更新された場合は、当該更新に当たって通知さ

れた当該派遣労働者に係る派遣期間の終了の日である。 

(4) 派遣元事業主への通知  

イ 概要  

派遣先は、(2)のハの⑦、⑧、⑨、⑩及び⑪の事項を派遣元事業

主に通知しなければならない（法第 42 条第３項、則第 38 条）。  

ロ 通知の方法  

① 派遣元事業主への通知は、１箇月ごとに１回以上、一定の期日

を定めて派遣労働者ごとに通知すべき事項に係る書面の交付

若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等

の送信をすることにより行わなければならない（則第 38 条第

１項）。 

② 派遣元事業主から請求があった場合は、遅滞なく、派遣労働者

ごとに書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信

又は電子メール等の送信をすることにより通知しなければな

らない（則第 38 条第２項）。 

 

１３ 労働・社会保険の適用の促進 
 
派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、

労働・社会保険に加入している派遣労働者（派遣元事業主が新規に雇用

した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者派遣の開始後、速やか

に労働・社会保険への加入手続が行われているものを含む。）を受け入

れるべきものであり、派遣元事業主から労働・社会保険に加入していな

い具体的な理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと

考えられる場合には、派遣元事業主に対し当該派遣労働者を労働・社会

保険に加入させてから派遣するよう求めること（「派遣先が講ずべき措

置に関する指針」第２の８（第８の 18 参照）、第７の 15 の(5)のニ参

照）。また、労働・社会保険に加入している派遣労働者については、派

遣元事業主から送付されてくる被保険者証の写し等を確認すること。 

「理由が適正でないと考えられる場合」の例は、「派遣労働者が労働・

社会保険への加入を希望していないため」等のように加入の有無を派遣

労働者の希望にかからしめている場合や、社会保険について「雇用期間

が６箇月であるため」等のように適用基準を満たしているにもかかわら

ず、加入させていない場合等が考えられる。 

 

１４ 関係法令の関係者への周知 
 

派遣先は、法の規定により派遣先が講ずべき措置の内容や法第３章第４

節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等の関係者への周知を

図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること（「派

遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の 10（第８の 19 参照））。 

 

１５ 派遣労働者を特定することを目的とする行為の

禁止 
 
(1) 概要 

労働者派遣（紹介予定派遣を除く。）の役務の提供を受けようとす

る者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づ

く労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為

をしないよう努めなければならない（法第 26 条第６項）。 

(2) 意義 

イ 派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派

遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労

働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者

に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとす

ること等の派遣労働者を特定することを目的とする行為を行

わないこと（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の３

（第８の 19 参照））。  

ロ 短期間の労働者派遣契約を締結し派遣先が労働者派遣の役務

の提供を受けた後に、更に労働者派遣の役務の提供を受ける段

階で、派遣先が当該派遣労働者を指名する場合についても、当

該規定に違反するものである。  

ハ ただし、本取扱いは、あくまでも個々の派遣労働者の特定につ

ながる行為をしないようにすることを目的とするものであり、

業務に必要な技術や技能の水準を指定するため、技術・技能レ

ベル（取得資格等）と当該技術・技能に係る経験年数などを記

載するいわゆるスキルシートを送付することをもってこの規

定に違反しているということにはならないこと。 

   なお、スキルシートに「当社に就労経験を有すること」のよう

な記述を行うことは、必要とする技術を明確にしていないほか、

具体的な派遣労働者が特定される可能性が高いことから適当

ではないこと。 

 

１６ 性別・障害の有無・年齢による差別的取扱いの

禁止等 
 
(1) 性別による差別的取扱いの禁止等  

派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当た

っては、当該労働者派遣契約に派遣労働者の性別を記載してはなら

ないので、その旨の周知、指導に努めること（「派遣先が講ずべき

措置に関する指針」第２の４（第８の 19 参照））。  

また、職業安定法第３条、雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）の趣旨

からも、性別を理由とする差別的取扱を行ってはならない。  

(2) 障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止等  

派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当た
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っては、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させよう

とする労働者について、障害者であることを理由として、障害者を

排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはな

らないので、その旨の周知、指導に努めること（「派遣先が講ずべ

き措置に関する指針」第２の４（第８の 19 参照））。  

また、職業安定法第３条、障害者雇用促進法の趣旨からも、障害の

有無を理由とする差別的取り扱を行ってはならない。 

(3) 年齢による差別的取扱いに対する指導等  

派遣先が派遣労働者を雇用しているわけではなく、労働施策総合推

進法第９条及び職業安定法第３条の趣旨からも年齢による差別的

な受入れ拒否等を行うことは不適当である旨周知、指導に努めるこ

と。また、職業安定法第３条による差別的取扱いの禁止の対象には、

障害者であることも含まれるものであることから、同様に障害者で

あることを理由として差別的な受入れ拒否等を行うことは不適当

である旨周知、指導に努めること。  

(4) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の禁止に向けた取組  

派遣先は、派遣労働者を雇用する立場とならないことから、従来か

ら一般的な募集、採用に関する考え方は適用できないが、労働施策

総合推進法第９条の趣旨を踏まえ、また、派遣元事業主が労働施策

総合推進法施行規則第１条の３第１項各号に掲げる例外事由を除

き、募集、採用に係る年齢制限の禁止が義務化されたことに鑑み、

派遣先が派遣元事業主に対し、例外事由を除く年齢制限をした募集、

採用を求めることは認められないこと。  

(5) 15 の「派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止等」と

の関係  

性別、年齢等による差別的な取扱いの禁止の観点と特定目的行為 の

禁止の観点から提供が望ましくない情報は別のものであるので、留

意する必要がある。 

 

１７ 紹介予定派遣 
 
紹介予定派遣を行う場合の取扱いについては、第１の４及び第６の２の

（１）のイの（ﾊ）⑩によるほか、派遣先は次の(1)から(7)までに留意

すること。  

(1) 紹介予定派遣を受け入れる期間  

派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、６箇月を超え

て、同一の派遣労働者を受け入れないこと（「派遣先が講ずべき措置

に関する指針」第２の 18 の(1)（第８の 19 参照））。  

(2) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理

由の明示  

イ 派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を

受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労

働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、そ

れぞれのその理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ

又は電子メール等により明示すること（「派遣先が講ずべき措置

に関する指針」第２の 18 の(2)（第８の 19 参照））。  

ロ イに関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第

２の 13 の(2)において、派遣元事業主は、紹介予定派遣を行っ

た派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職

業紹介を受けた労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者

の求めに応じ、それぞれその理由について、派遣先に対して書

面、電子メール等又はファクシミリにより明示するよう求める

ものとし、また派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対し

て書面、ファクシミリ又は電子メール等（ファクシミリ又は電子

メール等による場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場

合に限る。）で明示するものとすることとされているので十分留

意すること。  

(3) 派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別・障害の有無による

差別防止に係る措置  

紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定すること

を目的とする行為が可能であるが、「派遣先が講ずべき措置に

関する指針」第２の 18 の(3)、(4)及び(5)において、派遣先

は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とす

る行為又は派遣労働者の特定（以下「特定等」という。）を行う

に当たっては、直接採用する場合と同様に、労働施策総合推進

法第９条及び労働施策総合推進法施行規則第１条の３、男女雇

用機会均等法に基づく「労働者に対する性別を理由とする差別

の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対

処するための指針」並びに障害者雇用促進法に基づく「障害者

に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主

が適切に対処するための指針（平成 27 年厚生労働省告示第 

116 号）」の内容と同旨の内容の措置を適切に講ずるものとす

ることとされている。したがって、派遣労働者の特定等を行う

に当たっては、これらの指針に従って年齢・性別・障害の有無

による差別を行ってはならない。  

また、派遣先は、障害者に対し、面接その他特定することを目

的とする行為を行う場合に、派遣元事業主が障害者雇用促進法

第 36 条の２又は第 36 条の３の規定による措置を講ずるた

め、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主と協

議等を行い、可能な限り協力するよう努めなければならない

（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第２の 18 の(1)（第

８の 19 参照））。 

(4) 派遣労働者の特定  

紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的

とする行為が認められるのは、あくまで円滑な直接雇用を図るため

であることに鑑み、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により

派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資

格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって

行われることが必要であることに十分に留意して行うこと。  

(5) 派遣就業期間の短縮  

派遣就業期間の短縮については、第７の 25 の(3)に同じ。  

(6) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期

化  

求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期

化については、第７の 25 の(4)に同じ。  

(7) その他  

紹介予定派遣が行われる場合については、派遣先に対し次のような

指導を行うこととするので配慮の上、的確な指導の実施を図ること。    

①  派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試
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用期間を設けないよう必要な指導を行うものとすること。    

② 派遣就業終了後に派遣先が職業紹介を受けることを希望せず、

又は職業紹介の結果派遣労働者を採用することとならなかった

場合であって、当該派遣先が当該派遣労働者を特定して労働者

派遣を受けることを希望した場合には当該派遣先に対し、当該

派遣労働者の雇入れについて必要な指導を行うものとすること。  

③ 派遣就業期間中に派遣先が派遣労働者に対して採用内定を行う

ことは可能であるが、紹介予定派遣における採用内定について

も、紹介予定派遣によらない通常の採用内定の取扱い（解約権を

留保した労働契約が成立したものとする判例がある。）と同様と

考えられ、また、採用内定の取消しの取扱いについても同様（解

約権留保の趣旨・目的に照らし社会通念上相当として是認する

ことができなければ、解約権の濫用に当たり無効とする判例が

ある。）と考えられることから、必要な指導を行うものとするこ

と。 

 

１８ 派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事

業所訪問等 
 
イ 派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派

遣先として適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下

に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業

期間中の履歴書の送付を行うことは派遣先による派遣労働者を特定

することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能

であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労働者若しくは派遣労

働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする

等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れない

よう、十分留意すること（「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第

２の３（第８の 19 参照））。  

ロ 紹介予定派遣以外の派遣として派遣就業を開始した場合における求

人条件の明示等 当初より紹介予定派遣として派遣就業が開始され

た場合でなくとも、派遣就業期間中に、①職業紹介事業者でもある

派遣元事業主が、派遣労働者又は派遣先の希望に応じて、求人条件

の明示、求人・求職の意思等の確認を行うこと、又は、②派遣先が派

遣労働者に対して採用内定を行うことは可能である。  

なお、①の求人条件の明示等の結果、派遣労働者及び派遣先が職業紹

介を受けることに合意した場合（労働者派遣をその時点で中止する

場合を除く。）には、その時点で当該労働者派遣は紹介予定派遣に該

当することとなることから、速やかに、従前の労働者派遣契約の変

更を行い、紹介予定派遣に係る事項を定める等（第６の２の(1)のイ

の(ﾊ)の⑩参照）、紹介予定派遣に必要とされる措置を行うことが必

要である。 

 

１９ 派遣先が講ずべき措置に関する指針 
 
(1) 概要  

厚生労働大臣は、法に規定される派遣先が講ずべき措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものと

する（法第 47 条の３）。  

(2) 指針の公表  

指針は、平成 11 年労働省告示第 138 号「派遣先が講ずべき措置に関

する指針」、平成 20 年厚生労働省告示第 36 号「日雇派遣労働者の雇

用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に

関する指針」及び平成 30年厚生労働省告示第 430 号「短時間・有期

雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する

指針」による。 

 

２０ 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために

派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針 

 
日雇派遣については、必要な雇用管理がなされず、労働者保護が果たさ

れない等といった課題が指摘されている。そのため、適正な雇用管理に

支障を及ぼすおそれがないと認められている業務について労働者派遣

をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働

者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等を除き、

原則禁止とされている（第７の 14 参照）。  

なお、日雇派遣の禁止の例外として認められる場合であっても、日雇派

遣労働者の安全衛生確保は重要な課題であり、日雇派遣の禁止の例外と

して日雇派遣労働者を受け入れる場合には、派遣先においても、派遣元

事業主における雇入時の安全衛生教育の実施状況の確認を確実に実施

するとともに、派遣先の義務とされている危険有害業務の特別教育や日

雇派遣労働者が従事する具体的な業務内容の派遣元事業主への積極的

な情報提供等を確実に実施すること。 

「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣

先が講ずべき措置に関する指針」の取扱い等については、第７の 28 を

参照のこと。 

 

 

２１ 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対す

る不合理な待遇の禁止等に関する指針 
 

ガイドラインは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間に待遇の相

違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるもので

あり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原

則となる考え方及び具体例を示したものである。この「待遇」のうち、

法第 40 条第２項の教育訓練（業務の遂行に必要な能力を付与するため

の教育訓練）及び法第 40 条第３項の福利厚生施設（給食施設、休憩室、

更衣室）については、派遣先が実施し、又は利用の機会を付与すること

が必要であることから、ガイドラインを踏まえて適切に対応すること。

詳細は第７の４の(7)を参照のこと。



- 226 - 

第８ 派遣先の講ずべき措置等 

 

・ 派 遣 先 が 講 ず べ き 措 置 に 関 す る 指 針

（平 成 11 年 労 働 省 告 示 第 138 号） 

（最 終 改 正   令 和 2 年 厚生 労 働 省 告 示 第 346 号） 

 

第１ 趣旨 

この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第３章第１節及び第

３節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な

実施を図るために必要な事項を定めたものである。 

 

第２ 派遣先が講ずべき措置 

１ 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就

業中の派遣労働者を直接指揮命令することが見込まれる者から、

業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該業務を遂行する

ために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣

契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認する

こと。 

２ 労働者派遣契約に定める就業条件の確保 

派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に

掲げる措置その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずるこ

と。 

(1) 就業条件の周知徹底 

労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該派遣労

働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者そ

の他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は

就業場所に掲示する等により、周知の徹底を図ること。 

 (2) 就業場所の巡回 

定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者

の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認

すること。 

(3) 就業状況の報告 

派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣

労働者の就業の状況について報告を求めること。 

(4) 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導 

派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約

の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないよう

にすること等の指導を徹底すること。 

３ 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止 

派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣

先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者

派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る

履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等

派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと。な

お、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、自らの判断

の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は

派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派

遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには

該当せず、実施可能であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣

労働者若しくは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの

行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的

とする行為の禁止に触れないよう十分留意すること。 

４ 性別による差別及び障害者であることを理由とする不当な差別

的取扱いの禁止 

(1) 性別による差別の禁止 

派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結する

に当たっては、当該労働者派遣契約に派遣労働者の性別を記

載してはならないこと。 

(2) 障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止 

派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結する

に当たっては、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に

就業させようとする労働者について、障害者の雇用の促進等

に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「障害者雇用

促進法」という。）第２条第１号に規定する障害者（以下単

に「障害者」という。）であることを理由として、障害者を排

除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとして

はならないこと。 

５ 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置

等 

派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、

これを早急に是正するとともに、労働者派遣契約の定めに反する

行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守

させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協

議した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等適切な措

置を講ずること。 

６ 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

(1) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置 

イ 派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責

に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了す

る前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派

遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること及び

これができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の

解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣

労働者を休業させること等を余儀なくされることにより生

ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以

上の額について損害の賠償を行うことを定めなければなら

ないこと。また、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、

派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派

遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限

り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必

要な配慮をするよう努めること。 

ロ 派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、労働者派遣

の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場

合に、当該雇用が円滑に行われるよう、派遣元事業主の求

めに応じ、派遣先が当該労働者派遣の終了後に当該派遣労
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働者を雇用する意思がある場合には、当該意思を事前に派

遣元事業主に示すこと、派遣元事業主が職業安定法（昭和

22 年法律第 141 号）その他の法律の規定による許可を受け

て、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合には、

派遣先は職業紹介により当該派遣労働者を雇用し、派遣元

事業主に当該職業紹介に係る手数料を支払うこと等を定め、

これらの措置を適切に講ずること。 

(2) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 

派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約

の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣

元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予

期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。 

(3) 派遣先における就業機会の確保 

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働

者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の

解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあ

っせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の

新たな就業機会の確保を図ること。 

(4) 損害賠償等に係る適切な措置 

派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の

契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとす

る場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることと

し、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約

の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣

労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じ

た損害の賠償を行わなければならないこと。例えば、当該派遣

元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相

当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない

事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解

除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことに

より当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは 30 日分以

上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満た

ないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日まで

の日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠

償を行わなければならないこと。その他派遣先は派遣元事業主

と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、

派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場

合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部

分の割合についても十分に考慮すること。 

(5) 労働者派遣契約の解除の理由の明示 

派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派

遣契約の解除を行う場合であって、派遣元事業主から請求があ

ったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事

業主に対し明らかにすること。 

７ 適切な苦情の処理 

(1) 適切かつ迅速な処理を図るべき苦情 

派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情には、セクシュア

ルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休

業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、障害者であ

る派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている

事情に関するもの等が含まれることに留意すること。 

(2) 苦情の処理を行う際の留意点等 

派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに際しては、派遣先

の労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）上の使用者性に関す

る代表的な裁判例や中央労働委員会の命令に留置し、特に、労

働者派遣法第 44 条の規定により派遣先の事業を派遣中の労働

者を使用する事業と、労働者派遣法第 45 条及び第 46 条の規定

により派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用する事

業者と、労働者派遣法第 47 条の 2 から第 47の 4 までの規定に

より労働者派遣の役務の提供を受ける者を派遣労働者を雇用

する事業主とみなして労働関係法令を適用する事項に関する

苦情については、誠実かつ主体的に対応しなければならないこ

と。また、派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派

遣先において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と派遣先と

の連携のための体制等を労働者派遣契約において定めるとと

もに、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、その

内容を派遣労働者に説明すること。さらに、派遣先管理台帳に

苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況に

ついて、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、

記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知すること。

また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、

当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこ

と。 

８ 労働・社会保険の適用の促進 

派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者につい

ては、労働・社会保険に加入している派遣労働者（派遣元事業主が

新規に雇用した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者派遣の

開始後速やかに労働・社会保険への加入手続が行われるものを含

む。）を受け入れるべきであり、派遣元事業主から派遣労働者が労

働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合において、

当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し、

当該派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求

めること。 

９ 適正な派遣就業の確保 

(1) 適切な就業環境の維持、福利厚生等 

派遣先は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者につ

いて、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、労

働者派遣法第 40条第１項から第３項までに定めるもののほか、

セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持並

びに派遣先が設置し及び運営し、その雇用する労働者が通常利

用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、

図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設の

利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮しなけれ

ばならないこと。また、派遣先は、労働者派遣法第 40 条第５項

の規定に基づき、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇

用される労働者の賃金、教育訓練、福利厚生等の実状をより的

確に把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供すると

ともに、派遣元事業主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じ
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た適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの求めに応

じ、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするように配慮し

なければならないこと。 

(2) 労働者派遣に関する料金の額 

イ 派遣先は、労働者派遣法第二十六条第十一項の規定により、

労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、労

働者派遣法第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以

外の労働者派遣にあっては労働者派遣法第三十条の三の規

定、同項の協定に係る労働者派遣にあっては同項第二号か

ら第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守する

ことができるものとなるように配慮しなければならないこ

ととされているが、当該配慮は、労働者派遣契約の締結又は

更新の時だけではなく、当該締結又は更新がなされた後に

も求められるものであること。 

ロ 派遣先は、労働者派遣に関する料金の額の決定に当たって

は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の就業の実

態、労働市場の状況、当該派遣労働者が従事する業務の内容

及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該派遣労働者に要

求する技術水準の変化等を勘案するよう努めなければなら

ないこと。 

(3) 教育訓練・能力開発 

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対して

労働者派遣法第 40 条第２項の規定による教育訓練を実施する

等必要な措置を講ずるほか、派遣元事業主が労働者派遣法第 30

条の２第１項の規定による教育訓練を実施するに当たり、派遣

元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行

い、派遣労働者が当該教育訓練を受講できるよう可能な限り協

力するとともに、必要に応じた当該教育訓練に係る便宜を図る

よう努めなければならないこと。派遣元事業主が行うその他の

教育訓練、派遣労働者の自主的な能力開発等についても同様と

すること。 

(4) 障害者である派遣労働者の適正な就業の確保 

① 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対

する教育訓練及び福利厚生の実施について、派遣労働者が

障害者であることを理由として、障害者でない派遣労働者

と不当な差別的取扱いをしてはならないこと。 

② 派遣先は、労働者派遣契約に基づき派遣された労働者につ

いて、派遣元事業主が障害者雇用促進法第 36条の３の規定

による措置を講ずるため、派遣元事業主から求めがあった

ときは、派遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力する

よう努めなければならないこと。 

10 関係法令の関係者への周知 

派遣先は、労働者派遣法の規定により派遣先が講ずべき措置の内容

及び労働者派遣法第３章第４節に規定する労働基準法（昭和 22 年

法律第 49 号）等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周知

の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ず

ること。 

11 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立 

派遣先は、派遣元事業主の事業場で締結される労働基準法第 36 条

第１項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派遣労働者

の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提供を求める等

により、派遣元事業主との連絡調整を的確に行うこと。 

また、労働者派遣法第 42 条第１項及び第３項において、派遣先は

派遣先管理台帳に派遣就業をした日ごとの始業及び終業時刻並び

に休憩時間等を記載し、これを派遣元事業主に通知しなければなら

ないとされており、派遣先は、適正に把握した実際の労働時間等に

ついて、派遣元事業主に正確に情報提供すること。 

12 派遣労働者に対する説明会等の実施 

派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、派遣労

働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容に

ついての説明、派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、

派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務

上の関係についての説明及び職場生活上留意を要する事項につい

ての助言等を行うこと。 

13 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行 

派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関す

る知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な

知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の就業

に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者で

あること等派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者

を選任するよう努めること。 

14 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用 

派遣先は、労働者派遣法第 40条の２及び第 40 条の３の規定に基づ

き派遣労働者による常用労働者の代替及び派遣就業を望まない派

遣労働者が派遣就業に固定化されることの防止を図るため、次に掲

げる基準に従い、事業所その他派遣就業の場所（以下「事業所等」

という。）ごとの業務について、派遣元事業主から労働者派遣法第

40 条の２第２項の派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣

（同条第１項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この 14

において同じ。）の役務の提供を受けてはならず、また、事業所等

における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から３年を超

える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提

供を受けてはならないこと。 

(1) 事業所等については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事

業所その他の場所から独立していること、経営の単位として人

事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性

を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有する

こと等の観点から実態に即して判断すること。 

(2) 事業所等における組織単位については、労働者派遣法第 40条

の３の労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の目的が、

派遣労働者がその組織単位の業務に長期間にわたって従事す

ることによって派遣就業を望まない派遣労働者が派遣就業に

固定化されることを防止することにあることに留意しつつ判

断すること。すなわち、課、グループ等の業務としての類似性

や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分

や労務管理上の指揮監督権限を有するものであって、派遣先に

おける組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定してお

り、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものであ
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ること。ただし、小規模の事業所等においては、組織単位と組

織の最小単位が一致する場合もあることに留意すること。 

(3) 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けていた当該派遣先

の事業所等ごとの業務について、新たに労働者派遣の役務の提

供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新た

な労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者

派遣の終了との間の期間が３月を超えない場合には、当該派遣

先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れ

ていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受

けているものとみなすこと。 

(4) 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けていた当該派遣先

の事業所等における組織単位ごとの業務について、同一の派遣

労働者に係る新たな労働者派遣の役務の提供を受ける場合に

は、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役

務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間

の期間が３月を超えない場合には、当該派遣先は、当該新たな

労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派

遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものと

みなすこと。 

(5) 派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について派遣元事

業主から３年間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてい

る場合において、派遣可能期間の延長に係る手続を回避するこ

とを目的として、当該労働者派遣の終了後３月が経過した後に

再度当労働者派遣の役務の提供を受けるような、実質的に派遣

労働者の受入れを継続する行為は、同項の規定の趣旨に反する

ものであること。 

15 派遣可能期間の延長に係る意見聴取の適切かつ確実な実施 

(1) 意見聴取に当たっての情報提供 

派遣先は、労働者派遣法第 40条の２第４項の規定に基づき、過

半数労働組合等（同項に規定する過半数労働組合等をいう。以

下同じ。）に対し、派遣可能期間を延長しようとする際に意見を

聴くに当たっては、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、

当該業務に係る労働者派遣の役務の提供の開始時（派遣可能期

間を延長した場合には、当該延長時）から当該業務に従事した

派遣労働者の数及び当該派遣先に期間を定めないで雇用され

る労働者の数の推移に関する資料等、意見聴取の際に過半数労

働組合等が意見を述べるに当たり参考となる資料を過半数労

働組合等に提供するものとすること。また、派遣先は、意見聴

取の実効性を高める観点から、過半数労働組合等からの求めに

応じ、当該派遣先の部署ごとの派遣労働者の数、各々の派遣労

働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた期間等に係る情

報を提供することが望ましいこと。 

(2) 十分な考慮期間の設定 

派遣先は、過半数労働組合等に対し意見を聴くに当たっては、

十分な考慮期間を設けること。 

(3) 異議への対処 

イ 派遣先は、派遣可能期間を延長することに対して過半数労

働組合等から異議があった場合に、労働者派遣法第 40 条の

２第５項の規定により当該意見への対応に関する方針等を

説明するに当たっては、当該意見を勘案して当該延長につ

いて再検討を加えること等により、当該過半数労働組合等

の意見を十分に尊重するよう努めること。 

ロ 派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等

から異議があった場合において、当該延長に係る期間が経

過した場合にこれを更に延長しようとするに当たり、再度、

過半数労働組合等から異議があったときは、当該意見を十

分に尊重し、派遣可能期間の延長の中止又は延長する期間

の短縮、派遣可能期間の延長に係る派遣労働者の数の削減

等の対応を採ることについて検討した上で、その結論をよ

り一層丁寧に当該過半数労働組合等に説明しなければなら

ないこと。 

 (4) 誠実な実施 

派遣先は、労働者派遣法第 40 条の２第６項の規定に基づき、

(1)から(3)までの内容を含め、派遣可能期間を延長しようと

する場合における過半数労働組合等からの意見の聴取及び過

半数労働組合等が異議を述べた場合における当該過半数労働

組合等に対する派遣可能期間の延長の理由等の説明を行うに

当たっては、誠実にこれらを行うよう努めなければならない

ものとすること。 

16 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労

働者の受け入れ 

派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、

当該解雇後３箇月以内に派遣労働者を受け入れる場合には、必要

最小限度の労働者派遣の期間を定めるとともに、当該派遣先に雇

用される労働者に対し労働者派遣の役務の提供を受ける理由を

説明する等、適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られ

るよう努めること。 

17 安全衛生に係る措置 

派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時及び作業

内容変更時の安全衛生教育を適切に行えるよう、当該派遣労働者

が従事する業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供

するとともに、派遣元事業主から雇入れ時及び作業内容変更時の

安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限りこれ

に応じるよう努めること、派遣元事業主が健康診断等の結果に基

づく就業上の措置を講ずるに当たって、当該措置に協力するよう

要請があった場合には、これに応じ、必要な協力を行うこと等、

派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力

や配慮を行うこと。 

18 紹介予定派遣 

(1) 紹介予定派遣を受け入れる期間 

派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、６箇月

を超えて、同一の派遣労働者を受け入れないこと。 

(2) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場

合の理由の明示 

派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹

介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受け

た派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求

めに応じ、それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面、
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ファクシミリ又は電子メールその他のその受信をする者を

特定して情報を伝達するために用いられる電気通信（電気通

信事業法（昭和 59年法律第 86 号）第２条第１号に規定する

電気通信をいう。以下この(2)において「電子メール等」と

いう。）（当該派遣元事業主が当該電子メール等の記録を出力

することにより書面を作成することができるものに限る。）

により明示すること。 

 (3) 派遣先が特定等に当たり労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭

和 41年法律第 132 号）第９条の趣旨に照らし講ずべき措置 

① 派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定するこ

とを目的とする行為又は派遣労働者の特定（以下「特定

等」という。）を行うに当たっては、次に掲げる措置を講

ずること。 

ア ②に該当するときを除き、派遣労働者の年齢を理由と

して、特定等の対象から当該派遣労働者を排除しない

こと。 

イ 派遣先が職務に適合する派遣労働者を受け入れ又は

雇い入れ、かつ、派遣労働者がその年齢にかかわりな

く、その有する能力を有効に発揮することができる職

業を選択することを容易にするため、特定等に係る職

務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる派

遣労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の派

遣労働者が紹介予定派遣を希望するに当たり求めら

れる事項をできる限り明示すること。 

② 年齢制限が認められるとき（派遣労働者がその有する能

力を有効に発揮するために必要であると認められるとき

以外のとき） 

派遣先が行う特定等が次のアからウまでのいずれかに該

当するときには、年齢制限をすることが認められるもの

とする。 

ア 派遣先が、その雇用する労働者の定年（以下単に「定

年」という。）の定めをしている場合において当該定

年の年齢を下回ることを条件として派遣労働者の特

定等を行うとき（当該派遣労働者について期間の定

めのない労働契約を締結することを予定する場合に

限る。）。 

イ 派遣先が、労働基準法その他の法令の規定により特

定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は

制限されている業務について当該年齢の範囲に属す

る派遣労働者以外の派遣労働者の特定等を行うとき。 

ウ 派遣先の特定等における年齢による制限を必要最小

限のものとする観点から見て合理的な制限である場

合として次のいずれかに該当するとき。 

ⅰ 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発

及び向上を図ることを目的として、青少年その他特

定の年齢を下回る派遣労働者の特定等を行うとき

（当該派遣労働者について期間の定めのない労働

契約を締結することを予定する場合に限り、かつ、

当該派遣労働者が職業に従事した経験があること

を特定等の条件としない場合であって学校（小学校

(義務教育学校の前期課程を含む。)及び幼稚園を除

く。）、専修学校、職業能力開発促進法（昭和 44 年

法律第 64号）第 15条の７第１項各号に掲げる施設

又は同法第 27 条第１項に規定する職業能力開発総

合大学校を新たに卒業しようとする者として又は

当該者と同等の処遇で採用する予定で特定等を行

うときに限る。）。 

ⅱ 当該派遣先が雇用する特定の年齢の範囲に属する

特定の職種の労働者（当該派遣先の人事管理制度に

照らし必要と認められるときは、当該派遣先がその

一部の事業所において雇用する特定の職種に従事

する労働者。以下「特定労働者」という。）の数が相

当程度少ない場合（特定労働者の年齢について、30

歳から 49 歳までの範囲内において、派遣先が特定

等を行おうとする任意の労働者の年齢の範囲（当該

範囲内の年齢のうち最も高いもの（以下「範囲内最

高年齢」という。）と最も低いもの（以下「範囲内最

低年齢」という。）との差（以下「特定数」という。）

が４から９までの場合に限る。）に属する労働者数

が、範囲内最高年齢に１を加えた年齢から当該年齢

に特定数を加えた年齢までの範囲に属する労働者

数の２分の１以下であり、かつ、範囲内最低年齢か

ら１に特定数を加えた年齢を減じた年齢から範囲

内最低年齢から１を減じた年齢までの範囲に属す

る労働者数の２分の１以下である場合をいう。）に

おいて、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこ

れに関する知識の継承を図ることを目的として、特

定労働者である派遣労働者の特定等を行うとき（当

該派遣労働者について期間の定めのない労働契約

を締結することを予定する場合に限る。）。 

ⅲ 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確

保するために特定の年齢の範囲に属する派遣労働

者の特定等を行うとき。 

ⅳ 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以

上の高年齢者（60 歳以上の者に限る。）である派遣

労働者の特定等を行うとき、又は特定の年齢の範囲

に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の

年齢の範囲に属する派遣労働者の特定等を行うと

き（当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の

促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限

る。）。 

 (4) 派遣先が特定等に当たり雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第

113 号。以下「均等法」という。）第５条及び第７条の趣旨

に照らし行ってはならない措置等  

① 派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば次に掲げ

る措置を行わないこと。 
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ア 特定等に当たって、その対象から男女のいずれかを排

除すること。 

イ 特定等に当たっての条件を男女で異なるものとする

こと。 

ウ 特定に係る選考において、能力及び資質の有無等を判

断する場合に、その方法や基準について男女で異なる

取扱いをすること。 

エ 特定等に当たって男女のいずれかを優先すること。 

オ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説

明等特定等に係る情報の提供について、男女で異なる

取扱いをすること又は派遣元事業主にその旨要請す

ること。 

② 派遣先は、特定等に関する措置であって派遣労働者の性

別以外の事由を要件とするもののうち、次に掲げる措置

については、当該措置の対象となる業務の性質に照らし

て当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場

合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が派遣

就業又は雇用の際に予定される雇用管理上特に必要であ

る場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、こ

れを講じてはならない。 

ア 派遣労働者の特定等に当たって、派遣労働者の身長、

体重又は体力を要件とすること。 

イ 将来、コース別雇用管理における総合職の労働者とし

て当該派遣労働者を採用することが予定されている

場合に、派遣労働者の特定等に当たって、転居を伴う

転勤に応じることができることを要件とすること。 

③ 紹介予定派遣に係る特定等に当たっては、将来、当該派

遣労働者を採用することが予定されている雇用管理区分

において、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度

少ない場合においては、特定等の基準を満たす者の中か

ら男性より女性を優先して特定することその他男性と比

較して女性に有利な取扱いをすることは、均等法第８条

に定める雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保の支障となっている事情を改善することを目的と

する措置（ポジティブ・アクション）として、①にかかわ

らず、行って差し支えない。 

④ 次に掲げる場合において①において掲げる措置を講ずる

ことは、性別にかかわりなく均等な機会を与えていない、

又は性別を理由とする差別的取扱いをしているとは解さ

れず、①にかかわらず、行って差し支えない。 

ア 次に掲げる職務に従事する派遣労働者に係る場合 

ⅰ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請か

ら男女のいずれかのみに従事させることが必要で

ある職務 

ⅱ 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させる

ことが必要である職務（労働者派遣事業を行っては

ならない警備業法（昭和 47 年法律第 117 号）第２

条第１項各号に掲げる業務を内容とするものを除

く。） 

ⅲ ⅰ及びⅱに掲げるもののほか、宗教上、風紀上、ス

ポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質

上男女のいずれかのみに従事させることについて

これらと同程度の必要性があると認められる職務 

イ 労働基準法第 61 条第１項、第 64条の２若しくは第 64

条の３第２項の規定により女性を就業させることが

できず、又は保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第

203 号）第３条の規定により男性を就業させることが

できないことから、通常の業務を遂行するために、派

遣労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又

は均等な取扱いをすることが困難であると認められ

る場合 

ウ 風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発

揮し難い海外での勤務が必要な場合 

その他特別の事情により派遣労働者の性別にかかわり

なく均等な機会を与え又は均等な取扱いをすること

が困難であると認められる場合 

 (5) 派遣先が特定等に当たり障害者雇用促進法第 34 条の趣旨

に照らし行ってはならない措置等 

① 派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば次に掲げ

る措置を行わないこと。 

ア 特定等に当たって、障害者であることを理由として、

障害者をその対象から排除すること。 

イ 特定等に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を

付すこと。 

ウ 特定等に当たって、障害者でない者を優先すること。 

エ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説

明等の特定等に係る情報の提供について、障害者であ

ることを理由として障害者でない者と異なる取扱い

をすること又は派遣元事業主にその旨要請すること。 

② ①に関し、特定等に際して一定の能力を有することを条

件とすることについては、当該条件が当該派遣先におい

て業務遂行上特に必要なものと認められる場合には、行

って差し支えないこと。一方、特定等に当たって、業務

遂行上特に必要でないにもかかわらず、障害者を排除す

るために条件を付すことは、行ってはならないこと。 

③ ①及び②に関し、積極的差別是正措置として、障害者で

ない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害

者であることを理由とする差別に該当しないこと。 

④ 派遣先は、障害者に対し、面接その他特定することを目

的とする行為を行う場合に、派遣元事業主が障害者雇用

促進法第 36 条の２又は第 36 条の３の規定による措置を

講ずるため、派遣元事業主から求めがあったときは、派

遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよう努

めなければならないこと。 
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第９ 違法行為の防止、摘発 

 

１ 概要 
 
労働者派遣事業の適正な運用を確保し労働力需給の適正な調整を

図るとともに、派遣労働者の適正な就業条件を確保することによ

り、その保護及び雇用の安定を図るため、派遣労働者等からの相

談に対する適切な対応や、派遣元事業主、派遣先等に対する労働

者派遣事業制度の周知徹底、指導、助言及び指示を通じて違法行

為の防止を行うとともに法違反を確認した場合には、所要の指導、

助言、指示、行政処分又は告発を行うこととする。 

 

２ 労働者等の相談への対応 
 
(1) 概要  

公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相

談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる（法第 

52 条）。  

(2) 意義  

イ 派遣就業に関し、適切な就業条件が確保されていない、あるいは

違法行為があるといった相談が派遣労働者等から公共職業安定

所に対して行われた場合には、公共職業安定所は当該問題事案

を解消するための助言を行う。  

なお、派遣就業に関する労働者等からの相談については、公共

職業安定所で受け付け、助言を行うものであるが、労働者派遣

をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する

事実確認、所要の指導及び助言、行政処分等の措置については、

原則として都道府県労働局が講ずるものである（則第 55 条）。  

そのため、違法性の疑いのある事業主に対する指導等に関する

相談については、都道府県労働局で受け付け、公共職業安定所

で受け付けた場合には、都道府県労働局の需給調整事業担当の

相談窓口へ誘導する。 

ロ 「労働者等」とは、派遣労働者のほか、派遣労働者として雇用さ

れることを予定する者、以前に派遣労働者として雇用されてい

た者も含むものである。  

 (3) 不利益取扱いの禁止  

労働者派遣を行う事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者

が、法又は法に基づく命令の規定に違反していた場合については、

派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる

が、当該申告を行ったことを理由として、労働者派遣を行う事業

主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者に対

して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされてい

る（法第 49 条の３）。  

なお、不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合は、法第 60 条

第２号に該当し、６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処

せられる場合がある。 

また、派遣元事業主については、許可の取消し（法第 14 条第１

項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第

１項）の対象となり、不利益取扱いの禁止の規定違反による司法

処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる。 

 

３ 派遣元事業主、派遣先への周知徹底 
 
労働者派遣事業の適正な運営と、派遣労働者の保護を図るためには、

労働者派遣事業制度に関する正しい理解が必要不可欠であること

から、派遣元事業主、派遣先、労使団体等に対するリ－フレット等

の作成・配布、労働者派遣事業制度の概要に関する説明会の開催、

公共職業安定所内への労働者派遣事業制度に関する啓蒙・啓発ポス

ターの掲示、派遣元事業主、派遣先等に対する集団指導の実施等そ

の啓蒙、啓発を本省、都道府県労働局及び公共職業安定所のすべて

において積極的に行うこととする。 

 

４ 指導及び助言 
 
(1) 概要 

厚生労働大臣は、法（第３章第４節の規定は除く。）の施行

に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主

及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣

事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必

要な指導及び助言をすることができる（法第 48 条第１項）。 

(2) 意義 

イ 当該指導及び助言は、違法行為があり、それが軽微なものである

場合に、行政処分又は司法処分を即時に行使せず、当該事業主等

の自主的な改善努力を助長し、違法とは言えないまでも法の趣旨

に反した行為等を改善させ、又は違法行為を行うおそれがある場

合にそれを防止するためのものである。 

ロ 「労働者派遣をする事業主」とは、許可を受け又は届出をした派

遣元事業主のほか違法に労働者派遣事業を行っている事業主及び

業として行われるものではない労働者派遣をする事業主も含むも

のであり、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」とは、当該労働

者派遣をする事業主から労働者派遣を受けるすべての者をいう。  

 (3) 権限の委任  

指導及び助言に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長

が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行う

ことは妨げられない。 

 

５ 報告 
 
(1) 概要 

厚生労働大臣は、法（第３章第４節の規定は除く。）を施行する

ために必要な限度において、労働者派遣事業を行う事業主及び

当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必

要な事項を報告させることができる（法第 50 条）。  

(2) 意義  

イ 当該報告は、定期報告（法第 23 条第１項及び第３項。第

５の１及び２参照）とは異なり、当該定期報告だけでは、事

業運営の状況及び派遣労働者の就業状況を十分把握できな
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い場合であって、違法行為の行われているおそれのある場

合等特に必要がある場合について個別的に必要な事項を報

告させるものである。  

ロ 「労働者派遣事業を行う事業主」とは、許可を受け又は届出

をした派遣元事業主のほか違法に労働者派遣事業を行って

いる事業主も含むものであり、「当該事業主から労働者派遣

の役務の提供を受ける者」とは、派遣元事業主に限らず許可

を受け又は届出をせず違法に労働者派遣事業を行う事業主

から労働者派遣の役務の提供を受けている者も含むもので

ある。  

ハ 「必要な事項」とは、労働者派遣事業の運営に関する事項及

び派遣労働者の就業に関する事項であり、具体的には、例え

ば、個々の労働者の就業条件、派遣期間、派遣先における具

体的就業の状況等である。 

(3) 報告の徴収の手続  

必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び理由並び

に報告期日を書面により通知するものとする（則第 47 条）。  

(4) 権限の委任  

報告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うもの

とする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨げら

れない。 

 

６ 立入検査 
 
(1) 立入検査の実施 

イ 概要  

厚生労働大臣は、法（第３章第４節の規定は除く。）を施行する

ために必要な限度において、職業安定機関の職員に、労働者派遣

事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供

を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、

又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる（法第 51 

条第１項）。  

ロ 意義  

(ｲ) 当該立入検査は、違法行為の申告があり、許可の取消し、事

業停止命令等の行政処分をするに当たって、その是非を判断

する上で必要な場合等５の報告のみでは、事業運営の内容や

派遣労働者の就業の状況を十分に把握できないような場合に、

限定的に、必要最小限の範囲において行われるものである。 

立入検査の対象となるのは、当該立入検査の目的を達成する

ため必要な事業所及び帳簿、書類その他の物件に限定される

ものである。  

(ﾛ) 「労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派

遣の役務の提供を受ける者」は、５の(2)のロと同様である。  

(ﾊ) 「事業所その他の施設」とは、労働者派遣事業を行う事業主

の事業所及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受け

る者の事業所その他の施設のほか、派遣労働者の就業を管理

する施設等に限られる。  

(ﾆ) 「関係者」とは、労働者派遣事業運営の状況や派遣労働者の

就業の状況について質問するのに適当な者をいうものであり、

具体的には、派遣労働者、労働者派遣事業を行う事業主、そ

の雇用する一般の労働者、労働者派遣の役務の提供を受ける

者、その雇用する労働者等である。  

(ﾎ) 「帳簿、書類その他の物件」とは、派遣元管理台帳、派遣先

管理台帳、労働者派遣契約等はもちろん、その他労働者派遣

事業の運営及び派遣労働者の就業に係る労働関係に関する重

要な書類が含まれるものである。 

(2) 証明書 

イ 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を必ず携帯し、関

係者に提示しなければならない（法第 51 条第２項）。  

ロ 立入検査のための証明書は、労働者派遣事業立入検査証（様式第 

14 号）によるものとする（則第 48 条）。  

なお、貼付する写真には、厚生労働省若しくは都道府県労働局の

刻印又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の印により割

印する。  

(3) 立入検査の権限  

イ 概要  

当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない（法第 51 条第３項）。  

ロ 意義  

職業安定機関は、司法警察員の権限を有せず、当該立入検査の権

限は行政による検査のために認められたものであり、犯罪捜査の

ために認められたものと解してはならないものである。  

(4) 権限の委任  

立入検査に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行う

ものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨

げられない。 

 

７ 違反の場合の効果 
 
(1) 適用除外業務等（第２参照）  

イ 適用除外業務について労働者派遣事業を行った者は、法第 59 条

第１号に該当し１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せら

れる場合がある。 また、許可の取消し（法第 14条第１項）、事業

停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対

象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象と

なる。  

ロ また、その指揮命令の下に派遣労働者を適用除外業務に従事させ

た者は、勧告（法第 49 条の２第１項）、公表（法第 49 条の２第２

項）の対象となり、また、派遣労働者を適用除外業務に従事させ

る者へ労働者派遣を行った派遣元事業主は、労働者派遣の停止命

令（法第 49 条第２項）の対象となる。  

(2) 労働者派遣事業の許可等（第３参照）  

イ 許可に関する違反  

(ｲ) 労働者派遣事業の許可を受けず、労働者派遣事業を行った者

及び偽りその他不正の行為により労働者派遣事業の許可を受

けた者は、それぞれ法第 59 条第２号及び同条第３号に該当

し、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる場

合がある。また、法に違反するものとして、許可の取消し（法

第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善

命令（法第 49 条第１項）の対象となる。 
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(ﾛ) 許可申請関係書類に虚偽の記載をして提出した者は、法第 61 

条第１号に該当し、30 万円以下の罰金に処せられる場合があ

る。また、法に違反するものとして、許可の取消し（法第 14 

条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法

第 49 条第１項）の対象となる。  

(ﾊ) 第３の１(12)により付された許可の条件に違反した場合、法

第 14 条の規定に該当し、許可の取消しの対象となる。 

ロ 許可の有効期間の更新に関する違反  

(ｲ) 労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けず、引き続き

労働者派遣事業を行った者及び偽りその他不正の行為により

労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けた者は、それ

ぞれ法第 59 条第２号及び同条第３号に該当し、１年以下の

懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる場合がある。ま

た、法に違反するものとして、許可の取消し（法第 14 条第

１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 

49 条第１項）の対象となる。  

(ﾛ) 許可有効期間更新申請関係書類に虚偽の記載をして提出した

者は、法第 61 条第１号に該当し、30 万円以下の罰金に処せ

られる場合がある。また、法に違反するものとして、許可の

取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２

項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象となる。  

ハ 変更の届出又は虚偽の届出に関する違反  

労働者派遣事業の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

法第 61 条第２号に該当し、30 万円以下の罰金に処せられる場

合がある。また、法に違反するものとして、許可の取消し（法第 

14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法

第 49 条第１項）の対象となる。 

ニ  許可証に関する違反  

(ｲ) 許可証を事業所に備え付けず、また、関係者から請求があっ

たときにこれを提示しなかった派遣元事業主は、許可の取消

し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、

改善命令（法第 49 条第１項）の対象となる。なお、許可証

の交付を受けた者が、許可証を亡失し、又は許可証を滅失し

たにもかかわらず、これに違反して許可証の再交付を受ける

ため、所定の方法により許可証再交付申請書を提出しなかっ

た者は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法

第 14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象とな

る。  

(ﾛ) 許可証の再交付を受けるため、所定の方法により許可証再交

付申請書を提出しなかった者は、許可の取消し（法第 14 条

第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法

第 49 条第１項）の対象となる。 

ホ 廃止の届出に関する違反  

労働者派遣事業の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は

法第 61 条第２号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場

合がある。また、法に違反するものとして、許可の取消し（法第 

14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法

第 49 条第１項）の対象となる。  

へ 名義貸しに関する違反  

労働者派遣事業につき名義貸しを行った者は、法第 59 条第１

号に該当し、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せら

れる場合がある。また法に違反するものとして、許可の取消し（法

第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令

（法第 49 条第１項）の対象となる。 

(3) 事業報告等（第５参照）  

イ 事業報告及び収支決算書に関する違反  

(ｲ) 事業報告書及び収支決算書が提出期限までに提出されなか

った場合、又は法第 30 条の４第１項に定める協定を締結し

た派遣元事業主が、当該協定を事業報告書に添付して提出し

なかった場合には、法第 50 条の規定に基づき必要な事項の

報告を求める場合があり、これに従わず報告せず、又は虚偽

の報告をした場合は、法第 61 条第５号に該当し、30 万円

以下の罰金に処せられる場合がある。  

(ﾛ) また、当該違反をした派遣元事業主は、許可の取消し（法第 

14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命

令（法第 49 条第１項）の対象となり、(ｲ)の司法処分を受

けた場合は、許可の取消しの対象となる。  

ロ 海外派遣の届出に関する違反  

(ｲ) 海外派遣の届出を所定の方法により行わなかった場合は、法

第 61 条第２号に該当し、30 万円以下の罰金に処せられる

場合がある。  

(ﾛ) また、法に違反するものとして、許可の取消し（法第 14 条

第１項）、事業停止命令（法第 14条第２項）、改善命令（法

第 49 条第１項）の対象となり、(ｲ)の司法処分を受けた場

合は、許可の取消しの対象となる。 

ハ 関係派遣先割合報告書に関する違反  

(ｲ) 関係派遣先派遣割合報告書が提出期限までに提出されなか

った場合（法第 23 条第３項）又は法第 23 条の２に規定す

る関係派遣先への派遣割合が遵守されていない場合であっ

て、法第 48 条第１項の規定による指導又は助言をしてもな

お関係派遣先派遣割合報告書が提出されない又は法第 23 

条の２の規定に違反している場合には、厚生労働大臣は、法

第 48 条第３項の規定に基づき、必要な措置をとるべきこと

を指示する場合がある。  

(ﾛ) さらに、(ｲ)の指示を受けたにもかかわらず、なお関係派遣

先派遣割合報告書が提出されない又は法第 23 条の２の規

定に違反している場合には、許可の取消し（法第 14 条第１

項）の対象となる。  

ニ 関係者への情報提供（情報公開）に関する違反  

法第 23 条第５項に基づく関係者への情報提供を行わなかった

場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事

業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）

の対象となる。  

ホ 労働争議に関する違反  

   第５の５(3)及び(4)（法第 24 条、職業安定法第 20 条）に違反

して労働者派遣を行った派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14 

条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 

49 条第１項）の対象となる。  
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へ 個人情報の保護に関する違反  

個人情報の保護に関する規定に違反した場合、派遣元事業主は、

許可取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第

２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象となる。 

ト 秘密を守る義務に関する違反  

秘密を守る義務に関する規定に違反した場合、派遣元事業主は、

許可取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第

２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象となる。 

(4) 労働者派遣契約（第６参照）  

・ 労働者派遣契約の締結に関する違反 

労働者派遣契約の締結に当たり、所定の事項を定めず又は所用の

手続きを行わなかった場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法

第 14条第１項）、事業停止命令（法第 14条第２項）、改善命令（法

第 49条第１項）の対象となる。   

・ 労働者派遣契約の締結に当たっての比較対象労働者の待遇等に関

する情報提供に関する違反  

労働者派遣契約の締結に当たり、労働者派遣の役務の提供を受け

ようとする者が、所定の方法により 派遣元事業主に対して比較対

象労働者の待遇等に関する情報を提供しなかった場合、当該者は、

勧告（法第 49条の２第１項）、公表（法第 49 条の２第２項）の対

象となる。 

また、当該比較対象労働者の待遇等に関する情報に変更があった

ときに、派遣先が、遅滞なく当該変更の内容に関する情報を所定

の方法により 派遣元事業主に提供しなかった場合、勧告（法第 49

条の２第１項）、公表（法第 49 条の２第２項）の対象となる。 

派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者か

らの比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供がないにも関わ

らず、当該者との間で労働者派遣契約を締結した場合は、派遣元

事業主は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法

第 14条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象となる 

また、 派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供を受けようとす

る者から提供された比較対象労働者の待遇等に関する情報、又は

派遣先からの当該情報に変更があったときの当該変更の内容に関

する情報を所定の期間保存しなかった場合は、派遣元事業主は、

許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２

項）、改善命令（法第 49条第１項）の対象となる。 

(5) 派遣元事業主の講ずべき措置等（第７参照）  

イ 特定有期雇用派遣労働者に対する雇用安定措置  

(ｲ) 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継

続して３年間当該労働者派遣に係る労働に従事する派遣され

る見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対して雇用安定措

置を講じない場合（法第 30 条第２項により読み替えて適用

する同条第１項）であって、法第 48 条第１項の規定による

指導又は助言をしてもなお雇用安定措置を講じない場合には、

厚生労働大臣は、法第 48 条第３項の規定に基づき、必要な

措置をとるべきことを指示する場合がある。  

(ﾛ) さらに、(ｲ)の指示を受けたにもかかわらず、なお雇用安定措

置を講じない場合には、許可の取消し（法第 14 条第１項）、

事業廃止命令の対象となる。  

ロ 段階的かつ体系的な教育訓練等  

段階的かつ体系的な教育訓練等に関する規定（法第 30 条の２）

に違反した場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14 条第

１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項、）、改善命令（法第 49

条第１項）の対象となる。  

ハ 不合理な待遇の禁止等 

不合理な待遇の禁止等に関する規定（法第 30 条の３）に違反し

た場合は、派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、

事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）

の対象となる。 

二 待遇に関する事項等の説明 

労働者を派遣労働者として雇い入れようとするとき 、又は労働

者派遣をしようとするとき等の待遇に関する事項等の説明に関

する規定（法第 31 条の２第１項、第２項及び第３項）に違反し

た場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事

業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）

の対象となる。 

また、 派遣元事業主が、派遣労働者から求めがあったにも関わ

らず、比較対象労働者との待遇の相違の内容及び理由等について

説明を行わなかった場合、又は、当該求めがあったことを理由に

解雇その他不利益な取扱いを行った場合は、派遣元事業主は、許

可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２

項）、改善命令（法第 49条第１項）の対象となる。  

ホ 派遣労働者であることの明示等  

     雇入れの際の明示に関する規定（法第 32 条第１項）及び雇入れ

後、派遣労働者とする場合の明示及び同意に関する規定（法第 32

条第２項）に違反した場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法

第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令

（法第 49条第１項）の対象となる。  

なお、これらの規定は、派遣労働者という地位を取得する場合に

労働者保護の観点から加えられた公法的な規制であり、これに

反して明示又は明示及び同意を経ない労働者を労働者派遣した

場合における労働契約又は労働者派遣契約の効果を直接規律す

るものではない。  

へ 派遣労働者に係る雇用制限の禁止  

(ｲ) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止に関する規定(法第 33 条)

に違反した場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14

条第１項）、事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法

第 49条第１項）の対象となる。  

(ﾛ) 法第 38 条による準用  

派遣労働者に係る雇用制限の禁止は、派遣元事業主以外の事

業主が労働者派遣をする場合も適用される。  

ト 就業条件等の明示  

    (ｲ) 労働者派遣をしようとする場合に、あらかじめ、当該派遣労働

者に就業条件等の明示（法第 34 条）を行わなかったときは、

法第 61条第３号に該当し、30 万円以下の罰金に処せられる場

合がある。  

(ﾛ) また、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第

14 条第２項）、改善命令（法第 49条第１項）の対象となり、(ｲ)
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の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる。  

(ﾊ) 就業条件等の明示義務違反は、(ｲ)及び(ﾛ)のように司法、行政処

分の対象となるが、労働者派遣契約自体は有効に成立、存続す

るものである。  

(ﾆ) 法第 38 条による準用  

就業条件（ただし、第７の 10(4)のイ及びロを除く。）の明示は派

遣元事業主以外の事業主が労働者派遣をする場合にも行わなけ

ればならない。  

チ 労働者派遣に関する料金の額の明示  

労働者派遣に関する料金の額に関する規定（法第 34 条の２）違反

した場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、

事業停止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）

の対象となる。  

リ 派遣先への通知  

(ｲ) 法第 35 条に基づく派遣先への通知を行わなかった又は通知を

所定の方法で行わなかった場合又は虚偽の通知をした場合（法

第 35 条）は、法第 61 条第４号に該当し 30 万円以下の罰金に

処せられる場合がある。  

（ﾛ）また、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第

14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象となり、

(ｲ)の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる。  

(ﾊ) 派遣先への通知義務違反は、(ｲ)及び(ﾛ)のように司法、行政処

分の対象となるが、労働者派遣契約自体は有効に成立、存続す

るものである。  

ヌ 労働者派遣の期間の制限の適切な運用  

(ｲ) 派遣先の事業所単位の期間制限又は派遣労働者の個人単位の

期間制限を超えて労働者派遣を行った場合（法第 35 条の２及

び法第 35条の３）は、法第 61 条第３号に該当し、30 万円以下

の罰金に処せられる場合がある。  

(ﾛ) また、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第

14 条第２項）、改善命令（法第 49条第１項）の対象となり、(ｲ)

の司法処分を受けた場合は、許可取消しの対象となる。  

ル 日雇労働者についての労働者派遣の禁止  

日雇労働者についての労働者派遣の禁止に関する規定（法第 35 条

の４）に違反した場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14

条第１項）、事業停止命令（法第 14条第２項）、改善命令（法第 49

条第１項）の対象となる。  

ヲ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止  

離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する規定（法第

35 条の５）に違反した場合、派遣元事業主は、許可の取消し（法

第 14条第１項）、事業停止命令（法第 14条第２項）、改善命令（法

第 49条第１項）の対象となる。  

ワ 派遣元責任者の選任  

(ｲ) 派遣元責任者を選任しなかった場合又は派遣元責任者の選任

が所定の要件を満たさず、若しくは所定の方法により行われて

いなかった場合（法第 36 条）は、法第 61 条第３号に該当し、

30 万円以下の罰金に処せられる場合がある。  

(ﾛ) また、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第

14 条第２項）、改善命令（法第 49条第１項）の対象となり、(ｲ)

の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる。  

カ 派遣元管理台帳  

(ｲ) 法第 37 条に基づく派遣元管理台帳を所定の方法により作成、

記載又は保存しなかった場合（法第 37 条）は、法第 61 条第３

号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある。  

(ﾛ) また、許可の取消し（法第 14 条１項）、事業停止命令（法第 14

条第２項）、改善命令（法 第 49条第１項）の対象となり、(ｲ)

の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる。 

(6) 派遣先の講ずべき措置等（第８参照）  

 イ 適正な派遣就業の確保等 

派遣先が、教育訓練又は福利厚生施設に関する規定（法第 40条第

２項及び第３項）に違反する場合は、勧告（法第 49 条の２第１項）、

公表（法第 49 条の２第２項）の対象となる。 

ロ 派遣先責任者の選任  

派遣先責任者を選任しなかった場合又は所定の方法により派遣先

責任者を選任しなかった場合（法第 41 条）は、法第 61 条第３号

に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある。  

  ハ 派遣先管理台帳  

法第 42 条に基づく派遣先管理台帳を所定の方法により作成、記

載、保存若しくは通知しなかった場合（法第 42 条）、派遣先は、

法第 61 条第３号に該当し、30 万円以下の罰金に処される場合

がある。  

(7) 紛争の解決（第 10参照） 

派遣労働者が、当該派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争に関

し、都道府県労働局に援助を求めたことを理由として、当該派遣

元事業主が、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをした場合

は、派遣元事業主は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停

止命令（法第 14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象

となる（第 13 の２参照）。 

(8) 報告  

イ 法第 50 条の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、法第 

61 条第５号に該当し、30 万円以下の罰金に処せられる場合が

ある。  

ロ また、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 

14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象となり、

イの司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる。  

(9) 立入検査  

イ 法第 51 条第１項の立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述

をした場合は、法第 61 条第６号に該当し、30 万円以下の罰

金に処せられる場合がある。  

ロ また、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 

14 条第２項）、改善命令（法第 49 条第１項）の対象となり、イ

の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる。 
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 ※表の「参考箇所」は厚生労働省のＨＰ掲載の労働者派遣事業関係業務取扱要領よりご確認ください。 
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８ 違法行為による行政処分 
 
(1) 概要 

派遣元事業主において法（改善命令以外の行政処分については第

３章第４節の規定を除く。）に違反する行為があった場合、派遣元

事業主は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法

第 14 条第２項）及び改善命令（法第 49 条第１項）の行政処分の

対象となる。この場合、許可の取消しの行政処分を行うときは聴

聞を行い、事業停止命令及び改善命令の行政処分を行うときは弁

明の機会を付与しなければならない（行政手続法第 13 条第１項）。  

また、派遣先において法第４条第３項の規定に違反する行為があ

った場合、当該派遣先へ労働者派遣をする派遣元事業主は労働者

派遣の停止命令（法第 49 条第２項）の行政処分の対象となる。 

(2) 労働者派遣事業に係る行政処分  

イ 許可の取消し  

(ｲ) 概要   

厚生労働大臣は、派遣元事業主が次のいずれかに該当すると

きは、労働者派遣事業の許可を取り消すことができる（法第

14 条第１項）。  

① 許可の欠格事由のいずれかに該当しているとき。ただし、以

下の場合を除く。  

  a 労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日か

ら起算して５年を経過しない者（法第６条第４号）。  

  b 労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場

合（当該法人が法第６条第１号又は第２号に該当するこ

ととなったことによる場合に限る。）において、当該取消

しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に

法人の役員であった者で、当該取消しの日から起算して

５年を経過しないもの（法第６条第５号）。  

  c 労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知

があった日から当該処分する日又は処分しないことを決

定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした

者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）

で、当該届出の日から起算して５年を経過しないもの（法

第６条第６号）。  

  d 労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知

があった日から当該処分する日又は処分しないことを決

定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした

者が法人である場合において、聴聞の通知の日前 60 日以

内に当該法人（当該事業の廃止について相当の理由があ

る法人を除く。）の役員であった者で、当該届出の日から

起算して５年を経過しないもの（法第６条第７号）。  

② 法（第 23 条第 3項、第 23条の２、第 30 条第２項の規定によ

り読み替えて適用する同条第１項及び第３章第４節の規定を

除く。）若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく

命令若しくは処分に違反したとき。 

③ 許可の条件（第３の１の(12)参照）に違反したとき。  

④ 法第 48 条第３項の規定による指示を受けたにもかかわらず、

なお法第 23 条第３項、第 23 条の２又は第 30条第２項の規定

により読み替えて適用する同条第１項の規定に違反したとき。 

(ﾛ) 意義  

ａ 許可の取消しは、当該事業主に労働者派遣事業を引き続き行

わせることが適当でない場合に行うものである。  

ｂ 派遣元事業主が２以上の事業所を設けて労働者派遣事業を

行っている場合、許可の取消しの要件のうち①については、

全事業所が対象となることはもちろんであるが、②及び③の

要件についても、一の事業所において違反行為があったとき

は、当該事業所以外の事業所においても許可が取り消される

ものであるので留意しておくこと。  

ｃ 許可の取消しの要件の②及び③の「違反」は、職業安定機関

が判断するものであり、派遣元事業主が当該違反を理由に刑

を科せられ又は逮捕されている等を前提とする必要はない

ものであるので留意すること。  

d 許可の取消しの要件の④は、関係派遣先への派遣割合の報告

（法第 23 条第３項）を行わない派遣元事業主又は関係派遣

先への派遣割合制限（法第 23条の２）に違反した派遣元事業

主に対して厚生労働大臣が指導・助言を行い、是正されない

場合には、必要な措置をとるべきことを指示することができ

るとされているが（法第 48条第 3項）、当該指示にも従わず、

なお違反が是正されない場合である。  

(ﾊ) 違反の場合の効果                      

許可の取消しを受けた事業主が引き続き労働者派遣事業を行

った場合は、許可を受けず労働者派遣事業を行った者として

法第 59条第２号に該当し、１年以下の懲役又は 100 万円以下

の罰金に処せられる場合がある。 

ロ 事業停止命令    

(ｲ) 概要            

厚生労働大臣は、派遣元事業主が次のいずれかに該当すると

きは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停

止を命ずることができる（法第 14 条第２項）。 

① 法（第 23 条第３項、第 23条の２又は第 30 条第２項の規

定により読み替えて適用する同条第１項及び第３章第４

節の規定を除く。）若しくは職業安定法の規定又はこれら

の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。               

② 許可の条件に違反したとき。  

 (ﾛ) 意義        

ａ 事業停止命令は、当該事業主に事業を引き続き行わせるこ

とが適当でないとまではいえないような場合について、当

該停止期間中に事業運営方法の改善を図るため、また、一

定の懲戒的な意味において行うものである。 

ｂ 事業停止命令の要件は、イの(ｲ)の許可の取消しの②及び

③の要件と同一であるが、この場合に、許可の取消しを行

うか、事業停止命令を行うかは、違法性の程度等によって

判断する（イの(ﾛ)のｃ参照）。 

 (ﾊ) 権限の委任  

事業停止命令に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県

労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自ら

その権限を行うことは妨げられない。 

(3) 改善命令  
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イ 概要    

厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関し法

（第 23条第３項、第 23 条の２及び第 30条第２項の規定により

読み替えて適用する同条第１項の規定を除く。）その他労働に関

する法律の規定（これらの規定に基づく命令の規定を含む。）に

違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要が

あると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に

係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を

改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができ

る（法第 49 条第１項）。        

ロ 意義    

(ｲ) 改善命令は、違法行為そのものの是正を図るのではなく、法

違反を起こすような雇用管理体制その他の労働者派遣事業

の運営方法そのものの改善を行わせるものである。  

(ﾛ) 「その他労働に関する法律」とは、職業安定法、労働基準法、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律等の労働に関する法令の規定で法違反が確認で

きる規定は全て含まれる。当該違反については、職業安定機

関が判断するものである。 

(ﾊ) 「適正な派遣就業を確保するため必要があると認める」とは、

当該労働関係法規違反が労働者派遣事業の実施に関する雇

用管理体制その他事業運営の問題により生じたと認められ

る場合である。  

(ﾆ) 「雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営

を改善するために必要な措置」とは、派遣労働者の保護を図

るために当該事業主の雇用管理体制、事業運営方法を改善さ

せるための措置であり、具体的には、例えば、派遣元責任者

の交代、派遣元責任者の増員、労働者派遣事業制度に関する

教育の充実、派遣先との間における派遣労働者の苦情処理体

制の確立等である。  

(ﾎ) なお、他の事業と兼業している事業主については、当該改善

命令により当該他の事業は何ら影響を受けるものではない。  

ハ 権限の委任  

改善命令に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が

行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行う

ことは妨げられない。 

(4) 労働者派遣の停止命令  

イ 概要  

厚生労働大臣は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者を適

用除外業務に従事させている場合（法第４条第３項の規定違反）

において、当該派遣就業を継続させることが著しく不適当であ

ると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業

主に対し、当該派遣就業に係わる労働者派遣契約による労働者

派遣の停止を命ずることができる（法第 49 条第２項）。        

ロ 意義        

(ｲ) 労働者派遣の停止命令は、派遣先の法第４条第３項違反の

態様が極めて悪質で、当該派遣先における派遣就業を継続さ

せることが労働者保護の観点から著しく不適当であると認

められる場合に、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業

主に対し、即時、当該派遣就業に係る労働者派遣自体の停止

を行わせるものである。                  

(ﾛ) 「同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが

著しく不適当であると認めるとき」とは、具体的には、例え

ば、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に係る派遣就業等労

働者保護に著しく欠ける状態のことである。                                                                                                       

(ﾊ) なお、派遣元事業主は、労働者派遣事業を行っている以上、

当該事業に係る派遣労働者の保護に最大限の責任を負うも

のであり、継続させることが著しく不適当であると認められ

る派遣就業が行われているときには、派遣元事業主に法違反

の事実がないとしても、公益的見地から停止命令をうけるべ

きものである。  

ハ 権限の委任  

労働者派遣の停止命令に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県

労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権

限を行うことは妨げられない。 

 

９ 法第４条第３項、第 24 条の２、第 26 条第７項

若しくは第 10 項、第 40 条第２項若しくは第３項、第 40
条の２第１項、第４項若しくは第５項、第 40 条の３若し

くは第 40 条の９第１項の規定に違反している者に対す

る勧告、公表 
 
(1) 概要               

労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受け

る者において、法第４条第３項、第 24 条の２、第 26 条第７項若し

くは第 10項、第 40 条第２項若しくは第３項、第 40 条の２第１項、

第４項若しくは第５項、第 40条の３若しくは第 40 条の９第１項の

規定（第 40 条の９については平成 27 年 10 月 1 日より）に違反す

る行為があった場合、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者は、

勧告（法第 49条の２第１項）及び公表（法第 49 条の２第２項）の

措置の対象となる。 

(2) 法第４条第３項、第 24条の２、第 26条第７項若しくは第 10項、

第 40条第２項若しくは第３項、第 40 条の２第１項、第４項若しく

は第５項、法第 40条の３若しくは第 40条の９第１項の規定に違反

している者に対する勧告 

イ 概要                

厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮

命令の下に派遣労働者を適用除外業務に従事させている場合（法

第４条第３項の規定違反）、派遣元事業主以外の労働者派遣事業

を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている場合（法

第 24 条の２の規定違反）若しくは派遣先を離職して１年以内の

者（60 歳以上の定年退職者を除く。）について、当該派遣先が当

該者を派遣労働者として受け入れ、労働者派遣の役務の提供を受

けていた場合（法第 40 条の９第１項違反）又は当該者に法第 48

条第１項の規定による指導若しくは助言をした場合において、当

該者がなお、違法行為を行っており又は違法行為を行うおそれが

あると認めるときは、当該者に対し、これらの規定に違反する派

遣就業を是正するために必要な措置又はこれらの派遣就業が行

われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告

することができる（法第 49 条の２第１項）。 
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厚生労働大臣は、労働者派遣契約の締結に当たり、労働者派遣の

役務の提供を受けようとする者が、派遣元事業主に対して比較対

象労働者の待遇等に関する情報を提供しなかった場合又は当該

者に法第 48 条第１項の規定による指導若しくは助言をした場合

において、当該者がなお、違法行為を行っており又は違法行為を

行うおそれがあると認めるときは、当該者に対し、これらの規定

に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又はこれらの

派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべ

きことを勧告することができる（法第 49 条の２第１項）。 

また、厚生労働大臣は、当該比較対象労働者の情報に変更があっ

たときに、派遣先が、遅滞なく当該変更の内容に関する情報を派

遣元事業主に提供しなかった場合又は当該者に法第 48 条第１項

の規定による指導若しくは助言をした場合において、当該者がな

お、違法行為を行っており又は違法行為を行うおそれがあると認

めるときは、当該者に対し、これらの規定に違反する派遣就業を

是正するために必要な措置又はこれらの派遣就業が行われるこ

とを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告すること

ができる（法第 49条の２第１項）。 

厚生労働大臣は、派遣先が、教育訓練又は福利厚生施設に関する

規定（法第 40 条第２項及び第３項）に違反する場合又は当該者

に法第 48 条第１項の規定による指導若しくは助言をした場合に

おいて、当該者がなお、違法行為を行っており又は違法行為を行

うおそれがあると認めるときは、当該者に対し、これらの規定に

違反する派遣就業を是正するために必要な措置又はこれらの派

遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべき

ことを勧告することができる（法第 49 条の２第１項）。 

厚生労働大臣は、派遣先の事業所その他の派遣就業の場所ごとの

業務（第８の５の(3)  のイの①から⑥までに掲げる業務を除く。）

について、派遣元事業主から派遣受入期間を超える期間継続して

労働者派遣の役務の提供を受けている場合（法第 40 条の２第１

項の規定違反）又は当該派遣先に法第 48 条第１項の規定による

指導若しくは助言をした場合において、当該派遣先がなお、違法

行為を行っており又は行うおそれがあると認めるときは、当該派

遣先に対し、この規定に違反する派遣就業を是正するために必要

な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要

な措置をとるべきことを勧告することができる（法第 49 条の２

第１項）。 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするとき、意

見聴取期間に則第 33 条の３で定めるところにより、当該派遣先

の事業所に、労働組合の過半数で組織する労働組合がある場合に

おいてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合が

ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴か

なければならないこととされている（法第 40条の２第４項）。ま

た、派遣先は、過半数組合等が異議を述べたときは、派遣可能期

間の延長の理由等について説明しなければならないこととされ

ている（法第 40 条の２第５項）。しかるに、派遣先が過半数組合

等からの意見を聴取せずに派遣可能期間を延長した場合、過半数

代表に労働基準法第 41 条第２号に規定する管理監督者を選任す

る若しくは投票、挙手等の民主的な方法による手続きによらず過

半数代表者を選出するなど過半数代表者の選任手続に違反した

場合等（法第 40 条の２第４項規定違反）若しくは過半数組合等

からの異議があったにも関わらず説明をしない場合（法第 40 条

の２第５項規定違反）又は当該者に法第 48 条第１項の規定によ

る指導若しくは助言をした場合において、当該者がなお、違法行

為を行っており又は違法行為を行うおそれがあると認めるとき

は、当該派遣先に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するこ

とができる（法第 49条の２第１項、第８の７参照）。  

なお、意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的

な方法により選出されたものではない場合、派遣可能期間の延長

手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出され

た場合、管理監督者である場合（管理監督者でない者に該当する

者がいない事業所を除く）については、事実意見聴取が行われて

いないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度の

適用があることに留意すること。  

ロ 意義    

(ｲ) 勧告は、法益侵害性の高い行為、又は指導若しくは助言によ

っても、なお違法行為を是正しない、若しくは違法行為を行

う可能性がある悪質な場合に行う。 

(ﾛ)「派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主」とは許可

を受けずに違法に労働者派遣事業を行う事業主のことである。  

(ﾊ)「違法行為を行うおそれがあると認めるとき」とは、現時点で

は法違反の状態にはないが、例えば、これまでに不適正な派

遣就業を行わせたことのある者であって、その者における業

務の処理状況、派遣先責任者等の業務の遂行状況、労働者派

遣契約の締結状況等から、今後、再び法違反を犯すおそれが

あると判断される場合をいうものである。  

(ﾆ)「是正するために必要な措置」とは、当該違法な派遣就業を行

わせることを中止することである。  

(ﾎ)「防止するために必要な措置」とは、具体的には、例えば、派

遣労働者が従事していた業務の処理体制の改善、派遣先責任

者等による適正な派遣就業を図るための業務遂行体制の確立

等のことである。    

ハ 権限の委任  

勧告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うも

のとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨

げられない。  

ニ 勧告実施の手続等    

(ｲ) 厚生労働大臣は勧告を行うことを決定したときは、ただちに

労働者派遣受入適正実施勧告書を作成し、管轄都道府県労働

局を経由して当該勧告の対象となる者に対して交付する。都

道府県労働局長は勧告を行うことを決定したときは、ただち

に労働者派遣受入適正実施勧告書を作成し、当該勧告の対象

となる者に対して交付する。  

(ﾛ) 労働者派遣受入適正実施勧告書には、当該勧告に従わない場

合は、その旨を公表することがある旨を記載する。    

(3) 法第４条第３項、第 24条の２、第 26条第７項若しくは第 10 項、

第 40条第２項若しくは第３項、第 40 条の２第１項、第４項若し

くは第５項、第 40 条の３若しくは第 40 条の９第１項の規定に違

反している者に対する公表 
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イ 概要  

厚生労働大臣は、(2)の勧告をした場合において、その勧告を受

けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することがで

きる（法第 49 条の２第２項）。  

ロ 意義  

公表は、公表される者に対する制裁効果に加え、派遣元事業主及

び派遣労働者に対する情報提供 

・ 注意喚起及び他の労働者派遣事業主より労働者派遣の役務の提

供を受ける者に対する違法行為の抑止といった効果を期待する

ことができる。  

ハ 公表を行う場合  

「勧告を受けた者がこれに従わなかったとき」とは、勧告された

必要な措置を講じていない場合であって、指導によってもこれを

改めようとしない場合をいう。  

ニ 公表の決定  

公表の決定は厚生労働大臣が行う。 

 

１０ 労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定

の者に提供することを目的として行われている場合の勧

告 
 
(1) 概要  

厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣

事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的と

して行われている場合（一定の事由に該当する場合を除く。）であっ

て必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働

者派遣事業の目的又は内容を変更するよう勧告することができる

（法第 48条第２項）。    

(2) 意義    

イ「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」

とは、特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的

として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対

して、労働者派遣を行うことを目的としていない場合である。  

ロ なお、労働者派遣事業を不特定の者に対して行うことを目的と

して事業運営を行っている場合、結果として、特定の者に対して

しか労働者派遣をすることができなかったときは含まれないも

のである。  

ハ「特定の者」とは、一つであると複数であるとを問わず対象が特

定されていることである。  

ニ この該当の有無は、事業所ごとに判断するものである。  

(3)「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」

の判断基準等    

定款等に記載され具体的に明らかにされている事業目的だけでは

なく、事業運営の実態にも照らし客観的に特定の者への労働者派遣

を目的としているか否かを判断する。  

具体的には、次に掲げるいずれかに該当する場合は、当該労働者派

遣事業が「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的

とする」ものであると判断する。 

① 定款、寄附行為、登記事項証明書等に当該事業の目的が専ら労

働者派遣の役務を特定の者に提供する旨の記載等が行われてい

る場合        

② 派遣先の確保のための努力が客観的に認められない（派遣元事

業主に複数事業所があり、本社等で一括して当該派遣事業に係

る派遣先の開拓を行っている場合は除く。）場合 

・「派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合」とは、

不特定の者を対象とした派遣先の確保のための宣伝、広告、営

業活動等を正当な理由なく随時行っていない場合である。  

・「正当な理由」とは、業務そのものが限定的に行われていること

から他に派遣先を確保しようとしてもできない場合又は派遣労

働者の人数が足りないことに起因して派遣先の確保ができない

場合（派遣労働者の確保のための努力が客観的に認められる場

合に限る。）である。    

③ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者からの労働者派遣

の依頼に関し、特定の者以外からのものについては、正当な理

由なく全て拒否している場合  

・「正当な理由」とは、派遣労働者の確保のための努力が客観的に

認められるにもかかわらず派遣労働者の人数が足りない場合等

である。 

(4) 勧告の対象としない事由      

イ 概要      

勧告の対象としない事由は、「当該労働者派遣事業を行う派遣

元事業主が雇用する派遣労働者のうち、３／10 以上の者が 60

歳以上の者（他の事業主の事業所を 60 歳以上の定年により退

職した後雇い入れられた者に限る。）であること。」とする（則

第１条の３）。        

ロ 意義            

(ｲ) 「当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣

労働者」とは、専ら労働者派遣の役務の提供を特定の者に提

供することを目的として労働者派遣事業を行う事業所にお

いて雇用する派遣労働者であり、当該派遣元事業主が他の事

業所で労働者派遣事業を行っている場合に、当該他の事業所

の派遣労働者は含まないものである。          

(ﾛ) 「他の事業主の事業所」とは、当該労働者派遣事業を行う派

遣元事業主以外の事業主の事業所であり、当該派遣元事業主

の事業所は全て含まない。    

(ﾊ) 「60 歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者」と

は、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主以外の事業主の

事業所を 60 歳以上の定年により退職し又は 60 歳以上の定

年に達した後の再雇用、勤務延長若しくは出向が終了し離職

した後当該労働者派遣事業を行う事業所で雇用される派遣

労働者である。  

(5) 勧告の内容    

(3)により特定の者に対してのみ労働者派遣事業を行うことを目的

としていると判断された労働者派遣事業については、(4)の勧告の

対象としない事由に該当しないものの全てに対し「(3)の①から③

までのいずれにも該当しないように事業目的及び運営の方法を変

更しなければならない」旨の勧告を実施する。  

(6) 権限の委任  

勧告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うもの

とする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨げら
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れない。  

(7) 勧告実施の手続等    

厚生労働大臣は勧告を行うことを決定したときは、ただちに、次の

様式による労働者派遣事業勧告書を作成し、管轄都道府県労働局を

経由して当該勧告の対象となる者に対して交付する。  

都道府県労働局長は勧告を行うことを決定したときは、ただちに、

次の様式による労働者派遣事業勧告書を作成し、当該勧告の対象と

なる者に対して交付する。 なお、「専ら労働者派遣の役務を特定の

者に提供することを目的として行うものではないこと」を許可条件

として付している（第３の１の(12)参照）ことから、違反した場合

は、許可の取消し（法第 14 条第１項）、事業停止命令（法第 14 条

第２項）の対象となるものである。 

 

１１  関係派遣先への派遣割合制限違反等に関する指示 
 
(1) 概要   

    厚生労働大臣は、法第 23 条第３項、第 23 条の２又は第 30 条第２

項の規定により読み替えて適用する同条第１項の規定に違反した

派遣元事業主に対し、法第 48 条第１項の規定による指導又は助言

をした場合において、当該派遣元事業主がなお法第 23 条第３項、

第 23 条の２又は第 30 条第２項の規定により読み替えて適用する

同条第１項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必

要な措置をとるべきことを指示することができる（法第 48 条第３

項）（第５の２参照）。  

(2) 指示の対象となる判断基準等   

イ 関係派遣先への派遣割合報告書の提出  

      指示の対象となるのは「関係派遣先派遣割合報告書（様式第 12 号

－2）」を報告期限までに提出せず、法第 48 条第１項の規定によ

る指導又は助言を受けたにもかかわらず、合理的理由なく当該指

導又は助言に従わず、なお当該報告書を提出しなかった場合であ

る。  

     「合理的理由」とは、例えば、事業年度期間中に関係派遣先の範

囲が大幅に変更され、派遣割合の計算に相当の時間を要さざるを

得なくなった場合等である。  

  ロ 関係派遣先への派遣割合制限  

     指示の対象となるのは、関係派遣先への派遣割合制限に違反し、

法第 48 条第１項の規定による指導又は助言を受けたにもかかわ

らず、合理的理由なく当該指導又は助言に従わず、なお関係派遣

先への派遣割合制限に違反した場合である。  

    「合理的理由なく」とは、例えば、以下のような場合である。  

    ① 派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合  

      ・「派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合」と

は、不特定の者を対象とした派遣先の確保のための宣伝、広告、

営業活動等を正当な理由なく随時行っていない場合である。 

      ・「正当な理由」とは、業務そのものが限定的に行われているこ

とから他に派遣先を確保しようとしてもできない場合又は派

遣労働者の人数が足りないことに起因して派遣先の確保がで

きない場合（派遣労働者の確保のための努力が客観的に認めら

れる場合に限る。）である。  

   ② 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者からの労働者派遣

の依頼に関し、関係派遣先以外からのものについては、正当な理

由なく全て拒否している場合  

   ・「正当な理由」とは派遣労働者の確保のための努力が客観的に認め

られるにもかかわらず派遣労働者の人数が足りない場合等である。  

ハ 特定有期雇用派遣労働者に対する雇用安定措置  

     指示の対象となるのは、派遣先の事業所等における同一の組織単

位の業務について継続して３年間当該労働者派遣に係る労働に従

事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対して雇用安定措

置を講じず、法第 48 条第１項の規定による指導又は助言を受けた

にもかかわらず、合理的理由なく当該指導又は助言に従わず、な

お、当該特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置を行わなかった

場合である。  

    「合理的理由なく」とは、例えば、雇用安定措置を講ずる努力が客

観的に認められない場合である。    

・「雇用安定措置を講ずる努力が客観的に認められない場合」とは、

雇用安定措置を正当な理由なく適切に講じていない場合である。  

・「正当な理由」とは、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先

の提供、派遣元事業主での無期雇用及びその他安定した雇用の継

続が確実に図られると認められる措置を、派遣元として実施する

意思はあるが、派遣先の都合により派遣先を提供できるのが数日

先であるといった他律的な要因等により、やむを得ず実施できな

いような場合をいうものであり、単に経営上の理由等により実施

するのが困難というような派遣元の主観的理由のみでは、正当な

理由とは言えない。 

(3) 指示の内容  

(2)のイ又はロに該当すると判断された派遣元事業主に対しては、

「「関係派遣先派遣割合報告書（様式第 12 号－2）」を速やかに提出

すること」「関係派遣先への派遣割合制限の違反状態を是正するた

めの改善措置を速やかに講ずること」を指示する。    

また、(2)のハに該当すると判断された派遣元事業主に対しては、

「特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置を速やかに講ずること」

を指示する。  

なお、改善措置を講ずるに当たっては、派遣労働者の雇用の安定を

確保することが大前提であり、例えば、関係派遣先に派遣されてい

る派遣労働者を解雇すること等によって派遣割合制限違反を是正

するようなことはあってはならない。  

(4) 指示の委任  

    指示に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うもの

とする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨げら

れない。  

(5) 指示の手続等  

厚生労働大臣は指示を行うことを決定したときは、ただちに、労働

者派遣事業指示書を作成し、管轄都道府県労働局を経由して当該指

示の対象となる者に対して交付する。  

都道府県労働局長は指示を行うことを決定したときは、ただちに、

労働者派遣事業指示書を作成し、当該指示の対象となる者に対して

交付する。  

なお、当該指示に従わない場合は、許可の取消し（法第 14 条第１

項第４号）の対象となるものである。  
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第１０ 無許可で労働者派遣事業を行った事業

者の公表 

 

１ 概要  

労働者派遣事業の許可を受けることなく労働者派遣事業を行う事

業主（以下、無許可派遣事業主）については、適正な事業運営の確

保及び派遣労働者の保護が十分に期待できないことから、派遣労働

者になろうとする国民一般や派遣労働者の受入を予定している派

遣先事業主に対する情報提供を目的とし、事業主名等を公表するこ

ととする。  

本公表は、あくまで、情報提供の目的で実施するものであるところ、

労働者派遣事業関係業務取扱要領 第 13 において違法行為につい

て勧告を受けた者がこれに従わなかった際にその旨を公表（法第 

49 条の２第２項）する場合のように、「公表される者に対する制裁

効果や違法行為の抑止といった効果」を期待するものではなく、当

該事業主に対する処罰を目的とするものではない。  

  

２ 無許可派遣事業主への対応  

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、無許可派遣事業主を把握し

た場合は、法第 48 条に基づき、違法状態の是正を求める指導を行

うものであるが、無許可で労働者派遣事業を行っていることが疑わ

れる事業主については、あらかじめ、当該公表について通告すると

ともに、法第 48 条に基づく指導にあわせて事業主名等の公表を行

う。  

また、当該公表については、違法状態の是正が明らかとなるまで次

項に定める項目について、厚生労働省、事業主管轄及び、無許可派

遣を行っていた事業所を管轄する都道府県労働局のホームページ

において公表を行うこととする。  

  

３ 公表内容  

公表内容は以下のとおりである。  

（イ） 事業主名  

（ロ） 事業所名  

（ハ） 所在地  

（ニ） 主たる派遣事業の内容  

（ホ） 許可申請等予定日 

 

第１１ その他 

 

１ 行政機関の連携体制の確立 
  

(1) 都道府県労働局間の連携  

都道府県労働局は、その管轄する派遣元事業主、派遣先等労働者派

遣に係る違法行為の防止、摘発を全責任をもってこれに当たること

は、いうまでもないが、派遣元事業主と当該派遣元事業主に係る派

遣先を管轄する労働局が異なる等の場合においても、一貫した違法

行為の防止、摘発が行われ、派遣労働者の保護と労働者派遣事業の

適正な運営を確保することが必要である。  

このため、労働局は必要に応じ関係労働局に違法行為に関する通報、

調査事務の委嘱を行い、当該通報、調査事務の委嘱を受けた労働局

はそれに対応して報告の徴収、立入検査等を行う等その連携を図る

こと。   

(2) 他の労働行政との連携  

イ 労働基準監督行政との連携  

法の施行に当たっては労働基準監督行政が法第３章第４節（法

第 47条の２及び 47 条の３を除く。）に係る部分を所管し、同節

以外の部分については、職業安定行政が所管することとなるが、

派遣元事業主が労働基準法等の労働基準局所管法令に違反した

場合には、職業安定行政において改善命令、許可の取消し等の

処分を実施する必要が生じる場合があり、また、相互に自己の

所管する以外の法規定について違法行為を発見する場合もある。  

このため、職業安定行政は労働基準監督行政との相互間で情報

提供を行う等密接な連携を確保し、派遣労働者の保護及び労働

者派遣事業の適正な運営の確保を図ることとする。  

ロ 雇用均等行政との連携  

法第 47条の２及び 47条の３に係る部分は雇用環境・均等局が

所管しているものであり、当該規定に関連して派遣労働者等か

ら相談、苦情があった場合は、職業安定行政は雇用均等行政と

必要な連絡調整を行い、迅速かつ的確な処理に努めるほか、日

頃から職業安定行政及び雇用均等行政は相互に十分な情報交換

に努めることとする。 

 

２ 派遣元責任者講習 
 
(1) 概要 

労働者派遣事業を実施するにあたって、法第 36 条により選任を義

務付けられている派遣元責任者は、労働者派遣事業の許可の申請

の日（当該許可の日以後に選任された者については、選任され

た日）前３年以内に、平成 27 年９月 29 日厚生労働省告示第 392 号

（以下「告示」という）により、厚生労働大臣が、派遣労働者に

係る雇用管理を適正に行うに足る能力を養成する講習を実施

できる機関（以下「講習機関）という。）として定める講習機関

による講習（以下「派遣元責任者講習」 という。）を受講しなけ

ればならない。 

講習機関及び講習等については、以下の通りとする。 

(2) 講習機関の要件等 

イ 告示に定める講習機関は以下のすべてを満たすものと厚生労働

大臣が確認できた機関とする。 

（イ）労働者派遣事業に関わる講習又は研修等の事業実績

（広く一般に受講者を募集して開催されたものに限

る。）を申出の日の属する年度又はその前年度を含む

連続する３年において少なくとも各１回以上有する法

人であること。なお、「労働者派遣事業に関わる講習又

は研修等」とは、派遣元責任者講習の講義課目の４課

目のうち３課目以上の内容を網羅しているものである

こと。ただし、平成 25年度、平成 26 年度及び平成 27 年

度における事業実績に限り、本要領改訂前の講義課目で

あった「関係法令、制度の動向とポイント」を実施した
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場合は、「労働者派遣事業に関わる講習又は研修等」

の事業実績に含めて差し支えない。 

（ロ）法人及びその役員が、法第６条の各号（労働者派遣事

業の許可の欠格事由）に該当しないものであること。 

（ハ）資産について、債務超過の状況にないこと。 

（ニ）労働者派遣事業及び職業紹介事業のいずれについても、自

ら営むものでないこと。 

（ホ）その他不適当であると判断するに足る理由がないこと。 

ロ 講習機関は、申出の際に確認を受けた事項の内容に変更があっ

た場合は、改めて該当する事項について要件を満たすと確認を

受けなければならない。 

(3) 講習の内容等 

イ 受講対象者 

派遣元責任者講習は、以下の（イ）から（ハ）の者を対象として

実施することとする。 

（イ）派遣元事業主又は労働者派遣事業を行おうとする者により

派遣元責任者として選任されることが予定されている者 

（ロ）派遣元事業主又は労働者派遣事業を行おうとする者により

派遣元責任者に選任されている者 

（ハ）その他労働者派遣事業に関する一定水準の知識を習得し、

理解を深めようとする者 

ロ 講習の内容等 

（イ） 講習の内容 

講習の内容は、労働者派遣事業関係業務取扱要領「第 14－

１表  派遣元責任者講習の内容」に基づき行わなければな

らない。ただし各講義課目の時間数が減少しない限り、講

習の内容を充実させることは差し支えない。また、労働関

係法令等の改正や政策に変更が生じたことにより、派遣

元責任者への講習の内容に変更や追加すべき事項が生

じた場合においては、指示に従い適切に追加等しな

ければならない。 

（ロ）テキスト・資料の内容 

講習で使用するテキスト等については、講習機関において

作成、定めるものとするが、労働者派遣事業関係業務取扱

要領「第 14－２表  派遣元責任者講習において配付する資

料」に掲げる資料を必ず含めるものとする。また、内容に

不適切な点があると厚生労働大臣が指摘をした場合、す

みやかに修正しなければならない。 

ト 派遣元責任者講習に係る受講者に対する本人確認の徹底 

講習の受講及び受講証明書の発行に際して、講習のなりすま

し受講を防止するため、受講者の本人確認の徹底をすること。

本人確認は、運転免許証、パスポート等、顔写真付きの公的

証明書又は国民健康保険証、住民基本台帳カード等、公的証明

書にて確認を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

３ 派遣先責任者講習 
 

(1) 概要 

法第 41 条により選任を義務づけられている派遣先責任者に対し、

関係法令やその職務に関する必要な知識等を付与することで、派遣

先責任者の能力向上を図り、その職務を的確に遂行できるようにす

ることを目的とする。派遣先責任者講習（以下「講習」という。）が

適正に実施されるよう、厚生労働省において、平成 30 年３月 30 

日に「派遣先責任者講習の実施に関するガイドライン」（以下「ガイ

ドライン」という。）を制定しており、ガイドラインに基づき、ガイ

ドラインの定めに従って講習を実施する講習機関については、(2)の

通り、厚生労働省職業安定局需給調整事業課（以下「担当課」とい

う。）あて申出を行うものとする。 

(2) 講習の実施に係る手続 

イ 講習実施の申出 

ガイドラインの定めに従って講習機関となることを希望する事

業者は、次の書類を担当課に提出すること。なお、提出に当たっ

ては、事前に担当課に提出等の相談をすることが望ましい。 

（イ）派遣先責任者講習実施申出書（様式第 22 号） 

（ロ）派遣先責任者講習実施日程書（様式第 23 号） 

（ハ）派遣先責任者講習において配布予定のテキスト及び資料 

ロ 講習機関名等の厚生労働省ホームページへの掲載 

上記イにより申出があった講習機関について、厚生労働省ホーム

ページへの掲載を希望する場合は、提出された書類を基に、講習

機関名、所在地、電話番号及び講習の開催日時等の掲載を行う。

なお、掲載に当たっては以下の点に留意すること。 

（イ）講習機関名、所在地又は電話番号の変更 

講習機関名、所在地又は電話番号が変更となった場合、派

遣先責任者講習実施申出書に変更後の講習機関名等を記載

し、速やかに担当課に申し出ること。 

（ロ）派遣先責任者講習実施日程書の登録等 

開催予定の講習については、開催日の前々月の末日までに

厚生労働省のホームページに掲載する。このため、講習機

関は、厚生労働省のホームページ掲載希望日の１箇月前ま

でに、派遣先責任者講習実施日程書により、担当課に掲載

を申し出ること。なお、厚生労働省ホームページへの掲載

申出に当たり、当該ホームページへの掲載申出日の１箇月

後の日の属する月の翌々月の１日から起算して、少なくと

も３箇月以上に渡る期間の開催予定について申し出ること

が望ましい。 

（ハ）講習の追加・削除、変更等 

講習の追加・削除及び、派遣先責任者講習実施日程書の項

目の変更については、原則、当該追加・削除、変更に係る

講習の開催日の前々月の末日の１箇月前まで、厚生労働省

にホームページの掲載内容の変更を申し出ることができる

ものとする。その他やむを得ない変更がある場合について

は、随時、申し出ることができることとするが、更新まで

の期間が短い等の場合、開催までに反映されない場合があ

る。 
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４ 民間の協力体制の整備 
 
(1) 概要 

法の施行に当たっては、行政機関による違法行為の防止、摘発

に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正

な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不

可欠である。このため、上記の観点からの派遣元事業主団体の

育成、当該事業主団体を通じての派遣元事業主への法の周知徹

底、指導等が行われるよう努めるとともに、行政機関の違法行

為の防止、摘発を補完するものとして派遣先、派遣労働者等

に対する相談援助等を行う協力員を民間から選任し、設置す

る等民間の総合的な協力体制を整備するものとする。 

(2) 労働者派遣事業適正運営協力員 

イ 概要 

厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事

業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する

者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員（以下「協

力員」という。）を委嘱することができる（法第 53 条）。 

ロ 目的 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労

働者等の相談に応じ、専門的な助言を行うことを目的とする。 

ハ 運営 

(ｲ) 協力員制度が、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先等に

広く認識され、積極的に活用されるよう、当該制度周知

用ポスターを作成し、公共職業安定所や派遣元事業主団

体に配付するほか、派遣先責任者研修等においても十分周

知するものとする。 

(ﾛ) 各公共職業安定所に地域の協力員の氏名、連絡先を

記載した名簿を掲示し、又は備え付け、派遣労働者や

派遣元事業主等からの問い合わせに応じるほか、各都道

府県労働局においても、協力員制度の概要や協力員名簿

をホームページに掲載すること等により、それらの者が

自由に閲覧できる体制を整える。 

(ﾊ) 相談を受けた協力員が、派遣元事業主や派遣先に接触し

やすいように、身分証明書を作成し、協力員の円滑な相

談、援助活動の一助とする。なお、身分証明書は都道府県

労働局長が交付する（第 15 様式集参照）。 

(ﾆ) 各都道府県労働局は、「労働者派遣事業適正運営協力員会議」

を年１回以上開催することとし、協力員間の情報交換や協

力員への情報提供を十分に行う。 
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労働者派遣事業報告書の集計結果 

 

別紙 

 

労働安全衛生法 第59条 安全衛生教育① 

事業者は、危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育

を行わなければならない。 

安全衛生教育は、それぞれの事業場の実態に即して、そのような教育が、どのような対象者に必要なのかを十分

に検討したうえで教育・訓練計画を立て、これに基づき実施していくことが重要です。 

また、事業場によっては、安全衛生教育を自社だけで実施することが困難な場合も出てきますので、このような

事業場においては、安全衛生関係団体等が開催する説明会、講習会等を活用して、これらに積極的に参加させる

ような取組みが必要です。 

労働安全衛生法 第59条 安全衛生教育② 

労働安全衛生法に基づく教育等 

１ 雇入れ時の安全衛生教育（同法第59条第1項） 

２ 作業変更時の安全衛生教育（同法第59条第2項） 

３ 職長教育（同法第60条） 

４ 免許、技能教習（同法第60条1項） 

５ 特別教育（同法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条） 

６ 安全衛生教育及び指針（同法第60条の2） 

７ 能力向上教育（同法第19条の2） 

８ 健康教育等（同法第69条） 

９ 労働災害防止業務従事者講習（同法第99条の2） 

労働安全衛生法 第59条 安全衛生教育③ 

（事業場内で実施するもの） 

１ 安全衛生講習会の実施 

２ 安全衛生大会等の実施 

３ 消火訓練、避難訓練（法令のものを除く）等の実施 

４ OJTの実施 

５ 安全朝礼等の実施 

６ TBM、KY活動等の実施 

７ 管理監督者による指導 

８ 安全衛生パトロール時等の指導 

９ 災害発生事例及び再発防止対策の周知 

10 ヒヤリ・ハット事例及び安全対策の周知 

（事業場外で実施するもの） 

１ 労働基準監督署等が開催する講習会等への参加 

２ 各安全衛生関係団体等が開催する講習会等への参加 

３ 発注者、元請等が開催する講習会への参加 
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キャリア・コンサルティング 

「キャリアコンサルティング」とは 

労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをい

います。 

「キャリア」とは 

一般に「経歴」、「経験」、「発展」、さらには「関連した職務の連鎖」等と表現され、時間的持続性ないしは継続

性を持った概念とされています。「キャリア」を積んだ結果として、「職業能力」が蓄積されていくものです。 

 

＜キャリア・コンサルティングの流れ＞ 
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教育訓練の実施① 

派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために、次のａ、ｂ、ｃ、ｄを満たすキャリア形成支援制度

を有しなければならない。 

ａ： 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。 

  ・教育訓練計画の作成 

  ・教育訓練の実施形態（ＯＪＴかＯＦＦＪＴか） 

ｂ：キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること 

ｃ：キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること 

ｄ：教育訓練の時期・頻度・時間数等 

 

教育訓練の実施② 

教育訓練の時期・頻度・時間数等 

（ａ）派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。また、教育訓練は、少なくとも最初の３年

間は毎年１回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリ

アパスに応じた研修等が用意されていること。 

（ｂ）実施時間数については、フルタイムで１年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、少なくとも最初の

３年間は、毎年概ね８時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること。 

（ｃ）派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に

配慮しなければならない。 

なお、派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられるように協力を求めることが望ま

しいこと。 
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５ 紛争の解決 
 
１ 苦情の自主的解決 

(1) 概要 

イ 派遣元事業主は、次の①～⑥に掲げる事項に関し、派遣労働者からの苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働

者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように

努めなければならない（法第47条の４第１項） 

① 派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保の措置（第30条の３） 

② 一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保の措置（法第30条の４） 

③ 雇い入れようとするときの待遇に関する事項の説明（法第31条の２第２項） 

④ 労働者派遣をしようとするときの待遇に関する事項の説明（法第31条の２第３項） 

⑤ 派遣労働者から求めがあったときの待遇に関する事項の説明（法第31条の２第４項） 

⑥ 派遣労働者が待遇に関する事項の説明を求めたことを理由とする不利益な取扱いの禁止（法第31条の２第

５項） 

ロ 派遣先は、次の①及び②に掲げる事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決

を図るように努めなければならない（法第47条の４第２項）。 

① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施（第40条第２項） 

② 給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の付与（法第40条第３項） 

(2) 意義 

イ 派遣労働者からの苦情や派遣労働者と派遣元事業主又は派遣労働者と派遣先の間の紛争（主張が一致せず、対

立している状態をいう。以下同じ。）のうち公正な待遇の確保に関するものについては、その解決方法が様々

であり、本来当事者間で自主的に解決することが望ましいことに鑑み、当該紛争についてまず当事者間で自主

的解決の努力を行うこととしたものである。 

ロ なお、苦情の自主的解決の努力は、３の紛争の解決の援助や４の調停の開始の要件とされているものではない

が、これらの手続の前に行われることが望ましい。 

 

２ 紛争の解決の促進に関する特例 

１の(1)のイの①～⑥の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び１の(1)のロの①及び②の事項につ

いての派遣労働者と派遣先との間の紛争（以下この章において「待遇関連紛争」という。）については、個別労働関係

紛争解決促進法第４条、第５条及び第12条から第19条のまでの規定は適用せず、法第47条の６から第47条の９までに定

めるところによる（法第47条の５）。 

派遣労働者の公正な待遇の確保に関する私法上の紛争は、派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差の是正や差別的取

扱いの禁止等に関する紛争であり、その解決に向けては、より広範な検証や制度面に関する専門的な知識を要するもの

であり、事実認定を行った上で必要な見直し案の調停案を示し、受諾の勧告を行うことが有効であることから、個別労

働関係紛争解決促進法の適用を除外し、専門性を対応できる機能を併せ持った調停等の対象とすることとしたものであ

る。 

 

３ 紛争の解決の援助 

(1) 概要 

都道府県労働局長は、待遇関連紛争に関し、これらの紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求めら

れた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる（法第47条の６第１項）。 
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派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対

して不利益な取扱いをしてはならない（法第47条の６第２項）。 

(2) 意義 

イ 派遣労働者の公正な待遇の確保に関する紛争を簡易で迅速に解決できるようにするため、知見等を有する都道府

県労働局長が、紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告を行うことができることとしたものである。 

ロ 「紛争の当事者」とは、現に紛争の状態にある派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先をいい、第三者である労働

組合等は含まれない。 

ハ 「助言、指導又は勧告」は、紛争の解決を図るため、当該紛争の当事者に対して具体的な解決策を提示し、これ

を自発的に受け入れることを促す手段として定められたものであり、紛争の当事者にこれに従うことを強制する

ものではない。 

(3) 援助を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止 

「不利益な取扱い」とは、解雇、配置転換、降格、昇給停止、出勤停止、労働契約の更新拒否等をいうこと。  

 

４ 調停 

(1) 概要 

都道府県労働局長は、待遇関連紛争について、これらの紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場

合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとする

（法第47条の７第１項）。 

派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益

な取扱いをしてはならない（法第47条の７第２項）。 

(2) 意義 

イ 苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助に加え、公正、中立な第三者機関による調停に

よる解決を図ることとしたものである。 

ロ 「紛争の当事者」とは、３の(2)のロを参照のこと。 

ハ 「調停」とは、紛争の当事者の間に第三者が関与し、当事者の互譲によって紛争の現実的な解決を図ることを

基本とするものであり、行為が法律に抵触するか否か等を判定するものではなく、むしろ行為の結果生じた損

害の回復等について現実的な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより当該紛争を解決しようとするもので

あること。 

(3) 調停の対象となる事案 

次の要件に該当する事案については、「当該紛争の解決のために必要があると認め」られないものとして、原則と

して、調停に付すことは適当であるとは認められない。 

イ 申請が、当該紛争に係る事業主の措置が行われた日（継続する措置の場合にあってはその終了した日）から１

年以上を経過した紛争に係るものであるとき 

ロ 申請に係る紛争が既に司法的救済又は他の行政的救済に係属しているとき（紛争の当事者双方に、当該手続よ

りも調停を優先する意向がある場合を除く。） 

ハ 集団的な労使紛争に関係したものであるとき 

都道府県労働局長が「紛争の解決のために必要がある」か否かを判断するに当たっては、上記のイ～ハに該当

しない場合は、法第47条の４による自主的解決の努力の状況も考慮の上、原則として調停を行う必要があると

判断されるものである。 

(4) 調停の申請をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止 
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「不利益取扱い」とは、３の(3)を参照のこと。 

(5) 調停の手続 

調停の手続については、法第47条の８において準用する男女雇用機会均等法 第19条、第20条第１項及び第21条か

ら第26条までの規定並びに則第46条の２の規定において準用する男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

施行規則（昭和61年労働省令第２号）第３条から第12条までの規定に基づき行われる。 

イ 個別労働関係紛争解決促進法第６条第１項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）の会長は、調停委員の

うちから、法第47条の７第１項の規定により委任を受けて待遇関連紛争についての調停を行うための会議（以

下「派遣労働者待遇調停会議」という。）を主任となって主宰する調停委員（以下「主任調停委員」という。）

を指名する。また、主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理

する。 

ロ 派遣労働者待遇調停会議は、調停委員２人以上の出席をもって、主任調停委員が招集する非公開の会議であ

る。また、派遣労働者待遇調停会議の庶務は、都道府県労働局職業安定部（東京労働局、愛知労働局及び大阪

労働局にあっては、需給調整事業部）において処理する。 

ハ 調停を申請しようとする者は、調停申請書を当該調停に係る紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）であ

る労働者に係る事業所（派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争にあっては派遣労働者を雇用する派遣元事業

主の事業所、派遣労働者と派遣先との間の紛争にあっては派遣労働者が就業する派遣先の事業所） の所在地を

管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることと

したときは、遅滞なく、その旨を会長及び主任調停委員に通知すること。また、都道府県労働局長は、委員会

に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申

請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によって通知すること。 

ニ 調停は、３人の調停委員により行われ、当該調停委員は、委員会のうちから、会長によりあらかじめ指名され

る。 

ホ 委員会は、調停のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される

労働者その他の参考人（以下「関係当事者等」という。）の出頭を求め、その意見を聴くことができる。ただ

し、この「出頭」は強制的な権限に基づくものではなく、相手の同意によるものであり、必ず関係当事者等

（法人である場合には、委員会が指定する者）により行われることが必要である。「その他の参考人」とは、関

係当事者である派遣労働者が就業している派遣先に雇用されている労働者、当該派遣先で就業する関係当事者

ではない派遣労働者、関係当事者である派遣労働者が雇用されている事業所に過去に雇用されていた者、関係

当事者である派遣労働者と異なる事業所に雇用されている労働者等を指す。 

委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴って出頭することがで

きる。補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。ただし、補佐人の陳述は、あくまでも

関係当事者等の主張や説明を補足するためのものであり、補佐人が自ら主張を行ったり、関係当事者等に代わ

って意思表示を行ったりすることはできない。 

ヘ 委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べること

ができるほか、他人に代理させることができる。他人に代理させることについて主任調停委員の許可を得よう

とする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して主

任調停委員に提出しなければならない。 

ト 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者等に対し、当該事件に関係

のある文書又は物件の提出を求めることができる。 
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チ 委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。「調停の

手続の一部」とは、現地調査や、提出された文書等の分析・調査、関係当事者等からの事情聴取等を指す。ま

た、委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局職業安定部（東京労働

局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部）の職員に委嘱することができる。 

リ 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働

局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表

する者から意見を聴くこと。「主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事

業主を代表する者」については、主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表

する者又は関係事業主を代表する者の氏名を求めること。関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する

者の指名は、事案ごとに行うこと。指名を求めるに際しては、管轄区域内の全ての主要な労働者団体及び事業

主団体から指名を求めなければならないものではなく、調停のため必要と認められる範囲で、主要な労働者団

体又は事業主団体のうちの一部の団体の指名を求めることで足りる。委員会が氏名を求めた場合には、当該労

働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を委員会に通知する。 

ヌ 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。調停案の作成は、調停委員

の全員一致をもって行う。また、「受諾を勧告する」とは、両関係当事者に調停案の内容を示し、その受諾を勧

めるものであり、その受諾を義務付けるものではない。委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当

事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行う。 

関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出しなければなら

ない。この「書面」は、関係当事者が調停案を受諾した事実を委員会に対して示すものであって、それのみを

もって関係当事者間において民事的効力をもつものではない。 

ル 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることがで

き、その場合、その旨を関係当事者に通知しなければならない。「調停による解決の見込みがないと認めると

き」とは、調停により紛争を解決することが期待し難いと認められる場合や調停により紛争を解決することが

適当でないと認められる場合をいい、具体的には、調停開始後長期の時間的経過を見ている場合、当事者の一

方が調停に非協力的で再三にわたる要請にもかかわらず出頭しない場合のほか、調停が当該紛争の解決のため

でなく労使紛争を有利に導くために利用される場合等が原則としてこれに含まれる。 

(6) 時効の完成猶予 

調停が打ち切られた場合に、当該調停の申請をした者が打切りの通知を受けた日から30日以内に調停の目的となった

請求について訴えを提起したときは、調停申請書を都道府県労働局長に提出した日（調停の過程において申請人が調

停を求める事項の内容を変更又は追加した場合には、当該変更又は追加したとき）に遡り、時効の完成が猶予され

る。 

(7) 訴訟手続の中止 

当事者が調停による紛争解決が適当であると考えた場合であって、調停の対象となる紛争のうち民事上の紛争である

ものについて訴訟が係属しているとき、当事者が和解交渉に専念する環境を確保することができるよう、受訴裁判所

は、訴訟手続を中止することができる。 

具体的には、待遇関連紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次

のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、４月以内の期間を

定めて訴訟手続を中止する旨を決定することができる。 

イ 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。 
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ロ イの場合のほか、関係当事者間に調停によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 

なお、受訴裁判所は、いつでも訴訟手続を中止する旨の決定を取り消すことができる。また、関係当事者の申立

てを却下する決定及び訴訟手続を中止する旨の決定を取り消す決定に対しては不服を申し立てることができな

い。 

 (8) 資料提供の要求等 

委員会は、当該委員会に継続している事件の解決のために必要があると認めるときは、国の機関の地方支分部局や

都道府県等の地方自治体等の関係行政庁に対し、資料の提供や便宜の供与等を求めることができる。 
 

苦情処理を円滑に行うために① 

一般的な苦情処理 

クレームを受け付けた際には４つの対応を心がけましょう 

①相手の「心情を理解」してクレームをよく聴く 

相手の「心情を理解」し話を「聴く」、そして「気持ちを静めてもらう」 

あいづち、間の取り方、表情、視線、態度などにも気配りを 

②何が問題になっているか「事実を確認」する 

クレーム解決に必要な事実を集め、整理し記録する 

適切な質問で事実を固めていく 

③問題の解決策や代替案などの「解決策を提示」する 

こちらの背景・事情は相手には関係が無い 

なぜ？ 何を？どうする？ 誰が？いつまでに？どこで？ 

④クレームへの「お詫びと感謝」をし、フォローによって組織でクレームを共有する 

相手に非がない場合は「お詫びと感謝」を 

クレームは組織で共有し、次の活動に活かす 

クレームを活かして、「最高のサービス」の提供を追求 
 

苦情処理を円滑に行うために② 

人材ビジネスにおいて 

派遣先から派遣労働者への不満やクレームを受け付けた際に心がけること 
 

①派遣先は何を問題にしているのか 

業務態度・業務処理能力・コミュニケーション・遅刻早退欠勤 

いつ？誰が？どのような状況で？何があった？数値で確認できるか？ 

②派遣労働者本人に確認を 

派遣先のクレームを鵜呑みにしてはいけない 

とりあえずの謝罪は控える 

まずは事実確認のために本人へ個別ヒアリング 

③本人の言い分を分析 

１００％本人が悪いということはそうない 

派遣先の就業環境設定に問題がある場合もある 

④派遣先と３者面談を（派遣先・派遣元・本人） 
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派遣先と一緒になって本人を攻めてはいけない 

派遣労働者にとって派遣元は唯一の拠りどころ 

本人の能力を十分に引き出し、仕事が完遂できるように 

問題の根本や就業環境の改善を派遣先に提案しよう 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

１ 概要 
 
(1)  労働基準法等の労働者保護法規の労働者派遣事業に対する適用に

ついては、原則として派遣中の労働者と労働契約関係にある派遣

元の事業主が責任を負う立場にある。しかしながら、派遣中の労

働者に関しては、その者と労働契約関係にない派遣先の事業主が

業務遂行上の具体的指揮命令を行い、また実際の労働の提供の場

における設備、機械等の設置・管理も行っているため、派遣中の

労働者について、その保護に欠けることのないようにする観点か

ら、派遣先における具体的な就業に伴う事項であって、労働者派

遣の実態から派遣元の事業主に責任を問うことの困難な事項、派

遣労働者保護の実効を期すうえから派遣先の事業主に責任を負わ

せることが適当な事項については、派遣先の事業主に責任を負わ

せることとし、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境

測定法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律につき適用の特例等に関する規定を設

けている（法第 44条から第 47 条の３まで）。  

(2)  適用の特例等に関する規定の基本原則は次のとおりである。  

イ 労働基準法等の適用の特例に関する規定は、当該特例規定がな

ければ派遣元の事業主が負担しなければならない責任を、特定

のものについて派遣先の事業主に負わせるものであり、このよ

うな特例規定が存しない労働基準法等の規定については、すべ

て派遣元の事業主が責任を負担することになる。  

ロ 労働基準法等の適用の特例に関する規定は、派遣元事業主が雇

用し、派遣先は指揮命令は行うが雇用はしていないという就業

形態に着目して現に労働者派遣されている派遣中の労働者につ

いて適用されるものであり（第 10－１図参照）、派遣労働者であ

っても、労働者派遣されていない状態の者についてはこれらの

規定が及ばず、派遣元の事業主が労働基準法等の規定の適用を

すべて受けることになる。 また、これらの規定は労働者派遣と

いう就業形態に着目して、労働基準法等に関する特例を定める

ものであり、労働者派遣事業の実施につき許可を受けた者であ

る派遣元事業主が行う労働者派遣だけではなく、それ以外の事

業主が行う労働者派遣についても適用され、また業として行わ

れる労働者派遣だけでなく業として行われるのではない労働者

派遣についても適用されることになるので注意すること。  

さらに、派遣中の労働者が派遣先の事業主と雇用契約関係にあ

ると評価し得る状態にある場合については、労働者派遣されて

いる状態とはいえず、派遣先と派遣労働者間についてはこの特

例規定の適用はない（この意味では、法第２条第１号の「労働者

派遣」の観念とは若干異なるものである（第１の１参照））。 派

遣元の事業主、派遣先の事業主双方との間に二重に雇用契約関

係が成立していると認められる場合は、いわゆる在籍型出向と

同じであり、派遣元の事業主及び派遣先の事業主がそれぞれ権

限と責任を有する事項について、労働基準法等が適用される（第

１の１の(4)のロ参照）。  

ハ 派遣先が労働基準法等の適用の対象となる事業でない場合（派

遣先が事業を行っていない場合）は、仮に派遣先が直接労働者を

雇用する場合にも労働基準法等の適用はないことにかんがみ、

特例の適用はないこととなるので、このような派遣先に労働基

準法等の規定が適用されることはない。この場合には、原則どお

り派遣元の事業主が労働基準法等における使用者責任をすべて

負うことになる。 

 

(3) 具体的には、次のような特例規定等を通じて、派遣中の労働者の

労働条件を確保している（第 10－１表参照）。 

イ 労働時間、休憩、休日等の労働者の具体的就業に関連する事項に

ついては、派遣先の事業主が責任を負う。ただし、「労働時間、休

日の枠組みの設定」は、派遣元の事業主が行うこととしている。

また、労働基準法第 38 条の４の規定による裁量労働制及び労働

基準法第 41 条の２の規定による高度プロフェッショナル制度は、

その性質上労働者派遣されている派遣労働者は適用を受けない。 

ロ 安全衛生に関する事項については、作業環境の重要な要素であ

る設備等の設置・管理、業務遂行上の具体的指揮命令に関係する

ことから、原則として派遣先の事業主が措置義務を負うもので

あるが、一般健康診断等の雇用期間中継続的に行うべき事項に

ついては、派遣元の事業主が義務を負う。 

ハ 労働者派遣契約に定める就業条件に従って、派遣中の労働者を

派遣先の事業主が指揮命令して労働させたならば、一定の法規

定に抵触することとなる場合には、当該労働者派遣をしてはな

らず、違反者に対しては罰則を適用する。 

ニ 派遣先の事業主が、派遣中の労働者について、特殊健康診断を行

った場合には、当該健康診断の結果を記録した書類を派遣元の

事業主に送付しなければならない。 

(4) 法の施行に当たり、労働基準法等の適用に関する特例等の部分に

ついては、職業安定機関が事務を担当することはなく、労働基準監

督機関又は雇用均等行政機関が事務を担当することとなっている。

しかしながら、法の適正な施行を確保する観点から職業安定機関

及び労働基準監督機関相互間において通報、通知を行うとともに、

相談、苦情に対して迅速かつ適正な対応を図るため、職業安定機関

及び雇用均等行政機関相互間で連絡体制を整備する等、密接な連携

を確保することとしており、また、職業安定機関が労働者派遣契約

（第６参照）の締結、派遣元による派遣契約の解除等（法第 28条）、

適正な派遣就業の確保のための派遣元事業主の配慮義務（法第 31 

条）等に係る適切な指導、改善命令の実施（第 49 条第１項）等を

実施していく上で当該部分について十分な理解を有することが必

要不可欠である。  
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１ 労働基準法 

第 10－１表 派遣中の労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担 

 

  

派 遣 元 派 遣 先 

均等待遇 

男女同一賃金の原則 

強制労働の禁止 

 

労働契約 

賃金 

１箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、１年単位の

変形労働時間制の協定の締結・届出、時間外・休日労働の協定の

締結・届出、事業場外労働に関する協定の締結・届出、専門業務

型裁量労働制に関する協定の締結・届出 

時間外・休日、深夜の割増賃金 

年次有給休暇 

最低年齢 

年少者の証明書 

 

 

 

 

 

帰郷旅費（年少者） 

産前産後の休業 

 

 

徒弟の弊害の排除 

職業訓練に関する特例 

災害補償 

就業規則 

寄宿舎 

申告を理由とする不利益取扱禁止  

国の援助義務 

法令規則の周知義務 

労働者名簿 

賃金台帳 

記録の保存 

報告の義務 

均等待遇 

 

強制労働の禁止 

公民権行使の保障 

 

 

労働時間、休憩、休日 

 

 

 

 

 

 

 

労働時間及び休日（年少者） 

深夜業（年少者） 

危険有害業務の就業制限（年少者及び妊産婦等） 

坑内労働の禁止（年少者） 

坑内業務の就業制限(妊産婦等) 

 

 

産前産後の時間外、休日、深夜業 

育児時間 

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 

徒弟の弊害の排除 

 

 

 

 

申告を理由とする不利益取扱禁止 

国の援助義務 

法令規則の周知義務（就業規則を除く） 

 

 

記録の保存 

報告の義務 
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２ 労働安全衛生法 

派 遣 元 派 遣 先 

職場における安全衛生を確保する事業者の責務 

事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する

労働者の責務 

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等 

総括安全衛生管理者の選任等 

 

衛生管理者の選任等 

安全衛生推進者の選任等 

産業医の選任等 

 

 

 

 

 

衛生委員会 

安全管理者等に対する教育等 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全衛生教育（雇入れ時、作業内容変更時） 

 

 

危険有害業務従事者に対する教育 

 

中高年齢者等についての配慮 

事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 

 

 

 

 

健康診断（一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見

聴取）  

健康診断（健康診断実施後の作業転換等の措置） 

職場における安全衛生を確保する事業者の責務 

事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労

働者の責務 

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等 

総括安全衛生管理者の選任等 

安全管理者の選任等 

衛生管理者の選任等 

安全衛生推進者の選任等 

産業医の選任等 

作業主任者の選任等 

統括安全衛生責任者の選任等 

元方安全衛生管理者の選任等 

店社安全衛生管理者の選任等 

安全委員会 

衛生委員会 

安全管理者等に対する教育等 

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 

事業者の講ずべき措置 

労働者の遵守すべき事項 

事業者の行うべき調査等 

元方事業者の講ずべき措置 

特定元方事業者の講ずべき措置 

定期自主検査 

化学物質の有害性の調査 

安全衛生教育（作業内容変更時、危険有害業務就業時） 

職長教育 

 

危険有害業務従事者に対する教育 

就業制限 

中高年齢者等についての配慮 

事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 

作業環境測定 

作業環境測定の結果の評価等 

作業の管理 

作業時間の制限 

健康診断（有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果につ

いての意見聴取） 

健康診断（健康診断実施後の作業転換等の措置） 
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派 遣 元 派 遣 先 
 

健康診断の結果通知  

医師等による保健指導  

 

医師による面接指導等 

心理的な負担の程度を把握するための検査等（検査の実施、結

果の通知、医師による面接指導、当該検査結果の意見聴取、作

業転換等の措置） 

 

 

健康教育等  

体育活動等についての便宜供与等 

 

 

 

申告を理由とする不利益取扱禁止  

  

報告等  

 

 

 

労働時間の状況の把握 

 

 

 

 

病者の就業禁止  

受動喫煙の防止  

健康教育等  

体育活動等についての便宜供与等  

快適な職場環境の形成のための措置  

安全衛生改善計画等 

機械等の設置、移転に係る計画の届出、審査等  

申告を理由とする不利益取扱禁止  

使用停止命令等  

報告等  

 

３ じん肺法 

派 遣 元 派 遣 先 

 

 

 

 

じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務 

粉じんにさらされる程度を軽減させるための措置 

作業の転換 

転換手当 

作業転換のための教育訓練 

政府の技術的援助等 

 

申告を理由とする不利益取扱禁止 

報告 

事業者及び労働者のじん肺の予防に関する適切な措置を講ずる責務 

じん肺の予防及び健康管理に関する教育 

じん肺健康診断の実施＊ 

じん肺管理区分の決定等＊ 

じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務 

粉じんにさらされる程度を軽減させるための措置 

作業の転換 

 

作業転換のための教育訓練 

政府の技術的援助等 

法令の周知＊ 

申告を理由とする不利益取扱禁止 

報告 

（注）＊の規定は、粉じん作業に係る事業場への派遣が終了した後は派遣元に適用する。 

 

４ 作業環境測定法 

派 遣 元 派 遣 先 

 作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定の実施 
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５ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

派 遣 元 派 遣 先 

妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止  

職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上

の措置  

職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関

する雇用管理上の措置  

妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 

妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止  

職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上及び指

揮命令上の措置  

職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用

管理上及び指揮命令上の措置  

妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 

 

６ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

派 遣 元 派 遣 先 

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の

制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮

措置等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止  

職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起因する

問題に関する雇用管理上の措置 

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、

時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等を理由

とする不利益取扱いの禁止  

職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起因する問題に関

する雇用管理上及び指揮命令上の措置 

 

２ 労働基準法の適用に関する特例等 
 

(1) 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、

派遣元の使用者のほか、派遣先の使用者も使用者としての責任を負

う（これらの規定に関する罰則の規定も適用される。）（法第  44 条

第１項）。  

①均等待遇の規定（第３条）、②強制労働の禁止の規定（第５条）、

③徒弟の弊害排除の規定（第 69条） 

(2) 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、

派遣先の使用者のみが使用者としての責任を負う（これらの規定に

基づいて発する省令の規定及びこれらの規定に関する罰則の規定

も適用される。）（法第 44 条第２項）。  

①公民権行使の保障の規定（第７条）、②労働時間の規定（第32条）、

③災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の規定（第 33

条）、④休憩の規定(第 34 条）、⑤休日の規定（第 35条）、⑥時間外

及び休日の労働の規定（第 36条第１項及び第６項）、⑦労働時間及

び休憩の特例の規定（第 40 条）、⑧労働時間等に関する規定の適用

除外の規定（第 41条）、⑨年少者に係る労働時間及び休日の規定（第

60 条）、⑩年少者に係る深夜業の規定（第 61 条）、⑪年少者に係る

危険有害業務の就業制限の規定（第 62 条）、⑫年少者に係る坑内労

働の禁止の規定（第 63 条）、⑬女性に係る坑内労働の禁止の規定（第

64 条の２）、⑭妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の規定（第

64 条の３）、⑮妊産婦に係る時間外労働、休日労働及び深夜業の規

定（第 66 条）、⑯育児時間の規定（第 67条）、⑰生理日の就業が著

しく困難な女性に対する措置の規定（第 68 条）  

なお、この場合における変形労働時間制の定め並びに時間外・休日

労働の協定の締結及び届出は派遣元の使用者が行うこととしてお

り、派遣先の使用者は派遣元の使用者が定めた変形労働時間制によ

り労働させ、また、締結した時間外・休日労働の協定の範囲内にお

いて時間外・休日労働をさせることができる。時間外労働の上限規

制の適用が猶予される事業・業務に関する規定（第 139 条から第 142

条まで）は、派遣先の事業・業務について判断することとなるため、

派遣元においては、派遣先の事業や業務の内容を踏まえて、時間外・

休日労働の協定を締結する必要がある。 

(3) 派遣元の使用者は、派遣先の使用者が労働者派遣契約に定める派遣

就業の条件に従って派遣中の労働者を労働させれば、次に掲げる規

定に抵触することとなる場合においては、当該労働者派遣をしては

ならない（法第 44条第３項）。  

①労働時間の規定（第 32 条）、②休憩の規定（第 34 条）、③休日

の規定（第 35 条）、④時間外労働及び休日労働の制限の規定（第

36 条第６項）、⑤労働時間及び休憩の特例の規定（第 40 条）、⑥年

少者に係る深夜業の規定（第 61 条）、⑦年少者に係る危険有害業

務の就業制限の規定（第 62 条）、⑧年少者に係る坑内労働の禁止

の規定（第 63 条）、⑨妊産婦等に係る坑内業務の就業制限の規定

（第 64 条の２）、⑩妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の規

定（第 64 条の３）、⑪医業に従事する医師（医療提供体制の確保

に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。）の時間外労働

及び休日労働の制限の規定（141条第３項） 

派遣元の使用者がこれに違反して労働者派遣を行い、派遣先の使

用者が違反行為を実行した場合（規定に抵触すれば足り、故意、処

罰は必要ではない。）については、派遣元の使用者が派遣先の使用

者に適用される規定に違反したものとして、これらの規定に係る

罰則の規定が適用される（法第 44 条第４項）。  

(4) 労働基準法の適用に関する特例等により適用される同法の規定に
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関しては、次に掲げる規定は、所要の読替えを行った上で適用され

る（これらの規定に関する罰則の規定も適用される。）（法第 44 条

第５項）。  

①監督組織の規定（第 99 条及び第 100 条）、②労働基準監督官の

権限の規定（第 101 条及び 102 条）、③監督機関に対する申告の規

定（第 104 条）、④報告の義務の規定（第 104 条の２）、⑤国の援

助義務の規定（第 105 条の２）、⑥法令等の周知義務の規定（第 106

条）、⑦記録の保存の規定（第 109 条）、⑧国及び公共団体につい

ての適用の規定（第 112 条） 

 

３ 労働安全衛生法の適用に関する特例等 
 
(1) 次に掲げる規定については、派遣元の事業者のみならず、派遣先の

事業者も事業者としての義務を負う（これらの規定に関する罰則の

規定も適用される。）（法第 45 条第１項）。  

①事業者等の責務等の規定（第３条第１項及び第４条）、②総括安

全衛生管理者の規定（第 10 条）、③衛生管理者の規定（第 12 条）、

④安全衛生推進者等の規定（第 12条の２）、⑤産業医等の規定（第

13 条及び第 13 条の２）、⑥衛生委員会の規定（第 18 条）、⑦安全

管理者等に対する教育等の規定（第 19 条の２）、⑧作業内容変更時

の安全衛生教育の規定（第 59 条第２項）、⑨危険有害業務従事者に

対する安全衛生教育の規定（第 60条の２）、⑩中高年齢者等につい

ての配慮の規定（第 62 条）、⑪健康診断実施後の措置の規定（第 66

条の５第１項）、⑫健康教育等の規定（第 69 条）、⑬体育活動等に

ついての便宜供与等の規定（第 70 条） 

(2) 派遣中の労働者についての派遣元の事業における安全衛生管理体

制に係る次に掲げる規定を派遣元の事業者に適用する場合、派遣元

の事業者の義務の範囲は、(1)により派遣先の事業者に課された義

務以外に限られる（法第 45 条第２項）。  

①総括安全衛生管理者の規定（第 10 条第１項）、②衛生管理者の規

定（第 12 条第１項）、③安全衛生推進者等の規定（第 12 条の２）、

④産業医の規定（第 13 条第１項）、⑤衛生委員会の規定（第 18 条

第１項）  

(3) 次に掲げる規定については、派遣先の事業者のみが事業者としての

義務を負う（これらの規定に基づいて発する政・省令の規定及びこ

れらの規定に関する罰則の規定も適用される）（法第 45条第３項及

び第５項）。  

①安全管理者の規定（第 11 条）、②作業主任者の規定（第 14 条）、

③統括安全衛生責任者の規定（第 15条）、④元方安全衛生管理者の

規定（第 15 条の２）、⑤店社安全衛生管理者の規定（第 15条の３）、

⑥安全委員会の規定（第 17 条）、⑦危険防止等のための事業者の講

ずべき措置等の規定（第 20 条から第 27 条まで及び第 31 条の３）、

⑧事業者の行うべき調査等（第 28 条の２）、⑨元方事業者等の講ず

べき措置等の規定（第 29 条から第 30 条の３まで）、⑩厚生労働省

令への委任の規定（第 36 条（第 30 条第１項及び第４項、第 30 条

の２第１項及び第４項並びに第 30 条の３第１項及び第４項の部分

に限る。））、⑪定期自主検査の規定（第 45 条（第２項を除く））、⑫

化学物質の有害性の調査の規定（第 57 条の３から第 58 条まで）、

⑬特別の安全衛生教育の規定（第 59条第３項）、⑭指導監督者に対

する安全衛生教育の規定（第 60 条）、⑮就業制限の規定（第 61 条

第１項）、⑯作業環境測定等の規定（第 65 条及び第 65 条の２）、⑰

作業の管理の規定（第 65条の３）、⑱作業時間の制限の規定（第 65

条の４）、⑲健康診断等の規定（第 66 条第２項から第５項まで、第

66 条の３及び第 66 条の４）、⑳病者の就業禁止の規定（第 68 条）、

㉑受動喫煙の防止（第 68 条の２）、㉒快適な職場環境形成のため事

業者が講ずべき措置の規定（第 71 条の２）、㉓安全衛生改善計画の

規定（第 78 条及び第 79 条）、㉔安全衛生診断の規定（第 80 条）、

㉕建設物の設置等に関する計画の届出等の規定（第 88 条）、㉖建設

物の設置等に関する計画についての厚生労働大臣等の審査等の規

定（第 89条及び第 89条の２） 

(4) 派遣先の事業に関しては、一定の機械等についての特定自主検査の

規定（第 45 条第２項）は適用されるが、当該検査を実施する者に

派遣中の労働者をあててはならない（法第 45条第４項）。  

(5) 派遣元の事業に関する(3)の規定及び特定自主検査の規定（第 45 条

第２項）の適用については、派遣中の労働者は派遣元労働者と労働

契約関係にないものとみなす。これにより、(3)の規定について事

業者が負う義務は、派遣先の事業者のみが負う。また、特定自主検

査（第 45 条第２項）を、派遣元の事業者は派遣中の労働者に実施

させることはできない（法第 45条第５項）。 

(6) 派遣元の事業者は、派遣先の事業者が労働者派遣契約に定める派遣

就業の条件に従って派遣中の労働者を労働させれば、次に掲げる規

定に抵触することとなる場合においては、当該労働者派遣をしては

ならない（法第 45条第６項）。  

①特別の安全衛生教育の規定（第 59条第３項）、②就業制限の規定

（第 61条第１項）、③作業時間の制限の規定（第 65 条の４）、④病

者の就業禁止の規定（第 68 条）派遣元の事業者がこれに違反して

労働者派遣を行い、派遣先の事業者がこれらの規定に抵触した場合

（規定に抵触する事実があれば足り、処罰は必要でない。）、派遣元

の事業者は当該規定に違反したものとして、当該規定に係る罰則の

規定が適用される（法第 45 条第７項）。 

(7) (1)、(3)及び(4)のほかにも、派遣先の事業に関しては、次に掲げ

る規定が所要の読替えを行った上で適用される（法第 45条第８項）。 

①ジョイントベンチャ－についての適用の特例規定（第５条第１項

及び第４項）、②安全衛生責任者の規定（第 16 条第１項）、③安全

衛生委員会の規定（第 19 条）  

(8) 派遣元の事業に関し、安全衛生委員会の設置に係る規定（第 19 条

第１項）は、所要の読替えを行った上で適用される（法第 45 条第

９項）。  

(9) 派遣先の事業者は、第 66 条第２項、第３項及び第４項の規定によ

り、派遣中の労働者に対し健康診断を行ったとき、又は当該派遣中

の労働者から同条第５項ただし書の規定による健康診断の結果を

証明する書面の提出があったときは、遅滞なくこれらの健康診断の

結果を記載した書面を作成し、派遣元の事業者に送付しなければな

らない（法第 45 条第 10項）。 

また、当該書面の送付を受けた派遣元の事業者は、当該書面を一定

期間保存しなければならない（法第 45 条第 11 項）。  

これらの規定に違反した者は、30 万円以下の罰金に処せられ（法

第 45 条第 12 項）、また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、こ
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れらの義務に違反する行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、

その法人又は人に対しても同様の罰金刑が科される（法第 45 条第

13 項）。  

(10) 派遣先の事業者は、(3)の第 66 条の４の規定により、医師等の意

見を聴いたときは、遅滞なく派遣元の事業者に通知しなければな

らない（法第 45 条第 14項）。 

(11) 労働安全衛生法の適用に関する特例等により適用される同法の規

定に関しては、次に掲げる規定は、所要の読替えを行った上で適

用される（これらの規定に関する罰則の規定も適用される。）（法

第 45条第 15項）。  

①労働災害の防止に関する厚生労働大臣の勧告等の規定（第９条）、

②技術上の指針等に関する厚生労働大臣の指導等の規定（第 28 条

第４項）、③注文者の講ずべき措置の規定（第 31 条第１項及び第

31 条の２）、④注文者の違法な指示の禁止の規定（第 31条の４）、

⑤請負人の講ずべき措置の規定（第 32 条）、⑥機械等貸与者の講

ずべき措置の規定（第 33 条第１項）、⑦建築物貸与者の講ずべき

措置の規定（第 34 条）、⑧安全衛生教育に関する国の援助に関す

る規定（第 63 条）、⑨健康診断実施後の措置のための指針に関す

る厚生労働大臣の指導等の規定（第 66 条の５第３項）、⑩健康の

保持増進のための指針に関する厚生労働大臣の指導等の規定（第

70 条の２第２項）、⑪快適な職場環境の形成のための指針に関す

る厚生労働大臣の指導等に関する規定（第 71 条の３第２項）、⑫

快適な職場環境の形成に関する国の援助の規定（第 71 条の４）、

⑬労働基準監督署長及び労働基準監督官の規定（第 90 条）、⑭労

働基準監督官の権限の規定（第 91条第１項及び第 92 条）、⑮産業

安全専門官及び労働衛生専門官の規定（第 93 条第２項及び第３

項）、⑯労働者の申告の規定（第 97 条）、⑰使用停止命令等の規定

（第 98条第１項及び第 99条第１項）、⑱労働災害の再発防止のた

めの講習の指示の規定（第 99 条の２第１項及び第２項）、⑲報告

等の規定（第 100 条）、⑳法令の周知の規定（第 101 条）、○ 21 ガ

ス工作物等設置者の義務の規定（第 102 条）、○ 22 書類の保存等

の規定（第 103 条第１項）、○ 23 国の援助の規定（第 106 条第１

項）、○ 24 疫学的調査等の規定（第 108 条の２第３項）、○ 25 

適用除外の規定（第 115 条第１項）  

(12) (1)～(11)まで（(10)を除く。）の労働安全衛生法の適用の特例等

に違反した者は、労働安全衛生法においてこれに相当する規定に

違反した者と同じく、労働安全衛生法に基づく免許の取消処分事

由、指定の欠格事由等に該当するに至った者として取り扱う（法

第 45条第 16項）。 

 

４ じん肺法の適用に関する特例等 
 

(1) 粉じん作業に係る派遣先の事業において常時粉じん作業に従事し

ている又はしたことのある派遣中の労働者については派遣先の事

業者は次に掲げる規定に係る措置を講ずべき義務を負う（これらの

規定に関する罰則の規定も適用される。）（法第 46条第１項）  

①じん肺の予防の規定（第５条）、②じん肺に関する予防及び健康管

理のための教育の規定（第６条）、③じん肺健康診断の規定（第７条

から第９条の２まで）、④労働者の受診義務の規定（第 11 条）、⑤

事業者によるエックス線写真等の提出の規定（第 12 条）、⑥じん肺

管理区分の決定手続、通知等の規定（第 13 条から第 16 条まで）、

⑦エックス線写真等の提出命令の規定（第 16条の２）、⑧じん肺健

康診断に関する記録の作成及び保存等の規定（第 17 条）、⑨法令の

周知の規定（第 35条の２）  

これにより、派遣先の事業者が負う義務については、派遣元の事業

者が負うことはない（法第 46 条第２項）。 

また、派遣先の事業者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を

行った場合は、その限度において、派遣先の事業者にあっては労働

安全衛生法第 66 条第２項の有害な業務に係る健康診断を、派遣元

の事業者にあっては同条第１項又は第２項の健康診断を行うこと

を要しない（法第 46条第３項）。  

(2) 粉じん作業に係る派遣先の事業において常時粉じん作業に従事し

ている又はしたことのある派遣中の労働者の派遣就業に関しては、

次に掲げる規定については、派遣元の事業者のみならず派遣先の事

業者も事業者としての義務を負う（これらの規定に関する罰則の規

定も適用される。）（法第 46 条第４項）。  

①じん肺健康診断の結果に基づく、労働者の健康保持に関する責務

の規定（第 20 条の２）、②粉じんにさらされる程度を低減するため

の措置の規定（第 20 条の３）、③作業の転換の規定（第 21 条）、④

作業転換のための教育訓練の規定（第 22 条の２） 

(3) 粉じん作業に係る派遣先の事業における派遣中の労働者の派遣就

業に関しては、転換手当の規定（第 22 条）による義務は派遣元の

事業者が負う（法第 46条第５項）。  

(4) 派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働

者であって、現に派遣元の事業に雇用され、かつ、常時粉じん作業

に従事する労働者以外の者（当該派遣先の事業において現に粉じん

作業以外の作業に常時従事している者を除く。）については、派遣

元の事業者が、次に掲げる規定に係る措置を講ずべき義務を負う

（これらの規定に係る罰則の規定も適用される。）（法第 46 条第６

項）。  

①じん肺健康診断の実施等の規定（第８条から第 11 条まで）、②事

業者によるエックス線写真等の提出の規定（第 12 条）、③じん肺管

理区分の決定手続、通知等の規定（第 13 条及び第 14 条）、④じん

肺管理区分の決定等の申請の規定（第 15 条第３項及び第 16 条）、

⑤エックス線写真等の提出命令の規定（第 16条の２）、⑥記録の作

成及び保存の規定（第 17 条）、⑦じん肺健康診断の結果に基づく、

労働者の健康を保持するための事業者の責務の規定（第20条の２）、

⑧作業転換のための教育訓練の規定（第 22条の２）、⑨法令の周知

の規定（第 35 条の２）  

(5) 派遣先の事業者は、派遣中の労働者に対して、じん肺健康診断を実

施し（第７条、第８条、第９条及び第９条の２）、又は、当該派遣中

の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面

の提出があったときは、じん肺健康診断に関する記録（第 17 条第

１項）に基づいて、この記録の写しを作成し、これを遅滞なく派遣

元の事業者に送付しなければならない。また、派遣先の事業者が都

道府県労働局長から派遣中の労働者に係るじん肺管理区分の決定

の通知を受けたときは、当該通知の内容を記載した書面を作成し、

遅滞なくこれを派遣元の事業者に送付しなければならない（法第46
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条第７項）。  

(6) (5)により書面の送付を受けた派遣元の事業者は、派遣先の事業者

による健康診断の結果を記載した書面については、７年間、じん肺

管理区分の決定の通知の内容を記載した書面については３年間、こ

れを保存しなければならない（法第 46 条第８項）。  

(7) 派遣元の事業者は、派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するも

の（じん肺管理区分が管理２、管理３又は管理４と決定されている

労働者を除く。）が労働安全衛生法第 66 条第１項の健康診断又は  

第２項の健康診断（派遣先の事業者が行うものを除く。）において、

じん肺の所見があり、又はじん肺にかかっている疑いがあると診断

されたときは、遅滞なく、その旨を派遣先の事業者に通知しなけれ

ばならない（法第 46条第９項）。  

(8) (5)、(6)又は(7)の規定に違反した者は、30 万円以下の罰金に処せ

られる（法第 46 条第 10項）。  

(9) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関して、(5)、(6)又は(7)に述べた規

定に違反する行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法

人又は人に対しても同様の罰金刑が科せられる（法第 46 条第 11

項）。 

(10) じん肺法の適用に関する特例等により適用される同法の規定に関

しては、次に掲げる規定は、所要の読替えを行った上で適用され

る（これらの規定に関する罰則の規定も適用される。）（法第 46 条

第 12項）。  

①政府の技術的援助等に関する規定（第 32条）、②じん肺診査医、

労働基準監督署長及び労働基準監督官に関する規定（第 39条から

第 43 条まで）、③労働者の申告の規定（第 43 条の２）、及び報告

の規定（第 44 条）である。  

(11) 粉じん作業に係る事業を行う派遣元の事業者が、派遣先の事業に

おいて常時粉じん作業に従事したことのある労働者に対してじん

肺健康診断を行った場合は、その限度において、派遣先の事業者

にあっては労働安全衛生法第 66 条第２項の有害な業務に係る健

康診断を、派遣元の事業者にあっては同条第１項又は第２項の健

康診断を行うことを要しない（これらの規定に関する罰則の規定

も適用される。）（法第 46 条第 13項）。 

 

５ 作業環境測定法の適用の特例 
 

(1) 派遣中の労働者に関する作業環境測定法の適用については、派遣先

の事業者が同法上の事業者に含まれるものとして次に掲げる規定

を適用する（法第 47条第１項）。  

①作業環境測定の実施等の総則規定（第１条から第４条まで）、②

作業環境測定士名簿の閲覧の規定（第８条第２項）、③行政機関に

よる監督、指導、援助等の雑則の規定（第 38 条から第 51条まで）、

④罰則の規定（第 52条から第 56条まで）  

(2) ３の労働安全衛生法の適用の特例等又は(1)の作業環境測定法の適

用の特例に違反した者は、労働安全衛生法又は作業環境測定法にお

いてこれに相当する規定に違反した者と同じく、作業環境測定士の

登録の欠格事由等に該当するに至った者として取り扱う（法第 47

条第２項） 

 

６ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律の適用の特例 
 
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派

遣元の事業主のほか、派遣先の使用者も事業主としての責任を負う（法

第 47条の２）。  

①妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第

9 条第 3 項)、②職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用

管理上の配慮の規定（第 11条第 1項）、③職場における妊娠、出産等に

関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮の規定（第 11 条

の２第１項）、④妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置の規定（第

12 条及び第 13 条第 1項） 

 

７ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律の適用の特例 
 

派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派

遣元の事業主のほか、派遣先の使用者も事業主としての責任を負う（法

第 47条の３）。  

①育児休業を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第 10

条)、②介護休業を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第

16 条)、③子の看護休暇を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の

規定(第 16 条の４)、④介護休暇を理由とする解雇その他不利益取扱い

の禁止の規定(第 16 条の７)、⑤所定外労働の制限を理由とする解雇そ

の他不利益取扱いの禁止の規定(第 16 条の 10)、⑥時間外労働の制限を

理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第 18 条の２)、⑦深

夜業の制限（第 20 条の２）、⑧所定労働時間の短縮措置等（第 23 条の

２）、⑨職場における育児休業、介護休業等に関する言動に起因する問

題に関する雇用管理上の配慮の規定（第 25 条） 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

８ 労働基準法（労働契約、賃金、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇、妊産婦等、就業規則） 
 

 

 

労働契約 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

 

 

賃金 

 

 

賃金支払いの５原則 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

 

 

賃金の口座払い 

 

 

労働時間 

 

 

1ヵ月間の変形労働時間制 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

 

 

フレックスタイム制 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

 

1年単位の変形労働時間制 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

休憩 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

休日 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

年次有給休暇 

 

 

 

妊産婦等 

産前産後休業 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

妊産婦の労働時間、休日労働等の制限 

 

育児時間 

 

生理休暇 

 

就業規則 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

 

 

 

 

就業規則、36協定等の周知 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

９ 最低賃金法（最低賃金） 
 
別紙 

 

 

１０ 労働安全衛生法（安全衛生教育、健康診断） 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

 

  



- 302 - 

第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

１１ 雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（性別を理由とする差別の禁止、婚姻、妊娠、

出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）及びパ

ワーハラスメント 
 

 

 

 

※「雇用均等室」は平成28年4月より、「雇用環境・均等部（室）」と改編  
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

１２ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

１３ 労働契約法 
 
無期労働契約への転換 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

 

 

有期労働契約の更新 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

不合理な労働条件の禁止 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

１４ 労働組合法 
 

 
 

１５ 労働保険制度（雇用保険、労災保険）、社会保険制度（健康保険、厚生年金） 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 
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第１２ 労働基準法等の適用に関する特例等 

 

 

 

 

１６ 最近の労働基準法等の改正の動向とポイント 
 

別紙 
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第 １３ 個人情報保護法の遵守等 

 

第 １３ 個人情報保護法の遵守等 

１ 概要 
 

(1) 派遣元事業主による個人情報の適正な取扱いについては、法第 24 条の３及び第 24 条の４において、労働者の個人

情報の取扱いに関する規定及び秘密を守る義務に関する規定が設けられ、さらに、「派遣元事業主が講ずべき措置に関

する指針」（この章において「派遣元指針」という。）第２の 10 の(1)及び(2)において、派遣労働者となろうとする者

及び派遣労働者（この章において「派遣労働者等」という。）の個人情報の取扱いに関して、その適切かつ有効な実施

を図るために必要な事項が定められている（第５の６及び第７の 26 参照）。  

(2) また、派遣元指針第２の 11 の(3)において、派遣元事業主による個人情報の保護の一層の促進等を図る見地から、法

に基づく事業実施上の責務の一つとして、派遣元事業主は、個人情報取扱事業者に該当する場合にあっては、個人情

報保護法第４章第１節に規定する義務を遵守しなければならないこととされるとともに、個人情報取扱事業者に該当

しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとされている。  

(3) なお、平成 29 年 5 月 30 日に全面施行の個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 65 号。以下「個人情報保護法等改正

法」という。）により、個人情報保護法に違反した派遣元事業主については、個人情報保護法に基づく個人情報保護委

員会による指導・助言等の対象となることとなった。また、法に違反する場合には、法に基づく指導・助言等の対象

ともなり得るものである。 

 

２ 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等 

 

派遣元事業主に課せられる義務に係る個人情報保護法及び個人情報保護法施行令の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措

置及びその主な留意点等については、以下のとおりであること。 

(1) 個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主  

① 個人情報保護法等の遵守について  

派遣元事業主は、派遣元指針第２の 11 の(3)により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報保護法

第４章第１節に規定する義務を遵守しなければならないこととされていること。 

具体的には、個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関

する法律についてのガイドライン」（http://www.ppc.go.jp/personal/legal/）等に留意しなければならない。ま

た、法第 24 条の３及び派遣元指針第２の 10 の（1）及び（2）の遵守に当たって留意すべき点は第５の６のとお

りであること。  

なお、個人情報保護法等改正法により、取り扱う個人情報が 5,000 人分以下の事業者に対しても個人情報保護法

が適用されることとされている点に留意すること。 

② 漏えい等の事案が発生した場合等の対応について  

「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」（平成 29 年個人情報保護委員会告示第１号）

等により対応すること。  

(2) 個人情報取扱事業者に該当しない派遣元事業主  

派遣元事業主は、派遣元指針第２の 11 の(3)により、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取

扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとされていること。  

なお、法第 24 条の３及び派遣元指針第２の 11 の(1)及び(2)に定める派遣労働者等の個人情報の取扱いに係る規定

については、個人情報取扱事業者に該当しない派遣元事業主であっても、遵守する必要があるものであること。 
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報道関係者 各位 

 

労働者派遣事業の令和元年６月１日現在の状況（速報） 

 

厚生労働省では、このほど、「労働者派遣事業報告書」（令和元年６月１日現在の状況報告）集

計結果（速報値）をまとめましたので、発表します。 

「労働者派遣法」（※）では派遣元事業主に対し、６月１日現在の運営状況についての報告書を

厚生労働大臣に提出するよう定めています。 

（※）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号） 

 
 

【令和元年６月１日現在の状況概要】 
 

１ 派遣労働者数・・・・・・・・・・・・・・・約157万人（対前年比：17.3％増） 
 

（１）無期雇用派遣労働者       550,625人（対前年比：41.3％増） 
 

（２）有期雇用派遣労働者      1,015,174人（対前年比：7.3％増） 
 
 
 
 
 

 ２ 製造業務に従事した派遣労働者数 ・・・・・・約33万人（対前年比： 15.7％増） 
 

 （１）無期雇用派遣労働者        97,164人（対前年比： 57.2％増） 
 

（２）有期雇用派遣労働者        228,777人（対前年比： 4.1％増） 
 
 
 

 
注１：労働者派遣法改正法附則（平成27年法律第73号）第６条第１項の経過措置期間が、平成30年９

月29日で満了したため、許可を有する労働者派遣事業者から提出された事業報告書のみの集計
となっている。 

令和２年３月３１日 

【照会先】 

職業安定局 需給調整事業課 

課長補佐      加藤 大吾 

係  長      半下石 佳之 

(代表電話)03(5253)1111(内線5322) 

(直通電話)03(3502)5227 
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【付表】

表１　集計事業所数

表２－１　派遣労働者の実人数

表２－２　製造業務に従事した派遣労働者数

表２－３　日雇派遣の状況

表２－４　業務別派遣労働者数及び業務別割合

＜令和元 年６月１日現在の状況＞

表１　集計事業所数

（単位：所、％）

平成30年６月
１日現在

令和元年６月
１日現在

対前年
増減比

労働者派遣事業 29,667 38,128 (28.5)

（旧）特定労働者派遣事業 40,703

70,370 38,128 (△45.8)

表２－１　派遣労働者の実人数

（単位：人、％）

平成30年６月
１日現在

令和元年６月
１日現在

対前年
増減比

平成30年６月
１日現在

令和元年６月
１日現在

対前年
増減比

平成30年６月
１日現在

令和元年６月
１日現在

対前年
増減比

311,146 550,625 (77.0) 78,528 389,674 550,625 (41.3)

925,070 1,015,174 (9.7) 20,614 945,684 1,015,174 (7.3)

1,236,216 1,565,799 (26.7) 99,142 1,335,358 1,565,799 (17.3)

表２－２　製造業務に従事した派遣労働者数

（単位：人、％）

平成30年６月
１日現在

令和元年６月
１日現在

対前年
増減比

平成30年６月
１日現在

令和元年６月
１日現在

対前年
増減比

平成30年６月
１日現在

令和元年６月
１日現在

対前年
増減比

46,592 97,164 (108.5) 15,222 61,814 97,164 (57.2)

212,366 228,777 (7.7) 7,490 219,856 228,777 (4.1)

258,958 325,941 (25.9) 22,712 281,670 325,941 (15.7)

表２－３　日雇派遣の状況

（単位：人）

有期雇用派
遣労働者数

合計

日雇派遣
労働者数

25,433

平成30年6月1日現在

労働者派遣事業

無期雇用派
遣労働者数

無期雇用派
遣労働者数

有期雇用派
遣労働者数

31,000

令和元年6月1日現在

労働者派遣事業 （旧）特定労働者派遣事業

合計

合計

合計

労働者派遣事業 （旧）特定労働者派遣事業 合計

- 2 - 
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担 
 
 
 
 

当 

東京労働局需給調整事業部 

需給調整事業第二課長   島村 正弘 

需給調整事業第二課長補佐 白砂 修 

主任需給調整指導官    澤村 敬太 

             宮内 浩志  

電 話 ０３－３４５２－１４７４ 

ＦＡＸ ０３－３４５２－５３６１ 

 

 

民間人材ビジネスに対する指導監督状況をとりまとめました 

～ 延べ３，０４５事業所に指導監督を実施、２事業主に対して行政処分 ～ 

  

東京労働局（局長：土田 浩史）は、令和元年度における民間人材ビジネス（労働者派

遣事業、職業紹介事業、請負事業等）に係る指導監督状況を取りまとめましたので、公表

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministry of Health, Labour and Welfare 

厚生労働省 Press Release 

厚 生 労 働 省 

東 京 労 働 局 発 表 

令和２年６月２５日 

 
<令和元年度指導監督の概要> 

 

【行政処分】 

☆悪質な法令違反により、労働者派遣元事業所２事業主に対して業務停止命

令等を発出。 

 

【行政指導】 

☆労働者派遣事業延べ２，０４１事業所、職業紹介事業延べ６９９事業所、

請負事業等延べ３０５事業所（計延べ３，０４５事業所）に対して、指導

監督を実施。（表１参照） 

☆指導監督を行った事業所に対する是正指導（文書指導）を、労働者派遣関

係１,０６１件、職業紹介関係３０２件、請負事業等関係２２５件（計１，

５８８件）実施。（表２参照） 
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Ⅰ 行政処分の実施状況 

   令和元年度は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和 60年法律第 88号。）（以下「労働者派遣法」という。）に基づき、２事業主に対して

行政処分を行いました。 

   ・労働者派遣事業停止命令（労働者派遣法第 14条第 2項）・・・・・・・・・・・・１件 

・労働者派遣事業改善命令（労働者派遣法第 49条第 1項）・・・・・・・・・・・・２件  

 

 事業区分 処分理由 処分内容 処分日 

１ 

 

労働者派遣  

１事業主 

 他者が雇用する労働者を業務委託と

称する契約により受け入れ、別の企業

に労働者供給を行った。 

改善命令 令和元年 12月 26日 

２ 

 

労働者派遣  

１事業主 

 他者から労働者供給を受け入れ、別

の企業に労働者供給を行った。 

 

業務停止命令 

1 ヵ月・4 ヵ月 

 

改善命令 

 

令和 2年 2月 27日 

 

Ⅱ 行政指導の実施状況 

表１ 指導監督を実施した延べ事業所数 

 令和元年度 平成 30年度 対前年度比 

計 3,045事業所 2,832事業所 7.5% 

 うち労働者派遣事業 2,041事業所 1,941事業所 5.2% 

うち請負事業 217事業所 334事業所 ▲35.0% 

うち職業紹介事業 699事業所 466事業所 50.0% 

 うちその他（募集等） 88事業所 91事業所 ▲3.3% 

 

表２ 是正指導（文書指導）を行った件数 

 令和元年度 平成 30年度 対前年度比 

計 1,588件 2,043件 ▲22.3% 

 うち労働者派遣事業 1,061件 1,347件 ▲21.2% 

うち請負事業 180件 156件 15.4% 

うち職業紹介事業 302件 519件 ▲41.8% 

 うちその他（募集等） 45件 21件 114.3% 

     

agekke
テキスト ボックス
       - 440 -



3 

 

表３ 主な指導内容 

（１）労働者派遣事業に関するもの  

① 派遣元事業主に対する指導内容 

  ○就業条件の明示（労働者派遣法第３４条第１項） 

    ・就業条件の明示がなされていない、あるいは明示の内容に不備がある。 

  ○派遣元管理台帳（労働者派遣法第３７条第１項） 

    ・派遣元管理台帳の記載内容に不備がある。 

 
○労働者派遣契約（労働者派遣法第２６条第１項） 

 
・労働者派遣契約の内容に不備がある。 

○派遣先への通知（労働者派遣法第３５条第１項） 

 
・派遣元事業主から派遣先へ通知する内容に不備がある。 

  
○マージン率等の情報提供（労働者派遣法第２３条第５項） 

 ・派遣労働者に対し、マージン率等の情報提供が正しく行われていない。 

 

② 派遣先に対する指導内容 

○派遣先管理台帳（労働者派遣法第４２条第１項） 

 ・派遣先管理台帳の記載内容に不備がある。 

○労働者派遣契約（労働者派遣法第２６条第１項） 

 ・労働者派遣契約の内容に不備がある。 

 

（２）請負業者、発注者に対する指導内容 

  ○労働者供給事業の禁止（職業安定法第４４条） 

    ・請負契約と称して、実態は労働者を供給又は受け入れている。 

  ○労働者派遣契約等（労働者派遣法第２６条第１項等） 

    
・労働者派遣の実態にも関わらず、労働者派遣契約を適正に締結していない。 

・労働者派遣事業の実態にも関わらず、派遣元、派遣先管理台帳を備えていない。 

 

（３）職業紹介事業者に対する指導内容 

  ○取扱職種の範囲等の明示（職業安定法第３２条の１３） 

    
・取扱職種の範囲を明示していない。 

・手数料、苦情の処理に関する事項などを正しく明示していない。 

  ○労働条件の明示（職業安定法第５条の３第１項） 

    ・求職者に対して業務の内容、労働契約の期間などを正しく明示していない。 

○帳簿書類の備付け（職業安定法第３２条の１５) 

 
・求人求職管理簿が作成されていない、あるいは記載すべき事項が記載されていない。 
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Ⅲ 法制度の周知状況 

  法制度の周知を図るため、派遣元事業主、派遣先などを対象に研修会及びセミナーを開催

した。 

対  象 実施回数（回） 出席人員（人） 

派遣元事業主 ６０ ４,１０５ 

派遣先 ９ ４０９ 

職業紹介事業者 ５１ ３,２３６ 

労働者 ５ １２５ 

同一労働同一賃金セミナー※ ４５ ８,１８７ 

合 計 １７０ １６,０６２ 

                       ※大規模開催７回 ５,００９人含む 

 

Ⅳ 令和２年度の指導監督方針のポイント 

○ 派遣元事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響に係る派遣労働者の雇用

維持等の要請を実施するとともに、労働者派遣契約の不更新等がある場合にも、労働

者派遣法に基づく派遣労働者に係る雇用安定措置が確実に実施されるよう周知及び指

導に努めます。   

 〇 働き方改革の一環として、同一労働同一賃金などの派遣労働者の不合理な待遇差解

消を目指す、平成 30年改正労働者派遣法が適切に履行されるよう周知及び指導に努め

ます。 

〇 平成 29年改正職業安定法についても、労働条件明示等が的確に実施されるよう周知

及び指導に努めます。 

 ○ いわゆる偽装請負、多重派遣を行う事業者や、悪質な違反を行った事業主及び違反

を繰り返す事業主に対しては、行政処分、勧告・公表を含む厳正な指導監督を実施し

ます。 

 

＜参考：東京労働局管内許可届出事業所数の推移＞ 各年度末現在 

  
労働者派遣事業 職業紹介事業 

事業所数 対前年比 事業所数 対前年比 

平成 27年度 20,427 1.8％ 5,978 4.7％ 

平成 28年度 19,200 ▲6.0％ 6,326 5.8％ 

平成 29年度 18,948 ▲1.3％ 6,890 8.9％ 

平成 30年度 11,973 ▲36.8％ 7,700 11.8％ 

令和元年度 12,428 3.8％ 8,669 12.6％ 

※平成 30年度は、特定労働者派遣事業の経過措置期間終了により減少 
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地域別最低賃金の全国一覧

   都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日

北海道 861 (861) 令和元年10月３日

青　 森 793 (790) 令和２年10月３日

岩　 手 793 (790) 令和２年10月３日

宮　 城 825 (824) 令和２年10月１日

秋　 田 792 (790) 令和２年10月１日

山　 形 793 (790) 令和２年10月３日

福　 島 800 (798) 令和２年10月２日

茨　 城 851 (849) 令和２年10月１日

栃　 木 854 (853) 令和２年10月１日

群　 馬 837 (835) 令和２年10月３日

埼　 玉 928 (926) 令和２年10月１日

千　 葉 925 (923) 令和２年10月１日

東　 京 1,013 (1,013) 令和元年10月１日

神奈川 1,012 (1,011) 令和２年10月１日

新　 潟 831 (830) 令和２年10月１日

富　 山 849 (848) 令和２年10月１日

石　 川 833 (832) 令和２年10月７日

福　 井 830 (829) 令和２年10月２日

山　 梨 838 (837) 令和２年10月９日

長　 野 849 (848) 令和２年10月１日

岐　 阜 852 (851) 令和２年10月１日

静　 岡 885 (885) 令和元年10月４日

愛 　知 927 (926) 令和２年10月１日

三　 重 874 (873) 令和２年10月１日

滋 　賀 868 (866) 令和２年10月１日

京 　都 909 (909) 令和元年10月１日

大　 阪 964 (964) 令和元年10月１日

兵　 庫 900 (899) 令和２年10月１日

奈　 良 838 (837) 令和２年10月１日

和歌山 831 (830) 令和２年10月１日

鳥　 取 792 (790) 令和２年10月２日

島　 根 792 (790) 令和２年10月１日

岡　 山 834 (833) 令和２年10月３日

広　 島 871 (871) 令和元年10月１日

山　 口 829 (829) 令和元年10月５日

徳　 島 796 (793) 令和２年10月４日

香　 川 820 (818) 令和２年10月１日

愛　 媛 793 (790) 令和２年10月３日

高　 知 792 (790) 令和２年10月３日

福　 岡 842 (841) 令和２年10月１日

佐　 賀 792 (790) 令和２年10月２日

長　 崎 793 (790) 令和２年10月３日

熊　 本 793 (790) 令和２年10月１日

大　 分 792 (790) 令和２年10月１日

宮 　崎 793 (790) 令和２年10月３日

鹿児島 793 (790) 令和２年10月３日

沖　 縄 792 (790) 令和２年10月３日

全国加重平均額 902 (901) －

※括弧書きは、令和元年度地域別最低賃金

 平成14年度から令和元年度までの地域別最低賃金改定状況[255KB]

最低賃金が改定されます。  

都道府県の令和２年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。 

また、平成14年度から令和元年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和２年度地域別最低賃金改定状況」の下に掲載しています。

令和２年度地域別最低賃金改定状況
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新型コロナウイルス感染症にかかる派遣労働者の
雇用維持のための積極的な対応をお願いします

厚生労働省・都道府県労働局 LL021127需01

■労働者派遣契約（以下「派遣契約」）と労働契約は別の契約であり、派遣契約の中途解

除や不更新があった場合であっても、労働契約の期間中に即座に派遣労働者を解雇でき

るものではありません。派遣元事業主は派遣先企業と協力しながら、派遣労働者の新た

な就業機会を確保するなど雇用維持に向けた取組を行っていただくようお願いします。

派遣元（派遣会社）事業主の皆さまへ

① 派遣先への直接雇用の依頼

② 新たな派遣先の提供（合理的なものに限る）

③ 派遣元事業主での（派遣労働者以外としての）無期雇用

④ その他安定した雇用の継続を図るための措置（雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定

派遣など） ※雇用調整助成金の活用等による雇用維持も当該措置に含まれます。

雇用安定措置の内容

雇用安定措置の対象者

雇用安定措置の対象者 派遣元事業主の責任の内容

Ａ：同一の組織単位に継続して３年間派遣される
見込みがある方（※１）

①～④のいずれかの措置を講じる義務
（※３）

Ｂ：同一の組織単位に継続して１年以上３年未満
派遣される見込みがある方（※１）

①～④のいずれかの措置を講じる努力
義務

Ｃ：（上記以外の方で）派遣元事業主に雇用され
た期間が通算１年以上の方（※２）

②～④のいずれかの措置を講じる努力
義務

※３ ①の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合には、派遣元事業主は②～
④のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。

■就業機会の確保ができない場合や雇用安定措置の対象とならない派遣労働者についても、

雇用調整助成金や新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を活用し、休業や教

育訓練を実施することで、安易な雇止め、解雇等は行わず、派遣労働者の雇用維持のため

の積極的な対応をお願いします。

※ 派遣労働者を解雇・雇止めする場合は、労働基準法と労働契約法の規定を踏まえた対応をお願いします。

※ 一定の場合については、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置（雇用安定措置）を講
じる必要があります。雇用安定措置については、都道府県労働局において遵守のための助言・指導等が
行われます。

■社員寮等に入居している派遣労働者については、離職した場合も引き続き一定期間の入

居について配慮を行うようにお願いします。

※２ 次の派遣先が予定され、現在、いわゆる「登録状態」にある方も、この対象者の中に含まれます。

※１ いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合となります。

派遣労働者から希望する雇用安定措置の内容を把握し、希望する措置を講ずるように努めてください。

令和３年４月１日から希望する措置内容の聴取及び聴取した内容の派遣元管理台帳への記載が義務化されます。！
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キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます

厚生労働省・都道府県労働局 LL021127需01

１ 派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加（令和３年１月１日）

派遣元（派遣会社）事業主の皆さまへ

■派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、キャリアアップ措置（教育訓練や

キャリアコンサルティングの内容）について説明することが必要となります。【労働者派遣

法施行規則第25条の14第２項第４号】

■また、教育訓練計画の内容やその変更について、派遣労働者に説明を行うことが必要と

なります。【派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第２の８（５）ロ】

２ 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取（令和３年４月１日）

■これまでも、派遣元事業主は、一定の場合、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させ

るための措置（雇用安定措置）を講じる必要がありましたが、当該雇用安定措置を講じる

にあたっては、予め派遣労働者から希望する当該措置の内容を聴取することが義務化され

ます。【労働者派遣法施行規則第25条の２第３項】

■また、派遣労働者から聴取した内容について派遣元管理台帳に記載を行うことが必要と

なります。【労働者派遣法施行規則第31条第10号】

３ マージン率等のインターネットでの提供（令和３年４月１日）

■マージン率等（※）については、原則として、インターネットの利用による情報提供が

必要となります。【労働者派遣法施行規則第18条の２第１項、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第

２の16 】

（※）事業所毎の派遣労働者数、派遣先数、マージン率（派遣料金の平均額・派遣労働者の賃金の平均額）、
教育訓練、労使協定の締結の有無（労使協定の範囲、有効期間）（注）下線部はこれまでも情報提供の対象
項目ですが、新たにインターネットによる情報提供が必要となる項目です。

■「人材サービス総合サイト（厚生労働省運営）」による情報提供（無料）も可能です。

４ 日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置（令和３年１月１日）

■派遣元事業主は、労働者派遣契約の解除がなされた場合、新たな就業先の確保ができな

い場合には、休業等を行い、日雇派遣労働者の雇用の維持、休業手当の支払い等の労働基

準法等に基づく責務を果たすべきことを明確化しました。【日雇派遣労働者の雇用の安定等を図

るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針第２の５（２）】

５ 労働者派遣契約の電磁的記録による作成（令和３年１月１日）

■労働者派遣契約について、書面によらず、電子計算機に備えられたファイルに記録する

方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行うことができます。【厚生労働

省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第２】

（ ）内は改正された省令・告示の施行・適用日
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